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公益社団法人日本年金数理人会は、確定給付企業年金制度の年金財政運営における年金数理業務の重要性に鑑み、

会員が、専門的職能人としての技術及び注意をもって、確定給付企業年金の数理計算業務及び法令に定める確認

業務を適切に遂行するために、「確定給付企業年金に関する数理実務基準」および「確定給付企業年金に関する数

理実務ガイダンス」を制定する。 
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確定給付企業年金に関する数理実務基準 

 

制定    2002年 8月26日 

全文改定  2017年12月20日 

改定    2019年 7月22日 

改定    2020年 6月22日 

改定    2021年 9月17日 

改定    2021年12月20日 

改定    2022年10月24日 

改定    2025年 2月19日 

改定    2026年 2月18日 

 

公益社団法人 日本年金数理人会 

 

 

本実務基準は、確定給付企業年金を実施する、又は、実施しようとする事業主（基金を設立して実施する場合

にあっては基金。以下「事業主等」という。）からの依頼により、確定給付企業年金法の下で適正な年金数理に

基づくべき次のいずれかの業務（以下「本専門業務」という。）を行う場合に、公益社団法人日本年金数理人会

（以下「本会」という。）の会員が遵守するべきものである。 

・事業主等が行う確定給付企業年金法第96条第1項に定める給付の設計、掛金の額の計算及び決算にかかる数理

計算業務 

・確定給付企業年金法第97条第1項に定める確認及び記名 

 

 

本実務基準が前提とする確定給付企業年金法、並びに、関連する政令、省令、告示、及び、通知（以下「確定

給付企業年金法令等」という。）は次の通り。 

◇確定給付企業年金法（平成13年6月15日法律第50号、最終改正：令和7年6月20日法律第74号） 

◇確定給付企業年金法施行令（平成13年12月21日政令第424号、最終改正：令和7年5月1日政令第101号） 

◇確定給付企業年金法施行規則（平成14年3月5日厚生労働省令第22号、最終改正：令和7年10月1日厚生労働省

令第95号） 

◇確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率

（平成14年3月5日厚生労働省告示第58号、その後の改正を含む。） 

◇確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率（平成15年3月18日厚生労働省告示

第99号、その後の改正を含む。） 

◇確定給付企業年金法施行規則第四十三条第一項に規定する通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険

に対応する額の算定方法（平成28年12月14日厚生労働省告示第412号、最終改正：令和元年12月27日厚生労働

省告示第211号） 
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◇確定給付企業年金制度について（平成14年3月29日年発第0329008号 地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局

長通知、最終改正：令和7年10月15日年発1015第1号 地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知） 

◇確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について（平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第

0329002号 地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長・運用指導課長通知、最終改

正：令和7年10月15日年企発1015第1号 地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通

知） 

◇確定給付企業年金の財政計算等に係る特例的扱いについて（平成20年9月11日年発第0911001号 地方厚生(支)

局長あて厚生労働省年金局長通知、最終改正：令和3年8月2日年発0802第2号 地方厚生(支)局長あて厚生労働

省年金局長通知） 

◇確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令（令和3年9月1日厚生労働省

令第150号） 

◇確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定方法について（令和3年9月1日年企発第

0901第2号、最終改正：令和7年12月3日年企発第1203第1号 地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年

金・個人年金課長通知） 

◇確定拠出年金の拠出限度額の見直しについて（令和3年9月27日年企発第0927第3号、最終改正：令和4年1月21

日年企発第0121第1号 地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知） 

 

確定給付企業年金法令等が改正され、当該改正を織り込むための本実務基準の改定が行われるまでの間に、当

該改正に沿って本専門業務を行う場合においては、当該改正による本実務基準への影響を考慮するべきであ

る。 

 

 

１．目的 

本実務基準の目的は、会員が遵守するべき実務基準を設けることによって、本専門業務によって提供される情

報を、その利用者が信頼しうるものとなることを目指すことである。 

そのため、本実務基準は、事業主等、その他の関係者が参照できるように、一般に公開する。 

 

２．行動規範との関係 

本実務基準は、会員が本専門業務を行う場合において、本会が定める行動規範で会員が適切な実務基準に従っ

て業務を遂行しなければならないとされている実務基準に該当する。 

 

３．優先順位 

確定給付企業年金法令等と本実務基準が矛盾する場合は、確定給付企業年金法令等が優先する。また、その他

の法令通知と本実務基準が矛盾する場合も、その他の法令通知が優先する。 

（注）例えば、確定給付企業年金法令等に改正があり、当該改正を織り込むための本実務基準の改定が行われ

るまでの間に、当該改正に沿って本専門業務を行う場合においては、当該改正の内容が優先する。 

 

４. 専門能力 
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会員は、本専門業務を依頼されたときは、自己の能力及び経験その他に照らして、それを引き受ける専門能力

を有していると判断した場合でなければその業務を行ってはならない。 

この専門能力には、最新の確定給付企業年金法令等、それに関連するその他の法令、通知、並びに、本会が公

表する「確定給付企業年金に関する数理実務ガイダンス」及び「確定拠出年金に関する数理実務ガイダンス」

の理解が含まれる。 

 

５．責任の所在 

適正な年金数理に基づいて、確定給付企業年金法第96条第1項に定める給付の設計、掛金の額の計算及び決算を

行うことの最終的な責任は事業主等にあるが、本専門業務を行うにあたり、本専門業務を行う責任は会員にあ

る。 

 

６. 関連資料の入手 

会員は、必要に応じて関連する資料（例えば、対象となる確定給付企業年金規約、確定給付企業年金規約で引

用する諸規程、並びに、勘定科目の内で本専門業務によって得られる情報（責任準備金、及び、同増減）以外

の諸数値が含まれる。財政悪化リスク相当額を算定する場合は、「確定給付企業年金法施行規則第四十三条第一

項に規定する通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額の算定方法」第2条に定める区分ご

との資産の額、ないし、リスク算定用資産構成割合が含まれる。また、制度変更を考慮する場合は、当該制度

変更を確認するための資料が含まれる。）を原則として事業主等から入手する。その内容について疑問がある場

合には、原則として事業主等に確認する。 

（注）例えば、会員が所属する法人等が管理する資料を本専門業務に用いる場合がある。この場合、会員は、

本項の適用において、当該資料を管理する法人等を事業主等に含める。 

 

７．個人データの入手 

会員は、本専門業務において用いる個人データを、原則として事業主等から入手する。 

会員は、個人データによっては、本専門業務によって得られる情報の信頼度が著しく低下する恐れがあること

を踏まえ、必要となる個人データの内容について事業主等に分かりやすく説明する。 

会員は、入手した個人データについて疑問がある場合には、原則として事業主等に確認し、疑問が解消される

ように努める。 

個人データの信頼性に重大な疑問がある場合には、報告書にその旨を記載する。 

本専門業務で使用した個人データは、必要に応じてそれが特定できる程度に報告書に記載する。 

（注）例えば、会員が所属する法人等が管理する個人データを基にして作成した個人データを本専門業務に用

いる場合がある。この場合、会員は、本項の適用において、当該個人データを管理する法人等を事業主等に含

める。 

 

８．基礎率の確定 

会員は、必要に応じて「９．基礎率に関する助言」に掲げる助言を行ったうえで、本専門業務において用いる

基礎率を確定することを事業主等に求める。事業主等が確定した基礎率について疑問がある場合には事業主等

に確認し、疑問が解消されるように努める。 
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事業主等が確定した基礎率が、適正な年金数理に基づいていないと判断される場合には、会員は、事業主等に

対し注意を喚起し、報告書にその旨を記載する。 

本専門業務で使用した基礎率は、必要に応じてそれが特定できる程度に報告書に記載する。 

（注）基礎率には、予定利率、予定死亡率、予定脱退率、昇給指数、給付の額の再評価及び額の改定に用いる

指標の予測、一時金選択率、並びに、新規加入の見込みが含まれる。 

 

９．基礎率に関する助言 

会員は、本専門業務において用いる基礎率を事業主等が確定することに資するために、必要に応じて次を行

う。 

① 基礎率の特性、その相互の関係、及び、その変動による確定給付企業年金制度への影響について助言する。 

② 適正な年金数理に基づくと判断される基礎率を提示する。会員が提示するべき基礎率を作成するにあたっ

て、過去に採用された方法が適正であるかどうかは環境の変化によって変化する可能性があるため、必要に

応じて方法の見直しを事業主等に提示する。そのため、会員は、本専門業務に関連する環境の変化の把握、

及び、最新の研究成果や調査報告等の情報の取得に努める。 

③リスク分担型企業年金に関し、決定した基礎率が給付額へ影響する可能性について助言する。 

 

10. 財政方式その他の確定 

会員は、本専門業務で用いる財政方式その他の事業主等が確定するべき事項（以下「財政方式等」という。）を

事業主等が確定するにあたって、適正な年金数理に基づくと判断される財政方式等の選択肢についての助言を

必要に応じて行ったうえで、本専門業務で用いる財政方式等を確定することを事業主等に求める。事業主等が

確定した財政方式等について疑問がある場合には事業主等に確認し、疑問が解消されるように努める。 

事業主等が確定した財政方式等が、適正な年金数理に基づいていないと判断される場合には、会員は、事業主

等に対し注意を喚起し、報告書にその旨を記載する。 

本専門業務で用いた財政方式等を、必要に応じてそれが特定できる程度に報告書に記載する。また、財政方式

等の適用にあたって、重要な事項について報告書に記載する。 

（注）財政方式等には、財政方式のほか、資産評価方法、別途積立金、財政悪化リスク相当額、特別掛金、リ

スク対応掛金、確定給付企業年金法施行規則第47条に定める特例掛金、リスク分担型企業年金掛金、許容繰越

不足金、非継続基準の積立不足に伴う特例掛金、及び、積立上限額を超える場合の掛金の控除額のそれぞれの

取り扱いが含まれる。 

 

11．給付の設計に関する助言 

会員は、本専門業務にかかわる給付の設計を事業主等が確定することに資するために、必要に応じて、給付の

設計の特性により生じる確定給付企業年金制度への影響について助言する。 

 

12. 近似、省略など 

会員は、近似、省略などに基づく算定を行う場合には、その妥当性を考慮する。 

近似、省略などに関して重要な事項がある場合には、会員は、その内容を報告書に記載する。 



 6

事業主等が、近似、省略などに基づく算定を行う場合には、会員は、依頼に応じて、その方法の特性について

助言する。 

 

13．報告 

①事業主等が行う確定給付企業年金法第96条第1項に定める給付の設計、掛金の額の計算及び決算にかかる数理

計算業務 

会員は、本専門業務によって得られた情報を、計算基準日、及び、前各項で報告書への記載が求められる事

項のうち該当するものとともに、報告書に記載して報告する。必要がある場合は自己の名前及び定款第5条第

1項に定める区分を記載する。その際、対象とした確定給付企業年金、前各項で報告書への記載が求められる

事項のうち該当するもの、及び、その他の重要な事項のうち、事業主等からの依頼に基づくものについて、

必要に応じてその旨を記載する。 

これらの事業主等からの依頼の内容に基づくことにより、本専門業務によって適正な年金数理に基づく情報

が得られないおそれがあると判断される場合には、会員は、報告書にその旨を記載する。 

「確定給付企業年金に関する数理実務ガイダンス」及び「確定拠出年金に関する数理実務ガイダンス」にお

いて本会が適正な年金数理に基づいていると考えるとされている取扱いから逸脱する取扱いを採用する場合

には、その事実及び根拠を報告書に記載する。 

 

②本専門業務のうち、確定給付企業年金法第97条第1項に定める確認及び記名 

会員（確定給付企業年金法施行規則第116条の2第2項に定める「年金数理人名簿」に搭載されている者に限

る。）は、確定給付企業年金法第97条第1項に定める「厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る

書類であって厚生労働省令で定めるもの」（以下、「厚生労働大臣に提出する書類」という。）が適正な年金数

理に基づいて作成されていることを確認した場合、その旨を記載し、記名した確認書により報告する。 

会員は、適正な年金数理に基づいていると判断されない場合には、厚生労働大臣に提出する書類に、適正な

年金数理に基づいていると判断されない箇所を明記することなくして、記名してはならない。 

 

以上 
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確定給付企業年金に関する数理実務ガイダンス 

 

制定    2002年 8月26日 

全文改定  2017年12月20日 

改定    2018年 2月21日 

改定    2018年12月21日 

改定    2019年 3月25日 

改定    2019年 7月22日 

改定    2020年 6月22日 

改定    2021年 9月17日 

改定    2021年12月20日 

改定    2022年10月24日 

改定    2024年 3月26日 

改定    2025年 2月19日 

改定    2026年 2月18日 

 

公益社団法人 日本年金数理人会 

 

 

本ガイダンスは、確定給付企業年金を実施する、又は、実施しようとする事業主（基金を設立して実施する場

合にあっては基金。以下「事業主等」という。）からの依頼により、確定給付企業年金法の下で適正な年金数理

に基づくべき次のいずれかの業務（以下「本専門業務」という。）を行う場合に、参考になる数理的な実務を説

明する教育的資料である。 

・事業主等が行う確定給付企業年金法第96条第1項に定める給付の設計、掛金の額の計算及び決算にかかる数理

計算業務 

・確定給付企業年金法第97条第1項に定める確認及び記名 

 

 

公益社団法人日本年金数理人会（以下「本会」という。）は、確定給付企業年金法、並びに、関連する政令、省

令、告示、及び、通知（以下「確定給付企業年金法令等」という。）、並びに、本ガイダンスに則って、合理的

な判断に基づいて本専門業務を行って得られる情報は、確定給付企業年金における適正な年金数理に基づいて

いると考える。 

本ガイダンスの理解は、「確定給付企業年金に関する数理実務基準」において、本会の会員が、本専門業務を行

うにあたって有するべき専門能力に含まれるとされている。 

本ガイダンスが前提とする確定給付企業年金法令等は次の通り。 

◇確定給付企業年金法（平成13年6月15日法律第50号、最終改正：令和7年6月20日法律第74号） 

◇確定給付企業年金法施行令（平成13年12月21日政令第424号、最終改正：令和7年5月1日政令第101号） 
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◇確定給付企業年金法施行規則（平成14年3月5日厚生労働省令第22号、最終改正：令和7年10月1日厚生労働省

令第95号） 

◇確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率

（平成14年3月5日厚生労働省告示第58号、その後の改正を含む。） 

◇確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率（平成15年3月18日厚生労働省告示

第99号、その後の改正を含む。） 

◇確定給付企業年金法施行規則第四十三条第一項に規定する通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険

に対応する額の算定方法（平成28年12月14日厚生労働省告示第412号、最終改正：令和元年12月27日厚生労働

省告示第211号） 

◇確定給付企業年金制度について（平成14年3月29日年発第0329008号 地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局

長通知、最終改正：令和7年10月15日年発1015第1号 地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知） 

◇確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について（平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第

0329002号 地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長・運用指導課長通知、最終改

正：令和7年10月15日年企発1015第1号 地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通

知） 

◇確定給付企業年金の財政計算等に係る特例的扱いについて（平成20年9月11日年発第0911001号 地方厚生(支)

局長あて厚生労働省年金局長通知、最終改正：令和3年8月2日年発0802第2号 地方厚生(支)局長あて厚生労働

省年金局長通知） 

◇確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令（令和3年9月1日厚生労働省

令第150号） 

◇確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定方法について（令和3年9月1日年企発第

0901第2号、最終改正：令和7年12月3日年企発第1203第1号 地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年

金・個人年金課長通知） 

◇確定拠出年金の拠出限度額の見直しについて（令和3年9月27日年企発第0927第3号、最終改正：令和4年1月21

日年企発第0121第1号 地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知） 

 

確定給付企業年金法令等が改正され、当該改正を織り込むための本ガイダンスの改定が行われるまでの間に、

当該改正に沿って本専門業務を行う場合においては、当該改正による本ガイダンスへの影響を考慮するべきで

ある。 
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目次 

 

〔用語の略称等〕              ………………………………１０  

第 １ 節 基礎率              ………………………………１１ 

第 ２ 節 財政方式             ………………………………２５ 

第 ３ 節 掛金               ………………………………２７ 

第 ４ 節 財政検証             ………………………………５３ 

第 ５ 節 財政計算             ………………………………８８ 

第 ６ 節 その他の事項           ………………………………９５ 

第 ７ 節 年金数理人の確認         ……………………………１０８ 

第 ８ 節 簡易な基準            ……………………………１１０ 

補足事項 財政悪化リスク相当額          ……………………………１１２ 

付録１ 確定給付企業年金に関する様式マニュアル      …………１５７ 

付録２ 平成29年1月改正後の財政運営にかかる数値例     …………２０３ 

 

  



 10

［用語の略称等］ 

確定給付企業年金法令等に定められた用語の略称はそのまま使用す

る。 

その他の用語は、以下のとおりとする。 

・掛金適用日 

財政計算に基づく掛金を適用する日をいう。 

・簡易な基準 

規則第５２条に規定する簡易な基準をいう。 

・弾力償却 

規則第４６条第１項第２号による特別掛金額の計算方法をいう。 

・定率償却 

規則第４６条第１項第３号による特別掛金額の計算方法をいう。 

・弾力拠出 

規則第４６条の２第１項第２号によるリスク対応掛金額の計算方法

をいう。 

・定率拠出 

規則第４６条の２第１項第３号によるリスク対応掛金額の計算方法

をいう。 

・年金換算利率 

一時金と年金の間の換算に用いる利率をいう。 

・給付区分特例 

通知「確定給付企業年金の財政計算等に係る特例的扱いについて」

第４－１に規定する給付区分ごとに経理することにより、資産を給

付区分ごとに区分することをいう。 

・区分運用 

給付区分特例を実施している場合の資産の運用方法のうち、給付区

分ごとに区分して資産を運用する方法をいう。 

・一括運用 

給付区分特例を実施している場合の資産の運用方法のうち、制度全

体で資産を一括して運用する方法をいう。 

・新基準 

平成29年1月1日を施行日とする確定給付企業年金法令等の改正後の

財政運営をいう。 

・旧基準 

平成29年1月1日を施行日とする確定給付企業年金法令等の改正前の

財政運営をいう。 

・閉鎖型 

新規加入を停止し、給付の額の算定の基礎となる加入者期間（以下

「給付額算定期間」という）の伸長を停止しない制度をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本数理実務ガイダンスにおける

左記の「閉鎖型」には、新規加入

を停止し、給付額算定期間の伸長

を停止する制度（「凍結型」とい

う）は含まれない。なお、当該「凍

結型」には令第54条の5が含まれ

るが、同条の見出しには「閉鎖型」

と記載されている点に留意する

こと。 
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第１節 基礎率 

 

標準掛金および数理債務の算定に用いる基礎率は、規則第４３条に基

づき、以下に留意して設定する。 

 

 

 

 

 

１．基礎率の設定 

(1)基本的な考え方 

基礎率は、実績および将来の見通しに基づいて定めるものとする。

掛金計算、債務評価に必要と考えられる基礎率を織り込むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来の見通しを反映させる場合、掛金の低下する方向への補整は原

則として行わないものとするが、過去の実績により算定された基礎

率により算出された掛金が必要以上に高いと判断できる根拠が明

示できる場合はこの限りではない。 

 

(2)各基礎率の相互関係について 

各基礎率は相互の関係に充分留意して設定する。 

 

 

 

２．基礎率の見直し時期について 

財政計算毎に定めることを原則とするが、前回の財政計算において

定めた基礎率のうち、継続して用いることが適切な場合については

これを継続して用いることができる。 

ただし、予定利率については下限予定利率を下回っていないこと。

また、予定死亡率については全年齢で、規則第４３条に定める範囲

内に収まること。 

 

 

〔基礎率を継続して用いることが適切である場合の例示〕 

・予定利率の算定において、設定根拠となる、積立金の運用収益の

長期の予測（以下「長期的期待収益率」という）やリスクに大幅

な変化がない場合 

・基礎率を見直した結果、変更前後で大幅な変化がない場合 

・加入者数が少なく、基礎率を洗替えることが必ずしも信頼性のあ

る基礎率算定に繋がらない場合であり、財政運営上、問題がない

と考えられる場合 

等 

 

 

 

・簡易な基準を使用する場合は、予

定利率、予定死亡率のみを使用す

る。ただし、指標を用いている場

合は、指標の予測を基礎率として

使用する。 

（「第８節 簡易な基準」参照） 

 

 

 

・「もっぱら各確定給付企業年金の

実績及び予測（予定利率について

は積立金の運用収益の長期の予

測）に基づき適正かつ合理的に定

めるものであり、他制度掛金相当

額を調整することを目的として

基礎率の設定方法を変更するこ

とは認められない。」とされてい

る。（「確定拠出年金における他制

度掛金相当額及び共済掛金相当

額の算定方法について」別紙「確

定拠出年金における他制度掛金

相当額・共済掛金相当額Q&A」（以

下、「確定拠出年金における他制

度掛金相当額・共済掛金相当額

Q&A」とする。）番号10より） 

 

 

・掛金率を上昇させる方向への将

来の見通しを基礎率に設定する

場合であっても、事業主等から提

示された根拠に基づき、その妥当

性を勘案しつつ、基礎率を設定す

ること。 

 

 

 

 

 

・予定死亡率、予定利率は、基準死

亡率、下限予定利率が変更にな

り、規則第４３条に定める範囲内

に収まらなくなっても次回財政

再計算まで見直す必要はない。 
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第１節 基礎率 

 

３．その他留意事項 

(1)予定利率 

規則第４３条に基づき事業主等が決定していることを確認するこ

と。 

 

・予定利率は、長期的期待収益率を上回らないことが原則となること

に留意する。 

 

・予定利率は、長期的期待収益率を大幅に下回る場合であっても、過

剰な損金算入を防止する観点から定められる下限予定利率を下回ら

ない場合は、保守的な評価を行っているものとして許容されること

に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予定利率は、長期的期待収益率に

基づき合理的に定めるものであ

って、積立金の運用収益の短期の

予測（以下「短期的期待収益率」

という）や、積立状況に応じて定

めることは適切ではないと考え

られる。 

 

長期的期待収益率は、年金資産が給

付の支払に充てられるまでの期間

等を考慮して設定するべきものと

考えられるが、当該期間に対応する

市場関係者間で共有される期待収

益率が得られない場合がある。この

とき、 

・長期的に実現を目指す運用収益

率の水準を設定し、その水準が合

理的なものであり、その水準を実

現するよう政策的資産構成割合

を見直すなど将来にわたって適

切に対応を行う場合に、当該水準

を予定利率の設定の前提となる

長期的期待収益率とすることは

必ずしも否定されない。 

・上記を採用するケースにおいて、

短期的期待収益率が低下したと

しても、年金積立金の運用は長期

間にわたって行うものであるこ

とから、長期的観点からの判断と

して政策的資産構成割合を維持

することは否定されず、また、こ

の場合において、設定した長期的

期待収益率や予定利率を必ずし

も見直す必要はないと考えられ

る。すなわち、短期的期待収益率

が一時的に予定利率を下回るこ

とは否定されず、短期的期待収益

率の動向を直ちに長期的期待収

益率に反映することや、短期的期

待収益率を割引率として債務を

評価し直すことなどは必ずしも

求められない。 

ただし、短期的期待収益率から、

少なくとも５年ごとに行う次回

の財政再計算など次に資産構成

割合を見直すまでに年金資産が

負債を下回ることが見込まれる

場合は、財政上の健全性が確保

されるとはいえないため、資産

構成割合を見直す時期を早める

など財政上の健全性が確保され

るように対応することが望まし

い。 

 

以下のケースにおいては、その影響
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第１節 基礎率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給付の区分に係わらず同一の予定利率を設定することが考えられ

る。ただし、資産が別々に管理・運用されている場合で資産構成に

違いがある、又は、資産の運用方針に違いがあるなど合理的な理由

があればそのような取扱いとはしないことも可能。 

 

 

 

 

 

・予定利率の設定については、財政計算時に長期的期待収益率に基づ

いて合理的に定める必要があり、以後の財政検証においてはその予

定利率を用いるものである。従って、年金受給者の債務評価におい

て、当該年金受給者の年金原資を積み立てた時点の利率を用いるも

のではない。 

 

・ただし、成熟度の上昇に従って政策的資産構成割合の見直しを予定

している場合など、合理的な理由がある場合には、予定利率を年金

支給開始年齢の前後で変えることも可能。またこの場合においても、

について事業主等に助言を行うこ

とが望ましい。 

・資産構成のリスクが異常に大き

く、財政運営上の支障が予想され

る場合 

・予定利率が直近の実勢利回り（直

近の長期国債利回り等）を大幅に

上回っている場合 

 

予定利率を設定する際に検討すべ

き事項として、事業主等に以下の助

言を行うことが望ましい。 

・長期的期待収益率及び下限予定利

率との整合性 

・設定した予定利率の年金財政へ

の影響 

・適用後の決算時における利差損

益の動向 

・長期的期待収益率とリスクとの

整合性 

・その他、年金財政への影響が大き

いと思われる事項 

 

・財政計算で設定できる予定利率

の下限は、年度単位で変更となる

ため、3月31日付で財政計算を行

う場合は、旧年度の下限予定利率

に基づくこととなる。新年度の下

限予定利率を用いて財政計算を

行いたい場合は計算基準日を4月

1日付とすることが考えられる

が、この場合において、3月31日

付の人員データ・資産データをそ

のまま4月1日のものとみなして

も支障がないと考えられる場合

には、3月末データを用いて基準

日のみ4月1日とし、新年度の予定

利率を用いて財政計算を行うこ

とが考えられる。 

 

・例えば退職金の移行部分と加入

者拠出を伴う退職金の外枠部分

等に異なる予定利率を適用する

場合には、合理的な理由が必要。 

また、実際の運用資産を分別管

理することまでは必要ないもの

の、形式上は分けられているこ

とが必要と考えられる。 
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第１節 基礎率 

支給開始年齢前後の予定利率はいずれも下限予定利率を下回っては

ならない。 

 

 

(2)予定死亡率 

使用する予定死亡率は、性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労

働大臣が定める基準死亡率を基に定める。 

 

・死亡の実績及び予測に基づき、「加入者」、「加入者であった者又はそ 

の遺族（障害給付金の受給権者を除く）」及び「障害給付金の受給権

者（加入者を除く）」の区分に応じ、規則第４３条に規定の範囲内で

定めた率を基準死亡率に乗じたものとすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財政上特段の支障がないと判断される場合には、男子、女子いずれ

か、あるいは男女の率を合理的に合成した予定死亡率を使用するこ

とができる。 

 

 

 

(3)予定脱退率 

・予定脱退率は、原則として直近３年以上の加入者の脱退実績及び将 

来の見通しに基づいて算定する。 

 

・予定脱退率は、例えば年齢別に定めることとし、全てのグループ区 

分・給付区分を合算して定める方法やグループ区分別・給付区分別

に定める方法等が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基準死亡率の改正に伴う予定死

亡率の見直しは、改正後基準死亡

率の適用日以降を計算基準日と

する財政計算から適用すること

を原則とする。ただし、適用日前

に先行して予定死亡率に改正後

基準死亡率を用いることも可。 

 

・一定率を乗ずることにより、将来

の死亡率の低下を見込むことが

できる。 

 

・加入者について、過去３年間の実

績により業務上の事故率が著し

く高いこと等が実証された場合

には、その実績及び将来の見通し

に基づいて一定率を乗じて得た

率とすることができる。 

 

・基準死亡率が改正された場合な

どにおいて従前の死亡率に一定

率を乗じた率と改正後の死亡率

のいずれか低い方の率を用いる

場合等、合理的な理由があれば必

ずしも全年齢において同一の乗

率を使用しなくとも良いと考え

られる。 

 

・令第23条第3項の規定に基づく額

の遺族給付金の支給を行う場合

は、死亡率を０を上回るように実

績等に基づいて合理的に見込む

こと。この場合にも規則第43条の

定めに留意すること。 

 

・年金受給者になると予測される

者が、男子に偏ると見込まれる場

合、男子の死亡率を使用すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

・同一グループ区分・同一給付区分

であっても、明らかに性質の異な

る集団が共存している場合は、区

別して、算定することができる。 

 

・区別したことにより少数集団と

なる雇用形態の異なる集団につ

いては、合算して算定することが
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第１節 基礎率 

 

 

 

〔算定期間〕 

・予定脱退率は原則として直近３年以上の加入者の脱退実績に基づい

て算定する。 

・異常年度の脱退実績の全てを使用しない等の処理をする場合等、必

ずしも連続した期間を用いるとは限らない。 

・異常脱退の実績が把握できる場合は、当該脱退データのみ除外して

も可。 

 

 

〔除外データ等の抽出〕 

・事業所脱退データについては、その恒常性又は異常性から判断して、

算定基礎データより除外する等、必要に応じて行う。 

・再加入者の取扱いにおいても算定基礎データより除外する等適宜処

理する。 

・過去に定年延長があり、あるいは現在定年延長中の場合、旧定年の

脱退データの影響は排除する等、必要に応じて行う。 

・算定期間内に限った特殊要因は脱退データより除外する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔粗製脱退率の算定方法〕 

・死亡脱退者の取扱いは次のいずれかの方法により算定する。   

・内枠方式 

死亡脱退者を含む脱退者の実績に基づいて算定した脱退率から

予定死亡率を控除する方法。 

予定死亡率を控除した結果が負となる年齢がある場合、その年齢

における予定脱退率は０（ゼロ）とする。 

・外枠方式 

死亡脱退者を除く脱退者の実績に基づいて算定した脱退率を予

定脱退率とする方法。 

 

 

・年齢毎の母数が少数の場合、連続した複数の年齢による集団を作成

し、粗製脱退率を求めることもできる。 

 

 

 

〔補整脱退率の作成・粗製脱退率の補整方法〕 

・統計資料の偶発的な要素や変動を排除し、当該制度の脱退傾向を示

す率として、凹凸の少ない滑らかな曲線となるように補整脱退率を

作成することができる。 

 

 

 

 

 

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

・障害による脱退率を使用する場

合も左記の考え方に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（除外の例示） 

・実施事業所の全部又は一部が、希

望退職者の募集を行った場合 

・恒常的ではない会社都合による

退職・関連会社への転籍による脱

退者 

・災害による離職者 

 

（除外方法の例示） 

・対象者を除外する。 

・対象年度を除外する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外枠方式の場合には死亡脱退者

を把握していること。 

 

 

 

（例示） 

・５歳幅毎の粗製脱退率等 

 

 

 

 

（例示） 

・移動平均法による粗製脱退率の

補整 

・グレヴィルの補整式による粗製

脱退率の補整 

・一般化加法モデル（Generalized 

Additive Model: GAM）による補

整脱退率の作成 
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・特異な年齢における脱退についても、年金財政の健全性を考慮し、

補整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実績脱退率の水準、傾向、安定性又は将来の動向（見込み）等を考

慮して、年金財政の健全性の観点から必要と認める場合は、脱退率

の割（増）掛け等により補整することができる。 

 

 

 

・年齢別に異なる率により割（増）掛けを行うことができる。 

 

 

 

 

・掛金率が低下する方向への割（増）掛けは原則として行わないこと

とする。 

 

 

 

 

 

〔最終年齢までの予定脱退率の算定〕 

・最終年齢までの脱退率を実績に基づき算定できないときは、年金財

政の健全性を考慮したうえ、使用できる実績値を基礎とし、これを

補外法等により最終年齢まで延長した数値を予定脱退率とする。 

 

 

 

 

〔異例処理〕 

・直近３年以上の加入者の脱退実績が予定脱退率算定の基礎データと

して不適当な場合。 

 →従前の予定脱退率を使用することができる。 

  年金財政の健全性より、従前の予定脱退率に割掛け等をすること

ができる。 

 

 

・複数の事業所で実施している確定給付企業年金の一部事業所で、会

社設立後の日が浅く使用すべき実績がない場合又は、火災等により

過去の記録の入手が困難な場合。 

→当該事業所を脱退率の算定基礎から除外することができる。 

 

 

・予定脱退率算定にあたっては、予定昇給指数、予定新規加入者、数

理上の定年年齢等の他の諸要素を総合的に勘案、検討のうえ定め、

年金財政の健全性、継続性を図る。 

 

 

（特異な年齢における脱退の例示） 

・２以上の事業所で実施している

確定給付企業年金の事業所毎に

異なる定年年齢による定年事由

の脱退 

・総合型確定給付企業年金におけ

る65歳以上の脱退 

 

（特異な年齢における補整方法の

例示） 

・粗製脱退率を用いる 

 

 

次に該当する場合には、割掛けの必

要性を検討することが考えられる。 

（例示） 

・脱退実績が減少傾向にある場合 

・脱退実績が不安定な場合 

 

・割（増）掛けの率は当該期間の脱

退率の水準及び将来の見通し等

を考慮して算定することが考え

られる。 

 

・実績により算定した予定脱退率

が、明らかに不適切であると判断

される場合については、掛金率が

低下する方向への割（増）掛けを

行うことができる。 

 

 

（例示） 

・定年延長を行ったとき 

〔補外法等の具体例〕 

・使用できる実績値の傾向に基づ

いて延長する。 

・最終実績値をそのまま延長する。 

・０とする。 

 

（例示） 

・当該期間において、連続的に人員

整理等の特異な脱退があり、その

対象者の区別がつかない場合 
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(4) 最終年齢 

最終年齢は、年金支給開始年齢や定年年齢などを参考にして決定す

ることが考えられる。定年制の有無を参考にする場合は、以下のよ

うな方法がある。 

 ①定年制がある場合   

ｱ)・定年前後の加入者の実態がないとき 

・定年前の加入者数に比べて定年後の加入者数が少数であって

かつその実態が例外的事例として無視できるとき 

  →定年年齢を最終年齢とする。 

 

ｲ)・定年前の加入者数に比べて定年後の加入者数が多数であるとき 

・少数であってもその実態が定常的なものとして無視できない 

とき 

  →定年後の加入者の実態を考慮して最終年齢を定める。 

 

ｳ)勤務延長制、再雇用制等については、その実態を考慮したうえ、

前記ｱ),ｲ)に準じて取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②定年制がない場合又は２以上の事業所で確定給付企業年金を実

施していて各企業により定年制が異なる場合 

ｱ)高齢における加入者数が多数であって、実績に基づき脱退率を

算定できるときは、財政の健全性を考慮したうえ、実績値を使

用できる範囲で最終年齢を定める。 

 

 

ｲ)高齢における加入者数が少数であって、実績に基づき脱退率を

算定できないときは、年金支給開始年齢を最終年齢とする。ただ

し、年金支給開始年齢を最終年齢とすることが財政上の観点か

ら不適当と認められるときは、財政上安全と認められる年齢を

最終年齢とする。 

 

 

 

 

 

 

③最終年齢を超える現在加入者の取扱い 

 

・最終年齢を超える現在加入者については、計算基準時点以降1年

以内に全員脱退するものとして給付現価及び収入現価を算定す

る。 

 

 

 

 

 

（例示） 

・年金支給開始年齢 

・脱退率が算定できる最終の年齢 

・ｆz 方式 

    
〔ｆz方式〕 

 
 
        Σ ｌx 
        x=z+1 

  ｆz ＝             とし、 
Ｌz 

ｚ＋ｆz  を最終年齢とする。 

 

（記号） 

・ｚ ：定年年齢 

・ｌx ：ｘ歳加入者数  

・Ｌz ：ｌz 又はｌz ～ｌz-A 

の               

平均値（１≦Ａ≦４） 

（注意） 

 ・主として実績値に規則性が認

められない場合に使用する。 

  ・ｆz の算定上十分な実績値が

あるか留意する。 

 ・ｆzの端数は、財政上の安全を 

考慮して処理する。 

 

 
 
 

 

 

・実績に基づき脱退率を算定でき

るときとは、十分な実績値があ

り、脱退率を算定することが意

味をもつ場合。 

 

（例示） 

・総合型確定給付企業年金で、最

終年齢を65歳とする。 

・総合型確定給付企業年金以外の

制度で、主力企業の定年年齢を

最終年齢とする。 

・総合型確定給付企業年金以外の

制度で、各企業の定年年齢のう

ち、最高年齢を最終年齢とす

る。 
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(5) 昇給指数（予想昇給率） 

・昇給指数（予想昇給率）は、給与（あるいはこれに類するもの）

に関して定めるものである。 

 

・以下、将来の給与水準の変動を「ベア」と言う。また、ベアを見

込まない場合の昇給指数（予想昇給率）を「静態的昇給指数」と

言う。 

 

 

〔ベアの反映〕 

・昇給指数（予想昇給率）に将来のベアを反映させる場合には、事

業主等から提示されたベアに関する将来の見通しを基礎に行う

ものとする。 

なお、昇給指数（予想昇給率）に見込むベアの水準については、

長期的視点に立ったものであることに留意すること。 

 

 

 

・ベアに起因する過去の昇給差損の発生状況が財政上軽視できない

ものと判断され、今後も同程度以上のベアの発生が見込まれる場

合には、昇給指数（予想昇給率）にベアを見込むことが望ましい。 

ただし、当不足金について将来的に事後償却が可能であると事業

主等が判断した場合には、この限りではない。 

 

・ベアを見込むことにより、これを見込まない場合に比して掛金率

が低下する場合には、財政の健全性の見地より原則として見込ま

ないこととする。 

  

 

・将来加入者に係る給付現価、給与現価を算出するに当たって使用

する加入時給与及び加入後の昇給率にベアを見込む場合には、昇

給指数（予想昇給率）でのベアの見込みと整合性を図りつつも財

政の健全性に留意して行うこと。 

   

 

・ベアを見込んだ昇給指数（予想昇給率）を算定する方法としては、

静態的昇給指数を予め算定しこれにベアを考慮する方法が考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔昇給指数（予想昇給率）の変更時期〕 

・昇給指数（予想昇給率）の見直しは、財政再計算、法改正による標

準報酬の上下限額の改定時（基準給与に「標準報酬月額」を使用す

る場合）などに、財政の健全性に留意の上で適宜実施すること。 

 

  

  

〔確定給付企業年金の給与に「企業型年金における拠出限度額を超え

る部分」が反映される場合の昇給指数の設定方法〕 

・確定給付企業年金と企業型年金（確定拠出年金法第２条第２項に規

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・例えば、予定利率を上回るベアの

見込みは、実施事業所における

人事施策上の計画などの明確な

根拠により短期間に限定して行

う以外は不可。 

また、負のベアの見込みは不可。 

 

 

・特に、給付設計が最終給与比例制

の場合には留意が必要である。 

 

 

 

 

・ベアの見込みが明確な根拠によ

るものである場合にはこの限り

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例示）静態的昇給指数を基礎に算

定する方法 

Ｂx ＝Ｂx-1×Ｊx-1×(１＋ベア率） 
 

Ｂx：x 歳での昇給指数（予想昇給率） 
Ｊx：x 歳での静態的昇給指数による

昇給率 
 

 

 

 

・財政再計算時に、従前のベアの見

込みが将来の見通しに沿わない

等の理由によりこれを変更する

ことができる。 

なお、ベアの見込みのみを変更

することも可。 

 

 

 

・この場合、企業型年金の拠出限度
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定する企業型年金をいう。以下同様。）を併設している場合であって、

超過部分（企業型年金の拠出限度額を超える部分をいう。以下同様。）

が確定給付企業年金の給付額に反映される給付設計の場合には、昇

給指数の算定に留意する。 

 

（設計の例） 

ポイント制の退職金制度において、全体の70％相当の「単年度ポイ

ント×単価×0.7÷12」を確定給付企業年金のポイントに毎月累積

し、残る「単年度ポイント×単価×0.3÷12」を企業型年金の事業主

掛金として毎月拠出する。ただし、上記の事業主掛金が「55,000円

－他制度掛金相当額」を上回るときは、事業主掛金は「55,000円－

他制度掛金相当額」とし、当該上回る部分は確定給付企業年金の「単

年度ポイント×単価×0.7÷12」へ加算したうえで、確定給付企業年

金のポイントに累積する。 

 

・確定給付企業年金の本来部分及び超過部分の給付水準を適切に反

映するように昇給指数を算定する。 

 

（例示） 

①反復計算による方法 

 

例として、給与A＝確定給付企業年金の本来部分給与、給与B＝超

過部分給与とすると、各加入者の給与は給与A＋給与Bとなり、こ

の制度で財政再計算をした場合、反復計算は以下のようになる。 

 

a   給与A＋給与Bに基づく仮の昇給指数・加入時給与等を算定 

b   aを基に他制度掛金相当額を算定 

c   bを基に各人の給与Bを再算定（B'とする） 

a'  給与A＋給与B'に基づく仮の昇給指数・加入時給与等を算定 

b'  a'を基に他制度掛金相当額を算定 

c'  b'をもとに各人の給与Bを再算定（B''とする） 

a” 給与A＋給与B'’に基づく仮の昇給指数・加入時給与等を算

定 

…以下、収束するまで繰り返す 

 

②反復計算によらない方法 

（例１）超過部分給与を織り込まない方法 

計算基準日時点における本来部分給与のみに基づき昇給指数

を算定する。 

 

 

（例２）本来部分と超過部分を合わせた給与に基づく方法 

計算基準日時点における本来部分と超過部分を合わせた給与

を使用して昇給指数を算定する。 

 

 

 

〔その他〕 

・昇給指数（予想昇給率）については、統計資料（基礎データ）から

得られる年齢別粗平均給与に対して補整を施したもの（年齢別補整

給与）を基礎に算定すること。 

  （静態的昇給指数についても同様。） 

 

 

・昇給指数（予想昇給率）は、例えば年齢別・給付区分別に定めるこ

ととするが、異なる給付区分の加入者の対象が概ね一致しており、

かつ当該給付区分が同一の基準給与によっているなどの場合には、

年金財政への影響を考慮しつつ、異なる給付区分で同様の昇給指数

額（他制度掛金相当額）と確定給

付企業年金の給与の関係が循環

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・反復計算に用いるデータの入手

可能性（超過部分とそれ以外の給

与を分けて把握できるか）や、財

政運営が不安定となる可能性（財

政再計算ごとに昇給指数の変動

に伴い標準掛金が大きく変動す

る可能性）等に十分留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

・給与に係る規程や実績から超過

部分の金額が小さく昇給指数へ

の影響が小さい場合は合理的な

方法と考えられる。 

 

 

・この場合、財政再計算の都度他制

度掛金相当額の変更に伴う確定

給付企業年金の給与の傾向が変

化していくことに注意する。 

 

 

 

（例示） 

 ・最小自乗法による補整 

 ・グレヴィルの補整式による方法 
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（予想昇給率）を使用することも可。 

 

 

  

(6)新規加入者の見込み 

予定新規加入者を過去3年間以上の新規加入者の実績又は将来の見

通しに基づき、予定加入年齢並びに加入者の総数及び給与総額に対

する一定割合として定める方法が考えられる。 

 

・新規加入者の見込みは、給付区分別に定める。 

  

 

〔将来の加入者の見込みの変更時期〕 

・新規加入者の見込みは、法第58条第1項に定める財政再計算時の他、

必要であると判断される場合は見直すこと。 

 

 

 

〔除外データの抽出〕 

・算定の基礎となるデータのうち次の事象に該当するものについて

は、その事象の恒常性又は異常性を考慮の上、必要に応じて影響を

排除すること。 

・増加又は減少する実施事業所に係るデータ 

・再加入者 

・企業の合併、規約型企業年金の統合、企業年金基金の合併等が 

あった場合など 

  

 

〔異例処理〕 

・過去３年間以上の算定の基礎となるデータを得られない場合には、

年金財政の健全性に配慮の上、従前の見込みを適宜補正することに

より算定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○予定新規加入年齢 

・過去３年間以上の新規加入者実績の単純平均により算定する方法、

過去３年間以上の新規加入者の実績を次の算式により加重平均して

得られる年齢により見込むなどの他、合理的な方法により算定する

ことが考えられる。 

 
        (t)                    (t) 
    Σ（ΣＢx ・Ｓx ）    （ Σ（ΣＢx ))・Ｓy 

t=0,1,, x              t=0,1,, x 
                       ＝ 

 (t)                  (t) 
Σ（ΣＢx ・Ｎx ）    （ Σ（ΣＢx ))・Ｎy 

t=0,1,, x                  t=0,1,, x 

 

 
 (t) 
Ｂx ：基準日のｔ年前応当日の直前１年間におけるｘ歳での新規加入

者の給与 

Ｓx ：基礎率に基づく給付現価率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例示） 

・対象加入者の範囲変更の場合 

・規約型企業年金の統合、企業年金

基金の合併等の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・例えば、新規加入者数のデータが

0件である場合は、実施事業所にお

ける給与規程や採用計画等を用い

る方法により新規加入者の見込み

を定めることが適切と考えられる

が、必要に応じて同業他社や類似

企業等で使用しているデータ、他

の給付区分に基づくデータ、厚生

年金被保険者データ等を用いるこ

とも考えられる。 

 

 

（例示） 

・年齢による加入制限がある場合

の最低加入年齢 

・過去３年間の年齢別新規加入者

数の最も多い年齢（モード年齢） 

 

 

例えば、新規加入者の加入時給与の

把握が困難な場合には、以下の様な

合理的な手法により加入時給与を

推計してもよい。 

（例示） 

・基準日時点で捉えられる該当者

の給与実績および昇給指数（予想

昇給率）を用いて新規加入時の給

与を推計する方法 

・直近１年間の新規加入者の年齢
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Ｎx ：基礎率に基づく給与現価率 

ｙ ：平均年齢（求めるべき年齢） 
 

    

〔将来の見通しの反映〕 

・将来において新規加入年齢が上昇（低下）する明確な根拠がある場

合は、財政の健全性に配慮の上で、将来の見通しを上述の方法によ

り算定した年齢に反映することができるものとする。 

 

 

・過去の状況から新規加入年齢の上昇傾向が顕著であり、これに起因

する財政上の差損が軽視できないと判断される場合には、今後の見

通しを勘案の上で財政の健全性の見地より必要に応じて将来の年齢

の上昇を反映させることが望ましい。ただし、当不足金について将

来的に事後償却が可能であると事業主等が判断した場合には、この

限りではない。  

 

 

○予定新規加入者数 

〔算定方法〕  

 ｱ)予定新規加入者数は、前記により定めた予定加入年齢で加入した場

合の予定加入者期間及び基準日における加入者総数に基づき、新規

加入が毎年定常的に発生し、その結果として定常状態における加入

者総数が将来見込まれる加入者総数と一致するなど合理的な方法

により見込むことが考えられる。 

          １ 

   ＬN ＝Ｌ×  . 

         ｅx 

   Ｌ ：将来見込まれる加入者総数 

    . 

   ｅx ：加入年齢ｘ歳の平均加入者期間 

    （予定脱退率、予定死亡率及び最終年齢を用いて算出したもの） 

  

 

ｲ)ｱ)により算定した予定新規加入者数が、過去の実績又は将来の見通

しに照らして著しく大きいと判断される場合には、経過措置的に基

準日から一定の期間について見込みを適宜減少させることが考えら

れる。 

なお、一定の期間については、将来の見通しに関する明確な根拠を

得られる場合にはこれに基づく期間を、特に得られない場合には概

ね次回再計算までの期間などにより設定することが考えられる。 

  

〔事業主等からの提示による場合〕 

・将来の加入者総数、あるいは新規加入者数などが、合理的な根拠を

伴って、事業主等から提示がある場合には、予定新規加入者数を、

事業主からの提示に基づいて見込むことが考えられる。 

 

 

 

○予定新規加入者給与 

〔算定方法〕 

ｱ)予定新規加入者給与は、予定新規加入者数と同様に、定常状態にお

ける加入者の給与総額が将来見込まれる給与総額と一致するなど合

理的な方法により見込むことが考えられる。 

 

ｲ)上記ｱ)の方法の他、財政の健全性に配慮の上で、予定新規加入者の

給与を過去の実績の単純平均、又は昇給指数（予想昇給率）の算定

の基礎とした補整給与として見込む方法を用いることも考えられ

別の平均給与を用いて新規加入時

の給与を推計する方法 

 

 

 

 

（例示） 

・実施事業所における人事施策上の

計画など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・加入者総数に対する一定割合を

見込むことにより予定新規加入

者数を算定することも考えられ

る。 

 

・加入者数の増加を見込むことが

合理的である場合でも財政上の

健全性に配慮すること。 

 

・将来見込まれる加入者総数が合

理的に見込めない場合には、基準

日における加入者総数を用いる

ことも考えられる。例えば、定年

延長等で加入者範囲が変更にな

る場合、財政上の健全性に配慮の

うえ、変更前の加入者範囲におけ

る加入者総数と基準日時点の加

入者総数が一致するように予定

新規加入者数を見込むことが考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・加入者の平均給与の額に対する

一定割合を見込むことにより予

定新規加入者給与を算定するこ

とも考えられる。 

 

・将来見込まれる給与総額が合理

的に見込めない場合には、基準日
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る。 

 

 

・昇給指数（予想昇給率）にベアを見込んでいる場合には、ｱ)による

予定新規加入者給与の算定には静態的昇給指数を使用することが考

えられる。 

 

・予定新規加入者給与を補整給与により見込む場合には、昇給指数（予

想昇給率）の算定時から基準日までの賃金の変動を考慮して適宜補

正することが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業主等からの提示による場合〕 

・将来の新規加入者の給与が、合理的な根拠を伴って、事業主等から

提示がある場合には、予定新規加入者給与を、事業主からの提示に

基づいて見込むことが考えられる。 

 

 

(7)その他の給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の算定の

基礎となる率 

①指標の予測 

給付の額の算定において、給付の再評価又は額の改定を行う場合

にあっては、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を、当

該指標に係る実績及び将来の見通しに基づいて事業主等が主体

的に決定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

における給与総額を用いること

も考えられる。例えば、定年延長

等で加入者範囲が変更になる場

合、財政上の健全性に配慮のう

え、変更前の加入者範囲における

給与総額と基準日における給与

総額が一致するように予定新規

加入者給与を見込むことが考え

られる。 

 

・例えば掛金の加重平均など、複数

の集団において、ひとつ又は集団

ごとの新規加入者の給与を使用

している場合、これは、あくまで

按分計算を前提にしているもの

であり、標準掛金算定における予

定新規加入者給与として設定し

ているものではないため、初めて

他制度掛金相当額を算定する財

政再計算を行う場合には、改めて

加入時給与を設定することにな

ると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標に規則第29条第2号（国債の利

回り、有価証券指標等）、または同

条第3号(積立金の運用利回りの実

績)を選択した場合のその見通しの

例示 

• 評価時点での指標そのもの 

• 直近○年間の平均 

• 市場や経済環境の将来の見通し

に基づいた予測値 

等、将来の年金財政への影響を勘案

した上で決定する。 

なお、指標に同条第4号を選択した

場合も組み合わせを考慮した上で

同様に決定し、同条第5号を選択し

た場合は上下限を考慮した上で同

様に決定する。 

 

・額の改定に用いる指標が規則第

24条の3に規定する下限予定利率

を下回る場合であっても、一時金

として支給する額については当

該下限予定利率で算出した現価

相当額が上限となる点に留意す

ること。 
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②一時金選択率 

原則、老齢給付金を年金として給付することを前提に計算を行う

が、一時金選択状況（一時金選択者・選択一時金額等）及びその

見通しに基づき年金財政の健全性を勘案して合理的に設定する

こと。 

 

 

 

 

③障害発生率 

実績の使用が困難な場合は、公的年金の障害発生率等を適宜補正

して使用する等、合理的に設定する。 

ただし、障害給付金が老齢給付金および脱退一時金と原資ベース

で水準が大きく異ならない等、財政に与える影響が少ないと見込

まれる場合は、障害発生率を見込まないことも可とする。 

 

 

 

 

 

 

④上記以外の基礎率 

給付内容などに応じ合理的に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)基準日が事業年度末日以外の場合について 

・加入者数、加入者の給与等、上記(1）～(7)に掲げる基礎率以外の

算定基礎は基準日における実績を用いること。 

・直前の財政検証における実績を基礎として、新規加入者、資格喪

失者を反映した合理的な方法により推計したものを用いることが

できる。 

なお、資格取得・喪失者が少なく、年金財政上の影響が軽微であ

ると判断できる場合には、直前の財政検証の加入者等を用いるこ

とができるものとする。 

ただし、給与変更を伴う変更計算の場合には、新給与を反映させ

た算定基礎を用いること。 

 

 

 

 

 

 

(9)モデル基礎率を使用する場合 

・過去の実績がない場合など、脱退率、昇給指数等の基礎率の合理

的な作成が困難な場合は、同業種他社、類似企業等で使用してい

る基礎率、業種毎の統計資料から推定した基礎率、または、その

基礎率に合理的な補正を行った基礎率等（以下、モデル基礎率）

を使用することができる。 

・ただし、モデル基礎率使用の場合は、決算での損益の状況に留意

 

 

 

〔例示〕 

①財政計算に用いる予定利率で評

価した年金現価が選択一時金を

大幅に下回っている場合に使用 

②過去の一時金選択実績が多く、恒

常的に選択益が出ている場合に

使用 

 

 

・実績による率設定を否定するも

のではないが、通常はサンプル数

が少なく、公的な統計等を参考に

するのが妥当 

・令第23条第2項の規定に基づく額

の障害給付金の支給を行う場合

は、障害発生率を０を上回るよう

に実績等に基づいて合理的に見

込む必要があり、見込まないこと

は不可。 

 

 

例： 

・障害給付金を障害等級ごとに給

付する場合に、等級ごとの障害発

生率を使用 

・連生年金において、有遺族率（有

配偶率、配偶者なし有子率）、配

偶者の年齢、子の年齢を財政に反

映 

 

 

 

・加入者については直前財政検証

の加入者で当該基準日において

も加入者である者は財政検証時

の給与が継続したもの、新規加入

者は加入日の給与が加入日以後

継続したものとする等の方法に

より推定することができる。ま

た、直前財政検証時以後加入資格

を喪失した受給権者の給付額は

直前財政検証時の給与が喪失日

まで継続したものとして推定さ

れる額等合理的に算定される額

とすることができる。 
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するとともに、以降の財政計算時に実績に基づく基礎率の作成が

可能か検証する。 

・リスク分担型企業年金の場合、基礎率と実績が乖離することに伴

い、剰余が生じることになればその剰余を原資として給付の増額

調整を行い、不足が生じることになればその不足を解消するよう

給付の減額調整を行うことになる。基礎率の設定が、給付の調整

率に直接影響してくるため、モデル基礎率の適切性を十分に検討

し、給付への影響を事業主及び加入者等が正しく理解をし、その

上で基礎率を決定することができるように十分な助言を行うこ

と。 

 

 

 

〔モデル基礎率の使用方法の例示〕 

①企業の設立後３年未満であり、脱退率作成上の統計量が少ない場

合、あるいは実績を用いて作成した基礎率に一定の高い水準の信

頼性が得られない場合 

 

・昇給指数作成において自社内のモデル賃金テーブルを使用 

・同業種の雇用統計から作成したモデル脱退率、モデル昇給指数

を使用 

・確定給付企業年金、または厚生年金基金を実施している同業種

かつ同規模の団体で使用している脱退率そのものを使用 

・同規模の確定給付企業年金、または厚生年金基金を実施してい

る複数の団体の実績に基づき算定した脱退率を使用 

 

 

 

②分社化した場合に、分社化後の基礎率が得られない場合 

・企業内容が元の会社と類似する場合、元の会社の基礎率を使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信頼性が得られない場合の例 

・加入者数が少なく、基礎率の母数

とするには困難な場合 

・年齢や勤務期間に偏りがある集

団 

・急激に人員構成が変化した等で

統計に信頼性が得られない場合 

 

例示 

確定給付企業年金等を実施して

いる団体のうち１００名～３０

０名の団体の実績を使用して合

理的に算出した脱退率を加入者

数が１５０名の団体に適用 
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法第５７条に基づき、将来にわたり財政の均衡を保つことが可能な方

式とし、年金財政の健全性に留意しつつ、給付制度内容、加入者の特

性に応じて選択する。 
 

１．一般的な方式 

(1)加入年齢方式 

特定年齢での標準加入者を設定して、標準加入者が収支相等する標

準掛金を全加入者に適用し、過去勤務債務を別途設定する特別掛金

で償却する方式。例えば、退職金との調整があるなど過去勤務期間

を給付算定に取込んだ制度において使用する財政方式。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)予測単位積増方式 

計算基準日から１年間の加入者期間の増加に基づき、見込まれる給

付現価の増加を標準掛金とする方式。なお、給与比例の給付設計に

おいては、将来の予定昇給を織込むこと。 

 

 

 

 

(3)開放基金方式 

現在および将来の加入者について、将来期間に対して収支相等する

標準掛金を適用し、過去勤務債務を別途設定する特別掛金で償却す

る方式。この財政方式を採用する場合には、将来の加入者規模を一

定とする将来加入者の追加加入を前提としているため、将来の加入

者規模の安定性に留意すること。 

 
(4)総合保険料方式（閉鎖型） 

現在の加入者および受給権者について、過去勤務債務まで含めて収

支相等する掛金を標準掛金とする方式。なお、特別掛金は基本的に

ゼロとなる。将来の新規加入者がほとんど見込めない制度などにお

いて用いる。 

 

 

２．その他の方式 
計算の対象となる加入者数が少ない等、上記の方式を使用するのが困

難な場合は、以下の方式を使用することもできる。 

 

(1)一時払積増方式 

各加入者の1年間に増加する給付の現価を当該年度に拠出する方

式。 

 

(2)個人平準方式 

 

 
 
 
 
・(1)、(3)及び(4)の方式は、予測

給付評価方式と呼ばれ、将来の給

付額を予測し、一方、将来の掛金

収入と年金資産の合計額が将来

の給付額と一致するように掛金

を算定する。 

 
・財政方式に加入年齢方式を採用

していた制度が将来の新規加入

者がほとんど見込めない制度な

どに移行するにあたり、移行前の

取扱いを継続しようとする場合

には、財政上の健全性に配慮した

上で引き続き加入年齢方式を使

用することも考えられる。 

この場合、例えば現存する加入

者の加入年齢を基に予定新規加

入年齢を設定する、または従前

の予定新規加入年齢を継続して

使用することなどが考えられ

る。 

 

 

・発生給付評価方式と呼ばれる方

式のひとつ。 

・予測単位積増方式においては加

入者や受給権者の計算基準日ま

での加入者期間に対応する通常

予測給付現価を数理債務とする。 
 
 
・将来の新規加入者がほとんど見

込めない制度などにおいて標準

掛金及び特別掛金を設定する目

的で、将来の加入者規模がゼロと

なる前提で開放基金方式を用い

ることも考えられる。 
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個々の加入者がそれぞれ給付に要する費用を掛金拠出期間にわた

り平準的に積み立てる方式。給付増額部分は増額時点からの拠出期

間で積立てる。 

 

(3)到達年齢方式 

標準掛金を個人平準方式により算定し、給付増額時の過去勤務債務

は別途設定する特別掛金で償却する方式。 

 

(4)みなし加入年齢方式 

個々の加入者について過去勤務期間を考慮して収支相等する標準

掛金を設定し、過去勤務債務を別途設定する特別掛金で償却する方

式。実際の加入年齢から過去勤務期間を控除した年齢をみなし加入

年齢として設定する。 

 

 

 

３．財政方式の見直し 

財政方式は予め選択した方式を継続して使用することを原則とする。 

ただし、次の場合等で財政方式を変更することが合理的であると判断

されるときには、他の財政方式に変更することができる。 

・制度の統合・分割、企業年金基金の合併・分割その他加入者の構成

が大きく変動する場合 

・経済情勢の変動に伴い、将来の加入者構成が変動する場合 

・制度内容が変更され、現在使用している方式が不適切であると考え

られる場合 

・簡易な基準を使用することになった場合、または使用しないことと

なった場合 

・リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金からリスク分担型企

業年金になった場合 

・リスク分担型企業年金からリスク分担型企業年金でない確定給付企

業年金になった場合 
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第３節 掛金 

 

１．掛金の区分 

・規則第45条第1項に規定する掛金 

標準掛金・・・・規則第45条第2項に基づく掛金 

補足掛金 

特別掛金・・・・・・規則第46条に基づく掛金 

リスク対応掛金・・・規則第46条の2に基づく掛金 

特例掛金・・・・・・規則第47条に基づく掛金 

    その他の掛金 

事務費掛金 

・規則第45条第1項に規定する掛金以外の掛金 

特例掛金・・・・・・法第87条、令第54条の4、規則第59条、第

64条、第88条の2に基づく掛金 

 

２．掛金の算定 

法第５５条第４項に基づき、掛金を算定する場合は、以下によること。 

 

(1)算定方式 

・掛金の算定方式は、定率法（給与に比例して定める掛金）又は定額

法（加入者数に比例して定める掛金）がある。 

・特別掛金、リスク対応掛金、特例掛金については、給与、加入者数

によらない固定額による拠出も可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)端数処理 

端数を処理する場合は、財政運営上の評価精度が損なわれないよう

留意すること。 

・定率法であれば、原則、規約上掛金は、小数点以下第３位。 

・定額法であれば、原則、規約上掛金は、十円単位。 

 

 

・規則第45条第1項に定める掛金

は、法第57条の基準に従って計算

される掛金、及び、事務費掛金を

指す。 

 

・規則第47条に基づく掛金は、継続

基準・非継続基準の両者の観点が

あるものの、「次回の財政再計算

までに発生する積立不足」に対応

する掛金として、「法第57条の基

準に従って計算される掛金」に含

まれる。 

 

 

 

 

・定率給付において定率法により

掛金を定める方法、定額給付にお

いて定額法により掛金を定める

方法は、基礎率の予定と実績が乖

離する場合に生じる差損益を抑

制する傾向があり、特段の事情が

ない場合は当該方法を検討する

こと。 

・定率給付において定率法により

掛金を定めるケースでは、給与の

昇給の実績が予定と乖離する場

合に生じる差損益を抑制する傾

向がある。 

・定額給付において定率法により

掛金を定めるケースでは、給与の

昇給の実績が予定を上回る場合

に財政の健全性が上昇する傾向

がある。ただし、給与の昇給の実

績が予定を下回る場合には財政

の健全性が低下し得ることにも

留意すること。 

・定額法により掛金を定めるケー

スでは、加入者期間に対しより平

準的に積立が行われる傾向があ

り、定率法と比較すると加入後の

早期の掛金額が高く、積立金の水

準が早期に上昇する傾向がある。 

・いずれの方法を採用する場合で

あっても、財政決算等で基礎率の

予定と実績が乖離する場合に生

じる差損益により財政上の健全

性が低下することが確認される

場合は、基礎率や掛金の算定方法

を見直すことが望ましい。 

 

 

《例示》 

算出掛金が０．０３１２７６ 

のとき、 

規約上掛金：０．０３１ 
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程度の位で端数処理すること 

 

〔留意事項〕 

・規約上掛金は、原則、数理上掛金を四捨五入して算出する。ただ

し、年金財政の健全性に配慮して切り上げて算出することができ

る。 

・上記によらず、規約上標準掛金を据置くことも可。 

 

(3)標準掛金 

・規則第４５条に基づき、将来期間にかかわる給付総額に充当するも

のとして計算し、年1回以上定期的に拠出するものとする。 

・財政計算時における過去勤務債務の額が負となった場合には、標準

掛金に当該過去勤務債務の額を給与現価で除して算定された負の掛

金を加えたものを標準掛金とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

〔留意事項〕 

・ある財政計算において適用した負の掛金を、その後の財政再計算

の際に継続して適用する必要はない。例えば、その後の財政再計

算において「別途積立金控除後の年金資産」が「標準掛金引下げ

前の数理債務」を下回らない範囲において、別途積立金の積増し

や取崩しにより負の掛金の幅を変更することは可。 

・負の過去勤務債務を考慮して標準掛金を引き下げる場合におい

て、引下げ後の標準掛金の水準は、開放型の総合保険料方式によ

る掛金の水準を下限とすること。 

 

 

 

 

(4)特別掛金 

・規則第４６条に基づき、標準掛金を補足する掛金として以下のとお

り設定する。 

以下において、過去勤務債務の額は数理債務（次回の財政再計算時

の積立不足の見込額を除く）から数理上資産額（別途積立金として

留保する額及び承継事業所償却積立金を除く。）を控除した額とす

る。また、過去勤務債務の額の予定償却開始日は、原則、財政計算

に基づく特別掛金の掛金適用日とし、予定償却開始日から予定償却

期間の間で償却を行う。 

 

〔財政決算時の特別掛金収入現価について〕 

 

◯「特別掛金収入現価」は以下より算定する。 

 

（例示） 

 

・元利均等償却の場合 

基準日における給与の額（注） 

× 規約上特別掛金率（額） 

× 残余償却年数に基づく現価率 

 

ただし、加入者数の動向や将来の給与水準の変化を見込んで特別

掛金を算定している場合は、算定時と同様の方法により特別掛金収

入現価を算定する。 

とする。 

 

 

・標準掛金については、規約上掛金

が、数理上掛金を四捨五入したも

のを下回ることは不可 

 

 

 

・標準掛金収入現価は規約上掛金

を使用して計算する。 

・負の掛金の端数処理は切り捨て 

（例）－0.03751･･ → －0.037 

・法第55条第1項では年1回以上の

定期的な掛金拠出が求められて

おり、法第55条第1項の規定を適

用しない法第64条第1項による掛

金控除に該当した場合を除き、標

準掛金が零以下となることは適

切ではないと考えられる。 

 

 

・「別途積立金控除後の年金資産」

が「標準掛金引下げ前の数理債

務」を下回る場合には、負の掛金

の適用は適切ではないと考えら

れる。 

・財政方式が加入年齢方式の場合

でも、過去勤務債務の額を除す際

に使用する給与現価は、現在加入

者に係る給与現価と将来加入者

に係る給与現価を合算したもの

とする。 

 

 

・財政決算時の特別掛金収入現価

は、規約上掛金を使用して掛金収

入現価を計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 基準日における給与の額ある

いは加入者数 

 

 

・財政計算時に見込んだ増減率な

どの前提を変更することは不可。 
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・固定額で償却の場合 

規約に定めた１事業年度の特別掛金の総額 

× 残余償却年数に基づく現価率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定率償却の場合 

前年度末未償却過去勤務債務残高（※） 

× (1＋i) 

－ 前年度末未償却過去勤務債務残高 

× 償却割合 × (1＋i) 0.5 

( i：予定利率) 

 

（※）前年度末基準において財政計算を行っている場合は、当該財

政計算によって算定された未償却過去勤務債務残高とする。 

 

定率償却について 

 

・期中で掛金変更を行っている場合、あるいは当該事業年度が別の

償却方法による償却を行っている場合においては、上記算式の控

除部分の式に係わらず、理論的に見込める額を使用する。 

 

・前年度末未償却過去勤務債務残高が当該事業年度の標準掛金の総

額以下となると見込まれ、かつ当該事業年度において当該未償却

過去勤務債務残高の全部を償却する場合は、上記算式に係わらず

当該事業年度末の未償却過去勤務債務残高は0とする。 

 

・上記算式により算定して結果がマイナスとなった場合は、未償却

過去勤務債務残高は0とする。 

 

・段階引上げ償却の場合 

 

Ｂ        ：基準日における給与の額あるいは加入者数 

P(PSL)    ：基準日の翌日に適用される規約上特別掛金率（額） 

ΔPt(PSL) ：基準日の翌日からt年後の規約上特別掛金率（額）－(t-

1)年後の規約上特別掛金率（額） 

N         ：残余償却年数 

a(x)      ：x年の確定年金現価率 

v         ：1/(1+予定利率) 

 

特別掛金収入現価（＝未償却過去勤務債務残高） ＝ 

Ｂ × P(PSL) × a(n) ＋ 

∑ B୲  × ΔPt(PSL) × a(n-t) × vt 

 

 

 

 

 

〔規則第４６条第１項第１号について〕 

 

 

・「規約に定めた１事業年度の特別

掛金の総額」および、それに対応

する「残余償却年数に基づく現価

率」を適宜変更して算定すること

も可。 

（例えば、「規約に定めた１事業年

度の特別掛金の総額」を「規約に

定めた１回あたりの特別掛金の

総額」とし、それに応じて「残余

償却年数に基づく現価率」を定め

る等） 

 

 

・この方式によると、定率償却開始

時に先の償却スケジュールが決

定される。 
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・特別掛金は、原則、加入者あたり定額あるいは給与の一定率で定

めることとし、以下のいずれかの方法で設定する。 

①計算基準日の過去勤務債務の額に基づき、予定償却期間に応じ

た即時開始確定年金現価率を用いて設定する。 

②①の計算方法において、償却開始までの期間について財政計算

前の特別掛金額による調整等を行って設定する。〔下図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・固定額で償却する方式 

加入者数、給与に比例させず、毎期の掛金を固定額とする場合の特

別掛金額は、過去勤務債務の額を予定償却期間に応じた確定年金現

価率で除した額とする。 

特別掛金額は、年間の額あるいは各払込時期の額を決め、当該金額

そのもの、または加入者数・給与に基づき設定する等、予め定めた

合理的な方法によるものとする。 

 

 

 

 

〔規則第４６条第１項第２号について〕 

弾力償却の場合の予定償却年数は以下による。 

下限特別掛金額を超える償却を行った年度の年度末における予定

償却年数は、下限特別掛金額による償却を行ったとした場合の過去

勤務債務の額から、下限特別掛金額を超える額の元利合計を除いた

額をもとに、年度末以降は下限特別掛金額による償却を行うとして

算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業所ごとに賦課する場合は、予

め定めた合理的な方法によるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実施事業所ごとに異なる特別掛

金を設定している場合は、毎事業

年度の特別掛金を（下限特別掛金

以上、上限特別掛金以下の範囲内

で）設定するにあたり、（同一給

付区分内では）予定償却期間が全

ての実施事業所で同一となるよ

うな特別掛金を適用すること。

（ただし、編入時の特別掛金につ

いてはこの限りではない。） 

なお、下限特別掛金額を超える償

却を行った年度の年度末（財政検

証時）における予定償却期間は、

全実施事業所合算の下限特別掛

金額を超えた特別掛金額に基づ

いて算定し、制度全体（給付区分

ごとに異なる予定償却期間を設

定している場合は、当該給付区分

単位）で予定償却期間の短縮を行

うこととする。 

 

 

・次のようなケースにおいて、弾力

償却の上限特別掛金額を定める

最短償却期間は、予定償却期間の

「ｋ－1年」を基準とする。 

計算基準日    ：  ｎ年3月31日 

予定償却開始日： ｎ+1年4月1日 

予定償却完了日：ｎ+ｋ年4月1日 

下限特別掛金による償

却を行う場合の残高 

下限特別掛金を超える額の 
元利合計額 

 

短縮年数 
年度始  年度末 

当初の予定償却年数 

下限特別掛金を超える償却を 

行った場合の予定償却年数 

予定償却 
開始日 

計算基準日 

新掛金 

予定償却 
完了日 

過去勤務 
債務の額 

 

旧掛金 

償

却 

予定償却期間 
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◯財政決算時の取扱い 

当該年度決算における過去勤務債務の残余償却年数は、前年度（制

度実施時、変更時）の過去勤務債務の残余償却年数から経過期間を

控除し、さらに、弾力償却を行ったことに伴い最長期に対応する規

約上特別掛金率（額）を適用したと仮定した場合の掛金額と比較し

増加した掛金額に相当する期間を控除して得た期間（以下「短縮し

た残余償却年数」という。）とする。 

 

（例示） 

 

P(PSL) × B × a(n-t-△) + △P(PSL) 

＝ P(PSL) × B × a(n-t） 

 

ただし、 

 

P(PSL)  ：規約上特別掛金率（額）＝最長期に対応する規約上特別掛

金率（額） 

△P(PSL)：弾力償却を行ったことに伴い、最長期に対応する規約上特

別掛金率（額）を適用したと仮定した場合の掛金額と比較

し増加した掛金額 

B    ：基準日における給与の額あるいは加入者数 

a(x)    ：x年の確定年金現価率 

n       ：前年度予定償却年数 

t       ：当年度経過年数 

△      ：弾力償却を行ったことに伴い、最長期に対応する規約上特

別掛金率（額）を適用したと仮定した場合の掛金額と比較

し増加した掛金額に相当する期間 

n-t-△  ：短縮した残余償却年数＝当年度決算時残余償却年数 

 

・弾力償却を行った場合、その弾力償却を行った年度の翌年度におけ

る過去勤務債務の残余償却年数は、最長期に対応する規約上特別掛

金率（額）をベースとした、弾力償却によって短縮された年数とな

る。 

 

・翌年度に弾力償却を行うことが予め判明している場合、短縮した残

余償却年数を以下の通り算出することも可。 

 

P(PSL) × B × a(n-t-△-△’) + △P(PSL) + △P(PSL)’× 

a(t’) 

＝ P(PSL) × B × a(n-t） 

 

ただし、 

 

P(PSL)    ：規約上特別掛金率（額）＝最長期に対応する規約上特別

掛金率（額） 

△P(PSL)  ：弾力償却を行ったことに伴い、最長期に対応する規約上

特別掛金率（額）を適用したと仮定した場合の掛金額と

比較し増加した掛金額（下段のなお書きも参照のこと） 

△P(PSL)’ ：翌年度に弾力償却を行うこととしたことに伴い、最長期

に対応する規約上特別掛金率（額）を適用したと仮定し

た場合の掛金額と比較し増加する翌年度の掛金額 

B      ：基準日における給与の額あるいは加入者数 

（ｋ＞1） 

なお、上限特別掛金額は「予定償

却開始日からの期間」に基づい

て算定することを原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実施事業所ごとに異なる特別掛

金を設定して弾力償却を行った場

合においても、「短縮した残余償却

年数」は、全実施事業所合算の「△

P(PSL)」に基づいて算定し、制度全

体（給付区分ごとに異なる予定償

却期間を設定している場合は、当

該給付区分単位）で予定償却期間

の短縮を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例示 

・翌年度に弾力償却を行うことが

予め判明している場合 

前年度予定償却年数：11年 

最長期に対応する規約上特別

掛金（年額）：10 

当年度の特別掛金額（年額）：

10 

翌年度に弾力償却を行うこと

により見込まれる特別掛金額

（年額）：15 

とするとき、 

P(PSL)＝10 

ΔP(PSL)＝0 

Δ＝0 

ΔP(PSL) ’＝15-10＝5 

n＝11 

より、 
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a(x)      ：x年の確定年金現価率 

n         ：前年度予定償却年数 

t         ：当年度経過年数 

t’       ：翌年度の期間（年） 

△        ：弾力償却を行ったことに伴い、最長期に対応する規約

上特別掛金率（額）を適用したと仮定した場合の掛金額

と比較し増加した掛金額に相当する期間（下段のなお書

きも参照のこと） 

△’      ：翌年度に弾力償却を行うこととしたことに伴い、最長

期に対応する規約上特別掛金率（額）を適用したと仮定

した場合の掛金額と比較し増加する翌年度の掛金額に相

当する期間 

n-t-△-△’：短縮した残余償却年数＝当年度決算時残余償却年数 

 

・なお、この方法を用いた場合、翌年度決算において短縮した残余償

却年数を算出する際には△および△P(PSL)における『最長期に対応

する規約上特別掛金率（額）』は『当年度決算において「翌年度に適

用する特別掛金率（額）」として当年度決算に織り込んだ特別掛金率

（額）』に読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔規則第４６条第１項第３号について〕 

・定率償却の場合の特別掛金額は、財政計算時の過去勤務債務の額

をもとに、予定利息および償却割合に基づき、財政計算時におい

て予め設定する。 

 

・一括償却が可能かどうかは、事業年度末の過去勤務債務の額と翌

事業年度の標準掛金の拠出見込額とを比較して判定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予定償却期間の算定方法 

ＰＳＬ0：財政計算時の未償却過去勤務債務残高 

ＰＳＬt：財政計算からｔ年経過後の財政検証時の未償却過去 

勤務債務残高 

ｉ   ：予定利率 

Ｒ   ：償却割合 

としたとき、 

ＰＳＬt＝ＰＳＬt-1×(1＋i)－ＰＳＬt-1×Ｒ×(1＋i)1/2 

で順次計算したＰＳＬtが、 

標準掛金率×財政計算時点の加入者数又は総給与 

×年間拠出回数 

を初めて下回るｔに対して、ｔ＋１を予定償却期間とする。 

10×a(11－1－△－△’) ＋0

＋5×a(1) =10×a(11-1) 

から△’を算出し、 

当年度決算時残余償却年数 

11－1－0－△’ (＝0.5)＝9.5年 

 

・その翌年度決算の場合 

翌年度に実際に弾力償却を行

うことにより拠出した特別掛

金額（年額）：15 

翌々年度に弾力償却を行うこ

とにより見込まれる特別掛金

額（年額）：15 

とするとき、 

P(PSL)＝10 

ΔP(PSL)＝15-15＝0 

Δ＝0 

ΔP(PSL) ’＝15-10＝5 

n＝9.5 

より 

10×a(9.5－1－△－△’) ＋

0＋5×a(1) =10×a(9.5-1) 

から△’を算出し、 

翌年度決算時残余償却年数 

9.5－1－0－△’ (＝0.5)＝8年 

 

 

 

 

 

・予定償却開始日が計算基準日と

異なる場合は、規則第４６条第１

項第1号を適用する場合の取扱い

に準じる。 

例示 

財政計算時の過去勤務債務の額

1000 償却割合30%(月払) 

予定利率年3% 

初年度特別掛金1000×30%／12 

＝25 

翌年度未償却過去勤務債務 

＝1000×1.03－300×1.030.5 

＝726 

次年度特別掛金726×30%／12 

＝18 
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〔規則第４６条第１項第４号について〕 

特別掛金額を、過去勤務債務の額の償却開始後５年を経過するまで

の間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で段階

的に引き上げることができる。＜段階引上げ償却＞ 

 

・定期的であれば１年毎の他に、６月毎、１月毎、２年毎などの一

定の期間であれば可。なお初めて掛金を引上げるまでの期間につ

いては、当該一定の期間内であればよいこと。 

・「引上げ額が経年的に大きくならない方法」とは、前回の引上げ額

を上回らないように引上げを行うことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

○段階引上げ償却を実施する場合、次の要件を満たしていること。 

・特別掛金収入現価が過去勤務債務の額を下回らないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

・予定償却期間中の各期間における特別掛金率（額）を予め規約に

定めていること。 

 

・規則第４６条第１項第１号、第２号及び第４号による方法により

特別掛金を算定する場合は、基準日以降の加入者数又は給与額の

変動を見込んで算定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔規則第４６条第２項について〕 

・規則第４６条第２項は「今回の財政計算で新たに発生した過去勤

務債務の額」が負でない場合に適用する。「今回の財政計算で新た

に発生した過去勤務債務の額」が負の場合は、規則第４６条第３

項を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：１年毎に引き上げるケース 

現行特別掛金 8％ 

初回引上げ日 H24.4.1 

H24.4.1 12％ 

H25.4.1 16％ 

H26.4.1 19％ 

H27.4.1 22％ 

H28.4.1 24％ 

H29.4.1 25％ 

（H29.4.1が引上げ可能な最終日） 

 

 

 

・数理上掛金率を四捨五入した結

果、数理上掛金率を切り捨てた数

値を規約上掛金率とした場合、端

数処理の範囲で特別掛金収入現

価が過去勤務債務の額を下回る

ことは可。 

 

 

 

 

 

・加入者数の増加（又は減少）や給

与の増加（又は減少）を見込むこ

とも可。 

・財政の健全性に配慮して見込む

こと。 

・将来の給与総額の変動について

は、財政決算における未償却過去

勤務債務残高や減少事業所から

一括徴収する掛金の算定におい

ても同様に見込むことに配慮し、

簡便な方法により見込むことも

可。 

（例示） 

平均的な率として合理的に算定

された一定率を将来の給与総額

の変動率として全期間に適用

し、現価率に織込む。 

・将来の見込みは、財政計算時に適

宜見直すこと。 

 

 

 

・規則第４６条第２項及び第３項

の適用にあたっての、「今回の財

政計算で新たに発生した過去勤

務債務の額」が負か否かの判定に

おいては、別途積立金積増金を反
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・「今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額」は、「今回

の財政計算において発生した過去勤務債務の額」から「前回の財

政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されてい

ない額」を控除した額。 

 

・「今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額」は、計算基

準日時点の過去勤務債務の額とする。なお、財政計算時に繰越不

足金があれば、解消後の額とし、財政計算時に別途積立金を取崩

す場合は取崩し後の額とする。 

 

・「前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却

されていない額」は、計算基準日時点の財政計算前の規約上特別

掛金に基づく特別掛金収入現価とする。 

 

 

 

 

・第２号に掲げる方式での予定償却期間の上限は、次のとおり。 

「前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償

却されていない額」について、以下に定める年数ａから、前回財

政計算から今回財政計算までの期間を控除した期間で償却とし

た場合の掛金額と、「今回の財政計算で新たに発生した過去勤務

債務の額」を20年で償却するとして計算された掛金額とを合算し

た額を特別掛金額として計算される期間を予定償却期間の上限

とする。 

ａ：最初に発生した過去勤務債務の額の予定償却期間の上限を20

年とし、以降、先発債務および後発債務のそれぞれの予定償

却期間の上限を用いて設定される期間。ただし、実務的に算

出が困難な場合は、前回財政計算での予定償却期間の上限を

使用することも可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映することは不可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予定利率を変更して財政計算を

行う際の「前回の財政計算におい

て発生した過去勤務債務の額の

うち償却されていない額」は、新

しい予定利率を用いて算定した

特別掛金収入現価とする。 

 

・前回の財政計算で規則第４６条

第２項第３号を適用した場合（同

条第１項第４号を適用した場合

を除く）でも、今回の財政計算で

同条第２項第２号を適用するこ

とは可。 

 

 

・前回の財政計算で規則第４６条

第３項を適用した場合でも、「今

回の財政計算で新たに発生した

過去勤務債務の額」が負でない場

合は規則第４６条第２項により

左記取扱いが可能。 

 

 

次の掛金が下限となる。 

例示 

・前回の財政計算で初めて過去勤

務債務の額が発生した場合 

「前回の財政計算において発

生した過去勤務債務の額のう

ち償却されていない額」： 

Ａ１ 

「今回の財政計算で新たに発

生した過去勤務債務の額」：Ａ

２ 

前回財政計算から今回財政計

算までの期間：Ｔ 

とするとき、 

Ａ１の予定償却期間を（20－

T）年 

Ａ２の予定償却期間を20年 

として計算した 

Ａ１／(20-T)年確定年金現価

率＋Ａ２／20年確定年金現価

率 

また、このとき、 

（Ａ１＋Ａ２）／上記の掛金 

が、予定償却期間の上限に基づ

く確定年金現価率 

イメージ図（予定償却期間の上限） 

 

前回 今回 

A1 

20 年 

A2 

T 

20 年 
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・第３号に掲げる方式での予定償却期間は、「今回の財政計算にお

いて発生した過去勤務債務の額」について、規則第４６条第１項

の規定に基づき算定した特別掛金の額（当該特別掛金は前回の財

政計算において計算した特別掛金を下回っていない場合に限

る。）として計算されるものとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前回の財政計算において規則第４６条第１項第４号（段階引上げ）

を用いて特別掛金を算定した場合、第３号による特別掛金の算定

としては下図のいずれのケースも可。 

 

 

（ケース１） 

 

↑
変更日  

 

 

（ケース２） 

 

↑
変更日  

 

 

 

・前回の財政計算において定めた

予定償却完了日が、今回の財政計

算の新掛金率適用日以前である

場合は、括弧内の特別掛金の比較

要件を適用する必要はない。 

・括弧内の特別掛金の比較要件に

おける「前回の財政計算において

計算した特別掛金」は、「数理上

特別掛金（数理上特別掛金の端数

を四捨五入して規約上特別掛金

を設定している場合は規約上特

別掛金）」とし、当該比較要件に

おいては、（変更前後とも）数理

上特別掛金同士又は規約上特別

掛金同士で比較を行うこと。 

・前回の財政計算で規則第４６条

第２項第２号を適用した場合で

も、今回の財政計算で同項第３号

を適用することは可。 

 

 

 

・前回の財政計算において規則第

４６条第１項第４号（段階引上

げ）を用いて特別掛金を算定した

場合は、段階引上げ完了後の特別

掛金を下回ることはできない。 

 

・下図のような設定は不可 

↑
変更日  

（※）白塗り・・・先発分 

    黒塗り・・・後発分 
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（ケース３） 

 

↑
変更日  

（※）白塗り・・・先発分 

    黒塗り・・・後発分 

 

 

〔規則第４６条第３項について〕 

・規則第４６条第３項において、「今回の財政計算において発生した

過去勤務債務の額が前回の財政計算において発生した過去勤務

債務の額のうち償却されていない額を下回るとき」とは、〔規則第

４６条第２項について〕における「今回の財政計算で新たに発生

した過去勤務債務の額」が負の場合である。 

・「前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間」は、今

回の財政計算において定める予定償却開始日から前回の財政計

算において定めた予定償却完了日までの期間とする。 

 

 

 

 

 

・予定償却完了日の設定は以下の通りに行う。 

○前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が３

年以上の場合 

予定償却開始日から３年以上かつ前回の財政計算において定め

た予定償却完了日以前の任意の日 

○前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が３

年未満の場合 

前回の財政計算において定めた予定償却完了日（償却期間不変で

特別掛金の引下げは可だが、償却期間の短縮は不可。） 

 

 

・「今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額」が０となる

ように別途積立金を取崩し、特別掛金を廃止することは可。 

 

・「今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額」が負の場

合、当該負の額の全部又は一部を別途積立金積増金で処理する取

扱いも可。 

 

 

〔例示〕 

・負の額の全部を別途積立金積増金で処理し、「今回の財政計算にお

いて発生した過去勤務債務の額」＝「前回の財政計算において発

生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額」となること

から財政計算の前後で特別掛金額・残余償却期間を不変とする取

扱い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・別途積立金の取り崩し（別途積立

金として積み増すことが可能で

ある額の充当を含む）により特別

掛金を引下げる財政計算の場合

も規則第４６条第３項を適用す

る。 

・特別掛金を引下げる場合、年金財

政の健全性に留意して行うこと。

特に回復計画を実施中の場合に

あっては、回復計画策定当初にお

ける回復時期が延長されること

がないように特別掛金を設定す

る必要がある。 

 

・規則第４６条第３項に該当する

場合、予定償却完了日を前回の財

政計算において定めた予定償却

完了日より後にすることは不可。 

・前回以前の財政計算において発

生した過去勤務債務の償却期間

について、償却開始後２０年経過

後の予定償却完了日まで延長す

ることができるのは、規則第４６

条第２項に該当する場合のみ。 

 

 

 

 

・当該負の額の一部を別途積立金

積増金で処理し、残りの額を特別

掛金の引下げに使用することも

できる。 
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〔規則第４６条第５項について〕 

 

《今回の財政計算で予定利率を引き下げる場合の取扱い》 

【基本的な考え方】 

・予定利率引下げにより生じる積立不足の償却については、予定償

却期間を最大３０年とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「予定利率引下げによる過去勤務債務の額」とそれ以外の過去勤務

債務の額について異なる償却方法を用いることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今回の財政計算において計算した数理債務の額から控除する前回

の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却され

ていない額は、以下の特別掛金収入現価と特例掛金収入現価の合

計とする。 

・特別掛金収入現価 

今回の財政計算前の特別掛金率（額）及び予定償却期間に対し、

引き下げ後の予定利率を用いて計算される収入現価 

・特例掛金収入現価 

引き下げた予定利率に基づき規則第４７条により計算される積

立不足の額 

・予定利率を引き下げないものとして計算した数理債務の額から控

除する前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のう

ち償却されていない額は、以下の特別掛金収入現価と特例掛金収

入現価の合計とする。 

・特別掛金収入現価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原則として予定利率を引き下げ

た給付区分で償却を行うこと 

・別途積立金がある場合は、別途積

立金の全額を取り崩さずに当取

扱いを行うことは不可 

・今回の財政計算で予定利率を引

き下げる場合、当該第５項によら

ず規則第４６条第１項から第４

項の規定に基づき特別掛金の額

を算定することは可。 

・「予定利率引下げによる過去勤務

債務の額」を定率償却することは

不可。 

・「予定利率引下げによる過去勤務

債務の額」とそれ以外の過去勤務

債務の額について、それぞれ算定

した特別掛金の額を合算した上

で一本の予定償却期間を設定し

直すことは不可。 

・「確定給付企業年金の財政計算等

に係る特例的扱いについて」（平

成20年9月11日年発第0911001号）

第３に基づき実施事業所ごとに

「予定利率引下げによる過去勤

務債務の額」に係る特別掛金を算

定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・規則第４７条による特例掛金収

入現価が対象。 
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今回の財政計算前の特別掛金率（額）及び予定償却期間に対し、

引き下げ前の予定利率を用いて計算される収入現価 

・特例掛金収入現価 

今回の財政計算前の特例掛金及び予定償却期間に対し、引き下げ

前の予定利率を用いて計算される収入現価 

 

・「予定利率引下げによる過去勤務債務の額」は今回の財政計算で

新たに発生した過去勤務債務の額を上限とする。 

 

・予定利率引き下げと同時に財政再計算、変更計算を行う場合の「予

定利率引下げによる過去勤務債務の額」は予定利率以外の基礎率

等の変更及び制度変更等を反映してから、予定利率の変更による

差額で算定する。 

また、予定利率を引き下げないものとして計算した数理債務の額

から控除する特例掛金収入現価は予定利率以外の基礎率等の変

更及び制度変更等を反映した特例掛金及び予定償却期間に対し、

引き下げ前の予定利率を用いて計算される収入現価で算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔規則第４６条第６項について〕 

 

《前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務債

務の額の償却が完了していない場合の取扱い》 

【基本的考え方】 

・「予定利率引下げによる過去勤務債務の額」を見込む方法を継続

する場合、前回の財政計算において計算した特別掛金のうち、予

定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る額は前回の財政計

算において計算した額とする。 

 

 

 

・予定利率を引き下げた前回の財政計算（Ａ）後の今回の財政計算

については、以下が該当。 

①Ａと計算基準日、制度変更日ともに同一の財政計算（申請書類

等は別々に作成する。） 

②制度変更日がＡよりも後の財政計算 

③計算基準日がＡよりも後の財政計算 

④制度変更日、計算基準日ともにＡよりも後の財政計算 

 

 

《各償却方法共通・相互事項》 

・規則第４６条第1項各号に定める方法の変更は、掛金を減少させな

い場合に限り行うことができる。 

ただし、定率償却から他の償却方法への変更の場合であって、定

率償却の場合の予定償却期間以内の償却年数とするときはこの

限りではない。なお、この比較に用いる定率償却の場合の予定償

却期間は以下により算定すること。 

 

ＰＳＬ0：前回の財政計算時の未償却過去勤務債務残高 

ＰＳＬt：前回の財政計算からｔ年経過後の財政検証時の未償

却過去勤務債務残高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「予定利率以外の基礎率等の変更

及び制度変更等を反映して」計算

した数理債務を計算する際の標

準掛金は、予定利率以外の基礎率

等の変更及び制度変更等を反映

して計算した標準掛金を使用す

る必要があることに注意するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「予定利率引下げによる過去勤務

債務の額」を見込む方法を継続し

ない場合、前回の財政計算におい

て計算した特別掛金のうち、予定

利率引下げによる過去勤務債務

の額に係る残余償却期間が２０

年以上である場合は当該先発分

の償却期間は２０年を上限とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・償却方法の変更は財政再計算に

該当する。 

・「掛金を減少させない場合」の判

定における「財政計算前の特別掛

金」は、「数理上特別掛金（数理

上特別掛金の端数を四捨五入し

て規約上特別掛金を設定してい

る場合は規約上特別掛金）」とし、

当該判定においては、（変更前後

とも）数理上特別掛金同士又は規
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  i  ：予定利率 

  Ｒ ：償却割合 

としたとき、 

ＰＳＬt ＝ＰＳＬt-1×(1＋i)－ＰＳＬt-1×Ｒ×(1＋i)1/2  

で順次計算したＰＳＬt が、 

標準掛金率×前回の財政計算時点の加入者数又は総給与 

×年間拠出回数 

を初めて下回るｔに対して、「ｔ＋１－前回の財政計算から今回

の財政再計算までの期間」を予定償却期間とする。 

 

 

 

 

 

 

《給付区分を設けている場合の特別掛金の算定方法》 

以下のいずれかの方法により資産額（第５章 財政計算「３．財政計

算用の積立金の額」に定める額。以下、本項において同様）を各給

付区分に配分したうえで、各給付区分の過去勤務債務の額を算定

し、給付区分ごとに特別掛金を設定することができる。 

 

資産の配分方法 按分比の基準日 

数理債務の比により按分 ・直前の財政検証の基準日 

・前回の財政計算の基準日 

・当該財政計算の基準日 

「数理債務－特別掛金収入

現価－特例掛金収入現価」

の比により按分 

 

※「当該財政計算の基準日」の「数理債務」は「当該財政計算」前、

「当該財政計算」後の額のいずれを使用してもよい。 

※「当該財政計算の基準日」の「特別掛金収入現価」と「特例掛金

収入現価」は「当該財政計算」の前の額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・過去勤務債務の額が零を下回る給付区分がある場合には、他の給

付区分の過去勤務債務の額から当該下回る額を控除すること。 

 

 

 

・控除される他の給付区分が複数ある場合は、合理的な方法により

按分した額を各給付区分から控除すること。 

 

 

 

 

・給付区分特例を実施している場合は、給付区分ごとに区分された

資産額により、各給付区分の過去勤務債務の額を算定し、特別掛

金を算定する。 

 

 

 

 

約上特別掛金同士で比較を行う

こと。 

・定率償却から他の償却方法への

変更の場合で、掛金額が減少する

ときは、予定償却期間の算定根拠

を申請書の備考欄に簡記するこ

と。 

・定率償却のままで償却割合を引

下げる場合は、掛金額が減少して

いない旨を申請書の備考欄に簡

記すること。 

 

 

 

 

・全部または一部の実施事業所に

係る受給権者の数理債務の額を

資産額から控除し、当該受給権者

に係る数理債務の額を制度全体

の数理債務の額から控除した上

で、左記の比により資産額を各給

付区分に配分することもできる。 

 

・給付区分ごとに特別掛金を算定

するときは、異なる償却方法・予

定償却期間・償却割合を設定する

ことが可能。 

 

・複数の給付区分を設けている場

合、複数の給付区分を一つの給付

区分として考え、（当該一つの）

区分全体の債務・資産により算定

した過去勤務債務の額に基づき、

一つの特別掛金として設定する

ことも可。（ただし、給付区分特

例を実施している場合は、給付区

分特例の区分を跨いで一つの特

別掛金として設定することは不

可。） 

 

・制度全体の特別掛金収入現価を

増加させない範囲で、別途積立金

を積み増すことは可。 

 

 

（例示）合理的な方法 

採用した上記の「資産額を各給

付区分に配分した方法」に準じ

て按分した額を各給付区分から

控除する。 

 

・複数の給付区分を一つの区分と

みなして給付区分特例を実施し

ている場合、当該（一つの区分と

みなした）給付区分の資産額を、

更に給付区分ごとに按分して、給

付区分ごとの特別掛金を算定す

ることができる。 
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《実施事業所ごとに異なる特別掛金の算定方法》 

実施事業所ごとに異なる特別掛金を定める場合には以下の取扱い

が可能であるが、事業所間の公平性及び財政全体への影響を考慮し

て、事業主等と相談の上、合理的に決定する。 

 

①原則的取扱い 

過去勤務債務の額について、次のア又はイの方法により、実施事業

所ごとに配分した額に基づいて、実施事業所ごとに特別掛金を算定

することができる。 

 

ア．過去勤務債務の額を按分する方法 

過去勤務債務の額を下表に掲げるいずれかの比率に応じて按分

した額を各実施事業所に係る過去勤務債務の額とする方法 

 

イ．過去勤務債務の額の変動分（後発債務分）を按分する方法 

過去勤務債務の額から特別掛金収入現価の額（注）を控除した額

を下表に掲げるいずれかの比率に応じて按分した額に、各実施事

業所の当該特別掛金収入現価を加算した額を各実施事業所に係

る過去勤務債務の額とする方法 

（注）直前の財政検証、前回の財政計算又は当該財政計算の基準

日における額とする。なお、当該財政計算の基準日におけ

る額とした場合には財政計算前の額とする。 

・一部の実施事業所に係る給付設計の変更に伴う財政計算を行う

場合には、当該財政計算前の当該実施事業所の特別掛金収入現

価に変更前後の数理債務の差額（差分額）を加算した額を、当

該財政計算後の当該実施事業所の特別掛金収入現価とするこ

とができる。 

 

 按分比の基準 按分比の基準日 

 

ア 

 

加入者数 ・直前の財政検証の基準日 

・前回の財政計算の基準日 

・当該財政計算の基準日 

給与 

数理債務 

 

イ 

加入者数  

同上 給与 

数理債務 

数理債務 

－特別掛金収入現価

－特例掛金収入現価 

 

※「当該財政計算の基準日」の「数理債務」は「当該財政計算」

前、「当該財政計算」後の額のいずれを使用してもよい。 

※「当該財政計算の基準日」の「特別掛金収入現価」と「特例掛

・給付区分特例を実施している場

合は、給付区分ごとに、特別掛金

の算定及び給付区分別途積立金

の積み増しを行うため、制度全体

でみると「特別掛金収入現価の増

加」と「別途積立金の積み増し」

が同時に行われる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「過去勤務債務の額から特別掛金

収入現価の額を控除した額」が負

となる場合も当該按分方法を適

用できる。 

 

 

 

 

・差分額は、当該給付設計の変更に

起因する額に限る。なお、当該給

付設計の変更に起因しない計算

基礎率の変更による額を含むこ

とはできない。 

 

・全部または一部の実施事業所に

係る受給権者の数理債務の額を

資産額から控除（先取り）する場

合は、当該受給権者に係る数理債

務の額を左表の数理債務から控

除する。 
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金収入現価」は「当該財政計算」の前の額とする。 

 

・同一の給付区分では同一の償却方法とし、増加する実施事業所に

係る当該増加時の特別掛金（編入時の特別掛金）を除き、予定償

却期間・償却割合は同一とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・編入時の特別掛金以外において、規則第46条第2項第2号により先

発債務分特別掛金と後発債務分特別掛金をそれぞれ算定（後発債

務分特別掛金の算定においては、予定償却完了日は同一とする。）

したうえで両者を合算して特別掛金を設定する場合は、（最終的

に）各実施事業所間で予定償却完了日を揃えること。この場合、

予定償却完了日を揃えた後の全実施事業所合算の特別掛金額が、

（後発債務の予定償却完了日を同一として算定した）予定償却完

了日を揃える前の全実施事業所合算の特別掛金額と同一となる

ように、各実施事業所に共通の予定償却完了日を設定すること。 

なお、この場合、財政計算後の特別掛金が規則第46条第2項第２号

の要件を満たすかどうかは、実施事業所単位ではなく、制度全体

（給付区分ごとに異なる予定償却完了日を設定している場合は、

当該給付区分単位）の特別掛金額で判定する。 

 

・過去勤務債務の額が零を下回る実施事業所がある場合には、他の

実施事業所の過去勤務債務の額から当該下回る額を控除するこ

と。 

なお、控除される他の実施事業所が複数ある場合は、合理的な方

法により按分した額を各実施事業所の過去勤務債務の額から控

除すること。 

 

 

 

 

・実施事業所が増加する場合は、当該増加に係る財政計算の基準日

における当該実施事業所の過去勤務債務の額に基づいて、特別掛

金を算定することができる。この場合、給付区分が同一の既存実

施事業所と同一の償却方法とする必要があるが、予定償却期間・

償却割合は別に設定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・編入時の特別掛金以外において、

財政計算ごとに（後発債務分の）

特別掛金を区分して設定する

（例：第１特別掛金、第２特別掛

金、第３特別掛金、･･･）ことが

できる。この場合、財政計算ごと

（各財政計算時の後発債務分ご

と）に予定償却期間・償却割合を

別に設定できるが、同一財政計算

時に設定する特別掛金の予定償

却期間・償却割合は、各実施事業

所で同一とすること。 

 

・編入時の特別掛金以外において、

規則第46条第2項第３号又は規則

第46条第3項により（各実施事業

所の予定償却完了日を同一とし

て）実施事業所ごとの特別掛金を

算定する場合においても、財政計

算後の特別掛金が規則同条同項

（同号）の要件を満たすかどうか

は、実施事業所単位ではなく、制

度全体（給付区分ごとに異なる予

定償却完了日を設定している場

合は、当該給付区分単位）で判定

する。 

 

・制度全体の特別掛金収入現価を

増加させない範囲で、別途積立金

を積み増すことは可。 

 

（例示）合理的な方法 

採用した上記の「過去勤務債務

の額について、実施事業所ごと

に配分する方法」に準じて按分

した額とする。 

 

・当該実施事業所の過去勤務債務

の額は、当該基準日における当該

実施事業所に係る（数理債務）－

（当該増加に伴い基金等が受換

した資産）の額とする。なお、当

該増加に伴い基金等が受換した

資産については、当該財政計算の

基準日時点で見込まれる額とす

る。 

 

・確定給付企業年金の実施、規約型

企業年金の統合、基金合併、権利

義務の承継（移転を行う事業主の

全部が、承継を行う事業主の全部

となる場合を除く。）又は給付区

分を新たに設ける場合（当該給付

区分に係る特別掛金に限る。）も

同様の取扱いとなる。 
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・実施事業所の増加時（編入時）における当該実施事業所の過去勤

務債務の額の償却に係る特別掛金（編入時の特別掛金）について

は、次回以降の財政計算においても、その未償却分の償却に係る

予定償却期間・償却割合を個別に設定して特別掛金を算定するこ

とができる。なお、当該予定償却期間・償却割合の設定にあたっ

ては、規則第46条に準じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実施事業所が増加する場合において、財政計算を行う場合に該当

しない場合については、制度全体の財政計算を行わず、当該実施

事業所の過去勤務債務の額に係る特別掛金のみを算定すること

ができる。 

 

 

 

 

・給付区分を設けており、前記≪給付区分を設けている場合の特別

掛金の算定方法≫に基づいて各給付区分の過去勤務債務の額を

算定している場合は、当該各給付区分の過去勤務債務の額をもと

に、上記に準じて、実施事業所ごとの特別掛金を算定する。（ただ

し、給付区分特例を実施している場合は、下記②によるものとす

る。） 

 

 

② 給付区分特例を実施している場合の取扱い 

給付区分ごとに区分された資産額により、各給付区分の過去勤務

債務の額を算定し、上記に準じて、実施事業所ごとの特別掛金を

算定する。 

 

③ 承継事業所償却積立金を設けている場合の取扱い 

承継事業所償却積立金を有する実施事業所が特別掛金を拠出す

ることとなるときは、承継事業所償却積立金をとりくずし、特別

掛金に充当する（特別掛金額から控除する）。 

 

 

(5)リスク対応掛金 

・規則第４６条の２に基づき、財政悪化リスク相当額に係る掛金と

して以下のとおり設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・次回以降の財政計算において、編

入時の特別掛金（左記）とそれ以

外の特別掛金（後発債務分）を合

算して一つの特別掛金として設

定することができる。なお、当該

特別掛金の設定にあたっては、編

入時における当該実施事業所の

過去勤務債務の額のうち未償却

分がある場合に限り、当該実施事

業所の予定償却完了日が他の実

施事業所の予定償却完了日と異

なってもよい。（この場合、当該

実施事業所の予定償却完了日は、

規則第46条第2項第2号に準じて

設定すること。） 

 

・増加する実施事業所の過去勤務

債務の額から特別掛金を算定し、

制度全体の繰越不足金の解消は

しない取扱い。なお、既存実施事

業所に適用している特別掛金を

増加する実施事業所に適用する

ことも可。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
・別途積立金の積み増しは、特別掛

金収入現価を増加させない範囲

で可能であるが、当該積み増しの

可否の判定は給付区分ごとに行

うこと。 

 
 
 
 
 
 
・新たにリスク対応掛金を拠出す

るために行う財政再計算は、規則

第５０条第４号ホ「その他当該確

定給付企業年金に係る事情に著

しい変動があった場合」に該当す

る。 

・財政再計算の計算基準日が平成

28年12月31日以前であっても、掛

金適用日が平成29年1月1日以降

であればリスク対応掛金を拠出

することは可能。 

・リスク対応掛金の設定時期は、平

成29年1月1日以後、はじめて到来

する財政再計算時に限定せず、任
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・リスク対応掛金の拠出方法については、特別掛金の償却方法と異

なる方法を採用することが可能。 

 

・「特別掛金額の予定償却期間の残存期間＜リスク対応掛金額の予

定拠出期間の残存期間」でなければならない。 

 

 

 

 

 

・以下において、リスク対応額は財政悪化リスク相当額から対応前

リスク充足額を控除した額（マイナス値は零）の範囲内において

規約で定める。 

 

・規則第４６条の２第１項第１号、第２号及び第４号による方法に

よりリスク対応掛金を算定する場合は、計算基準日以降の加入者

数又は給与額の変動を見込んで算定することができる。 

 

 

〔規則第４６条の２第１項第１号について〕 

・リスク対応掛金は、リスク対応額を５年以上２０年以内の範囲内

で規約に定めた期間（「予定拠出期間」）で均等に拠出する。 

 

・リスク対応掛金は、原則、加入者あたり定額あるいは給与の一定

率で定めることとし、以下のいずれかの方法で設定する。 

①計算基準日のリスク対応額に基づき、予定拠出期間に応じた即

時開始確定年金現価率を用いて設定する。 

②①の計算方法において、拠出開始までの期間について財政計算

前の掛金額による調整等を行って設定する。〔下図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・固定額で拠出する方式 

加入者数、給与に比例させず、毎期の掛金を固定額とする場合の

リスク対応掛金額は、リスク対応額を予定拠出期間に応じた確定

年金現価率で除した額とする。 

リスク対応掛金額は、年間の額あるいは各払込時期の額を決め、

当該金額そのもの、または加入者数・給与に基づき設定する等、

予め定めた合理的な方法によるものとする。 

 

 

〔規則第４６条の２第１項第２号について〕 

・弾力拠出の場合の予定拠出期間は以下による。 

意の財政再計算時に設定するこ

とは可能。 

・財政決算時は、規約上掛金を使用

して掛金収入現価を計算する。 

 

 

〔例示〕 

特別掛金：定額償却 

リスク対応掛金：定率拠出 

 

 

 

 

 

 

 

・対応前リスク充足額＝積立金＋

標準掛金収入現価＋特別掛金収

入現価－通常予測給付現価（マイ

ナス値となる場合は零とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・リスク対応掛金は特別掛金と同

様に、リスク対応額を年金現価率

で除して算定するため、リスク対

応掛金の拠出額は単純合計でリ

スク対応額を上回る場合も生じ

うる。 

リスク対応額の上限額に基づき

リスク対応掛金を設定した場合、

リスク対応掛金の拠出額合計が

リスク対応額の上限額を上回る

こともあり得るが、考慮は不要。 

 

 

 

 

 

・事業所ごとに拠出する場合は、予

め定めた合理的な方法によるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

・実施事業所ごとに異なるリスク

計算基準日 予定拠出 
開始日 

新掛金 

予定拠出 
完了日 

リスク対応額 
拠

出 

予定拠出期間 

旧掛金 
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下限リスク対応掛金額を超える拠出を行った年度の年度末にお

ける予定拠出期間は、下限リスク対応掛金額による拠出を行った

とした場合のリスク対応掛金の現価から、下限リスク対応掛金額

を超える額の元利合計を除いた額をもとに、年度末以降は下限リ

スク対応掛金額による拠出を行うとして算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔規則第４６条の２第１項第３号について〕 

・定率拠出の場合のリスク対応掛金額は、財政計算時のリスク対応

額（リスク対応掛金額として拠出した額を除く）をもとに、予定

利息および拠出割合に基づき、財政計算時において予め設定す

る。 

 

・一括拠出が可能かどうかは、事業年度末のリスク対応額（リスク

対応掛金額として拠出した額を除く）と翌事業年度の標準掛金の

拠出見込額とを比較して判定する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応掛金を設定している場合は、

毎事業年度のリスク対応掛金を

（下限リスク対応掛金額以上、上

限リスク対応掛金額以下の範囲

内で）設定するにあたり、（同一

給付区分内では）予定拠出期間が

全ての実施事業所で同一となる

ようなリスク対応掛金を適用す

ること。（ただし、編入時のリス

ク対応掛金についてはこの限り

ではない。） 

なお、下限リスク対応掛金額を超

える拠出を行った年度の年度末

（財政検証時）における予定拠出

期間は、全実施事業所合算の下限

リスク対応掛金額を超えたリス

ク対応掛金額に基づいて算定し、

制度全体（給付区分ごとに異なる

予定拠出期間を設定している場

合は、当該給付区分単位）で予定

拠出期間の短縮を行うこととす

る。 

 
 
 
・次のようなケースにおいて、弾力

拠出の上限リスク対応掛金額を

定める最短拠出期間は、予定拠出

期間の「ｋ－1年」を基準とする。 

計算基準日    ：  ｎ年3月31日 

予定拠出開始日： ｎ+1年4月1日 

予定拠出完了日：ｎ+ｋ年4月1日 

（ｋ＞1） 

なお、上限リスク対応掛金額は

「予定拠出開始日からの期間」

に基づいて算定することを原則

とする。 

 

 
・予定拠出開始日が計算基準日と

異なる場合は、規則第４６条の２

第１項第1号を適用する場合の取

扱いに準じる。 

 

〔例示〕 

財政計算時のリスク対応額（リスク

対応掛金額として拠出した額を除

く）1000 

拠出割合30% (月払) 

予定利率年3% 

初年度リスク対応掛金 

＝1000×30%／12 

＝25 

 

翌年度末リスク対応掛金収入現価 

＝1000×1.03－300×1.030.5 

＝726 

 

下限リスク対応掛金額

による拠出を行う場合

の残高 

下限リスク対応掛金額を超

える額の元利合計額 

 

短縮年数 
年度始  年度末 

当初の予定拠出期間 

下限リスク対応掛金額を超える拠出を

行った場合の予定拠出期間 



 45

第３節 掛金 

 

 

 

 

 

・予定拠出期間の算定方法 

ｔ：財政計算時からの経過年数 

ｉ：予定利率 

Ｒ：拠出割合 

としたとき、 

t年後の財政検証時リスク対応掛金収入現価 

＝t-1年後の財政検証時リスク対応掛金収入現価×(1＋i) 

－ t-1年後の財政検証時リスク対応掛金収入現価 

×Ｒ×(1＋i)1/2 

で順次計算したt年後の財政検証時リスク対応掛金収入現価が、 

標準掛金率×財政計算時点の加入者数又は総給与 

×年間拠出回数 

を初めて下回るｔに対して、ｔ＋１を予定拠出期間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度リスク対応掛金 

＝726×30%／12 

＝18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新たにリスク対応掛金を定率拠

出で設定する場合、事業年度末の

リスク対応額が翌事業年度の標

準掛金の拠出見込額以下となる

場合でも、特別掛金の予定償却期

間の残存期間を超える予定拠出

期間を規約で定めることにより、

設定することは可能。 

 

〔例示〕 

翌事業年度の標準掛金の拠出見

込額：40 

特別掛金の過去勤務債務残額：

50（予定償却期間の残存期間：1

年） 

事業年度末のリスク対応額：30 

の場合、リスク対応掛金(月払)の予

定拠出期間を1年1月と規約に定め

る。 

 

・リスク対応掛金を定率拠出で設

定している場合、事業年度末のリ

スク対応額が翌事業年度の標準

掛金の拠出見込額以下となる場

合でも、特別掛金の償却が完了す

る以前にリスク対応掛金を一括

償却することは不可。 

 

〔例示〕 

翌事業年度の標準掛金の拠出見

込額：40 

特別掛金（定率償却）の過去勤務

債務残額：50 

事業年度末のリスク対応額：30 

の場合、リスク対応掛金を一括償却

することは不可。 

 

〔例示〕 

翌事業年度の標準掛金の拠出見

込額：40 
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〔規則第４６条の２第１項第４号について〕 

・リスク対応掛金額を、リスク対応額の拠出開始後５年を経過する

までの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法

で段階的に引き上げることができる。＜段階引上げ拠出＞ 

 

・定期的であれば１年毎の他に、６月毎、１月毎、２年毎などの一

定の期間であれば可。なお初めて掛金を引上げるまでの期間につ

いては、当該一定の期間内であればよいこと。 

 

・「引上げ額が経年的に大きくならない方法」とは、前回の引上げ額

を上回らないように引上げを行うことをいう。 

 

 

 

 

 

○段階引上げ拠出を実施する場合、次の要件を満たしていること。 

・リスク対応掛金額の予想額の現価がリスク対応額を上回らないこ

と。 

 

 

 

 

・予定拠出期間中の各期間におけるリスク対応掛金率（額）を予め

規約に定めていること。 

 

 

〔規則第４６条の２第２項について〕 

・リスク対応掛金の変更については、規則第４６条の２第２項各号

に該当する場合のほか、同条第３項に該当する場合、同条第４項

の制約を満たさない場合に限られる。 

 

・規則第４６条の２第２項各号の複数に該当した場合は、いずれか

のリスク対応掛金の変更方法から任意に選択することが可能。 

 

 

 

・リスク対応掛金の特別掛金への振り替え〔第１号〕 

新たに過去勤務債務の額が発生する場合、「リスク対応掛金収入

現価の減少≦過去勤務債務の額の増加」となる範囲内で、リスク

対応掛金額を減少させることができる。 

具体的には、拠出期間を維持したうえでリスク対応掛金額を減少

させることが考えられる。 

 

〔例示およびイメージ〕 

①残余拠出期間のリスク対応掛金額を一律に減少させる 

②特別掛金額が増加した拠出期間に対応するリスク対応掛金額

から、当該特別掛金の増加額の全部又は一部を減少させる  

 

特別掛金（定率償却）の過去勤務

債務残額：30 

事業年度末のリスク対応額：30 

の場合、特別掛金とリスク対応掛金

を同時に一括償却することは不可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：１年毎に引き上げるケース 

現行リスク対応掛金 8％ 

初回引上げ日 H31.4.1 

H31.4.1 12％ 

H32.4.1 16％ 

H33.4.1 19％ 

H34.4.1 22％ 

H35.4.1 24％ 

H36.4.1 25％ 

（H36.4.1が引上げ可能な最終日） 

 

 

・数理上掛金率を切り上げた数値

を規約上掛金率とした場合、端数

処理の範囲でリスク対応掛金額

の予想額の現価がリスク対応額

を上回ることは可。 

 

 

 

 

 

 

・リスク対応掛金の変更は、原則と

して認められず、規則第46条の2

第2項各号に該当する場合のほ

か、同条第３項に該当する場合、

同条第４項の制約を満たさない

場合に限られる。同条第２項各号

に掲げる特別な事情がある場合

であっても、その変更内容には一

定の合理性が求められることに

留意が必要。 

 

・拠出期間を延長（短縮）させる取

扱いは一定の合理性がないもの

と考えられる。 

 

・リスク対応掛金を定率拠出によ

り設定しているケースについて

も、拠出期間を維持し、リスク対

応掛金を減少（リスク対応掛金の

拠出割合を減少）させることが考

えられる。また、特別掛金が増加
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＜②のうち特別掛金償却期間不変（掛金増加）のケース＞ 

 

 

 

 

 

 

＜②のうち特別掛金償却期間延長（掛金不変）のケース＞ 

 

 

 

 

 

なお、上記により途中にリスク対応掛金額が0となる期間が発

生するケースにおいても、リスク対応掛金の残余拠出期間は規

約変更前後で変わらない取扱いとする（掛金額が0の期間も拠

出期間に含める）ことが考えられる。  

 

 

・特別掛金の償却期間を延長する場合も、引き続き「特別掛金額

の予定償却期間の残存期間＜リスク対応掛金額の予定拠出期

間の残存期間」を満たす必要がある。 

 

・「過去勤務債務の増加額＜現行リスク対応掛金収入現価」とな

り、リスク対応掛金の全てを特別掛金に振り替えることができ

ない場合であって、特別掛金を最短償却としたとしても規則第

４６の２第４項の規定を満たすことができない場合は、リスク

対応掛金を再設定することが考えられる。 

 

・「過去勤務債務の増加額≧現行リスク対応掛金収入現価」とな

る場合は、現行のリスク対応掛金は全て特別掛金に振り替え、

拠出が終了したものとして、新たにリスク対応掛金を設定する

ことは可能と考えられる。 

 

・リスク対応掛金の再計算〔第２号〕 

規則第５０条の場合（合併、分割、基金型から規約型への移行、

規約型から基金型への移行、加入者数の著しい変動、加入者資格

又は給付設計の変更、他の確定給付企業年金との権利義務の移転

又は承継、その他著しい変動に限る）には、規則第４６条の２第

１項の各号に基づきリスク対応掛金額を計算することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した各期について、特別掛金の増

加額の範囲内で各期のリスク対

応掛金を減少させることが考え

られる。（いずれの場合も、特別

掛金の償却方法が定率償却かそ

れ以外かによらない） 

 

・後述の、第1リスク対応掛金と第

2リスク対応掛金を設定している

場合で、リスク対応掛金額を減少

させるときは、第1リスク対応掛

金と第2リスク対応掛金のいずれ

を先に減少させてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再設定する場合は、新たに設定す

る場合と同様に取り扱うことが

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・過去勤務債務の額の予定償却期

間の短縮、定率償却の場合の償却

割合増加は除く。 

 

・財政再計算を行い、当初設定して

いたリスク対応掛金額の予定拠

出期間を延長してリスク対応掛

金額を減少させることは可能。 

 

・財政悪化リスク相当額の算定方

法を変更する場合は、規則第５０

条第４号ホ「その他当該確定給付

企業年金に係る事情に著しい変

動があった場合」に該当する。 

〔例示〕 

・新たに特別算定方法により財政

悪化リスク相当額を算定する財

政再計算を行う。 

・特別算定方法により負債変動リ

スクを新たに見込む財政再計算

を行う。 

 

・リスク対応掛金を拠出完了し再
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・リスク対応掛金額の加算〔第３号（法第５８条第１項（少なくと

も５年ごとに行う再計算）に基づく財政再計算）〕 

財政悪化リスク相当額のうち財源が確保されていない部分（「財

政悪化リスク相当額－対応後リスク充足額」）が、リスク対応掛金

額を計算したとき（リスク対応掛金額を変更した場合にあって

は、当該変更のうちの直前の変更をしたとき）における「財政悪

化リスク相当額－（積立金＋標準掛金収入現価（変更後）＋特別

掛金収入現価（変更後）＋リスク対応掛金収入現価（変更後）－

通常予測給付現価（マイナス値となる場合は零とする。））」から増

加する場合、増加した範囲内でリスク対応額を定め、変更前のリ

スク対応掛金額に加算することができる。 

 

・加算するリスク対応掛金額の拠出期間は、変更前のリスク対応掛

金額とは別に規則第４６条の２第１項の規定に基づいて算定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔規則第４６条の２第３項について〕 

・リスク対応掛金の減額または拠出終了〔法第５８条第１項（少な

くとも５年ごとに行う再計算）に基づく財政再計算〕 

対応後リスク充足額が財政悪化リスク相当額を上回ることとな

る場合には、上回らないようにリスク対応掛金額を減少させ、又

はリスク対応掛金額の拠出を終了しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度設定する場合は、初めてリスク

対応掛金を設定する場合と同じ

手続きによる。 

 

・対応後リスク充足額＝今回の財

政計算における「積立金＋標準掛

金収入現価（変更後）＋特別掛金

収入現価（変更後）＋リスク対応

掛金収入現価（変更前）－通常予

測給付現価（マイナス値となる場

合は零とする。）」 

 

・加算するリスク対応掛金額の予

定拠出期間は、変更前のリスク対

応掛金額の予定拠出期間・残余予

定拠出期間とは別に定めること、

又は、変更前のリスク対応掛金額

の残余予定拠出期間（規則第46条

の2を満たすものに限る）とあわ

せることは可能。 

〔例示〕 

・変更前のリスク対応掛金額の予

定拠出期間15年、残余予定拠出期

間3年に対し、加算するリスク対

応掛金額の予定拠出期間を10年

とする。 

 

・変更前のリスク対応掛金額を第1

リスク対応掛金額、加算するリス

ク対応掛金額を第2リスク対応掛

金額とすることは可能。 

 

・第1リスク対応掛金と第2リスク

対応掛金で、拠出方法（均等拠出、

定率拠出等）を別に設定すること

は可能。 

 

・加算するリスク対応掛金額と変

更前のリスク対応掛金額とを合

算して新たなリスク対応掛金額

を設定することは不可。 

 

 

・拠出期間を維持し、リスク対応掛

金を一律に減少させること、およ

び拠出期間を短縮しリスク対応

掛金を維持することが考えられ

る。 

 

・拠出期間のうち最初の一定期間

のリスク対応掛金の一部を減少

させる取扱い、最初の一定期間の

リスク対応掛金を全額減少させ、

次の一定期間のリスク対応掛金

の一部を減額させる取扱い、およ

び最初の一定期間のリスク対応

掛金を全額減少させる取扱いは、

規則第46条の2第1項に定める算
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〔規則第４６条の２第４項について〕 

・「特別掛金額の予定償却期間の残存期間＜リスク対応掛金額の予

定拠出期間の残存期間」でなければならない。 

 

 

 

・原則として以下のとおり取り扱う。 

①規則第４６条第１項第２号（弾力償却）により特別掛金額を設

定している場合は、「予定償却期間」を「下限特別掛金額の予定

償却期間」とし、規則第４６条の２第１項第２号（弾力拠出）

によりリスク対応掛金額を設定している場合は、「予定拠出期

間」を「最短期間」とする。 

②規則第４６条第１項第３号（定率償却）により特別掛金額を設

定している場合は、規約に定めのない場合には、「予定償却期

間」を「過去勤務債務の額が当該事業年度の標準掛金額以下に

なると見込まれるまでの期間」とし、規則第４６条の２第１項

第３号（定率拠出）によりリスク対応掛金額を設定している場

合は、規約に定めのない場合には、「予定拠出期間」を「リスク

対応額が当該事業年度の標準掛金額以下となると見込まれる

までの期間」とする。 

③特別掛金額の予定償却期間が複数ある場合には、最も長い残存

期間を用い、リスク対応掛金の予定拠出期間が複数ある場合に

は、最も短い残存期間を用いる。 

④リスク対応掛金額の拠出期間中に新たに特別掛金額の拠出を

開始する場合又は特別掛金額の償却期間中に新たにリスク対

応掛金額の拠出を開始する場合においても、特別掛金額の予定

償却期間又はリスク対応掛金の予定拠出期間を変更して、「特

別掛金額の予定償却期間の残存期間＜リスク対応掛金額の予

定方法に沿った取り扱いとは言

えないため、適切ではないと考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・拠出期間のうち拠出完了日から

遡って一定期間のみリスク対応

掛金の一部を減少させる取扱い、

および拠出完了日から遡って一

定期間のリスク対応掛金を全額

減少させ、次の一定期間のリスク

対応掛金の一部を減額させる取

扱いは、規則第４６条の２第４項

の規定の制約を満たすため等や

むを得ない場合には可能と考え

られる｡ 

 

 

 

 

 

 

 

・「特別掛金額の予定償却期間の残

存期間＝リスク対応掛金額の予

定拠出期間の残存期間」は不可。 

 

 

・リスク対応掛金額を拠出しない

場合は、この制約はかからない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

第３節 掛金 

定拠出期間の残存期間」を満たす必要がある。 

 

 

・実施事業所ごとに異なるリスク対応掛金を定める場合には事業所

間の公平性及び財政全体への影響を考慮して、事業主等と相談の

上、合理的に決定する。 

 

・「リスク対応掛金額の予定拠出期間の残存期間＞特別掛金額の予

定償却期間の残存期間」については、給付区分・事業所ごとに特

別掛金を定めている場合には、給付区分・事業所ごとに満たせば

良い。 

 

 

 

・実施事業所ごとにリスク対応掛金を拠出している実施事業所が事

業所脱退した場合、かつ、確定給付企業年金制度全体では加入者

数が著しく増減していない場合に、財政再計算を行わず、脱退し

た事業所分のリスク対応掛金を拠出しないように規約変更を行

うことは可能。 

 

・実施事業所が増加する場合で規則第５０条に該当しない場合につ

いては、増加する事業所に係るリスク対応掛金のみ算定すること

は可能。 

 

・実施事業所が減少した場合で規則第５０条に該当しない場合につ

いては、減少した事業所のリスク対応掛金を零とすることは可

能。 

 

 

 

(6) 規則第４７条に基づく次回の財政再計算までに発生する積立不足

の予想額の償却のための特例掛金 

・原則、基礎率によって見込むことができない短期的な積立不足の

償却を目的に、事業主等からの資料等（一時的である旨の確認を

含む）に基づき設定する。 

・「次回の財政再計算」とは、原則として法第５８条第１項に規定す

る「少なくとも５年ごとに行う財政再計算」を指す。ただし、「少

なくとも５年ごとに行う財政再計算」の前に規則第５０条各号に

基づく財政再計算が予定されている場合は、当該財政再計算が次

回の財政再計算となる。 

・次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額の現価は、積

立金の額（数理上資産額とし、別途積立金として留保する額の全

部または一部及び承継事業所償却積立金を除くことが可能。）が

責任準備金の額を下回ると予想される額の現価、または、積立金

の額（純資産額）が最低積立基準額を下回ると予想される額の現

価とする。 

・特例掛金は、加入者数の減少に配慮して設定する。（例えば一定

額で償却） 

・拠出の終了日は次回の財政再計算による新掛金適用予定日の前日

とする。（当該積立不足の予想額は、次回の財政再計算による新

掛金適用予定日を予定償却完了日とする期間で元利均等償却す

るものであり、積立不足が発生すると予測される期間で元利均等

償却するわけではないことに留意すること。） 

・拠出の終了日までに法第５８条又は法第６２条に基づく財政再計

算を行う場合は、当該財政再計算時に特例掛金を設定し直すこと

ができる。 

 

・給付区分特例を実施している場合は、給付区分ごとに特例掛金を

 

 

 

 

 

 

 

〔例示〕 

・以下のように定めることは可。 

＜A事業所＞ 

特別掛金3年/リスク対応掛金5年 

＜B事業所＞ 

特別掛金6年/リスクｸ対応掛金8年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔例示〕 

・直近の予算作成時に使用した年

金資産等を合理的に補正したも

のに基づき予想運用利回りが予

定利率を下回る額（下回る年数

分） 

・加入者規模が著しく予定を下回

る場合の掛金収入減少見込額（掛

金を定率法あるいは定額法で定

めている場合） 

・脱退および昇給の実績が予定と

著しく乖離する場合に見込まれ

る脱退差損および昇給差損の額

（過去の実績から合理的に推計

した額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予定利率を変更する場合等、積立

不足の予想額の計算基礎が変更

になる場合は見直す。 
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算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・複数の給付区分を設けている場

合の特例掛金の計上例 

①一部の給付区分に計上 

②差損の発生区分に応じて計上 

（例えば、利差損の予想額を、「数

理債務－特別掛金収入現価」の比

でそれぞれ計上） 
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１．掛金の区分 

 

リスク分担型企業年金掛金・・・規則第４６条の３に基づく掛金 

その他の掛金・・事務費掛金 

 

２．掛金の算定 

(1) リスク分担型企業年金掛金額 

・規則第４６条の３に基づき、リスク分担型企業年金の給付に要する

費用に充てるための掛金として以下のとおり設定する。 

 

 

〔規則第４６条の３第１項について〕 

・リスク分担型企業年金を実施するとき又はリスク分担型企業年金を

実施している場合であって給付の設計を変更するとき（掛金の額に

係る規約の変更を行う場合に限る） 

 

リスク分担型企業年金掛金額は、当該財政計算における標準掛金額

＋当該財政計算における補足掛金額とする。 
 

 

〔規則第４６条の３第２項について〕 

・リスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合（第１項を除く） 

リスク分担型企業年金掛金額は、次のいずれかによる。 

①標準掛金額について再計算する 

②再計算によって計画的に拠出することが適当である額として規

約で定める額をリスク対応額とみなして均等拠出（規則第４６条

の２第１項第１号の方法）により計算した額を追加拠出する 

③①②を組み合わせる 

 

 

〔規則第４６条の３第３項について〕 

規則第４６条の３第３項の事由（基金の合併、実施事業所の増加、

他の確定給付企業年金の権利義務の承継、中小企業退職金共済から

の資産の引き渡し）により、リスク分担型企業年金掛金額を再計算

する場合 

 

・規則第４６条の３第３項に定める事業主のリスク分担型企業年金掛

金額は、前回財政計算における標準掛金額＋当該再計算における補

足掛金額とする。 

 

 

 

(2)規則第６４条に基づく臨時拠出による特例掛金 

・リスク分担型企業年金において、規則第６４条に基づく特例掛金を

拠出すると同時に掛金収入現価が変わらないようにリスク分担型企

業年金掛金額を変更することをあらかじめ定めておくことにより、

規則第６４条に基づく特例掛金を拠出する場合にあっては、翌事業

年度以降リスク分担型企業年金掛金を、その現価相当額が当該特例

掛金額に相当する額の分減少するように変更することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・リスク分担型企業年金掛金額で

は、標準掛金・特別掛金・リスク

対応掛金額を、定額と給与比例と

に分けて算定することが可能。 

 

・掛金の額に係る規約の変更をし

ない場合には適用されない。 

 

 

 

 

 

 

 

・〔規則第４６条の３第２項につい

て〕は、給付設計を変更すること

なく、リスク分担型企業年金掛金

を変更する場合に適用される。 
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１．継続基準の財政検証 

 

【経過措置】 

○新基準に基づく財政計算を行うまでの間は、改正前の責任準備金の

算定方法に従うことに留意する。 

 

(1)規則第５３条第１項に定める責任準備金の算定方法 

 

責任準備金 

＝給付現価 － 掛金収入現価 － 追加拠出可能額現価 

 

 

ただし、給付現価 ＝ 通常予測給付現価 ＋ 財政悪化リスク相当額

＋ 特例掛金収入現価 

 

掛金収入現価 

＝ 標準掛金収入現価 ＋ 補足掛金の予想額の現

価 

＝ 標準掛金収入現価 ＋ 特別掛金収入現価 ＋ 

リスク対応掛金収入現価 ＋ 特例掛金収入現

価 

 

追加拠出可能額現価 

＝ Min（Max（財政悪化リスク相当額 ＋ 別途積

立金 + 承継事業所償却積立金 －リスク充足

額 , 0）, 財政悪化リスク相当額） 

 

リスク充足額 

＝ Max（積立金 ＋ 掛金収入現価（特例掛金収入

現価を除く） － 通常予測給付現価 , 0） 

 

数理債務 ＝ 通常予測給付現価 + 特例掛金収入現価 － 

標準掛金収入現価 

 

 

上記算式中の「標準掛金収入現価」、「特別掛金収入現価」、「リスク

対応掛金収入現価」、「特例掛金収入現価」はいずれも規約上掛金に

て算定する。 

 

 

 

 

 

〔留意事項〕 

①財政方式並びに規則第４３条に定める基礎率及び財政悪化リス

ク相当額について 

・ 前回財政計算において用いたものをそのまま使用する。（規則第

５３条第２項）将来加入者を見込む財政方式の場合は、前回の財

政計算において用いた方式に準じて算定する。（掛金算定上将来

加入者を見込まない財政方式の場合は財政検証時も将来加入者

を見込まない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○給付区分特例を実施している場

合であっても、継続基準の財政検

証は、給付区分ごとに行うのでは

なく、制度全体で行うこと。 

 

○特別掛金収入現価（規則第４６条

に定める過去勤務債務を償却す

るための掛金の収入現価） 

 

○特例掛金収入現価（規則第４７条

に定める次回財政再計算までに

発生する積立不足の予想額の償

却のための掛金の収入現価） 

・前回の財政計算において、次回財

政再計算までに発生する積立不

足の予想額を計上した場合に発

生する。 

・算定にあたっては、前回財政計算

時に見込んだ予想額の前提を使

用する。 

つまり、見込む場合は、 

当該予想額の現価 

＝特例掛金収入現価 

となるよう算定する。 

・特例掛金収入現価は、規約上特例

掛金率及び当該特例掛金の残余

償却年数に基づく現価率を使用

して算出する。 

 

○リスク対応掛金収入現価（規則第

４６条の２に定める財政悪化リ

スク相当額に係る掛金の収入現

価） 

 

○積立金は、別途積立金を含む金

額。 

 

 

 

 

◯前回財政計算において、予定新規

加入者を見込む上で、将来の加入

者規模を一定としていない場合、

あるいは予定昇給指数に将来の

賃金の変動を見込んでいる場合

で、前回財政計算の基準日におけ

る加入者数及び平均給与の額に

対する割合として見込んでいな

い場合は、前回財政計算において

用いた算定方法の趣旨が損なわ

れない見込み方によること。 
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・ 前回財政計算を旧基準で行っている場合においては、財政悪化リ

スク相当額をゼロとする。 

 

②追加拠出可能額現価の算定における別途積立金について 

・ 別途積立金は、前年度剰余金の処分、前年度不足金の処理、期中

の別途積立金の積増し及び取崩しを行った後の別途積立金の額

を記入する。 

 

③リスク充足額の算定における積立金の評価について 

・ 積立金の額は、掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法

を用いて計算する。（規則第６３条第１項） 

 

④給付現価および収入現価の算定においての先日付の制度変更等

の織り込みかたについて 

・ 原則として、財政検証の(作業)時点において承認あるいは認可さ

れている制度変更内容等は、財政検証に織り込む。 

・ ただし、申請中であってもその内容を織り込むこと、または、承

認あるいは認可がなされていてもその内容を織り込まないこと

が合理的であると認められる場合には、原則に従わないことも可

とする。 

 

 

 

 

 

 

（例示） 

 

新規加入者の賃金の変動を見込ん

だ場合 

 

すなわち、当初、 

    １年後     ２年後 

Bx→(1+β)Bx→(1+β) (1+β)Bx

→・・・ 

 

Bx…将来加入者の給与見込額 

β…計算上見込んだ賃金上昇の変

動率（ベア率） 

と見込んでいたものが、１年後実績

値にずれが生じ(1+β)Bxから(1+

β’)Bxとなった場合、 

 

  １年後   ２年後 

  (1+β’)Bx→(1+β’) (1+β)Bx

→・・・ 

 

として、新たなスタート値のみを置

き換え、ずれが生じた年度以降は、

(1+β)で再度見込んでいくイメー

ジである。 

 

→β’は、全加入者の平均給与の額

の上昇分と一致させる方法の他、

新規加入者の賃金実績の上昇分

を勘案して決定する方法等もあ

りうる。 

 

 

 

 

 

※当年度剰余金処分あるいは当年

度不足金の処理を行う前の額で

あることに留意すること。 

 

 

 

 

 

※制度変更内容等を財政検証に織

り込む場合、財政悪化リスク相当

額も併せて当該制度変更等のも

のを反映する。 

(例示) 

・承認あるいは認可はなされてい

ないが、基準日と変更日の間に財

政検証日があり、計算処理の連続

性の観点から財政検証に変更内容

を織り込むことが好ましい場合 
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(2)許容繰越不足金（規則第５６条に規定する額） 

許容繰越不足金は規則第５６条第１号から第３号までに掲げる方

法のうち事業主等であらかじめ定めた方法により算定する。 

 

〔留意事項〕 

①許容繰越不足金の算定基準の変更要件 

算定基準（※）については原則継続的に使用すること。 

ただし、給付額の大幅な見直し、資産の評価方法の変更等、合理

的な理由がある場合は算定方法を変更することができる。 

※規則第５６条第１号から第３号までの適用基準、規則第５６条第１号

及び第２号に定める「規約に定める率」の数値 

 

②規則第５６条第１号の「20年間の標準掛金額の予想額の現価」 

財政検証の基準日において標準掛金の年額を合理的に算定し、当

該額に20年の確定年金現価率(※)を乗じて算定することができ

る。 

※責任準備金の計算に使用した予定利率で算定したもの 

 

(3)積立金の額の評価 

財政再計算の要否の判定において、積立金の額は、掛金の額の計算

に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算する（規則第６３条

第1項）。 

 

 

 

２．非継続基準の財政検証 

 

(1) 最低保全給付 

 

 

 

 

 

○先日付の制度変更を財政検証の数理債務算定に織込む場合、原則と

して最低保全給付の算定にも織込むこととする。 

 

 

①規則第５４条第１項についての適用基準 

 

◯財政検証日において年金受給者又は受給待期脱退者である者 

 

(ⅰ)年金受給者 

財政検証日において裁定済みの年金額 

(ⅱ)受給待期脱退者 

財政検証日現在の規約に基づく年金額 

 

 

◯財政検証日において加入者である者 

 

・最低保全給付は規則第５４条第１項第１号に定める方法（以下「1

号方法」という）、規則第５４条第１項第２号に定める方法（以下

「2号方法」という）、又は「これらに準ずる方法」によるものと

し、あらかじめ規約に定める。 

・「これらに準ずる方法」とは上記「1号方法」及び「2号方法」を組

み合わせた方法をいう。組み合わせるにあたっては、方法が異な

ることにより発生する最低積立基準額の乖離に十分留意するこ

と。 

・最低保全給付の決定（各方法の選択及び「2号方法」における「加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○給付区分特例を実施している場

合であっても、非継続基準の財政

検証は、給付区分ごとに行うので

はなく、制度全体で行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財政検証日において加入者か受給

者等かの区分は、給付区分（グルー

プ区分を採っている場合を含む）

毎に取り扱う。 
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入者の年齢に応じて定めた率」の決定）は事業主等が主体的に行

うものとする。 

 

ア.1号方法 

 

(ア)規則第５４条第１項第１号に定める「加入者の資格を喪失する

標準的な年齢」（以下「標準資格喪失年齢」という）について 

 

標準資格喪失年齢は、事業主等が決定することとなるが、年金数

理人は、事業主等より意見を求められた場合には、次の諸点を参

考に意見を述べること。 

 

・妥当と判断される標準資格喪失年齢としては、次のようなもの

が考えられること。 

ａ．母体企業に定年制がある場合、その定年年齢。 

なお、定年年齢が複数存在する場合は、過去３ヶ年間の実

績脱退者数が最多となる年齢もしくは支給開始年齢以下

の最も高い定年年齢とする。 

ｂ．次の算式で計算される年齢。 

60
61

60 LL
x

x 







 





 

Ｌｘ：予定脱退率から得られるｘ歳の予定残存者数 

ｃ．加入者資格の範囲を定年年齢前の一定年齢までとしている

場合は、当該一定年齢 

ｄ．その他合理的な理由が存在する年齢。 

 

 

 

 

・標準資格喪失年齢は、給付区分ごとに決めることが出来る。な

お、同一給付区分内での標準資格喪失年齢の複数使用は不可と

する。 

 

・標準資格喪失年齢の変更は原則として次の場合に限り、変更に

当たっては厚生労働省の承認または認可が必要となる。（規約

変更を伴うため） 

・定年年齢の変更を行った場合。 

・その他実績退職年齢が大幅に変動する等合理的な理由があ

る場合。 

 

 

 

 

 

(イ)規則第５４条第１項第１号に定める｢加入者が加入者の資格を

取得した日から当該標準的な年齢に達するまでの加入者期間

のうち当該事業年度の末日までの加入者期間にかかる分とし

て定めた率｣について 

 

当該率は、「当該事業年度末時点までの加入者期間に応じて定まる

係数（※）／標準資格喪失年齢までの加入者期間に応じて定まる係

数」とすることを原則とする。（当該事業年度末時点から標準資格

喪失年齢までの据置乗率は加味されないことになる） 

※給付の額が退職事由により異なる場合は、自己都合その他これに

準ずる事由により退職するときのもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・母体企業の定年制が一定日（例え

ば定年到達後の年度末）に集約さ

れる場合であっても、割引計算、

年金現価率等は満年齢のものを

使用することも可。 

 

 

 

 

 

 

 

(例示) 

過去３年間の脱退実績において

特定の高年齢における脱退が顕

著に現われており、その脱退事

由に継続性が認められる等 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例示） 

再計算作業の際、過去の退職実

績に大幅な変動が見受けられ、

この実績に基づき標準資格喪失

年齢を見直すことを事業主等が

要請する場合 
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(ウ)その他留意事項 

・給付額の算定に給与あるいはこれに類するものを使用する制度

の最低保全給付算定にあたっては当該事業年度末時点で資格

喪失したときに給付の算定基礎となるものを用いること。 

・老齢給付金として一時金を選択できる制度において、選択一時

金と年金現価相当額（非継続基準の予定利率・予定死亡率によ

り算定したもの）と丈比べを行い、大きい額を最低保全給付と

する旨規約に定める場合の丈比べは、標準資格喪失年齢時点

（基準日時点の年齢が標準資格喪失年齢を超えている場合は

基準日時点）で行うこと。 

 

 

イ．2号方法 

 

（ア）規則第５４条第１項第２号に定める「加入者の年齢に応じて

定めた率」について 

 

「加入者の年齢に応じて定めた率」の決定にあたって、年金数理人

は事業主等から意見を求められた場合には、次の諸点を参考に意見

を述べること。 

 

・支給開始年齢に達した者について「１」となるような設定が適切

であると考えられること 

 

・残余財産の分配に使用することに配慮し、労使間（基金型の場合

は代議員会）で十分検討のうえ、決定する必要があること 

 

・率の設定方法によっては、年金と一時金の最低積立基準額に乖離

が発生する可能性があること 

 

・年金と一時金の最低積立基準額の乖離を無くす方法としては、一

時金に割引現価率を乗ずる方法が考えられること（右記①参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選択一時金と年金現価相当額と

の丈比べは財政検証時では行わ

ないことも可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・「加入者の年齢に応じて定めた

率」について、年金、一時金の受

給資格に応じて異なる率を定め

ることも可 

 

（加入者の年齢に応じて定めた率

の例示） 

①一時金を割引いた額を最低保全

給付とする場合 

年金は１、一時金は定年からの割

引現価率（制度の据置乗率の逆

数） 

 

②加入期間を基準とする方法 

年金、一時金とも（基準日におけ

る年齢―加入年齢）／（最終年齢

―加入年齢）と設定する。 

X歳の率＝(X－Xe)/(Xr－Xe) 

Ｘ：基準日における年齢 

Xe：加入年齢 

Xr：最終年齢 

 

③給与モデルを基準とする方法 

年金、一時金とも予定昇給率（指

数）を用いて設定する 

              X          Xr 
X歳の率＝Σby／Σby 

               y = Xe       y = Xe 

 by：ｙ歳の予定昇給率 

または 

X歳の率＝Bx／BXr 

Bx：x歳の予定昇給指数 

 

④年齢群団別に設定する方法 

年金、一時金とも 

60歳:１ 

50歳以上60歳未満:0.9 

40歳以上50歳未満:0.8 

30歳以上40歳未満:0.7 

20歳以上30歳未満:0.6 

 

 

⑤年齢で定まる関数で設定 
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（イ）その他留意事項 

・「当事業年度の末日において当該加入者が加入者の資格を喪失

した場合に支給されることになる老齢給付金の額又は脱退一時

金の額」算定にあたっては自己都合その他これに準ずる事由によ

り退職するときのものを用いること。 

・老齢給付金として一時金を選択できる制度において、選択一時金

と年金現価相当額（非継続基準の予定利率・予定死亡率により算

定したもの）と丈比べを行い、大きい額を最低保全給付とする旨

規約に定める場合の丈比べは支給開始時点で選択一時金を選択

するものとして行い、最低保全給付算定にあたっては「加入者の

年齢に応じて定めた率」は、年金受給資格の場合の率を用いるこ

と。 

・再評価を行う場合、事業年度の末日において再評価後の累計額が

当該再評価を行わなかった場合の累計額を下回る場合には、当該

再評価を行わなかった場合の累計額を用いて計算すること。 

 

 

 

 

 

 

②規則第５４条第２項に定める「給付改善等を行った場合に最低保

全給付から控除できる額」について 

 

控除前の最低保全給付から当該控除できる額を控除して最低積立

基準額を計算するのが原則であるが、財政検証において最低積立基

準額を算出する過程においては、控除前の最低保全給付に基づく最

低積立基準額合計額から最低保全給付から控除できる額の現価を

差し引く手順を踏むことも可とする。 

 

 

(2)最低積立基準額（法第６０条第３項） 

 

①最低積立基準額の算定方法（一般事項） 

 

〔算定にあたっての各方法の留意事項〕 

 

ア．1号方法 

最低保全給付を標準資格喪失年齢時点（年金の場合で規約上の支給

開始年齢が標準資格喪失年齢よりも高い場合は規約上の支給開始

年齢）で評価することを踏まえ、年金、一時金とも標準資格喪失年

齢（年金の場合で規約上の支給開始年齢が標準資格喪失年齢よりも

高い場合は規約上の支給開始年齢）から基準日時点の年齢まで割り

する方法 

最終年齢が６０歳であれば

0.025ｘ―0.5で率を設定す

る。 

ｘ：基準日の翌日にお        

ける加入者の年齢 

⑥最低積立基準額の算定に用いる

｢給付の再評価に用いる指標の予

測（再評価率）｣を用いる方法（キ

ャッシュバランスプランの場合） 

｢１／（１＋再評価率）規約上の支給開

始年齢－現在年齢｣を「加入者の年齢に

応じて定めた率」とする旨規約に

定める。 
 

 

 

 

 

 

 

・選択一時金と年金現価相当額と

の丈比べは財政検証時では行わ

ないことも可とする。 

 

 

 

 

・再評価後の各人の累計額が、再評

価を行わなかった場合の各人の

累計額を下回っている場合であ

っても、年金財政への影響を勘案

した上で、財政検証においては一

律に再評価後（または再評価前）

の累計額を用いて計算すること

も可とする。 

 

 

 

 

・「最低保全給付から控除できる額

の現価」の算定方法は「(2)最低

積立基準額－③－イ」参照。 
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引くこと。 

 

イ．2号方法 

最低保全給付を基準日時点（年金（選択一時金）の場合は支給開始

時点）で評価することを踏まえ、一時金は割り引かず、年金（選択

一時金）は支給開始時点より現時点まで割り引くこと。 

 

 

②最低積立基準額算定（詳細事項） 

 

◯以下で使用する算式における記号の説明（共通） 

 

ｊ：「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号」に

規定する予定利率 

ｒ：標準支給開始年齢 

ｓ：規約上の支給開始年齢 

ｘ：計算基準日現在の年齢 

τ：標準資格喪失年齢 

 

 

 

ア．1号方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［共通の記号］ 

 

n x
ja ：「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号及

び第２号」に規定する予定利率、予定死亡率及び規約上

の給付設計に基づいて計算されたｎ年据置終身年金現

価率（＊年確定年金現価率（ a j


）の場合も同様に扱

う） 

＊：（規約による）保証［残余］期間 

 

(ⅰ)年金受給者 

 

最低保全給付×（ a j


＋ * x

ja ） 

 

(ⅱ)受給待期脱退者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「標準支給開始年齢」 

標準支給開始年齢は次のように

定義する。 

標準支給開始年齢＝ 

Ｍａｘ（標準資格喪失年齢、規約上

の支給開始年齢） 

 

 

・加入者拠出に基づいて設計され

ている給付（例えば、支給率が加入

者拠出金の額に基づいて設計され

ている場合等。以下、加入者拠出に

基づく給付という。）を含む場合、

加入者について、規約に定めてい

る場合は例えば次の通りにするこ

とができる。 

①一時金受給資格者 

 最低積立基準額＜加入者拠出に

基づく給付金額のとき 

 最低保全給付＝加入者拠出に基

づく給付＝最低積立基準額 

②年金受給資格者 

 最低積立基準額＜加入者拠出に

基づく給付の選択一時金額 の

とき 

 最低保全給付＝加入者拠出に基

づく給付、最低積立基準額＝加入

者拠出に基づく給付の選択一時

金額 

 

 

 

・例えば給付設計が、逓増年金等で

あれば、その要素を年金現価率に

加味させる。 
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ア．基準日における年齢が規約上の支給開始年齢以上の者 

 

最低保全給付×（ a j


＋ * x

ja ） 

 

イ．基準日における年齢が規約上の支給開始年齢未満の者 

 

最低保全給付×（ v (s x) × a j


＋

s+* x x
ja

－
） 

 

(ⅲ)加入者のうち年金受給資格者 

ア．基準日における年齢が標準支給開始年齢以上の者 

 

最低保全給付×（ a j


＋ * x

ja ） 

 

イ．基準日における年齢が標準支給開始年齢未満の者 

 

最低保全給付×（ x)(rv  × a j


＋

j
xx*+r a

－ ） 

 

(ⅳ)加入者のうち一時金受給資格者 

 

最低保全給付× v ( )  x
 

 

ｖ：１／（１＋ｊ） 

 

 

イ．2号方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［共通の記号］ 

 

n x
ja ：「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号及

び第２号」に規定する予定利率、予定死亡率及び規約上

の給付設計に基づいて計算されたｎ年据置終身年金現

価率（＊年確定年金現価率（ a j


）の場合も同様に扱

う） 

＊：（規約による）保証［残余］期間 

 

(ⅰ)年金受給者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式において、 

τ― ｘ＜０の時は、 

τ― ｘ＝０とみなす。 

 

 

 

・加入者拠出に基づいて設計され

ている給付（例えば、支給率が加入

者拠出金の額に基づいて設計され

ている場合等。以下、加入者拠出に

基づく給付という。）を含む場合、

加入者について、規約に定めてい

る場合は例えば次の通りにするこ

とができる。 

①一時金受給資格者 

 最低積立基準額＜加入者拠出に

基づく給付金額のとき 

 最低保全給付＝加入者拠出に基

づく給付＝最低積立基準額 

②年金受給資格者 

 最低積立基準額＜加入者拠出に

基づく給付の選択一時金額 の

とき 

 最低保全給付＝加入者拠出に基

づく給付、最低積立基準額＝加入

者拠出に基づく給付の選択一時

金額 

 

 

 

 

・例えば給付設計が、逓増年金等で

あれば、その要素を年金現価率に

加味させる。 
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最低保全給付×（ a j


＋ * x

ja ） 

 

 

(ⅱ)受給待期脱退者 

ア．基準日における年齢が規約上の支給開始年齢以上の者 

 

最低保全給付×（ a j


＋ * x

ja ） 

 

イ．基準日における年齢が規約上の支給開始年齢未満の者 

 

最低保全給付×（ v (s x) × a j


＋

s+* x x
ja

－
） 

 

(ⅲ)加入者のうち年金受給資格者 

ア．基準日における年齢が規約上の支給開始年齢以上の者 

 

最低保全給付×（ a j


＋ * x

ja ） 

 

イ．基準日における年齢が規約上の支給開始年齢未満の者 

 

最低保全給付×（ v (s x) × a j


＋

s+* x x
ja

－
） 

 

 

(ⅳ)加入者のうち一時金受給資格者 

 

最低保全給付 

 

 

③最低積立基準額算定（留意事項） 

 

ア．給付の再評価又は額の改定を行う制度の場合 

・給付の額の算定において、給付の再評価又は額の改定を行う場合

の最低積立基準額の算定における当該再評価および額の改定に

用いる指標（規則第５５条第２項）は規約に定めるものとする。 

・最低積立基準額の算定にあたっては、規約に定めた指標により将

来の再評価を織り込むこと。 

・1号方法の場合、標準資格喪失年齢時点（基準日時点の年齢が標準

資格喪失年齢を超えている場合は基準日時点）において再評価後

の累計額が当該再評価を行わなかった場合の累計額を下回る場

合には、当該再評価を行わなかった場合の累計額を用いて計算す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．「最低保全給付から控除できる額の現価」（以下「未認識額」と

いう）の計算方法について 

 

「未認識額＝〔給付改善時の最低積立基準額の差額 

×｛５－（給付改善時から基準日までの年数）｝／５〕の合計」によ

り算定することを原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例示） 

・直前の財政計算の基準日におい

て規約に定める再評価等に用い

る指標の過去○年間の平均値を

用いる。 

・年金の額の改定に用いる指標の

下限として規約に定める率を用

いる（規則第２８条第２項第２号

ロにより額改定を行っている場

合）。 

 

・再評価後の各人の累計額が、再評

価を行わなかった場合の各人の

累計額を下回っている場合であ

っても、年金財政への影響を勘案

した上で、財政検証においては一

律に再評価後（または再評価前）

の累計額を用いて計算すること

も可とする。 
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ただし、給付改善時の非継続基準の予定利率と基準日時点の予定利

率の関係により必要に応じて調整(※)を行うこと。 

(※)給付改善時の最低積立基準額の差額に｛(1+ｉ)/(1+j)｝20を乗ずる等(但

し、ｉ=給付改善時の非継続基準の予定利率、j=基準日時点の非継続基

準の予定利率) 

 

 

 

 

 

(3)積立不足に伴って拠出する掛金額・拠出方法 

 

・原則として以下の①の方法を用いるものであること。ただし、当

分の間は、②の方法を用いることができる。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

・①又は②の方法は、原則として継続して用いることが望ましいが、

合併、分割などにより積立金、最低積立基準額が大幅に変動する

場合など合理的な理由がある場合は、①又は②の方法を変更する

ことができる。 

 

・①又は②の方法を変更した場合、その変更理由と変更の妥当性に

ついて、所見を付記することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給付区分特例を実施している場合には、特例掛金を設定するにあ

たり、制度全体で算定した額を、資産額が最低積立基準額を下回

る額の比その他合理的な方法に基づき給付区分ごとに配分する

こと。 

 

 

①積立比率に応じて必要な掛金を設定する方法（規則第５８条） 

ア．翌事業年度の最低積立基準額の見込額 

（法第６３条、規則第５８条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財政検証の基準日が平成３１年

３月３１日までの間は、平成３０

年６月２２日付改正前の規則第

５８条及び第５９条に基づく、①

の方法を用いることも可。 

・財政検証の基準日が平成３０年

６月２２日より前であっても、掛

金適用日が平成３０年６月２２

日以降となる特例掛金の算定に

おいて、平成３０年６月２２日付

改正後の規則第５８条及び第５

９条に基づく、①の方法を用いる

ことも可。 

 

[合理的な理由の例示] 

・積立金の額の評価方法を変更で

きる事象が生じたとき（第４節５

（３）④参照） 

・給付内容の大幅な変更 

・最低保全給付にかかわる規約の

大幅な変更 

・平成３０年６月２２日付規則改

正以後、初めて非継続基準に抵触

したとき 

 

 

・当該事業年度の末日までを計算

基準日として財政再計算を行っ

た場合でも、非継続基準の判定自

体は当該財政再計算反映前の財

政検証に基づき行うこと。判定自

体に当該財政再計算を反映する

ことは不可。（ただし、財政検証

自体に当該財政計算を反映した

ときは、この限りではない。） 
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・以下の式にて算定することができる。 

「当年度最低積立基準額× {(1+当年度予定利率) ／(1+翌年度

予定利率) } n －前年度最低積立基準額× {(1+前年度予定利率) 

／(1+当年度予定利率) } n ＋当年度最低積立基準額」（☆）（ただ

しｎ=20） 

 

【計算にあたっての留意事項】 

・前年度から当年度への実績に基づく変化をもとに翌年度を予測し

ているため、実績に基づく変化が基礎率どおりの見込みと大きく

乖離している場合には予測の合理性が低くなるため、必要に応じ

て合理的な補整を行うものとする。 

（例：リストラ等による大量退職の補整～当該大量退職で減少し

た最低積立基準額相当額が一時金給付額と同等であるとみなし、

算式(☆)に加える等の合理的な補整を行う） 

・当該事業年度の末日までを計算基準日として制度変更を伴う財政

再計算を行った場合、当該財政再計算の適用時期に関わらず、当

年度最低積立基準額および前年度最低積立基準額に当該財政再

計算を反映する。 

この場合の前年度最低積立基準額は、制度変更の内容に応じて合

理的な補整を行うものとする。 

（例：当年度における制度変更前後の最低積立基準額比もしくは

数理債務比を用いて、簡便的に前年度における制度変更後の最低

積立基準額をみなし計算し、算式(☆)に適用する） 

 

 

・翌事業年度の規則第５４条第２項に定める「給付改善等を行った

場合に最低保全給付から控除できる額」は、合理的に見込むもの

とする。合理的に見込むことが困難な場合や影響が軽微であると

考えられる場合には、当該額を零とする（控除しない）取扱いも

認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当該事業年度の翌事業年度における最低積立基準額の見込額から

当該事業年度の最低積立基準額を控除した額が負となる場合は、

当該負の値とする。 

 

 

イ．翌事業年度における積立金の増加見込額又は減少見込額の算定

に係る留意事項 

 

 

 

・規則第５８条における「翌事業年度における積立金の増加見込額

又は減少見込額」は、翌事業年度における掛金見込額から給付見

込額を減算し運用収益見込額（運用損失が見込まれる場合は負

 

 

・左式の翌年度予定利率は、適正な

年金数理の観点から設定される

ものであり、当年度予定利率や判

明している①②のうち最も高い

率を上回らないよう合理的に設

定することが考えられる。 

①当該事業年度の末日における

最低積立基準額の算定に用い

る予定利率（＝左式の当年度

予定利率） 

②当該事業年度の翌事業年度の

末日における最低積立基準額

の算定に用いる予定利率 

 

・当年度と前年度で予定死亡率が

異なる場合、単純に前年度最低積

立基準額を使用すると、死亡率改

定の影響で翌年度の見込みが過

大又は過小になることがあるこ

とに留意する。 

 

 

 

 

例：翌事業年度の最低積立基準額

に、「給付改善等を行った場合

に最低保全給付から控除でき

る額」を見込む例示 

①算式（☆）において「当年度最低

積立基準額」および「前年度最低

積立基準額」を控除前のものを用

いて算定した結果から、次のとお

り計算した結果を控除する 

当該事業年度の「給付改善等

を行った場合に最低保全給付

から控除できる額」×（４－給

付改善時から基準日までの年

数）／（５－給付改善時から基

準日までの年数） 

②算式（☆）において「当年度最低

積立基準額」および「前年度最低

積立基準額」を控除後のものを用

いて算定する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一度定めた算定方法は財政検証

で継続的に用いることとし、合理
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値）を加算して算定する。翌事業年度における掛金見込額、給付

見込額及び運用収益見込額は、合理的な方法で算定する。 

 

・この際、積立金の増加（減少）見込の算定に用いる掛金見込額及

び給付見込額は、最低積立基準額の増加（減少）見込の算定と不

整合とならないよう見込む必要があると考えられる。 

・掛金見込額、給付見込額及び運用収益見込額以外による積立金の

増加（減少）見込であっても、それが既に生じている又は確実に

生じる場合には反映することができると考えられる。 

 

 

【翌事業年度の掛金見込額】 

 

・翌事業年度における掛金見込額については、実績掛金によるほ

か、財政検証時の人数･給与に掛金率を乗じたものにする等合理

的に計算した額とすることができる。 

 

・当該事業年度の末日までを計算基準日として財政再計算を行った

場合、当該財政再計算の適用時期に関わらず財政再計算後の掛金

を基に「翌事業年度における掛金見込額」を算定することを原則

とする。ただし、右記に例示する場合など合理的な理由がある場

合は、財政再計算前の掛金を適用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的な理由なく変更してはならな

い。 

 

 

 

 

 

（例示） 

・業務経理からの受入金（業務経理

から年金経理へ繰入れを行うこ

とが確定している場合に限る） 

 

 

 

 

 

 

 

・特例掛金の算定における当年度

および翌年度最低積立基準額に

財政再計算を反映する必要があ

ることから、翌年度掛金について

も財政再計算を反映するもの。 

 

・最低積立基準額に対する不足金

のうち継続基準ベースで対応し

ている（特別掛金、リスク対応掛

金として掛金手当している）部分

を考慮するもの。 

 

・財政再計算において、弾力償却を

用いて特別掛金を算定する場合、

翌々事業年度（変更初年度）に適

用する予定の特別掛金を用いて

「翌事業年度における掛金」を算

定することができる。 

 

・財政再計算において、定率償却を

用いて特別掛金を算定する場合、

財政再計算後の過去勤務債務の

額に財政再計算後の償却割合を

乗じた額を用いて「翌事業年度に

おける掛金」を算定することがで

きる。 

【例】 

計算基準日時点の過去勤務債務

の額 

財政再計算前：80、 

財政再計算後：70 

償却割合 

財政再計算前：30％、 

財政再計算後：50％ 

翌事業年度の特別掛金の見込

額：35（＝70×0.5） 

 

例：財政再計算後の掛金を適用しな

いことも合理的と考えられる例

示① 
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・翌事業年度に、積立金の額が零となることが見込まれる場合に拠

出する掛金（規則第６４条）を拠出するときは、当該掛金を翌事

業年度の掛金に原則として含める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・翌事業年度の掛金には、以下のものは含めない。翌事業年度に以

下の掛金を拠出し、当年度および翌年度最低積立基準額に法第８

２条の２第１項に定める企業型年金への移行又は実施事業所減

少を反映している場合は、以下①②の掛金を当事業年度末の積立

金の額に加算する。 

①企業型年金への移行時の不足分に対する掛金（令第５４条の

４） 

②実施事業所の減少に伴う掛金（規則第８８条および第８８条

の２） 

 

 

 

 

 

 

・翌事業年度に規則第５９条に定める掛金（前事業年度末の積立不

財政再計算前の特別掛金が翌事

業年度中に償却完了日を迎え、か

つ、財政再計算の前後において標

準掛金および特別掛金（掛金率

（額）・償却期間）ともに変更が

ない場合には、財政再計算前の特

別掛金（翌事業年度初から償却完

了日までの期間に係る特別掛金）

を適用して翌事業年度の掛金見

込額を算定することも合理的と

考えられる。 

 

例：財政再計算後の掛金を適用しな

いことも合理的と考えられる例

示② 

給付設計に変更が無い場合で、財

政再計算を反映した場合の掛金

見込額が実際に翌事業年度に適

用となる掛金により算定される

見込額より減少する場合は、実際

に翌事業年度に適用される財政

再計算前の掛金を用いて掛金見

込額を算定することも合理的と

考えられる。 

 

 

・臨時拠出の起因となる給付が翌

事業年度の給付として控除され

るため、臨時拠出による掛金も、

翌事業年度の掛金として加算す

るもの。 

 

 

・当該掛金を当事業年度末の積立

金の額に加算し、翌事業年度の掛

金には含まない取扱いとする場

合には、翌事業年度の運用収益見

込額の算定にあたって、当該掛金

の拠出時期等を考慮し、当該掛金

を当該事業年度末の積立金に含

めるか、翌事業年度における掛金

額に含めるかを検討すること。 

 

・当年度および翌年度最低積立基

準額に企業型年金への移行又は

実施事業所減少を反映した場合

は、企業型年金への移行後又は実

施事業所減少後の掛金を翌事業

年度掛金とし、企業型年金への移

行時又は実施事業所減少時の一

括拠出掛金は当事業年度末の積

立金の額に加算するもの。 

 

・企業型年金への移行時の移換相

当額（令第５４条の２）は、当事

業年度末の積立金の額から控除

する。 
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足に対して拠出するもの）がある場合には、当事業年度末の積立

金の額に加算し、翌事業年度の掛金には含めない。 

 

 

 

・段階引上げを用いて特別掛金を算定している場合、「翌事業年度に

おける掛金」に代えて「翌々事業年度における掛金」を用いるこ

とができる。また、「規則第４６条第１項第１号（元利均等償却）

により計算した場合の翌々事業年度における掛金」を用いること

もできる。 

 

 

 

 

 

 

【翌事業年度の給付見込額】 

 

・翌事業年度の給付見込額については、当該事業年度の給付額の実績

に基づき適切に見込むことが原則であるが、当該事業年度の末日以降

の直近の実績を反映することも妨げられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・制度変更を織り込んで当事業年度末および翌事業年度末の最低

積立基準額を算定する場合には、合理的な補整を行うことで、当

該変更を翌事業年度の給付見込額に織り込むことが原則である

が、給付額に与える影響が軽微又は影響を合理的に見込めない場

合には、補整を行わないことも妨げられない。 

 

 

【翌事業年度の運用収益見込額】 

 

・翌事業年度の運用利回りの見込みについては、当該事業年度の運

用利回りの実績等に基づき適切に見込むことが原則であるが、当

該事業年度の末日以降の直近の実績を反映することも妨げられ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前事業年度末の積立不足に係る

特例掛金の拠出が遅れていると

みなせることから、当事業年度末

の積立金の額に加算する取り扱

いとするもの。 

 

例：「規則第４６条第１項第１号（元

利均等償却）により計算した場合

の翌々事業年度における掛金」の

例示 

当該事業年度の末日の段階引上

げによる特別掛金収入現価と残

余償却期間を使い、元利均等償却

を前提に算定した掛金率を用い

て計算した翌々事業年度におけ

る掛金 

 

 

 

・翌事業年度の最低積立基準額の

見込み額の算定方法と整合性を

取ること。 

・翌事業年度の掛金見込額の算定

方法と整合性を取ること。 

 

例：翌事業年度における給付見込額

の算定方法の例示 

①当該事業年度における給付額と

同額 

②当該事業年度における給付額×

（当該事業年度末基準給与／前

事業年度末基準給与） 

 

③計算基準日以降のｎヶ月の実績

＋（①又は②の算定結果）×（12-

ｎ）/12 

④回復計画における翌事業年度の

給付額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用損失が見込まれる場合は負

値とする。 

 

例：運用利回りの設定の例示 

①当該事業年度の末日における最

低積立基準額の算定に用いる予

定利率 

②当該事業年度の翌事業年度の末

日における最低積立基準額の算

定に用いる予定利率 

③当該事業年度を含む直近５事業
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ウ．規則第５８条についての留意事項 

 

○当該事業年度の末日までを計算基準日として財政再計算を行っ

たときの留意事項 

 

 

 

 

 

 

・当該財政再計算の適用時期に関わらず、同条の計算においては、

当該財政再計算を反映した最低積立基準額、当該財政再計算にお

ける積立金を用いて行うことに留意する。 

 

 

・なお、同条第１項第１号における積立比率が１．０以上となった

場合は、同条同項第１号及び第２号に定める額（翌事業年度に拠

年度における積立金に係る運用

利回りの実績の平均と掛金の算

定に用いた予定利率のうち、いず

れか低い率 

④掛金の算定に用いた予定利率 

⑤①～④の方法に、当該事業年度の

末日以降の直近の運用利回りの

実績を反映したもの 

 

 

例：翌事業年度における運用収益見

込額の算定方法の例示 

①当該事業年度末の積立金×運用

利回りの見込 

（注）“翌事業年度の掛金額による

積立金の増加による運用収益”と

“翌事業年度の給付額による積

立金の減少による運用収益（運用

損失）”との差額が当該事業年度

末の積立金に比べて小さく影響

軽微と見込まれる場合など。 

 

②（当該事業年度末の積立金＋（翌

事業年度における掛金額－給付

額）×１／２）×運用利回り 

（注）翌事業年度の積立金の増減が

平準的に発生する場合など。積立

金の増減の発生に偏りがあると

見込まれる場合には、必ずしも合

理的と言えないことに注意する。 

 

（注）令第５４条の４、規則第５９

条、第８８条および第８８条の２

に定める掛金を当該事業年度末

の積立金に加算する場合であっ

ても、翌事業年度の運用収益見込

額の算定においては、当該事業年

度末の積立金の額に含めず翌事

業年度における掛金見込額に含

める取扱いもできる。 

 

 

 

 

・財政決算に財政再計算を反映し

ていない場合、非継続基準の判定

も財政再計算反映前の財政決算

に基づき行うが、特例掛金の算定

においては、特例掛金の拠出時期

によらず、財政再計算を反映する

ことに留意すること。 

 

・積立金の額が変動する財政再計

算として、合併・分割・権利義務

移転又は承継や確定拠出年金へ

の移行等がある。 

 

・同条第２項（翌々事業年度に拠出
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出する特例掛金額の下限及び上限）は０となることに留意する。 

 

 

 

 

○翌事業年度に特例掛金を拠出する場合の留意事項 

 

・当年度最低積立基準額に企業型年金への移行又は実施事業所減

少を反映する場合は、企業型年金への移行時の一括拠出掛金（令

第５４条の４）又は実施事業所減少時の一括拠出掛金（規則第８

８条および第８８条の２）を当事業年度末の積立金に加算し、企

業型年金への移行時の移換相当額（令第５４条の２）を積立金か

ら控除して、規則第５８条第１項第１号および第２号を適用する

こと。 

 

○翌々事業年度に特例掛金を拠出する場合の留意事項 

 

・規則第５８条第２項により同条第１項を準用する場合において積

立不足が無いとき（※）は、同条第１項第１号の表中「積立金の

額が最低積立基準額を下回る額」及び同条第１項第２号の「積立

金の額が最低積立基準額を下回る額」は零と解釈し、同条第１項

第１号及び第２号の規定により算出される額は零とする。 

 

 （※）例えば、「積立金の額から（最低積立基準額の増加見込額＋

積立金の減少見込額）を控除した額＞最低積立基準額」と

なる場合 

 

○特例掛金の拠出時期を変更する際の取扱いについて（翌々事業年

度から翌事業年度へ変更する場合） 

 

・ｎ年度に非継続基準に抵触し、ｎ＋２年度に特例掛金Ａ（年額）

を拠出することを規約に定めている確定給付企業年金が、ｎ＋１

年度に非継続基準に抵触し、特例掛金の拠出時期を翌々事業年度

から翌事業年度に変更する場合の特例掛金の拠出は次の通りと

する。 

ｎ＋１年度末の純資産額に特例掛金Ａを加算して、ｎ＋１年度

に非継続基準に抵触したことによる特例掛金Ｂ（年額）を算定

し、ｎ＋２年度に特例掛金Ａ＋特例掛金Ｂを拠出することを規

約に定め、これを拠出する。 

 

 

 

②積立比率の回復計画を作成して積立不足を解消する方法（確定給

付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成24年厚生労働

省令第13号）附則第４条） 

 

・当該事業年度の翌々事業年度の開始の日から起算して７年以内

に、積立比率が１．０以上となることが見込まれるような積立計

画を作成し、基準日の翌々日から起算して１年以内に当該計画を

実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

する場合の読み替え）において準

用する同条第１項第１号におけ

る積立比率が１．０以上となった

場合についても同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・回復計画における掛金拠出期間

は、最長で当該事業年度の翌事業

年度の開始の日から８年間とす

ることも考えられる。 

ただし、回復計画に基づく特例

掛金の実際の拠出は翌々事業年

度から行われるため、この場合、

実際の拠出に基づく積立比率は

翌々事業年度の開始の日から起

算して７年以内に必ずしも１．

０以上とならないことに留意す
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・翌事業年度の運用利回りの見込みについては、直近までの運用利

回りの実績に基づき適切に見込むことができる。 

 

 

・翌々事業年度以後の運用利回りについては、以下のうち最も高い

率を上回らないように定めること。 

①当該事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる

予定利率 

②当該事業年度の翌事業年度の末日における最低積立基準額の

算定に用いる予定利率 

③当該事業年度を含む直近５事業年度における積立金に係る運

用利回りの実績の平均と掛金の算定に用いた予定利率のうち、

いずれか低い率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・この際、積立金の増加（減少）見込の算定に用いる掛金見込額及

び給付見込額は、最低積立基準額の増加（減少）見込の算定と不

整合とならないよう見込む必要があると考えられる。 

・掛金見込額、給付見込額及び運用収益見込額以外による積立金の

増加（減少）見込であっても、それが既に生じている又は確実に

生じる場合には反映することができると考えられる。 

 

・最低積立基準額の見込額の算定に用いる予定利率については、以

下のうち最も高い率を上回らないように定めること。 

①当該事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる

予定利率 

②当該事業年度の翌事業年度の末日における最低積立基準額の

算定に用いる予定利率 

 

 

・毎事業年度の掛金の額の見込額については、直近５事業年度にお

ける加入者数の実績を用いて、平準的に定められるもの又は前事

業年度における掛金の水準の伸びを上回らないように定められ

るものであること。 

 

 

 

 

 

る必要がある。 

・回復計画は、当該事業年度の翌々

事業年度の開始の日から起算し

て７年以内に積立比率を１．０以

上とするものであり、法令の趣旨

を踏まえると、実際の掛金拠出期

間を考慮した場合でも翌々事業

年度の開始の日から起算して７

年以内に積立比率が１．０以上と

なることが望ましいと考えられ

る。 

 

 

 

 

 

・直近５事業年度の運用利回りの

実績の平均について、DB発足から

５事業年度経過していない場合

は、以下のいずれかの利率を用い

ること 

①DB発足以降の期間における平均 

②厚生年金基金、適年から移行して

いる場合、または、合併・分割に

より設立された場合には、データ

が取れる範囲での当該旧制度等

を含めた直近５事業年度以内の

平均（移行等により決算月を変更

している場合や、厚生年金基金ま

たは適年として実施した最終決

算以降の旧制度の期間がある場

合、適年の期間に係る時価資産算

出が困難な場合等の場合には必

要に応じて合理的に補整） 

 

（例示） 

・業務経理からの受入金（業務経理

から年金経理へ繰入れを行うこ

とが確定している場合に限る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・直近５事業年度における加入者

数の実績を用いる場合、新規加入

者数の見込みについて、以下の例

示の取扱いは可。 

（例示） 

・過去５事業年度の人数平均（た

だし、異常年度は除外可） 

・過去５事業年度の新規加入率
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・計画が予定どおりに行かずに計画を修正する場合は、再度、該当

した財政検証の翌々事業年度の開始の日から起算して７年以内

に回復する計画を作成する。 

 

・度々計画の修正が必要となる場合には、回復計画の手法を見直す

等により、そのような事態を避けられるように工夫すること。 

 

・給付改善や再計算等により、計画の残余期間内に回復が見込まれ

る場合には、特例掛金の徴収を中止したり、掛金を引き下げたり

することができる。 

 

 

 

③積立不足に伴う掛金の拠出方法 

○規則第５９条第１項の掛金の拠出時期に係る留意事項 

 

・非継続基準に抵触した場合に拠出する掛金の拠出時期として「翌

事業年度」又は「翌々事業年度」のいずれかを、あらかじめ規約

に定めること。 

 

 

 

 

 

・合理的な理由がない限り、規約に定めた拠出時期の変更は不可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成24年厚

（新規加入者数÷総加入者

数）平均（ただし、異常年度は

除外可） 

・過去５事業年度の人数実績の

最大と最小を除外した、３事

業年度の人数平均 

・過去５事業年度の人数実績の

中間年度（人数実績の大きな

年度から数えて３番目の年

度）の実績値 

・設立から５事業年度経過してい

ない場合の新規加入者の見込み

は、上記運用利回りの手法に準じ

て行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取扱い不可の例示） 

・「翌事業年度」と「翌々事業年度」

の２事業年度にわたって掛金を

拠出することは不可。 

・掛金の拠出時期を「翌事業年度ま

たは翌々事業年度」のように規定

することは不可。 

 

・合理的な理由の例示は、前記「①

積立比率に応じて必要な掛金を

設定する方法」又は「②積立比率

の回復計画を作成して積立不足

を解消する方法」の方法を変更す

ることができる場合の[合理的な

理由の例示]の他、以下の例示も

該当する。 

（例示） 

・平成２８年４月８日付規則改正

以後平成３０年６月２２日付規

則改正前の間において初めて非

継続基準に抵触した際に拠出時

期を変更した場合であっても、平

成３０年６月２２日付規則改正

以後初めて非継続基準に抵触し

たときに再度拠出時期を変更す

ることは可。 
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生労働省令第13号）附則第４条に定める「翌事業年度における掛

金」 

 

・「翌事業年度における掛金」には、令第５４条の４、規則第５９条

（附則第４条第２項を含む）及び規則第６４条に定める掛金、規

則第８８条及び第８８条の２に基づき拠出する掛金は含まれな

い。 

・「翌事業年度における掛金」については、実績掛金によるほか、財

政検証時の人数･給与に掛金率を乗じたものにする等合理的に計

算した額とすることができる。 

・段階引上げを用いて特別掛金を算定している場合、「翌事業年度に

おける掛金」に代えて「翌々事業年度における掛金」を用いるこ

とができる。また、「規則第４６条第１項第１号（元利均等償却）

により計算した場合の翌々事業年度における掛金」を用いること

もできる。 

 

 

 

 

 

 

・当該事業年度の末日までを計算基準日として財政再計算を行った

場合は、当該財政再計算後の掛金の適用時期にかかわらず、当該

掛金を翌事業年度初から適用するものとして「翌事業年度におけ

る掛金」を算出すること。 

 

 

○代行返上した場合の規則第５９条第２項に係る留意事項 

・厚生年金基金を実施していた期間の事業年度を含めた当該事業年

度の前三事業年度により判定することを事業主等が選択するこ

とができる。この場合において、厚生年金基金を実施していた期

間の事業年度末日の積立比率は、厚生年金基金の最低積立基準額

および純資産額の双方から最低責任準備金を控除して計算した

ものとすること。 

 

○法第８１条に定める基金から規約型企業年金へ移行した場合の

規則第５９条第２項に係る留意事項 

・基金を実施していた期間の事業年度を含めた当該事業年度の前三

事業年度により判定することを事業主が選択することができる。 

 

 

 

３．積立上限額 

 

(1)積立上限額の算出 

積立上限額の算定における数理債務は規則第６２条に基づき算出

するが、以下に留意する。  

 

・財政方式は、継続基準で採用している財政方式を用いる。 

 

・数理債務の計算に使用する標準掛金収入現価の標準掛金率は、継続

基準で用いている規約上の標準掛金率を使用する。 

 

・数理債務の計算における通常予測給付現価には、次回財政再計算ま

でに発生する積立不足の予想額の現価は含めない。 

 

・0.0％以下の下限予定利率を用いて計算した数理債務が発散する場

合の積立上限額の取扱は以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：「規則第４６条第１項第１号（元

利均等償却）により計算した場合

の翌々事業年度における掛金」の

例示 

当該事業年度の末日の段階引上

げによる特別掛金収入現価と残

余償却期間を使い、元利均等償却

を前提に算定した掛金率を用い

て計算した翌々事業年度におけ

る掛金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法第８０条に定める規約型企業

年金から基金へ移行した場合も

同様な取扱いとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下限予定利率が0.0%以下の場合
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【数理債務が＋∞に発散する場合※】 

積立上限額が、有限値である任意の積立金の額を上回ると解釈す

る。従って、「積立金の額が積立上限額を上回っている場合」には該

当しない。 

【数理債務が－∞に発散する場合※】 

最低積立基準額が数理債務よりも大きくなるため、積立上限額は、

最低積立基準額の１．５倍となる。 

 

※数理債務が＋∞（－∞）に発散する場合の例 

単年度の将来加入者についての数理債務が正値（負値）となる場

合 

 

(2)積立上限額の算定が不要な場合 

次の場合には、積立上限額の算定を要しない。 

 

 ・数理上資産額≦ＭＡＸ（数理債務（＊）、最低積立基準額）                

×１．５ 

（＊）原則として継続基準における数理債務 

ただし、次回財政再計算までに発生する積立不足の予想額を

算定している場合は、当該予想額は控除する。 

 

(3)掛金の拠出制限 

①積立上限額を超える場合の掛金の控除方法（イメ－ジ） 

 

当該事業年度の翌々事業年度の最初に拠出する掛金の額か

ら控除する場合（３月末決算、月払いの場合） 

 

ア．規則第６０条第１項第１号方法（前詰方式） 

(ア)１回の掛金で、控除開始時点での上回った額（利息を含む）す

べて控除できる場合 

 

 

         ①に対する利息相当額 

                      

                            控除    ② 

         ①100              対象 

    積                         

    立    上                  103 

    金    限                        控除  

   1000   額                 ②     103         

          900                               控除後掛金 

                                              47  

   （３月末）             （３月末）４月分掛金150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)１回の掛金で、控除開始時点での上回った額（利息を含む）を

は、下限予定利率以上の２つの利

率による結果から対数補間など

の合理的な補正を行い、0.0%以下

の下限予定利率を概算すること

も可。 

（例0.1%と0.5%の結果から－0.1%

の結果を対数補間により計算す

る。） 

 

 

 

 

 

 

・下限予定利率が0.0％以下の場合

は、予定利率を下限予定利率以上

のある率（0.1％等）として算定

した数理債務とすることも可。

（ただし、予定利率以外の基礎率

及び規約上標準掛金率は、継続基

準における数理債務の算定に用

いているものと同じとするこ

と。） 

 

 

 

 

 

 

・利息相当額の計算に用いる利率

は、当該事業年度の末日における

下限予定利率 
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すべては控除できない場合 

 

                          未控除額③に対する利息相当額 

         ①に対する利息相当額 

                                             控除  

                                  ③56     ④ 57 

                     206    控除      

         ①200            対象      ②150 

    積                                      

    立     上                                控除 

    金     限                       控除    ④ 57 

   1000   額                   ②   150    控除後掛金 

           800                               103 

  

  （３月末）            （３月末）４月分掛金 ５月分掛金 

                                       150     160 

 

 

イ．規則第６０条第１項第２号方法（元利均等方式） 

 

①に対する利息相当額 

                                                

                        控除        ②÷Ａ＝ ③   

        ①100          対象    ② 

    積                   103     

    立     上                   9   9            9 

    金     限                  ③  ③          ③ 

   1000   額                         …………… 

          900                 ４  ５  控除後掛金 ３ 

                               月  月          月 

  （３月末）       （３月末）  ←掛金の控除期間→ 

 

 

・翌々事業年度の末日までの期間において控除する。 

このケ－スでは、当該事業年度の翌々事業年度の最初に拠出する

掛金から控除するため、１年間の控除期間となる。 

・毎月の掛金より控除するが、③＞（控除前の掛金）の場合は、控

除前の掛金が控除額となる。 

 

②控除対象掛金 

・標準掛金、特別掛金、特例掛金、リスク対応掛金が対象となる。

規則第８８条に基づき拠出する一時的な掛金については控除の

対象外とする。（権利義務の承継による受換金は掛金ではないこ

とに留意すること） 

また、原則として掛金の控除は以下の順で優先して控除する。 

(1)リスク対応掛金 

(2)特別掛金および特例掛金 

(3)標準掛金 

 

③その他 

・一度控除すると決定した額については、次年度の財政検証にかか

わらず、控除は継続する。 

・前詰方式・元利均等方式ともに、控除対象掛金を合理的に予測し、

あらかじめ控除後の掛金を規約に定めることを原則とする。 

 

 

(4)給付区分特例を実施している場合 

積立上限額に係る財政検証は、給付区分ごとに行うのではなく、制

・１回の掛金で控除しきれない場

合、２回目の掛金から控除すると

き、未控除額③５６に対して利息

がかかる。４月分掛金１５０はす

べて控除される。 

・２回でも控除しきれない場合は、

３回目以降の掛金から控除する。

以下同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・控除対象②１０３を均等に掛金

より控除する。 

 

・Ａ：下限予定利率、 

控除期間Ｎ、払込回数ｎ回の確定

年金現価率 
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度全体で行うこと。 

また、掛金の控除は、以下のとおり行うこと。 

・給付区分ごとに積立上限超過額（給付区分ごとの数理上資産額が

給付区分ごとの積立上限額を超過した額）を算定し、当該積立上

限超過額が零を上回る給付区分から掛金を控除する。 

・また、零を上回る給付区分が複数ある場合は、当該積立上限超過

額の比率により按分した額を控除対象として、控除対象給付区分

ごとに控除する。 

・控除方法(前詰方式・元利均等方式)は、各給付区分ごとに選択す

ることはできず、制度全体で共通の控除方法とする。 

 

 

４．データ基準日 

 

・計算基準日時点の数理債務、最低積立基準額および積立上限額の基

礎となる数理債務（以下、本項において「数理債務等」という。）の

評価に用いる加入者等のデータ基準日（以下「データ基準日」とい

う）については、原則として計算基準日と同日とする。 

・ただし、データ基準日の数理債務等を調整することによって、事業

年度の末日の数理債務等を適正に近似することが可能であり、当該

手法を毎期継続して使用することを前提に、事業年度の末日の概ね

１年前までの一定日とすることができるものとする。 

・この場合、データ基準日から事業年度の末日までの期間(以下、「調

整期間」という。)における数理債務等の増減については、合理的な

調整を行う必要がある。 

・一旦採用した調整方法は、原則として毎期継続して使用する必要が

ある。ただし、調整期間中に発生した重要事項により、算出された

数理債務等に反映されない額が大きいと予想される場合には、デー

タ基準日または当該重要事項の調整方法について検討を行うものと

する。 
 

(1)合理的な調整方法 

①事業年度末日前のデータ基準日で数理債務等を評価して事業年

度末日まで調整する場合 

調整期間中に発生する掛金額および給付支払額を用いて、次の算

式に基づき、調整前の数理債務等の評価基準日で算定された数理

債務等から事業年度末日の数理債務等を算出する。 

 

事業年度末日の数理債務等 

＝ 調整前の数理債務等×（１＋予定利率*1×（ｎ*2／１２）） 

＋調整期間に対応する掛金額*3*4 

－調整期間に対応する給付支払額*3 

 

*1：数理債務等の算定基礎となっている「予定利率」 

*2：調整期間の月数 

*3：原則、実額を基礎とするが、影響が軽微である場合は予測額と

することができる。また、合理的な付利を行うことができる。 

*4：標準掛金額（積立上限額に抵触し、掛金額を控除している場合

は、控除前の標準掛金額とする。） 
 

②データ基準日は事業年度末日前の一定日とするが、数理債務等の

評価基準日は事業年度末日としている場合 

既に数理債務等の評価が事業年度末日で行われているため、調整

期間中に異動したデータのみに係る数理債務等を補正すること

により調整を行う。 

 

事業年度末日の数理債務等 

＝ データ基準日のデータによる事業年度末日の数理債務等  

・控除額はあくまで制度全体で算

定し、その控除額を給付区分ごと

に割り当てるものであることに

注意。（給付区分ごとに算定した

控除額を合算するのではない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○データ基準日 

計算対象となった加入者等のデ

ータ基準日の他、調整前の数理債

務等の評価基準日を含むものと

する。 

 

 

 

○合理的な調整 

合理的な調整には、データの補正

の他、当年度の昇給の織込み等が

含まれるので留意する必要があ

る。 
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± 異動データに係る数理債務等* 

 

*：「異動データに係る数理債務等」の考え方 

調整期間中の新規加入者に係る補正の影響が軽微であると考えら

れる場合は、退職者に係る異動データのみによって調整することが

できる。 

また、退職者に係る数理債務等の額として給付支払額の実績を用い

ることができるものとする。 

調整期間中に予定されている給付対象者等については事前に除外

しておく方法も考えられる。 

その他、調整期間中の異動データによる補正の影響が全体として軽

微であると考えられる場合には、調整そのものを省略することもで

きるものとする。 

 

〔留意事項〕 

①事業年度末の支払備金については、データ基準日時点の支払備金

より算定する予測額とすることができる。（数理債務等の調整方

法と整合していることが必要な点に留意すること） 

②最低積立基準額の計算の基礎となる最低保全給付に控除額（規則

第５４条第２項に定める「給付改善等を行った場合に最低保全給

付から控除できる額」）がある場合は、データ基準日時点の控除

額から調整期間に係る控除額の減少を按分等により算定し、計算

に考慮すること。 

③事業年度末の特別掛金収入現価及び特例掛金収入現価について

は、データ基準日時点の特別掛金収入現価及び特例掛金収入現価

から調整期間に係る残余年数の減少分を計算に考慮すること。 

④許容繰越不足金を算定する際、使用する標準掛金額はデータ基準

日時点のものとすることができる。 
 

 

 

(2)調整方法の再検討 

[調整方法の再検討が必要となるケース] 

①調整期間中に２０％以上の人員の大幅変動または権利義務の承

継等、人員の変動を伴う財政再計算を実施した場合 

②調整期間中に大幅なベースアップが行われる等計算基礎率と乖

離する特殊な要因があり、調整期間中の差損益の発生が顕著とな

っていることが見込まれる場合 

③その他年金数理人が必要と判断した場合 

 

[ケース毎の調整方法の変更例] 

〔上記①の場合〕 

a.当該財政再計算の計算基準日以降を決算のデータ基準日とする。 

b.特殊な要因による変動の場合は、データ基準日のデータに当該特

殊要因のデータを加減する。 

〔上記②の場合〕 

a.調整期間に係る差損益により調整する。 

b.財政検証のデータ基準日を、当該差損益の発生要因を除去できる

日とする。 

〔共通〕 

財政検証のデータ基準日を、事業年度末日とする。 
 

 

(3)報告書の記載方法 

報告書の記載については以下の例を参考に合理的に行うこと。 

①加入者、受給権者等の区分はデータ基準日時点の属性により区分

して記載することとし、加入者以外はデータ基準日の数値に利息

を加味した数値（ただし、将来加入者はデータ基準日時点の数値）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（支払備金予測額の例示） 

①データ基準日時点の支払備金と

同額 

②給付が見込まれる額を控除した

額（上記(1)算式中「調整期間に

対応する給付支払額」も合理的に

調整する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 継続性の原則よりも、事業年度

末日の数理債務等をデータ基準

日の数理債務等を調整すること

によってできるだけ近似するこ

とを優先する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○調整期間に係る差損益 

差損益の原因となる特定の事象

およびその発生時期をもとに、デ

ータ基準日から決算日の間に発

生する差損益を分離したもの。 
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を記載し、加入者については、給付現価（将来分）・標準掛金収

入現価（給与現価は標準掛金収入現価より逆算）を調整して記載

する。 

②加入者以外の対象の増減等を勘案し、加入者と加入者以外に配分

する。 

 

 

 

 

５．積立金の評価 

 

財政検証における積立金の額の評価は、時価による方法（規則第４

８条第１項第１号に定める方法）により行うこととし、財政再計算

の要否判定における積立金の額の評価は、事業主等の選択により、

時価による方法（規則第４８条第１項第１号に定める方法）、数理的

評価による方法（規則第４８条第１項第２号に定める方法）、または

どちらか小さい額とする方法（規則第４８条第１項第３号に定める

方法）のいずれかの方法により行う。 

 

(1) 用語の定義 

○ 簿価 

取得時の価格によって資産を評価した額 

 

○ 評価損益 

固定資産の時価から簿価を控除した額 

 

○ 平滑化期間 

数理的評価の算定において、時価の短期的な変動を平滑化する期間

の年数をいう。なお、「当該事業年度を基準とする平滑化期間」とは

平滑化期間に等しい当該事業年度を含む過去の一定期間をいう。こ

の場合において、使用している資産の評価の方式を採用することと

した事業年度初から当該事業年度末までの期間の年数が平滑化期

間に満たないときには、「当該事業年度を基準とする平滑化期間」は

当該期間を意味するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 期中収支差 

当年度中の運用収益を除く全ての収入合計から運用損失及び運用

コストを除く全ての支出合計を控除したもの（現金ベース） 

 

○ 期中収支元本平残 

「Σ（各収入×期末までの日数－各支出×期末までの日数）／期中

日数」により算定した額 

（上記の各収入、各支出は期中収支差の収入、支出に対応） 

 

○ 運用コスト 

当年度に係る運用報酬等（固有の信託報酬、固有の保険事務費、固

有の共済事務費、投資顧問料、保護預り手数料、運用コンサルティ

ング料）の額 

 

○ 時価ベース収益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「当該事業年度を基準とする平滑

化期間」の具体的な取扱いは(3)－

②参照 

 

評価の方式とは次のものをいう。 

・時価方式 

・数理的評価方式 

・数理的評価額と時価のいずれか 

小さい額とする方式 

なお、数理的評価方式又は数理的評

価額と時価のいずれか小さい額

とする方式を用いる場合には、そ

の方式（時価移動平均方式、収益

差平滑化方式、評価損益平滑化方

式のいずれか） 
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損益計算書上の運用収益－運用損失－運用報酬等 

 

○ 簿価ベース収益 

時価ベース収益－評価損益の当年度の増減分 

 

○ キャピタルゲイン 

簿価ベース収益のうち、資産取引に起因する損益の合計額 

 

○ 時価ベース利回り 

下記式により算定した率 

時価ベ－ス収益÷｛前事業年度末の時価資産額＋期中収支  

   元本平残－前事業年度末未払運用コスト｝×３６５（＊） 

   ／（当該事業年度の期中日数） 

（＊）閏年の場合は、３６６を使うことも可 

 

○ 時価との許容乖離幅 

固定資産の財政運営上の評価額と時価の乖離幅に関し、その許容範

囲を時価の一定割合として事業主等においてあらかじめ定めた率

（以下「許容乖離率」という。）を当該事業年度末における固定資産

の時価に乗じた額 

 

 

 

 

(2) 数理的評価方式 

中長期的な観点から安定的なものと考えられる「基準収益」を設定

し、それと短期的に大きく変動する可能性の高い時価ベ－ス収益と

の差額について、一定の平滑化期間（５年以内）にわたって繰り延

べて計上することにより、時価の短期的な変動を緩和しつつ、評価

額を時価に連動させる方式である。基準収益の取り方により、次の

３方式があり、いずれかを事業主等が選択する。 

 

①時価移動平均方式 

・基準収益：インカムゲイン 

（簿価ベース収益からキャピタルゲインを控除したもの。） 

・平滑化対象収益：キャピタルゲイン（ロス）＋評価損益の増減分 

 

 

 

② 収益差平滑化方式 

・基準収益：予定収益（過去の時価ベ－ス利回りの単純平均を基に

して算出） 

・平滑化対象収益：時価ベ－ス収益と予定収益との差額 

 

③評価損益平滑化方式 

・基準収益：簿価ベ－ス収益 

・平滑化対象収益：評価損益の増減分 

 

平滑化方式 基準収益 平滑化対象収益 

(時価ベ－ス収益－基準収益) 

時価移動 

平均方式 

（Ａ） （Ｂ）＋（Ｃ） 

０ （Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ） 

収益差 

平滑化方式 

予定収益 （Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ） 

－予定収益 

評価損益 

平滑化方式 

（Ａ）＋（Ｂ） （Ｃ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャピタルゲインの具体的算定方

法は(3)－③参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平滑化期間は５年以内の期間で、

整数値で事業主等が定める。 

 

 

 

 

・インカムゲイン＝０とすること

も可能。 

 

 

 

 

 

・時価ベ－ス利回りの単純平均と

は、その単純平均値について、％

表示で小数点以下第３桁目を四

捨五入した数値とする。ただし、

当該事業年度を基準とする平滑

化期間が１の場合のように、平均

をとる必要がない場合は、端数処

理不要。 
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 ＜時価ベ－ス収益の内訳＞ 

                     

                     時価ベ－ス収益 

         簿価ベ－ス収益                

 インカムゲイン  キャピタルゲイン   評価損益の増減分 

    （Ａ）      （ロス） （Ｂ）        （Ｃ） 

 

 

数理的評価額は下記ア～オの合計額となる。 

ア．前事業年度末の数理的評価額から同事業年度末における運用

コストの未払分を控除した額 

イ．当事業年度の期中収支差 

ウ．当事業年度の基準収益 

エ．当事業年度を基準とする平滑化期間の各事業年度における時

価ベース収益から基準収益を控除した額の合計額を平滑化

期間（＊）で除した額 

オ．当事業年度末における運用コストの未払分 

 

 

 

（3）留意事項 

 

①時価との乖離 

ａ．固定資産の数理的評価額 ＞固定資産（時価）×（１＋許容乖離率）

の場合 

当該年度の固定資産の財政運営上の評価額は固定資産（時価）×

（１＋許容乖離率）とする。 

ただし、財政運営上の積立金の評価方式を「数理的評価額と時価

のいずれか小さい額」と定めている場合は時価とする。 

 

ｂ．固定資産の数理的評価額 ＜固定資産（時価）×（１－許容乖離率）

の場合 

当該年度の固定資産の財政運営上の評価額は固定資産（時価）×

（１－許容乖離率）とする。 

 

 

 

 

②当該事業年度を基準とする平滑化期間 

「当該事業年度を基準とする平滑化期間」とは、次の期間のことを

意味し、収益差平滑化方式における基準収益計算時の「時価ベ－ス

利回り」の単純平均を算出する際の平均期間等に用いる。ただし、

この期間は「平滑化期間」を上限とする。 

 

ａ．他の企業年金制度等からの移行による場合 

Ｈ１０年４月１日以降の経過年数を上限として平滑化することが

できる。 

なお、他の企業年金制度等の初回決算日が、Ｈ１０年４月１日以降

の場合は、他の企業年金制度等の初回決算の翌日以降の経過年数を

上限として平滑化することができる。 

 

ｂ．他の企業年金制度等からの移行ではない場合 

初回決算の翌日以降の経過年数 

 

ｃ．評価の方式を変更した場合 

変更した年度末の翌日以降の経過年数 

なお「時価そのもの」から「過去に遡って平滑化していたと見なし

た数理的評価額」への変更により評価の方式を変更した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊）使用している評価の方式を採

用することとした事業年度初か

ら当事業年度末までの期間の年

数が事業主等があらかじめ定め

た平滑化期間に満たない時でも、

「事業主等があらかじめ定めた

平滑化期間」を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

・給付区分特例を実施している場

合においても、許容乖離幅の判定

は制度全体で行うこと。 

 

・左記ａ、ｂいずれの場合も、翌年

度の数理的評価額を算出する際

の「前事業年度末の数理的評価

額」は、財政運営上の評価額では

なく、数理的評価額をそのまま使

用する。 

 

・許容乖離率は１５％を上限とし

て、整数値で事業主等が定める。   
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（＊）は、評価の方式を変更した年度末の翌日以降の経過年数に、

遡った期間を加えた期間とする。 

 

 

③キャピタルゲイン 

・資産種類ごとの以下のａ～ｄの合計を「運用コスト控除前のキャピ

タルゲイン」とし、「キャピタルゲイン」は原則次の算式にて算定す

る。ただし、下記算式によるとインカムゲインがマイナスになる等

合理的な結果が得られない場合は、インカムゲインを０とし、簿価

ベース収益をキャピタルゲインとする等適宜合理的に算定するこ

と。 

 

簿価ベ－ス収益×運用コスト控除前のキャピタルゲイン 

／（運用コスト＋簿価ベ－ス収益） 

 

 

ａ．生保一般勘定資産 

運用コスト控除前のキャピタルゲイン＝０とする。 

 

ｂ．年金信託（投資対象資産別合同運用口） 

ファンド毎に、ファンド全体の収益分配原資をインカムキャピタル

に区分し、ファンド全体におけるキャピタルの割合を個々の事業主

等への収益分配額に乗じたものをそのファンドから生じた「運用コ

スト控除前のキャピタルゲイン」とする。 

 

ただし、解約損益（給付支払・解約等により生じた損益）は全額「運

用コスト控除前のキャピタルゲイン」とする。 

具体的には、ファンド毎に以下の式で得られる額の合計とする。 

 

〔当該ファンドからの収益受入金－解約損益〕 

×当該ファンド全体の｛収益分配額－利息・配当等｝ 

／当該ファンド全体の 収益分配額 

＋解約損益 

 

ｃ．生保特別勘定資産（第一特約） 

ファンド毎に、個々の事業主等の当該ファンドからの収益受入金か

ら、当該ファンド全体における収益分配原資のうち個々の事業主等

のインカム部分を控除したものを「運用コスト控除前のキャピタル

ゲイン」とする。 

具体的には、ファンド毎に下記の算式で得られる額の合計とする。 

 

当該ファンドからの収益受入金 － 

当該ファンド全体の利息・配当等 × 

個々の事業主等のユニット保有口数 ／ 

当該ファンドのユニット総口数 

 

ｄ．その他の投資資産種類（指定単・第二特約等合同運用以外の資産） 

実現収益のうち、売買・償還損益分を区分してキャピタルゲインと

する。区分不可能な場合は合理的な方法により按分した額をキャピ

タルゲインとする 

 

 

④評価方法の決定と変更 

積立金の額の評価方法は事業主等においてあらかじめ定め、規則第

４８条第２項に該当する事由以外は継続して適用する。 

評価方法の変更については、資産の構成要素（例えば安全資産のウ

エイト）に変動が生じることによって、それまでの評価方法による

評価額との連続性が失われたり、また資産の構成要素と評価方式と

 

（＊）「④評価方法の変更」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・左記算式中の「利息・配当等」は、

各運用機関で定める方法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・左記算式中の「利息・配当等」は、

各運用機関で定める方法による。 

 

 

 

・区分不可能な場合の例示 

利息・配当等、明確にインカムゲ

インと認識できる収益以外はキ

ャピタルゲインと見なす。 

 

 

評価方法とは次のものをいう。 

①評価の方式（時価方式、数理的評

価方式） 

②平滑化期間 
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の整合性が保たれなくなった場合、あるいは評価方法の決定時点に

想定した予測範囲を超えるような運用状況となった場合、運用環境

の著しい変化があった場合等に変更を認めようとするものである。 

以下規則第４８条第２項各号に定めるガイドラインを示す。 

 

・規則第４８条第２項第１号に定める場合で、積立金または責任準

備金の額が著しく増加または減少する場合とは、３０％以上変動

したときのことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

・規則第４８条第２項第２号に定める運用の基本方針を大幅に見直

した場合とは、次のような場合をいう。 

・シェア変更等により、ストック部分の資産構成要素、あるいは

今後の資金流入分に対する運用方針に大幅な変更が及ぶ場合 

・自家運用の届出が行われた場合 

 

・規則第４８条第２項第３号に定める評価の方法を変更する合理的

な理由がある場合とは、次のような場合をいう。 

・資産構成を大幅に変更する場合 

・評価方法の決定時点に想定した予測範囲を超えるような運用状

況となった場合あるいは運用環境の著しい変化があった場合

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）給付区分特例を実施している場合 

①資産を一括運用している場合の運用収益等 

・資産を一括運用している場合における当該事業年度の運用収益又

は運用損失、運用報酬等及び業務委託費等は、規約で定める合理

的な方法により給付区分ごとに配分する。 

（合理的な配分方法の例示） 

・「前事業年度末の給付区分ごとの資産の額」の比で配分する。 

・「前事業年度末の給付区分ごとの資産の額に当該事業年度の給付

③許容乖離率 

 

 

 

 

 

・３０％の判定は、当該財政再計算

の基準日で行う。 

積立金の場合は、時価ベ－スで３

０％以上変動したときをいう。 

・給付区分特例を実施している場

合は、制度全体での変動ではかる

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原則として、評価の方式の変更後

の最初の財政検証時における数

理的評価額は、時価そのものとす

ること。 

ただし、年金財政の健全性の確保

について将来対応できると判断

した上で、「時価そのもの」から

「過去に遡って平滑化していた

と見なした数理的評価額」に変更

する場合には、この限りではな

い。 

 

・上記ただし書きの方法により評

価の方式を変更する場合は、変更

時点から遡る期間は、平滑化期間

またはＨ１０年４月までの期間

のいずれか短い方を上限とし、変

更時点における評価額は、遡った

時点における「時価そのもの」か

ら順次平滑化していったと見な

した額とする。 

 

またこの場合、過去に実施済の財

政検証の資産額を修正するもの

ではなく、当該変更は評価の方式

変更後の財政検証についてのみ

影響が及ぶものとする。 

 

 

 

・決算時に剰余が生じた給付区分

においては「給付区分別途積立

金」を計上すること。 

 

 

・それぞれの勘定科目ごとに合理
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区分ごとの期中収支差の額を加えた額」の比で配分する。 

・「前事業年度末の給付区分ごとの資産の額に当該事業年度の給付

区分ごとの期中収支元本平残の額を加えた額」の比で配分する 

・「前事業年度末の給付区分ごとの数理債務」の比で配分する。 

・「前事業年度末の給付区分ごとの数理債務から特別掛金収入現価

と特例掛金収入現価の合計額を控除して得た額」の比で配分す

る。 

・当該科目の給付区分ごとの実績に基づいて経理する。 

 

 

②積立金の額の評価を数理的評価方式としている場合の留意点 

・給付区分ごとに資産評価調整加算（控除）額を算定する場合の積

立金の額の評価の方法は、制度全体で同一のものとすること。 

・資産を区分運用している場合は、各給付区分で数理的評価を行い

資産評価調整加算（控除）額を算定し、制度全体の資産評価調整

加算（控除）額はその合算額とすること。 

・資産を一括運用している場合は、各給付区分で数理的評価を行い

資産評価調整加算（控除）額を算定し、制度全体の資産評価調整

加算（控除）額はその合算額とする取扱いのほかに、制度全体で

算定した資産評価調整加算（控除）額を各給付区分に配分する取

扱いも可。 

 

 

（5）資産の評価の方式及び数理的評価の方式の特徴と選択にあたって

の留意点 

 

①評価の方式について 

 以下のように分類されるが、資産の実質的価値を年金財政に反映

させるという観点からいえば、時価が原則となる。 

 

 ａ.時価 

 （特徴） 

  ・評価額は時価そのものであるため、わかりやすい。（簡明さを選

択のポイントとしたい事業主等への推奨方式） 

 （留意点） 

  ・時価が短期間で急激に変動した場合は、財政運営にダイレクト

に影響を与える。 

 

 ｂ.数理的評価による方式 

 （特徴） 

  ・時価を平滑化したため、時価の傾向を反映するとともに、時価

の短期的な変動を吸収する性質がある。（平滑化を選択のポイン

トとしたい事業主等への推奨方式） 

 （留意点） 

  ・時価との多少なりの乖離が伴うこと、及びその乖離が財政運営

へ与える影響について、常に留意しておく必要がある。（例えば、

時価では継続基準抵触による財政再計算に該当しないが、数理

的評価額を適用したことで該当するケースもあること等。） 

 

 ｃ.数理的評価額と時価のいずれか小さい額とする方法 

 （特徴） 

  ・財政的には、健全性を重視した財政運営となる。 

 

②数理的評価の方式について 

 以下のとおり分類されるが、決して方式の選択を一般論で縛ろう

とするものではない。したがって、事業主等の個別性を加味した

選択が結果的に下記の内容に合致していないこともありうる。 

 

的な配分方法を定めることがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・数理的評価の方式、平滑化期間、

許容乖離率は、各給付区分とも同

一のものとすること。 

 

 

・制度全体で算定した資産評価調

整加算（控除）額を各給付区分に

配分するときは、合理的な方法に

より配分すること。 
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 ａ.時価移動平均方式 

 （特徴） 

  ・インカムを基準収益とするため（あるいは基準収益を０とする

ため）、ベースとなる部分（基準収益）が安定しており、評価額

も他の方式と比べ安定している。（評価額の滑らかさを選択のポ

イントとしたい事業主等への推奨方式） 

 （留意点） 

  ・資産の構成要素によって、インカム水準が異なってくるため、

インカムによる収益が時価ベース収益を下回る（上回る）状態

が続くと、この評価額は時価を下触れ（上触れ）した水準で推

移する。（基準収益を０とした場合も同様） 

 

 ｂ.収益差平滑化方式 

 （特徴） 

  ・基本的に時価ベース収益に基づいて基準収益を決定するため、

長期的にみると評価額は時価に連動する。ただし、平滑化期間

が長いと連動するタイミングがずれることに留意すること。（時

価水準になるべく連動することを選択のポイントとしたい事業

主等への推奨方式） 

 （留意点） 

  ・この評価方式の導入当初は、基準収益率（時価ベース利回りの

平均価）を算定する平均期間が短いため、時価の短期的な変動

の影響を受けやすい。 

 

 ｃ.評価損益平滑化方式 

 （特徴） 

  ・簿価ベース収益を基準収益とするため、簿価基準と比較的近い

水準で推移する。（簿価基準になるべく連動することを選択のポ

イントとしたい事業主等への推奨方式） 

 （留意点） 

  ・評価損益の実現度合いによって評価額の変動が起こるため、実

現配当政策への配慮が必要となる場合がある。 

 

６．承継事業所償却積立金 

 

承継事業所償却積立金は、実施事業所の増加に伴い基金等が受換す

る資産額が、増加時における当該事業所の数理債務の額とリスク対

応掛金収入現価の合計額を上回る場合に、当該事業所の積立金とし

て積み立てる勘定科目である。 

なお、当初の承継事業所償却積立金は、実施事業所の増加に伴う財

政計算の基準日において算定した額とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・受換する資産額がある場合に限

り、承継事業所償却積立金を積み

立てることができる。 

 

・実際に承継した日（実施事業所が

増加した日）を基準として算定す

ることは不可。 

 

・実施事業所の増加に伴い基金等

が受換する資産額については、以

下の取扱いも可。 

・計算基準日から承継日までの掛

金収入（例：特別掛金）を考慮し

て見込む。 

・承継前制度における予定利率に

よる資産額の利息収入を考慮し

て見込む。 

 

・増加時における当該事業所の数

理債務の額が負となる場合には、

受換する資産額を当初の承継事

業所償却積立金とすること。 
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（1）承継事業所償却積立金の評価額 

承継事業所償却積立金の評価額は、上記基準日以降、規約に定めた

方法により付利し、とりくずした額を控除した額により評価するこ

と。 

（算式例） 

当該事業年度末の評価額 

＝前事業年度末の評価額×（１＋規約に定めた利率）規約に定めた

付利方法－とりくずした額 

 

規約に定めた利率（付利利率）は、次のいずれかの利率とする。 

・運用利回りの実績(負の場合も可能) 

・０以上予定利率以下で規約で定める利率 

 

 

（2）とりくずす方法 

・財政計算の結果、承継事業所償却積立金を有する実施事業所が特

別掛金を拠出することとなるときは、承継事業所償却積立金又は

当該実施事業所の特別掛金の額のいずれか小さい額を当該実施

事業所の特別掛金額から控除することにより、当該控除した額を

承継事業所償却積立金からとりくずすこと。 

 

・財政計算の結果、承継事業所償却積立金を有する実施事業所がリ

スク対応掛金を拠出することとなるときは、承継事業所償却積立

金又は当該実施事業所のリスク対応掛金額のいずれか小さい額

を当該実施事業所のリスク対応掛金額から控除することにより、

当該控除した額を承継事業所償却積立金からとりくずすこと。た

だし、当該実施事業所が特別掛金及びリスク対応掛金のいずれも

拠出することとなるときは、「承継事業所償却積立金又は」を「承

継事業所償却積立金から当該実施事業所の特別掛金額を控除し

た額又は」と読み替えること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）留意事項 

・付利利率、付利の方法の設定は、事業主等が主体的に決定し、規

約に定めること。 

・使用する付利利率、付利の方法をある時点で一斉に変更すること

は可（編入時期によって取扱いを変えることは不可）。 

・付利利率を「運用利回りの実績」とする場合、その定義は合理的

な範囲で規約に定めること。 

・具体的な付利の方法も合理的な方法で規約に定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

・当該事業年度末において初めて

承継事業所償却積立金を計上す

る場合には、「前事業年度末の評

価額」を「実施事業所の増加に伴

う財政計算の基準日における額」

と読み替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・不足金に充当するためにとりく

ずすことは不可。あくまでも特別

掛金又はリスク対応掛金の拠出

に替えてとりくずすものである

こと。 

 

・給付区分特例を実施している場

合は、承継事業所償却積立金を有

する給付区分において特別掛金

又はリスク対応掛金を拠出する

こととなるときにとりくずすこ

と。この場合、給付区分ごとに承

継事業所償却積立金を管理する

ため、他の給付区分に配分できな

い。 

 

 

・給付区分特例を実施していない

場合は、当該実施事業所が特別掛

金又はリスク対応掛金を拠出す

ることとなるときは、（給付区分

に関係なく）とりくずす必要があ

る。 
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１．継続基準の財政検証 

 

(1)規則第５３条第１項に定める責任準備金の算定方法 

 

責任準備金 

＝給付現価 － 掛金収入現価 － 追加拠出可能額現価 

 

ただし、給付現価 ＝ 通常予測給付現価 ＋ 財政悪化リスク相当額 

 

掛金収入現価 

＝ リスク分担型企業年金掛金収入現価 

 

 

 

 

 

 

追加拠出可能額現価 

＝ Min（Max（財政悪化リスク相当額 －リスク充足額 , 

0）, 財政悪化リスク相当額） 

 

リスク充足額 

＝ Max（積立金 ＋ リスク分担型企業年金掛金収入現価 

－ 通常予測給付現価 , 0） 

 

上記算式中の「リスク分担型企業年金掛金収入現価」は規約上掛

金にて算定する。 

 

・責任準備金や通常予測給付現価等の計算に用いる調整率は、当該

決算の結果を反映させた後の調整率を用いること。 

 

・リスク分担型企業年金は、掛金を見直さないことを前提としてい

るため、基礎率変更により数理上掛金が変動した場合等、将来加

入者について収支相等しなくなることに留意すること。 

 

 

２．非継続基準の財政検証 

 

(1)最低保全給付 

 

リスク分担型企業年金の最低保全給付の算定において、規則第５４条

各号に定める「老齢給付金の額」及び「脱退一時金の額」は、調整率

を考慮した額とすること。 

 

・計算に用いる調整率は、各年度に適用される調整率を用いる。 

 

 

(2)最低積立基準額（法第６０条第３項） 

 

最低積立基準額の算定において、規則第５５条第３項における「除し

て得た率」は、（制度全体の積立金）／（制度全体の「算定されること

となる法第６０条第３項の現価」の総額）となること。また、各個人

の最低積立基準額は、各個人ごとの「算定されることとなる法第６０

条第３項の現価」に、「除して得た率」を乗じたものとなること。 

 

・最低積立基準額の算定に使用する積立金は、時価により評価した額

とする。（規則第６３条第２項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財政方式によらず、通常予測給付

現価の算定対象に将来加入者を

含むことを基本とする。 

 

・リスク分担型企業年金掛金収入

現価（リスク分担型企業年金掛金

額の収入現価） 

・財政方式によらず、リスク分担型

企業年金掛金収入現価の算定対

象に将来加入者を含むことを基

本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・非継続基準は結果的に1.00とな

るが、最低積立基準額の計算は必

要。 
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３．積立上限額 

・リスク分担型企業年金は積立上限額の計算を要しない。 

 

 

４．データ基準日 

・リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

５．積立金の評価 

・リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

６．承継事業所償却積立金 

・リスク分担型企業年金に承継事業所償却積立金は設定できない。 

 

 

７．調整率 

 

 

 

 

(1)規則第２５条の２第１項第２号に定める調整率の改定 

・毎事業年度の決算を行うときに、次に掲げる場合の区分に応じ、

次に定める基準を満たすように改定するものとする。 

 

以下、 

給付財源＝積立金＋リスク分担型企業年金掛金収入現価 

とする。 

 

①給付財源＞調整前給付現価相当額＋財政悪化リスク相当額の場

合 

 

給付財源＝財政悪化リスク相当額＋通常予測給付現価 

となるように調整率を改定する。 

 

 

 

 

 

 

②給付財源＜調整前給付現価相当額の場合 

 

給付財源＝通常予測給付現価 

となるように調整率を改定する。 

 

 

 

 

 

③上記①、②以外の場合 

 

調整率は１とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調整率は財政バランスが保たれ

るよう十分な桁数で設定するもの

であることに留意する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

③のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

給付財源 給付財源 財政悪化

財政悪化 リスク

リスク 調整率改定 相当額

相当額 通常予測

調整前 給付現価

給付現価

財政悪化

リスク 調整率改定 財政悪化

相当額 リスク

調整前 相当額

給付財源 給付現価 給付財源 通常予測

給付現価

財政悪化 財政悪化

給付財源 リスク 改定なし 給付財源 リスク

相当額 相当額

調整前 通常予測

給付現価 給付現価
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(2)規則第２５条の２第１項第３号に定める調整率の改定時期 

・調整率の改定は、当該事業年度の翌事業年度又は翌々事業年度以

降の事業年度の調整率について行うものとし、当該翌事業年度又

は翌々事業年度以降５事業年度については、調整率を段階的に引

き上げまたは引き下げることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調整率の適用を1年後とした場合には、当該1年後までの1年間に適

用される調整率を用いて当該1年後までの1年間に発生する給付

額を見込んだ上で、全体として財政均衡するように当該1年後以

降の調整率を算定すること。 

・調整率を複数年度にわたり段階的に引き上げまたは引き下げてい

る場合で、翌年度以降の調整率が変化したときは、前年度に算定

した将来の段階的な調整率の一部は適用せず、新たに設定された

調整率を適用するよう算定すること。 

・調整率を段階的に引き上げる（引き下げる）場合において、引上

げ（引下げ）後の最終的な調整率は、調整率を一定とした場合に

算定される値ではなく、経過的な調整率を加味したうえで財政バ

ランスが保たれるように設定すること。 

・翌事業年度又は翌々事業年度（実際の給付額に適用される事業年

度）の調整率について、規約に定めるところにより、それ以降の

事業年度の調整率よりも小数点以下の桁数を少なく端数処理す

ることも考えられる。この場合、当該端数処理後の調整率を考慮

に入れた上でそれ以降の事業年度の調整率を算定する必要があ

ることに留意する。 

 

 

 

 

・調整率の段階的な引き上げ・引き

下げ幅が毎年一定である等の合

理的な引き上げ・引き下げである

ことに留意する。 

（段階的な引き上げ・引き下げの例

示） 

・調整率を毎年度１割ずつ引き（上

げ；下げ）、５事業年度目以降は

一定となるものとする。 

例：現行調整率 1.0 

初回引上げ日 H31.4.1 

引上げ幅  1割 

H31.4.1  1.1 

R2.4.1  1.2 

R3.4.1  1.3 

R4.4.1  1.4 

R5.4.1  1.5 

（R5.4.1 が引上げ可能な最終

日） 

・調整率を毎年度１割ずつ乗数的

に引き（上げ；下げ）、５事業年

度目以降は一定となるものとす

る。 

例：現行調整率 1.0 

初回引上げ日 H31.4.1 

引上げ幅  1割 

H31.4.1  1.1 

R2.4.1  1.21 

R3.4.1  1.331 

R4.4.1  1.4641 

R5.4.1  1.61051 

（R5.4.1 が引上げ可能な最終

日） 

 

・改定時期が規約に明確に規定さ

れていれば年度途中に改定する

ことも可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調整率の端数処理の例示） 

・実際の給付額に適用される事業

年度の調整率については、1.00を

上回る場合は小数点第3位以下切

捨て、1.00以下の場合は小数点第

3位以下切上げとし、それ以降の

事業年度の調整率は十分な桁数

とする等。 

 

・実際の給付額に適用される事業
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年度(翌事業年度又は翌々事業年

度)の調整率のみ規約に定め、そ

れ以降の事業年度の調整率は規

約に定めない(調整率の端数処理

も行わない)ことも可能。 
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【経過措置】 

○平成29年12月31日以前を計算基準日として行う財政計算について、

旧基準で行うことができる。（なお、平成30年1月1日以後を計算基

準日として行う財政計算については、必ず新基準で行うこと。） 

 

 

 

 

１．財政計算を行う場合 

規則第４９条、第５０条、第５７条に基づき財政計算を行う場合

は、実施する該当事由に応じて、標準掛金、特別掛金、リスク対応

掛金を算定する。 

 

また、実施する該当事由に係わらず、財政計算毎に、適切な算定

方法によって、財政悪化リスク相当額を算定する。(ただし、簡易な

基準を使用している場合は、財政悪化リスク相当額を零とする。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔留意事項〕 

(1)規則第５０条第４号の「掛金の額に係る規約の変更を行う必要

がない場合」とは以下のような場合が考えられる。 

・例示 

①加入者の資格又は給付設計の変更を行う場合であって、当該

変更による年金財政への影響が軽微と判断できる場合。 

②権利義務の移転承継を行う場合において、年金財政への影響

が軽微と判断できる場合。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実施する該当事由によっては、リ

スク対応掛金の算定は任意となる

ことに留意する。 

・財政計算の計算基準日において、

リスク算定告示第２条第２項第１

号に該当する場合、当該財政計算

において、特別算定方法によって、

財政悪化リスク相当額を算定す

る。 

〔補足〕 

・標準算定方法を用いている場合

において、リスク算定告示第２

条第２項第１号に該当しても、

それを理由として、直ちに特別

算定方法を用いた財政計算を行

う必要はない。ただし、該当時点

が、他の事由による財政計算の

計算基準日の場合、当該財政計

算において、特別算定方法によ

って、財政悪化リスク相当額を

算定する必要がある。 

 

 

 

・給付設計の変更（法第４条第５号

に掲げる事項の変更を指す。ただ

し、附則に権利義務承継等の場合

における過去の給付の取扱いを規

定する場合は該当範囲に含めな

い。以下、本項において同様。）に

よって端数処理前の他制度掛金相

当額が千円以上変動する可能性が

見込まれる場合は、給付水準に一

定程度の変動が生じると考えられ

ることから、「掛金の額に係る規約

の変更を行う必要がない場合」に

は該当しないものとして取り扱う

必要がある。 

なお、端数処理前の他制度掛金相

当額が千円以上変動する可能性が

見込まれるかどうかの判定におい

ては、給付設計の変更に関係する

基礎率等以外は、変更前後で統一

した基準で比較することに留意す

ること。 

なお、財政再計算に用いる基礎率

については、前回の財政計算にお

いて定めた基礎率のうち、継続し
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(2) 規則第５０条第４号イの加入者数の大幅変動に該当した場合

の扱いは以下のとおり。 

・財政検証日において、直近の財政計算の計算基準日から概

ね２０％の乖離が生じた場合は財政再計算を実施する。 

ただし、財政の健全性が確保できる場合においては掛金率

の洗い替え、基礎率の洗い替えを行わなくても良い。 

（例示） 

・基礎率を見直すことにより、掛金率が低下する場合 

・次回財政再計算まで別途積立金が留保できる場合 

・掛金率の上昇が僅かであり、次回財政再計算で掛金の手

当てが可能である場合など 

 

・事業主等から２０％以上の大量脱退の情報が得られた場合

等、年金財政の健全性の観点からより早期に基礎率の洗い

替えが必要と判断される場合等は、財政検証を待たずに財

政再計算を実施する。 

 

・簡易な基準を使用している場合や加入者数が少ない場合

は、財政への影響を考慮した上で、加入者数の大幅変動に

よる財政再計算を実施しないことも可。 

 

 

 

(3) 規則第５０条第４号ハにおける令第４９条第２号に基づく

財政再計算は権利義務を移転承継することを規約に定めたと

きに行うこととされており、規約に定めた後に実際の移受換が

行われる場合に財政再計算を行うものではないことに留意す

ること。 

 

(4)規則第５０条第４号ホに基づく財政再計算は例えば、次のよ

うな場合に実施する。 

・繰越不足金の解消を目的として実施する財政再計算 

・給付支払いのための積立金が不足することにより、規則第

６４条の掛金を拠出した場合に実施する財政再計算 

・特別掛金の引下げもしくは廃止を目的として別途積立金

の取り崩し（別途積立金として積み増すことが可能である

額の充当を含む）を行う財政再計算 

・資産の評価方法の変更により実施する財政再計算 

・予定利率を変更することを目的として実施する財政再計算 

・リスク対応掛金を、新たに設定することを目的として実施

する財政再計算 

・従来の事情が当てはまらなくなるような場合に、リスク対

応掛金を変更することを目的として実施する財政再計算 

て用いることが適切な場合につい

てはこれを継続して用いることが

出来る。（予定利率、予定死亡率及

び給付設計の変更に関係する基礎

率を除く。） 

・給付設計の変更等（給付設計の変

更（法第４条第５号に掲げる事項

の変更を指す。）以外の給付水準の

変化を伴う変更を含む）により端

数処理前の他制度掛金相当額が千

円以上変動する可能性が見込まれ

る場合は「年金財政への影響が軽

微と判断できる場合」には該当し

ないものとして取り扱う必要があ

る。 

 

 

 

 

・財政検証において、データ基準日

を計算基準日としていない場合

は、加入者数の大幅変動の判定は、

計算基準日で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当該財政再計算において、繰越不

足金がある場合には、繰越不足金

を全額解消することが必要である

ことに留意する。 

 

（特別掛金の引下げもしくは廃止

を目的として実施する財政再計

算の例示） 

 ・別途積立金を取り崩す場合 

 ・別途積立金として積み増すこと

が可能である額を充当する場合 
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第５節 財政計算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計算基準日および掛金適用日 

原則、規則第４９条に基づく計算基準日に、データ基準日を一致さ

せる。 

 

ただし、事業年度の末日を計算基準日とする場合には、当該事業年

度の財政検証のデータ基準日を、財政計算のデータ基準日とすること

ができる。 

 

この場合、データ基準日から事業年度の末日までの期間における数

理債務の増減については、合理的な調整を行う必要がある。 

 

 

 

〔留意事項〕 

・月末日の計算基準日は翌月1日とみなして掛金適用日までの期間

の判定を行うことができる。 

 

 

・法第５８条第１項に定める「少なくとも５年ごとに行う掛金の再

計算」を行う場合の掛金適用日は、直近の財政計算（※）に基づ

く掛金適用日から５年以内に設定すること。 

・「少なくとも５年ごとに行う掛金の再計算」の時期の設定は、変

更前後の掛金適用日の間隔が５年以内であることを満たした上

で、次の例のとおり設定することができる。 

 （例） 

①●年毎に事業年度末日を基準日として掛金の額の再計算を行

う方法 

②●年毎に掛金適用日を設定し、掛金の額の再計算を行う方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「恣意的な掛金拠出による過剰な

損金算入を防止する」という観点

から、「従来の事情が当てはまらな

くなるような事情変更」が無い限

り、リスク対応掛金は変更できな

いことに留意する。 

（従来の事情が当てはまらなくな

るような事情変更の例示） 

・リスク算定告示別表に定められ

ているリスク係数対象資産別の

リスク係数が変更された場合。 

・資産額の大幅な変動。 

・政策的資産構成割合又は実際の

資産構成割合が大幅に変更され

た場合。 

・政策的資産構成割合と実際の資

産構成割合の乖離が大きい場

合。 

 

 

 

 

 

・調整方法については、原則として

財政検証で使用している方法に準

じたものとすること。（第４節４．

参照） 

・調整に掛金額、給付支払額等を用

いる場合には、財政計算後の規約が

適用されていたと仮定した場合の

推計額を使用する等、合理的な調整

を行うこと。 

 

・例示 

掛金適用日（平成20年4月1日）の

前1年以内の日に平成19年3月31

日も含めることも可とする。 

 

※法第５８条第２項及び法第６

２条に基づく財政再計算を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１年以内 

５年以内 

計算基準日 
平成 19.3.31 

前回掛金適用日 
平成 15.4.1 

今回掛金適用日 
平成 20.4.1 
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第５節 財政計算 

・法第５８条第１項は、少なくとも５年ごとに、必ず財政再計算の

結果に基づく掛金を適用しなければならないと規定しているの

であって、任意の時期に、任意の理由により、法第５８条第１項

の規定に基づき財政再計算を実施することは、法令上、何ら妨げ

られていないことに留意する。 

・加入者数の大幅変動に該当し、事業年度の末日を計算基準日とし

た場合の掛金適用日は、規則第４９条第４号により、事業年度の

末日から最長１年６ヵ月後の日を設定できるが、年金財政の健全

性の観点から、適用日を早期に設定することが望ましい場合もあ

ることに留意する。 

 

 

３．財政計算用の積立金の額 

・特別掛金の算定に用いる積立金の額は計算基準日における（数理上

資産額－別途積立金－承継事業所償却積立金）とする。ただし、別

途積立金は決算処理後の額とし、事業主等の判断でとりくずした額

を控除した後の額とする。 

 

 

 

 

 

 

・リスク対応掛金の算定に用いる積立金の額は、別途積立金の額の全

部または一部を留保して算定することができない。 

 

・計算基準日が事業年度末日でない場合の扱い 

  数理上資産額を過大評価することがないよう留意し、以下の方式

により推計した額を数理上資産額とすることができる。 

 

① 直前の財政検証における数理上資産額にその翌日から当該

計算基準日までの間の期中収支差と運用収益を加えた額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・数理上資産額は、第４節－５－

(2)数理的評価方式参照。 

 

・財政再計算前の別途積立金を前

提として算定した過去勤務債務

の額が零を下回る場合であって

も、別途積立金は任意に取り崩し

た上で特別掛金を算定すること

が可能。 

 

・特別掛金の算定に用いる積立金

の額に係る取扱いと異なる点に

留意すること。 

 

 

 

 

①の運用収益として 

（前事業年度末数理上資産額＋0.5

×期中収支差）×期中利回り×（前

事業年度末からの日数／365） 

  を用いることができる。 

 〔例示〕 

期中利回りとして、以下の利回り

等を使用することができる。 

a.前事業年度時価ベース利回り 

b.予算で使用した時価ベース利回

り（基金型の場合） 

c.予定利率 

d.０％ 

ただし、使用する利回りが予定利

率を超える場合には、直近の四半期

の利回り等を参考に年金財政の健

全性に十分留意すること。 

 

・承継事業所償却積立金を有する

基金は、承継事業所償却積立金の

評価に用いる期中の付利利率・付

利方法について、規約に定めた評

価方法を使用する方法のほか、上

記（例示）の運用収益にかかる期

中利回りとの関係や年金財政に

与える影響に留意したうえで、合

理的に見込む方法とすることが

できる。 
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第５節 財政計算 

 

② 計算基準日における残高証明ベースの固定資産時価に前事

業年度末の流動資産を加え、流動負債、支払備金を控除し、

資産評価調整額を加減した額。 

 

③ 計算基準日における加入者、給与をベースに変更前制度（合

併、分割を含む）により算定した「通常予測給付現価－標準

掛金収入現価－特別掛金収入現価－リスク対応掛金収入現

価」に、前事業年度末のリスク充足額（当該額が零を下回っ

た場合に零としている場合には、零にする前の負値とする。）

を加えた額。 

 

〔留意事項〕 

資産評価調整加算（控除）額は、直近の財政検証において使

用した額を使用する。 

ただし、許容乖離率を超過する場合は、超過額を取り崩した額と

する他、前年度の財政検証時と財政計算時における数理上資産額

と資産評価調整加算（控除）額の比率が同一として定める等、合

理的に算定する。 
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第５節 財政計算（リスク分担型企業年金） 

 

１．財政計算を行う場合 

規則第４９条、第５０条に基づき財政計算を行う場合、以下の「４．

財政計算における調整率」にしたがって、調整率を算定する。なお、

次に該当するケースを除き、リスク分担型企業年金掛金を算定しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

  〔リスク分担型企業年金掛金を算定するケース〕 

 

①規則第４６条の３第１項の規定に基づき算定する場合 

 ・リスク分担型企業年金を実施するとき。 

・リスク分担型企業年金において給付設計を変更するとき。

（掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る） 

②規則第４６条の３第２項の規定に基づき算定する場合 

・①以外で、新たな労使合意に基づき、リスク分担型企業年

金掛金を変更するとき。  

③規則第４６条の３第３項の規定に基づき算定する場合 

 ・①及び②以外で、次のａ．～f．の事由で実施事業所が増

加する場合で、増加する実施事業所分のリスク分担型企業

年金掛金を算定するとき。 

   ａ．法第７６条第１項に基づく基金の合併 

   ｂ．法第７８条第１項に基づく実施事業所の増加 

   ｃ．法第７９条第２項に基づく権利義務の承継 

          ｄ．法第８０条第２項に基づく権利義務の承継 

          ｅ．法第８１条第２項に基づく権利義務の承継 

          f．中小企業退職金共済法第１７条第１項に基づく解約

手当金相当額を引き渡される場合 

 

 

２．計算基準日および掛金適用日 

・リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

３．財政計算用の積立金の額 

・リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・リスク分担型企業年金は、財政検

証時、継続基準に抵触しないた

め、規則第５７条に基づく財政再

計算は行わない。 

・リスク分担型企業年金は、その趣

旨により、当初設定した掛金額を

固定する仕組みであり、原則とし

て、給付改善等の制度設計に関す

る新たな労使合意を行わない限

り、掛金額の変更を行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定常状態の積立金の額について

は、「補足事項 財政悪化リスク相

当額」を参照。 
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第５節 財政計算（リスク分担型企業年金） 

 

４．財政計算における調整率 

 

 

 

 

 

(1)規則第２５条の２第１項第１号に定める調整率 

・リスク分担型企業年金を開始するとき又はリスク分担型企業年金

において給付設計を変更するとき（掛金の額に係る規約の変更を

行う場合に限る）における調整率は１とする。 

 

(2)規則第２５条の２第１項第２号に定める調整率の改定 

・第４節 財政検証（リスク分担型企業年金）-７-（１）に準じる。 

 

 

(3)規則第２５条の２第１項第３号に定める調整率の改定時期 

・第４節 財政検証（リスク分担型企業年金）-７-（２）に準じる。 

 

 

(4)規則第２５条の２第２項に定める減少実施事業所に係る調整率 

・実施事業所が減少する場合で、当該リスク分担型企業年金の積立

割合（＝給付財源／調整前給付現価相当額）、調整率又は超過比率

（＝(給付財源－（調整前給付現価相当額＋財政悪化リスク相当

額/２）)/調整前給付現価相当額）の減少が見込まれるときには、

積立割合、調整率又は超過比率が減少しないよう、当該減少実施

事業所の加入者に係る調整率を別に算定することができる。 

 

 

 

 

 

 

・調整率は財政バランスが保たれ

るよう十分な桁数で設定するも

のであることに留意する必要が

ある。 
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第６節 その他の事項 

 

１．加入者の存在しない確定給付企業年金の取扱い 

 

加入者の存在しない確定給付企業年金においても、積立金が数

理債務（＝通常予測給付現価）を下回った額を過去勤務債務とし

て通常どおり特別掛金として償却する。（標準掛金は存在しない） 

財政計算における財政悪化リスク相当額の算定、継続基準、非

継続基準の財政検証も通常どおり行う。 

 

 

２．規則第６４条に基づき追加拠出する掛金 

 

・規約に定めるところにより、給付支払のための積立金が不足する

ことが判明の都度、給付金額に不足する金額を拠出する。 

 

３．給付区分特例を実施する場合の取扱い 

 

実施事業所共通の給付区分に加えて一部の実施事業所による

上乗せの給付区分を設ける場合にあっては、当該給付区分ごとに

経理することにより、資産を給付区分ごとに区分管理すること（給

付区分特例を実施すること）ができる。 

 

（1）新たに給付区分特例を実施する場合 

以下の場合に、新たに給付区分特例を実施することができる。 

・ 規約型企業年金を統合する場合又は基金を合併する場合 

・ 共通の給付区分のみの制度において、一部の実施事業所を

対象として新しい給付区分を設けたとき、その他資産を給

付区分ごとに区分して管理することが必要と事業主等が判

断した場合 

 

 

 

 

（2）新たに給付区分特例を実施する場合の給付区分ごとの資産 

新たに給付区分ごとに資産を区分する日における資産を、以

下のいずれかの比率で按分する方法により算定した額とする。 

 

資産の配分方法 按分比の基準日 

「数理債務－特別掛金

収入現価－リスク対応

掛金収入現価－特例掛

金収入現価」の比によ

り按分 

・直前の財政検証の基準日 

・当該財政計算の基準日 

最低積立基準額の比に

より按分 

同上 

 

（3）留意事項 

・ 共通の給付区分以外の上乗せの給付区分は、一部の実施事業所

のみが対象であること。 

・ 決算時に剰余が生じた給付区分においては「給付区分別途積立

金」を計上する必要があるが、給付区分別途積立金は、当該給付

区分に不足が生じたために当該不足金に充当する場合のほか、財

政計算を行うときに当該給付区分の資産額に繰り入れる場合に

とりくずすこと。 

・ 給付区分ごとに不足、剰余がある場合の財政計算においては、

不足は解消する必要がある。（剰余については、給付区分別途積

立金として留保すること、もしくは当該給付区分の掛金引下げに

充てることのいずれも可能。） 

 

 

 

 

 

 

・簡易な基準においては、財政悪化

リスク相当額は零となるため、リ

スク対応掛金の拠出は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給付区分特例は、原則廃止できな

い。 

（廃止となる場合） 

全部の実施事業所に共通の給付区

分のみとなった場合 

（廃止できる場合） 

共通の給付区分以外の給付区分に

ついて受給権者のみとなる場合 

 

 

 

・新たに給付区分を設け、当該給付

区分に係る数理債務の額に充てる

ものとして基金等が資産を受換す

る場合は、当該受換資産を当該給

付区分の資産として区分すること

ができる。 

・資産の配分方法は、確定給付企業

年金の財政計算等に係る特例的扱

いについて（平成20年9月11日年発

第0911001号）第４－３に基づく。 

 

 

 

 

 

 

・他の給付区分の資産額に繰り入

れることはできない。 
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第６節 その他の事項 

 

 

４．承継事業所償却積立金を設ける場合の取扱い 

 

事業主等の判断により、承継事業所償却積立金を新たに設ける

ことができる。なお、承継事業所償却積立金を設けた制度は、該

当する実施事業所が増加した場合には、当該実施事業所について

承継事業所償却積立金を積み立てる必要がある。 
 

 

 

・ 実施事業所が増加する場合のほか、確定給付企業年金の実施、規

約型企業年金の統合、基金合併、権利義務の承継（移転を行う事

業主の全部が、承継を行う事業主の全部となる場合を除く。）又

は給付区分を新たに設ける場合も同様の取扱いができる。 

 

・ 給付区分特例を実施している場合は、受換した資産額を前記３

（2）の方法に準じて各給付区分に配分した上で、給付区分ごと

に承継事業所償却積立金を評価すること。 

 

・ 承継事業所償却積立金を設けた場合は、廃止することは不可。 

 

 

 

 

 

５．分割時に移換する積立金の額（法第７５条、法第７７条、規則第

８７条の２） 

 

以下のいずれかの方法により算定する。 

（1）継続基準による方法 

分割時積立金の額を、数理債務－特別掛金収入現価－特例掛金

収入現価、数理債務、通常予測給付現価のいずれかの債務（以下、

本項において「数理債務等」という）の比率で按分する方法 

（2）非継続基準による方法 

分割時積立金の額を、最低積立基準額の比率で按分する方法 

（3）受給者及び受給待期者（以下、本項において「受給権者」と

いう）に係る資産を先取りする方法 

次の①又は②のいずれかによるものとする。 

①－ア 分割時積立金の額＞受給権者の数理債務等の場合 

分割時積立金の額から受給権者の数理債務等に相当する

額を先取りした後、残余を加入者の数理債務等の比率で按

分する方法 

①－イ 分割時積立金の額≦受給権者の数理債務等の場合 

分割時積立金の額を受給権者の数理債務等の比率で按分

する方法 

②－ア 分割時積立金の額＞受給権者の最低積立基準額の場合 

分割時積立金の額から受給権者の最低積立基準額に相当

する額を先取りした後、残余を加入者の最低積立基準額の

比率で按分する方法 

②－イ 分割時積立金の額≦受給権者の最低積立基準額の場合 

分割時積立金の額を受給権者の最低積立基準額の比率で

按分する方法 

 

 

分割時積立金の額の評価基準日は、分割日の前日とする。 

 

 

 

 

第４節 財政検証 「６．承継事業

所償却積立金」を参照のこと。 

 

・承継事業所償却積立金を設ける

か否かは制度全体として判断す

るものであり、設定の有無を実施

事業所ごとに選択することは不

可。 

 

・吸収合併の場合は、吸収される側

のみ承継事業所償却積立金を設

けることができる。 

・新設合併、規約型企業年金の統合

の場合は、両者に設けることがで

きる。 

・既存実施事業所が新たに給付区

分を設ける場合も承継事業所償

却積立金を設定可。 

・給付区分特例を実施している場

合、上乗せ給付区分のみで承継事

業所償却積立金を設けることは

可。 

 

 

 

 

 

・受給権者と加入者は同じ按分方

法を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・①は、分割時積立金の額が数理債

務等の額を下回る場合に限る。 

 

 

 

 

 

・②は、分割時積立金の額が最低積

立基準額を下回る場合に限る。 
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数理債務等の額及び最低積立基準額の評価基準日は、次に定める

いずれかの日とする。 

・分割日の前日 

・分割後の掛金を算定するための財政計算の計算基準日 

・上記財政計算の前の財政計算の計算基準日 

・分割日が属する事業年度の前事業年度の末日 

 

≪承継事業所償却積立金を設けている場合又は給付区分特例を実

施している場合の取扱い≫ 

 

・ 承継事業所償却積立金を設けている場合は、分割時積立金の

額から承継事業所償却積立金の額を控除した額を分割時積立

金の額として、移換する積立金の額を算定する。この場合にお

いて、移転実施事業所に係る承継事業所償却積立金の額を移

換する積立金の額に加算すること。 

・ 給付区分特例を実施している場合は、それぞれの額を給付区

分ごとに算定し、移換する積立金の額は給付区分ごとの合計

額とする。 

 

移換する額の算出方法の定めにあたっては、それぞれの確定給

付企業年金の財政運営に与える影響に十分配慮すること。 

 

 

６．規則第８８条及び第８８条の２に基づき拠出する掛金 

  

・掛金額は、次のいずれかとする。 

  ①財政計算で使用する予定利率に基づく特別掛金収入現価の

うちの減少事業所にかかわる額 

  ②減少日における以下の掛金を①に加算した額 

・Max（０，責任準備金の額－積立金の額）のうちの減少事

業所にかかわる額 

・Max（０，数理上資産額－純資産額）のうち減少事業所に

かかわる額 

・再計算により増加する掛金（上記を要因とするものを除

く）のうち減少事業所が拠出すべき額 

  ③減少日のMax（０，最低積立基準額－積立金の額）のうちの

減少事業所にかかわる額 

  ④①と③のいずれか大きい方の額 

  ⑤②と③のいずれか大きい方の額 

  ・上記に加え、減少日における以下の掛金の拠出も可 

規則第８８条の２第３項の掛金 

事務費掛金のうち減少事業所が負担すべき掛金 

・ただし、最低積立基準額、責任準備金の額、積立金の額（数理

上資産額、純資産額）については、前事業年度末の財政決算数

値に基づき、合理的な補整を行って算出することも可。 

 

≪承継事業所償却積立金を設けている場合又は給付区分特例を実

施している場合の取扱い≫ 

・減少実施事業所が承継事業所償却積立金を有している場合は、

減少日における積立金の額から当該承継事業所償却積立金の額

を控除した額を減少日における積立金の額として算定し、減少実

施事業所に係る承継事業所償却積立金の額を控除した額（当該額

が零を下回る場合は零とする。）を掛金の額とする。 

・給付区分特例を実施している場合は、それぞれの額を給付区分

ごとに算定し、掛金の額は給付区分ごとの合計額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・承継事業所償却積立金を設けて

おり、かつ給付区分特例を実施し

ている場合は、左記取扱いの両方

を併せて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・減少事業所にかかわる額は、減

少事業所の給与総額の全体の事

業所に給与総額に占める割合に

基づく等、合理的に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・承継事業所償却積立金を設けて

おり、かつ給付区分特例を実施し

ている場合は、左記取扱いの両方

を併せて行う。 
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７．権利義務の移転承継（法第７９条、令第４９条、規則第５０

条、規則第９４条） 

 

(1)財政再計算の基準 

第５節 財政計算参照。 

 

(2)移受換額の算出方法 

① 実施事業所単位で権利義務を移転承継する場合 

「５．分割時に移換する積立金の額」に準じる。 

 

② 実施事業所の一部（令第４９条に定める場合）について権利

義務を移転承継する場合 

①の方法に加え、積立金を要支給額（※）の比率で按分する

等その他合理的な方法 

[合理的な方法の例] 

・移受換額を数理債務そのものとする方法 

・移受換額を最低積立基準額そのものとする方法 

・移受換額を要支給額（※）そのものとする等その他合理的

な方法 

・上記の組み合わせとする方法 

 

(3)移受換の時期 

権利義務の移転承継の移受換は発生の都度行うことになるが、

令第４９条第２号の場合で規約に権利義務の移転承継を定めた後

に実際に一部加入者の移転承継が行われた場合の移受換の時期は

年１回決まった時期に実施する方法、または移転承継の発生の都

度速やかに実施する方法によるものとする。 

 

移受換額の算出方法及び時期の定めにあたっては、移転（承継）

確定給付企業年金の財政運営に与える影響に十分配慮すること。 

 

 

８．終了時の掛金の一括拠出（法第８７条、規則第９８条の２） 

 

掛金の一括拠出額は、終了日のMax（０，最低積立基準額－積立

金の額）とする。 

 

≪承継事業所償却積立金を設けている場合又は給付区分特例を実

施している場合の取扱い≫ 

・承継事業所償却積立金を設けている場合は、終了日における積

立金の額から承継事業所積立金の額を控除して算定し、算定され

た掛金の額から各実施事業所に係る承継事業所償却積立金の額

を控除した額を、各実施事業所が拠出する掛金の額とする。ただ

し、算定された額が零を下回る実施事業所がある場合には、当該

下回る額を他の実施事業所の掛金の額に基づき配分することに

より、他の実施事業所に係る掛金の額から当該額を控除するこ

と。 

・給付区分特例を実施している場合は、それぞれの額を給付区分

ごとに算定し、各実施事業所が拠出する掛金の額は給付区分ごと

の合計額とする。ただし、算定された額が零を下回る実施事業所

がある場合には、当該下回る額を他の実施事業所の掛金の額に基

づき配分することにより、他の実施事業所に係る掛金の額から当

該額を控除すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「分割」を「権利義務移転」と読

み替える。 

 

 

※年金の受給資格を有する場合は、

年金現価あるいは選択一時金額

いずれも可。 

 

 

 

 

 

 

 

・大規模な権利義務の移転承継の

場合における移受換は、発生の

都度速やかに実施することが望

ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・承継事業所償却積立金を設けて

おり、かつ給付区分特例を実施

している場合は、左記取扱いの

両方を併せて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99

第６節 その他の事項 

 

 

９．法第８１条に定める基金から規約型企業年金への移行に係る留意

事項 

 

・基金から規約型企業年金に移行した場合、移行時の財政計算及び

移行後初回の財政決算では以下の取扱いに留意すること。 

 

〔財政計算〕 

・法第８１条に基づき基金から規約型企業年金に移行する場合は、

原則として財政計算を行う。ただし、次の例のように当該移行に

よる財政運営への影響が無いと判断できる場合は、安定的な財政

運営の観点から、財政計算を行わず、移行直前に使用している掛

金を移行後も引き続き使用する取扱いを可とする。 

（例）加入者の資格および給付の設計を一切変更しない場合 

 

 

   なお、移行時の財政計算の有無に係わらず、移行前の基金が次に

掲げる財政再計算等に該当しており、かつ移行時の掛金に当該財政

再計算等が反映されていない場合は、移行後に当該財政再計算等を

行い掛金に反映すること。 

①法第５８条又は法第６２条に基づく財政再計算 

②法第６３条に基づく掛金の追加拠出 

 

〔財政決算〕 

・規約型企業年金へ移行する場合の事業年度は、原則として移行時

から1年であるが、事業年度を移行前と同じにして、移行後初回の

財政決算までの決算期間を、移行後の期間（規約型企業年金での

期間）である6月以上1年6月以内とすることができることに留意す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・移行前に確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平

成２４年厚生労働省令第１３号）附則第４条に定める積立比率回

復計画を実施していた場合（実施することとなっていた場合を含

む）は、移行後の財政決算においても、計画変更の必要性がある場

合を除き、移行前の積立比率回復計画を継続実施すること。 

 

 

 

 

１０．年金経理から業務経理への繰入れ（規則第１１１条） 

 

年金経理から業務経理への繰入れにおける積立金の額は、責任準

備金の額との比較においては数理上資産額、最低積立基準額との比

較においては純資産額で行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

・法第８０条に定める規約型企業

年金から基金への移行の場合も

同様な取扱いとする。 

 

 

 

 

・移行直前に使用している掛金を

移行後も引き続き使用する場合

は、当該掛金の適用期間が移行

前の期間も含めて５年以内とな

るように法第５８条第１項に定

める「少なくとも５年ごとに行

う掛金の再計算」を行うこと。 

 

・移行後に当該財政再計算等の結

果に基づく掛金の額の算定を行

う場合は、仮に移行をしなかっ

たとした場合の所定の期日まで

に行うこと。 

 

 

 

・事業年度を移行前と同じにする

場合の例示 

（例示１） 

H19.3.31：基金の財政決算日 

H19.7.1：基金から規約型へ移行 

初回の事業年度はH19.7.1～

H20.3.31の9月となる 

（例示２） 

H19.3.31：基金の財政決算日 

H19.11.1：基金から規約型へ移

行 

初回の事業年度はH19.11.1～

H21.3.31の1年5月となる 

 

・事業年度を変更する場合は、移

行前の積立比率回復計画の前提

条件である「事業年度の末日」

が変更となるので、計画変更の

必要性があることに留意するこ

と。 

 

 

 

基金型のみ適用。 

 

・給付区分特例を実施している場

合においても制度全体で判定す

る。 
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１１．法第８２条の２第１項に定める企業型年金（確定拠出年金法

第２条第２項に規定する企業型年金（以下、「企業型年金」とい

う））への移行 

 

本項で使用する｢基準日｣は、認可申請時の計算基準日または確定

拠出年金法施行令第２２条第２項第１号に定める規約が変更され

る日（規約変更日）とする。 

 

〔留意事項〕 

①令第５４条の２第４号に定める移換相当額 

加入者のうち移換加入者となるべき者全員について、基準日に

おいて以下の要件を満たすこと。 

 

・移換相当額 ＝ 変更前の最低積立基準額 

－変更後の最低積立基準額 

 

②積立金のうち当該移換に係る額 

積立金のうち当該移換に係る額の算定方法は、「５．分割時に移

換する積立金の額」に準じる。 

なお、移換加入者が実施事業所の一部（令第４９条に定める場

合）の場合は、「７．権利義務の移転承継（２）②」に準じる。 

 

 

③規則第５条第４号における「給付の額の減少に伴い減少する掛金

に相当する額」 

 

標準的な計算方法の一例は次のとおりである。 

 

給付減額の対象となる者の給付水準変更前後の標準掛金総額の

差を計算する。 

ただし、標準掛金総額の基礎となる標準掛金率の算出にあたっ

ては、財政方式、計算基礎率は以下とする。 

・財政方式 

原則、企業型年金への移行に伴う変更計算で使用するものを用

いる。なお、変更前の標準掛金率は認可申請時の計算の基準日で

算定し直す。 

・計算基礎率 

企業型年金への移行に伴う変更計算で使用するものを用いる。 

 

④加入者および加入者であった者が負担した掛金を原資とする部分

（確定拠出年金法施行令第２２条第１項第１号に定める額） 

 

・企業型年金規約の承認基準(*)(別紙１)承認要件等12．キ．審査

要領中「厚生年金基金又は確定給付企業年金の加入員等が負担

した掛金等を原資とする部分」のうち、確定給付企業年金の加

入者等が負担した掛金を原資とする部分の例示①は以下のよう

に取り扱うことが考えられる。 

 

 

 

・本項は規則第５条第４号による

給付水準の引下げを行う場合の

取扱いであって、確定給付企業

年金が終了した場合はこの限り

でないことに留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「分割」を「移換」と読み替え

る。 

 

・「権利義務の移転承継」を「移

換」と読み替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・企業型年金への移行に伴う変更

計算で使用する財政方式以外を

使用することが明らかに合理性

がある場合は原則以外の処理も

考えられる。 
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(*)通知「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」（平

成13年9月27日 企国発第18号 平成14年3月29日改正） 

 

(a)「加入者等が負担した掛金に基づく給付が明確となっている

場合」とは、例えば以下の場合をいう。 

 

・脱退一時金部分が元利合計もしくは元利合計に相当する額

になっている等、給付設計において加入者負担掛金の終価に

相当する額が合理的に区分できる場合 

 

・加入者が掛金を負担する場合としない場合における給付の

差額を支給する給付区分が存在したと仮定した場合に、当該

給付区分が加入者の負担する掛金のみで賄われると見なされ

る場合 

 

 

 

 

(b)「当該部分に相当する額から当該部分の過去勤務債務の償却

のために事業主が負担した額を控除した額」とは、例えば以

下の額をいう。 

 

実加入者期間により算定した、加入者負担掛金の元利合計

に相当する額 

 

・企業型年金規約の承認基準(別紙１)承認要件等12．キ．審査

要領に記載の例示①、②以外にも「加入者等が負担した掛金

等を原資とする部分」の計算方法を定めることは可能である

が、「資産のうち、加入者等の負担に基づいて行われる給付で

あって、基準日（規約変更日（解散又は終了にあってはその

日））までに発生しているとみなすことが合理的である給付に

相当する部分」であることを踏まえて合理的に定めることが

必要であると考えられる。 

 

 

１２．令第２３条第２項の規定に基づく額の障害給付金の支給を行

っている確定給付企業年金制度に係る留意事項 

 

 

 

・令第２３条第２項の規定に基づく額の障害給付金の支給を行っ

ている場合は、以下に定める日において令第２３条第２項の基準

（以下「新基準（障害）」という。）を満たしているかを検証する

こと。 

・財政再計算の計算基準日 

・事業年度末日 

 

・検証を行った結果、新基準（障害）を満たしていない場合に

は、下表に定める所定の期日までに新基準（障害）を満たすよう

 

 

 

・「加入者等が負担した掛金等を原

資とする部分」を「加入者負担

掛金元本累計」とすることは、

通常、合理的な方法とはいえな

いと考えられる。ただし、加入

者等の拠出により賄われている

部分の給付額が加入者負担掛金

元本累計を下回る際に規約でこ

れを保証することとしている場

合等は、「加入者等が負担した掛

金等を原資とする部分」を「加

入者負担掛金元本累計」である

とみなして取り扱うことは妨げ

られないものと考えられる。 

 

・設立時に期間通算して過去勤務

債務を事業主が負担した場合

は、実加入者期間で元利合計を

算定することにより、事業主負

担控除後となる。 

 

 

 （簡便計算の例示） 

ア．標準モデルで加入者期間別テ

ーブルを作成し、各人に適用

する。 

イ．元本累計に、加入者期間対応

の年金終価率を加入者期間で

除した率を乗ずる。 

 

 

 

・令第２３条第３項の規定に基づ

く額の遺族給付金の支給を行っ

ている確定給付企業年金制度の

場合も同様な取扱いとする。 

 

・新基準（障害）の判定に用いる

給付現価の算定にあたっては、

以下の点に留意すること。 

・令第２３条第２項の規定に基

づく額の障害給付金の支給を

行っている給付区分につい

て、加入者、待期者及び受給

者を含めた全体（将来加入員

分を除く）で算定すること 
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に給付設計の変更に係る規約変更等を行うこと。 

 

 

検証日 所定の期日 

財政再計算の計算基準日（事

業年度末日の場合を除く） 

当該財政再計算の計算基準

日の後1年以内の日 

事業年度末日（財政再計算の

計算基準日が同日の場合も

含む） 

当該事業年度末日の後１年

６ヵ月以内の日 

 

 

 

 

１３．解散した厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付

する場合の留意事項 

 

・解散した厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付する

場合、規約で定めるところにより、残余財産を交付する者を定め

ることができる。 

・個人ごとに残余財産の一部を持ち込み、残りを一時金として受け

取ることも可能。 

 

 

 

１４．終了した確定給付企業年金の残余財産の分配（令第５７条） 

 

・規則第５４条第２項に定める給付改善等を行った場合に最低保全

給付から控除する場合の最低積立基準額の例 

 

控除すべき最低積立基準額の未認識額は〔給付改善時の最低積立基

準額の差額 ×｛５－（給付改善時から基準日までの年数）｝／

５〕の合計に加入者の最低積立基準額（控除前）を乗じた額に全

体の最低積立基準額（控除前）を除した額とする。 

 

各加入者の控除すべき最低積立基準額の未認識額に相当する給付の

現価は、各加入者に対して按分したものとなる。 

 

(合理的な按分方法の例示) 

基準日時点で各加入者の最低積立基準額（控除前）の比で割り振る

こととする。 

 

 

 

・残余財産の額から最低積立基準額を控除した額の分配の方法 

 

加入者等に係る責任準備金の額又は最低積立基準額等を勘案して、公

平かつ合理的に行われるものであり、例えば、数理債務の額から特別

掛金収入現価を控除した額又は最低積立基準額の比で按分する方法の

ほか、以下の方法が考えられる。 

 

 

・老齢給付金の受給中又は受給

待期中の障害、脱退一時金の

繰下げ期間中の障害により障

害給付金が支給される場合に

は、当該障害給付金の給付現

価は、老齢給付金の給付現価

とは区分して算定し、障害給

付金の給付現価に含めること 

 

 

 

 

 

平成２５年法律第６３号附則第３

５条、平成２６年政令第７４号第４

０条参照 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
最低積立基準額は各規約に基づい

て計算されるものであり、左記に示

すのは一般的な例である。 

 

ただし、給付改善時の非継続基準の

予定利率と基準日時点の予定利率

の関係により必要に応じて調整

(※)を行うこと。 

(※)給付改善時の最低積立基準額

の差額に｛(1+ｉ)/(1+j)｝^20を

乗ずる等(但し、ｉ=給付改善時の

非継続基準の予定利率、j=基準日

時点の非継続基準の予定利率) 
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(例示) 

・加入者について、要支給額の比で按分する方法 

・加入者のうち、要支給額が最低積立基準額を上回る者について、「要

支給額－最低積立基準額」の比で按分する方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５．給付減額の取扱い（通知「確定給付企業年金制度について」第

１の２） 

 

〔給付減額の該当性〕 

・給付減額の該当性は、個人単位で確認する必要があることに留意

する。 

 

 

 

 

 

 

 

〔最低積立基準額を少なくとも５年程度は保証する経過措置を設け

た場合の取扱い〕 

・全部又は一部の加入者又は受給権者等に係る通常予測給付現価が

減少する場合、当該経過措置を設けても給付減額として取り扱わ

ないものとはならないことに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

・当該経過措置は加入者（受給権者を除く。）の給付設計の変更に際

し可能となる措置であることから、受給権者等（加入者である受

給権者も含まれる。）の給付設計の変更により全部又は一部の受

給権者等に係る最低積立基準額が減少する場合、当該経過措置を

設けても給付減額として取り扱わないものとはならないことに

留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

〔給付の名目額の増加を理由にあらかじめ労働組合の同意を得て給

付減額として取り扱わない措置〕 

・通常予測給付現価が減少する加入者の全部又は一部の者につい

て、給付の名目額（基礎率のうち予定利率を零として算出した通

常予測給付現価をいう。）が増加しない場合、当該措置は不可とな

ることに留意する。 

 

 

 

・左記は、加入者の分配額につい

て、できるだけ要支給額を確保す

ることを目的とした方法である。

受給権者がいる場合には、受給権

者との公平性も考慮し、加入者の

みに分配し受給権者には分配し

ない等がないよう留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給付の額が減額される者が一部

である場合には、規則第６条のと

おり、給付の額が減額されること

となる者を対象として給付減額

に係る同意等の取得が必要であ

るため、給付減額の該当性は個人

単位で確認する必要があること

となる。 

 

 

 

・通常予測給付現価が減少する加

入者又は受給権者等が含まれる

場合、該当者以外の加入者又は受

給権者等のうち最低積立基準額

が減少する者について、当該経過

措置を設けても給付減額として

取り扱わないものとはならない

ことに留意する。 

 

 

・受給権者等（加入者である受給権

者も含まれる。）の給付設計の変

更が含まれる場合、該当者以外の

加入者又は受給権者等のうち最

低積立基準額が減少する者につ

いても、当該経過措置を設けても

給付減額として取り扱わないも

のとはならないことに留意する。

（実施事業所単位ではなく制度

単位で給付減額として取り扱わ

ないものとはならないことに注

意する。） 

 

 

 

・通常予測給付現価が減少する加

入者のうち給付の名目額が増加

しない者が含まれる場合、当該制

度変更においてその他の加入者

に対し左記の措置を行うことは
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・当該措置は給付設計の変更理由により限定される取扱いではない

ことに留意する。 

 

・給付設計の変更により一部の年齢や勤続年数で給付額が減少する

場合でも、基礎率のうち予定利率を零として算出した通常予測給

付現価を計算したうえで当該現価が増加すれば「給付の名目額」

が増加するものとして取り扱うことが可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当該措置は加入者（受給権者を除く。）の給付設計の変更に際し可

能となる措置であることから、受給権者等（加入者である受給権

者も含まれる。）の給付設計の変更により全部又は一部の受給権

者等に係る通常予測給付現価又は最低積立基準額が減少する場

合、当該措置は不可となることに留意する。 

 

 

 

 

 

・通常予測給付現価が減少する加入者の３分の２以上で組織する労

働組合がない実施事業所については、当該措置は不可となること

に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不可となる。（実施事業所単位で

はなく制度単位で不可となるこ

とに注意する。） 

・給付の名目額が減少する場合だ

けでなく維持される場合につい

ても左記の措置が不可となるの

は、前提として、給付減額の判定

基準は受給権保護の観点から慎

重に取り扱うべきものであり、増

額することなく単純に支給時期

を後ろ倒しすることは該当者に

とって運用の機会損失につなが

ること等を考慮したためとされ

ている。 

・左記の措置の適用にあたり、通常

予測給付現価が減少しない加入

者について給付の名目額が増加

している必要はない。 

 

 

 

 

（例示） 

・60歳から65歳に定年延長し、変更

後の給付額が65歳では変更前を

上回り60～64歳では変更前を下

回る場合、退職年齢により変更前

の給付額を下回ることがあり得

るが、基礎率のうち予定利率を零

として算出した通常予測給付現

価が増加すれば「給付の名目額」

が増加するものとして取り扱う

ことが可能。 

 

・受給権者等（加入者である受給権

者も含まれる。）の給付設計の変

更が含まれる場合、該当者以外の

加入者又は受給権者等のうち給

付の名目額が増加する者につい

ても、左記の措置を行うことは不

可となる。（実施事業所単位では

なく制度単位で不可となること

に注意する。） 

 

・労使間の交渉ができる体制とし

て労働組合があることが要件と

されたもの。（令和６年12月27日

公表の社会保障審議会企業年金・

個人年金部会における議論の整

理） 

・通常予測給付現価が減少する加

入者の３分の２以上で組織する

労働組合がある実施事業所のう

ち、あらかじめ当該労働組合の同

意を得た実施事業所のみ左記の

措置を適用し、その他の給付減額

に該当する実施事業所について

は、給付減額に該当するものとし
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・当該措置と〔最低積立基準額を少なくとも５年程度は保証する経

過措置を設けた場合の取扱い〕を併用し、給付減額として取り扱

わないことも可。 

 

 

〔新たな給付を、従来の給付との間で選択することができるものと

して追加する規約変更（選択肢の追加）〕 

・選択肢の追加であっても、給付減額判定が必要となることに留意

する。 

 

 

 

 

 

 

 

・〔最低積立基準額を少なくとも５年程度は保証する経過措置を設

けた場合の取扱い〕により、給付減額として取り扱わないことも

可（通常予測給付現価が減少する場合を除く。）。 

 

・〔給付の名目額の増加を理由にあらかじめ労働組合の同意を得て

給付減額として取り扱わない措置〕を適用することも可。 

 

 

 

 

て取り扱うことも可。 

 

 

 

 

 

 

 

・たとえば、追加する選択肢が選択

されることを考慮して算定され

る通常予測給付現価が減少する

場合は、〔給付の名目額の増加を

理由にあらかじめ労働組合の同

意を得て給付減額として取り扱

わない措置〕を適用する場合を除

き、給付減額に該当する。 
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２．規則第６４条に基づき追加拠出する掛金 

 

・当該掛金の拠出に伴い掛金収入現価が変わらないようにリスク分

担型企業年金掛金額を変更することを規約に定めている場合、実

際に当該掛金を拠出するときは、変更後のリスク分担型企業年金

掛金額を具体的に規約に定める。 

 

 

５．分割時に移換する積立金の額（法第７５条、法第７７条、規則第

８７条の２） 

 

リスク分担型企業年金については、通常の算定方法(1)から(3)に加

え、以下の方法により算定することができる。 

（4）積立割合、調整率又は超過比率（以下「積立割合等」という）

が減少しないように定める方法 

通常の算定方法による分割時積立金の額に、積立割合等が減

少しないように一定率を乗じる方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．終了時の掛金の一括拠出（法第８７条、規則第９８条の２） 

 

リスク分担型企業年金については、基準日における最低積立基準

額が積立金の額と一致することとなるため、掛金の一括拠出はでき

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分割による積立割合等の減少が

見込まれない場合は、通常の算

定方法を用いる。 

 

・分割後の制度の積立割合等の計

算に用いる計算基礎率について

は、両制度の積立割合等が減少し

ないように分割後の両制度の計

算基礎率を同一のものとする方

法のほか、分割後の各制度の人員

特性の違いを踏まえた上で各制

度ごとに計算基礎率を定める方

法が考えられるが、適正な年金数

理の範囲内で合理的な設定とす

ることに留意する。 

 

・分割と同時に給付設計の変更を

行う場合には、分割前の給付設計

を維持したまま分割のみを行っ

たと仮定した制度において積立

割合等が減少しないように分割

時積立金の額を算定することに

留意する。 

 

・積立割合等の減少の有無の判定

を行う基準日及び左記の一定率

の計算基準日は、分割の規約変更

に係る財政計算の基準日とする

方法のほか、規則第87条の2第1項

第1号にある分割日の前日、直近

の財政計算の計算基準日、その前

の財政計算の計算基準日または

分割日が属する事業年度の前事

業年度の末日とすることが考え

られる。 
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１４．リスク分担型企業年金である給付区分とリスク分担型企業年

金でない給付区分を設ける場合の取扱い 

 

給付区分ごとに経理し、資産を給付区分ごとに区分管理する。 

 

（1）リスク分担型企業年金でない給付区分をリスク分担型企業年

金である給付区分に移行する場合の給付区分ごとの資産 

「３．給付区分特例を実施する場合の取扱い」に準じる。 

 

（2）リスク分担型企業年金である給付区分をリスク分担型企業年

金でない給付区分に移行する場合の給付区分ごとの資産 

新たに給付区分ごとに資産を区分する日における資産を、以

下のいずれかの比率で按分する方法により算定した額とする。 

 

資産の配分方法 按分比の基準日 

「通常予測給付現価－

リスク分担型企業年金

掛金収入現価」の比に

より按分 

・直前の財政検証の基準日 

・当該財政計算の基準日 

最低積立基準額の比に

より按分 

同上 

 

 

 

 

・給付区分特例と異なり、共通の

給付区分を設ける必要はない。

（リスク分担型企業年金ではな

い場合の第６節「３．給付区分特

例を実施する場合の取扱い」参

照） 

 

 

 

 

 

・資産の配分方法は、確定給付企

業年金の財政計算等に係る特例

的扱いについて（平成20年9月11

日年発第0911001号）第６－２に

基づく。 

 

 

・リスク分担型企業年金では按分

の基準日と積立金の評価日が同

じ場合は最低積立基準額＝積立

金となる。 
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第７節 年金数理人の確認 

 

 

１．確認すべき書類 

①給付の設計の基礎を示した書類 

②掛金の計算の基礎を示した書類 

③財政再計算報告書 

 

 

 

 

 

④決算に関する報告書のうち、年金数理に関する確認が必要な事項 

・貸借対照表（年金経理の負債に関する事項に限る） 

・損益計算書（年金経理の負債の変動に関する事項に限る） 

・「積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積

立上限額との比較を示した書類」及び「積立金の積立てに必

要となる掛金の額を示した書類」 

⑤終了時の積立金の額並びに最低積立基準額及びその明細書 

⑥令第二十三条第二項の基準に基づく給付現価・令第二十三条第三

項の基準に基づく給付現価を示した書類 

 

２．所見について 

 

前記書類について確認を行った場合には、必要に応じて所見を付す

ことができる。ただし、その様式は問わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業主等から入手したデータ（積

立金の額、加入者データ等）につ

いて疑問がある場合には、原則と

して事業主等に確認し、疑問が解

消されるように努める。データの

信頼性に相当の疑問がある場合

には、報告書にその旨を記載す

る。 

 

 

・「承認認可基準通知 様式C1年金

数理に関する確認」の記載例：左

記書類のうち「数理関係項目」に

ついて適切である旨を確認。 

 

・簡易な基準の場合、当分の間、年

金数理人の確認は不要。 

（所属法人名に年金数理業務の業

務委託先の名称を記載する。） 

 

 

・左記所見には、財政悪化リスク相

当額を特別算定方法で算定して

いる場合における「特別算定方法

の内容又は特別算定方法を使用

することが不適当である旨」の所

見も含まれる。（「補足事項 財政

悪化リスク相当額」も参照するこ

と。） 

 

 

 

 

 

  



 109 

第７節 年金数理人の確認（リスク分担型企業年金） 

 

 

○確認すべき書類に付する所見について 

 予定利率以外の基礎率の変動を勘案すべき旨の所見を付すことがで

きる。 
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第８節 簡易な基準 

 

 

 

 

 

 

１．財政方式 

簡易な基準を使用する場合においては、年金財政の健全性が損なわ

れるおそれのある財政方式を選択しないよう留意する必要がある。 

 

〔年金財政の健全性が損なわれるおそれのある財政方式の例〕 

開放基金方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．掛金 

(1) 人数要件(500人未満)は各財政計算の計算基準日で判定し、超

過した場合は簡易な基準でない通常の掛金計算を行うこと。 

 

 

 

(2) 簡易な基準において｢年金現価＜選択一時金現価｣となる場合

は、年金財政の健全性に配慮して、選択一時金現価を使用する。 

 

(3) 中途脱退時の給付(脱退一時金)の水準が概ね数理債務の範囲

内である場合は、簡易な基準を用いることができる。 

加入から脱退までのかなりの期間にわたって｢中途脱退時の給

付＞数理債務｣となっている場合は、簡易な基準以外を用いるこ

とが適当である。 

 

 

 

 

(4) 掛金の算定方式は、第３節の２（1）を参照。 

 

(5) 簡易な基準における財政悪化リスク相当額は零となることか

ら、リスク対応掛金を拠出することはできない。 

 

 

 

３．最低保全給付･最低積立基準額 

規則第５４、６５条に定める他、以下のとおり計算できるものとす

る。 

(1) 次の方法で最低保全給付･最低積立基準額を計算できるもの

とする。 

 

① 規則第５４条第１項第１号を適用する場合 

最低保全給付＝最終年齢時給付額×(入社から計算基準日までの

 

簡易な基準においてはこの節の他、

第１～７節に記載している簡易な

基準以外にも共通した内容も踏ま

えることに留意すること。 

 

｢第２節 財政方式｣を参照のこと 

 

 

 

簡易な基準では一部の基礎率(予定

利率･死亡率)しか用いていないた

め、定常状態を見込む開放基金方式

は馴染まない 

 

簡易な基準では令第23条第3項の規

定に基づく額の遺族給付金の支給

を行うことはできない。 

 

簡易な基準では規則第25条第4号の

規定に基づく給付の調整を行う（リ

スク分担型企業年金を実施する）こ

とはできない。 

 

 

｢第３節 掛金｣を参照のこと 

規則第５２条に対応。なお、受託保

証型確定給付企業年金は、人数要件

(500人未満)が適用されないことに

留意する。 

 

例示: 

｢予定利率＞年金換算利率｣の場合 

 

予定利率のみで定年給付額を標準

掛金と収支相等するように決める

と、数理債務＝過去法責任準備金と

なる。 

例示: 

｢加入時～脱退時までの給付額が一

定｣という場合は、簡易な基準を用

いることは適当ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢第４節 財政検証－2.(１)(２)｣を

参照のこと。 

 

 

 

 

｢標準資格喪失年齢を最終年齢と

し、加入者期間にかかる分として定
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第８節 簡易な基準 

期間／入社から最終年齢までの期間) 

とし、最低積立基準額は｢第４章 財政検証｣2(2)に基づき計算す

る。 

 

 

②同第２号を適用する場合 

最低保全給付は規則に基づき計算したもの(但し老齢給付金の場

合は掛金の算定に用いた予定利率による現価相当額)とし、 

最低積立基準額＝最低保全給付×現価率 

とする。 

ここに、現価率＝1／(1＋非継続基準の財政検証用の利率)最終年齢－

平均年齢 or 1 

 

 

(2) 設立時あるいは適年からの移行時に計算した最低積立基準額と

数理債務との比率を固定し、以降の決算時に使用する。この比率

は財政計算時に見直す。 

 

 

４．積立上限額 

規則第６２、６６条に定める他、以下のとおり計算できるものとす

る。 

(1) 簡易な基準の場合には、次に定める｢積立上限額(簡易判定用)｣

を用いて判定することも可とする。なお、この方法によって積立

上限額に抵触した場合には、第４章 財政検証－3.(１)に定める

正規の積立上限額を用いて再度判定を行うことも可とする。 

積立上限額(簡易判定用) 

＝Max{数理債務×{(1＋ｊ)/(1＋ｊ’)}Xω－X  , 

       最低積立基準額}×1.5 

ここに、数理債務はｊを用いて計算したものであり、各記号は以

下を示す。 

ｊ  ：掛金の算定に用いた予定利率 

ｊ’ ：下限利率 

Xω:最終年齢 

X ：平均年齢 

 

(2) 設立時あるいは適年からの移行時に計算した積立上限額と数

理債務との比率を固定し、以降の決算時に使用する。この比率は

財政計算時に見直す。 

 

 

 

 

 

めた率｣を期間比とするものであ

る。 

・最終年齢の例示: 

定年年齢、打切支給年齢、年金支給

開始年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比率を用いず毎回計算することも

可である。 

 

 

 

｢第４節 財政検証－3.(１)｣を参照

のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比率を用いず毎回計算することも

可である。 
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金 

 
○財政悪化リスク相当額の算定方法（リスク分担型企業年金でない確

定給付企業年金） 
 
１．標準算定方法 
 
 
 
・標準算定方法での財政悪化リスク相当額は次の通りに算定する。 
 

リスク係数対象資産の財政悪化リスク相当額 

= ෍ 各リスク係数対象資産残高 × 各リスク係数

଺ 資産

 

財政悪化リスク相当額 
＝リスク係数対象資産の財政悪化リスク相当額 
×Min（リスク係数対象資産の合計額＋その他の資産の額， 

通常予測給付額の現価） 
／リスク係数対象資産の合計額 

 
・事業年度末日以外を計算基準日とした財政計算を行う場合で、資産

構成割合の特定が難しいケースにおいては、合理的な推計として、

直近の財政決算時の資産構成割合を計算基準日の資産額に乗じてリ

スク係数対象資産額に区分することも可とする。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．特別算定方法 
 
・財政計算の計算基準日において、積立金の資産に占めるその他の資

産の割合が２０％以上であるならば、特別算定方法により財政悪化

リスク相当額を算定しなければならない。 
 
・特別算定方法のうち、リスク算定告示第３条第１項各号に定める方

法（以下、「承認不要な特別算定方法」）により財政悪化リスク相当

額を算定する場合は、厚生労働大臣の承認は不要。  

 

 
 
 
 
・標準算定方法は、リスク算定告示

第２条第１項に規定する算定方法

を指す。 
 
・資産は規約型企業年金の事業主

又は企業年金基金（以下、「事業主

等」という。）が法令等に基づき区

分する。 
 
・事業報告書の資産区分を、事業主

等が法令等に基づき区分したもの

とみなすことは可能（特別算定方

法において資産を区分する場合も

同じ）。 
 
・リスク係数およびリスク係数対

象資産とは、リスク算定告示別表

に定められているリスク係数およ

び６資産（国内債券、国内株式、

外国債券、外国株式、一般勘定、

短期資産）を指す。 
 
・「各リスク係数対象資産残高」、

「その他の資産の額」及び「リス

ク係数対象資産の合計額」は、計

算基準日における額とする 

 
・その他の資産とは、リスク係数対

象資産以外の資産を指す。 
 
・給付区分特例を実施している場

合であって、区分別に資産運用し

ている場合には給付区分ごとに区

分された資産額により財政悪化リ

スク相当額を計算することに留意

する。ただし、一括運用している

場合には制度全体で算定した財政

悪化リスク相当額を資産額の比に

より按分する等の方法により合理

的に計算し、それぞれの給付区分

に配分することが考えられる。 
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金 

・標準算定方法を用いている場合に、財政計算の計算基準日以外にお

いて、積立金の資産に占めるその他の資産の割合が２０％以上とな

ったとしても、すぐに財政計算を行い特別算定方法へ切り替える必

要はない。その場合、次回の財政計算まで直近と同額の財政悪化リ

スク相当額を継続して用いる。 
 
・政策的資産構成割合を変更し、積立金の資産に占めるその他の資産

の割合が２０％以上となることが見込まれる場合、その段階で財政

計算を行わないのであれば、特別算定方法へ切り替える必要はない。

その場合、次回の財政計算まで同額の財政悪化リスク相当額を継続

して用いる。 
 
 
・財政悪化リスク相当額を、通常予測給付現価相当額から標準掛金収

入現価（過去勤務債務の額がある場合は、特別掛金収入現価を含む

ことができる）と積立金の額を合算した額を控除した額の２０年に

１回の頻度で発生すると予想される最大額とするもの。 
 
・特別算定方法は、価格変動リスク（資産の価格変動により積立金の

額が低下する危険）を考慮するものであり、かつ、負債変動リスク

（基礎率と実績が乖離することに伴い負債が変動する危険）を考慮

するように努めていること。 
 
・あらかじめ特別算定方法に係る承認申請書類（承認不要な特別算定

方法の場合は、当該特別算定方法に基づき初めて提出する掛金の計

算の基礎を示した書類又は財政再計算報告書）において当該特別算

定方法を使用する期間を限る旨及びその理由を記載しておくこと

で、リスク算定告示第５条の規定に基づく特別算定方法の使用を中

止する旨及びその理由を記載した書類の提出なく、当該期間経過後

は標準算定方法に変更することができる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
３．特別算定方法の内容又は特別算定方法を継続使用することの不適

当性の判断について 
 
 
 
 
 
・特別算定方法の内容又は特別算定方法を使用することが不適当であ

ると年金数理人が判断する場合、年金数理に関する書類に不適当で

ある旨の所見を付す。 
 
・個別審査による承認の取り扱いとされていることから、リスク算定

告示第 3 条第 4 項各号に定める要件を満たしているかどうかという

基準だけではなく、個別の状況も考慮した上で専門家である年金数

理人としての判断が求められる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・特別算定方法を使用する期間を

限る場合の例として、統合や合併、

権利義務承継等による財政計算に

おいて、計算基準日以後に増減す

る積立金の額を勘案して財政悪化

リスク相当額を算定する場合など

が考えられる。 

 
・一方、例えば、期待収益率が将来

にわたって低下するリスクがある

ことを考慮して予定利率低下リス

クを織り込む場合等、当該特別算

定方法の使用期間を限定すること

が妥当ではないと考えられる場合

があることに留意が必要。 

 
 
・リスク算定告示第 6 条（年金数理

人の所見を踏まえた措置）に定め

られる「特別算定方法の内容又は

特別算定方法を使用することが

不適当である旨の所見」を付すか

否かの判断 
 
 
 
 
 
・財政検証については、決算報告書

の提出期限（事業年度終了後４月

以内）に留意すること。 
 
・承認不要な特別算定方法も特別
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金 

 
 
 
 
・不適当性の判断は、財政計算時だけではなく財政検証時にも行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・財政計算・財政検証ともに、現在の特別算定方法が不適当である旨

の所見を年金数理人が付した場合には、事業主等は法令に則って方

法を見直す必要がある。年金数理人には修正された方法を用いて計

算した書類に記名することが求められる。 
 
・特別算定方法の見直しの条件・タイミング等に関しては、例えば、

予め特別算定方法の一部として厚生労働大臣宛の承認申請の内容に

含めて承認を得ておき、当該条件の該当有無により、不適当か否か

を判断することが考えられる。この場合、実務上の支障が生じない

よう、不適当であると判断する基準を設定することに留意する。特

に、財政検証時の判断基準については、決算報告書の提出期限を考

慮して設定すること。 
 
 
 
 
 
 
・財政検証時に現在の特別算定方法を今後見直す必要があると年金数

理人が判断した場合、現時点では適正な年金数理に基づいているも

のであるが、今後見直しを行うべきとの所見を付すことも考えられ

る。 
 
４．承認不要な特別算定方法について 

 

・リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金の事業主等がリスク

算定告示第３条第１項各号に掲げる、以下の算定方法により財政悪

化リスク相当額を算定する場合には、特別算定方法の承認は不要と

なる。 

 
 
 
 
 
 
 （１）価格変動リスクを計算基準日時点の積立金の資産構成割合で

算定方法であることからリスク

算定告示第３条第４項の要件を

満たす必要がある。 

 
・厚生労働大臣の承認を得た方法

（承認不要な特別算定方法の場

合は、リスク算定告示第３条第１

項各号に定める方法のうち、財政

悪化リスク相当額の算定に使用

した方法）に則って運営されてい

ること、および、その前提条件に

変化がないことを確認した場合

には、年金数理人は不適当ではな

いと判断できる。 
 
・財政検証時の不適当性の判断に

当たっては、必要に応じて基準日

時点の資産構成等の情報を入手す

ること。 
 
 
 
 
 
 
・例えば、「５．特別算定方法の例

示－ア．価格変動リスク」の〔例

示①〕〔例示②〕〔例示③〕のよう

な標準算定方法に準じる方法に

おいて、リスク係数対象資産に

相当するものとみなした部分又

はリスク係数を定めた資産を除

いた「その他の資産」の割合が２

０％以上になる場合でも、一定

の許容範囲内ならば、現時点で

は適正な年金数理に基づいてい

ると判断することも可。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・承認不要な特別算定方法におい

ても、リスク算定告示第３条第４

項の要件を満たす必要があること

に留意する。  

 

・（１）～（３）を組み合わせた方

法により財政悪化リスク相当額を

算定する場合も、特別算定方法の

承認は不要。 

 
・政策的資産構成割合の見直しを
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はなく、政策的資産構成割合に基づき、標準算定方法に準じ

て算定する方法 

 
 
 
  ・この算定方法に用いる政策的資産構成割合は、基本的には財政

悪化リスク相当額を算定する時点で有効な政策的資産構成割合

とすること。 

 
 （２）運用環境の変化により資産の価格が変動する以外の理由によ

り積立金の額に増減が生じる場合に、価格変動リスクをその

積立金の増減を勘案して標準算定方法または（１）に準じて

算定する方法 

 
・積立金の増減を伴う財政計算において、積立金の増減を見込ま

ずに標準算定方法または（１）の方法に基づき算定された財政

悪化リスク相当額に対して、増減前後の積立金の比率を乗じる

ことにより財政悪化リスク相当額を算定することができる。 

 
（例）実施事業所が増加する場合 

 

実施事業所が増加する場合、当該増加に係る財政計算の

計算基準日における、増加する実施事業所の財政悪化リ

スク相当額は次のように算定することができる。 

 

   増加する実施事業所の財政悪化リスク相当額 

   ＝実施事業所が増加する前の財政悪化リスク相当額 

   ×実施事業所の増加に伴い増加することとなる資産額 

   ／実施事業所が増加する前の資産額 

 
・（１）との組み合わせにより、統合、基金合併等の財政計算にお

いて、各制度の資産合計(もしくは「受換を反映する前の資産

＋受換金」)に政策的資産構成割合を乗じる方法も可能。同様

に、分割等の財政計算において、「移換を反映する前の資産－

移換金」に政策的資産構成割合を乗じる方法も可能。 

 
・統合、基金合併等の財政計算において、変更前の各制度の計算

基準日時点の資産別残高を単純合計したものを新制度の資産

別残高とみなして財政悪化リスク相当額を算定することがで

きる。 

 
・運用環境の変化により資産の価格が変動する以外の理由によ

り積立金の額に増減が生じる場合とは、以下の場合とする。 

 

①規約型企業年金を統合する場合 

②規約型企業年金を分割する場合 

③企業年金基金を合併する場合 

④企業年金基金を分割する場合 

⑤実施事業所が増加又は減少する場合 

⑥実施事業所に係る権利義務を移転又は承継する場合 

⑦存続厚生年金基金の設立事業所に係る権利義務を承継す

る場合 

⑧規約型企業年金（企業年金基金）から企業年金基金（規

約型企業年金）へ移行し、加入者等に係る権利義務を移転

又は承継する場合 

⑨脱退一時金相当額を移換する又は移換を受ける場合 

予定している場合にあっては、確

定給付企業年金の事情を踏まえ、

見直し後の政策的資産構成割合を

用いることも可能。 

 
・政策的資産構成割合のその他の

資産が２割以上である場合には、

特別算定方法の承認が必要。 

 
・積立金の増減を勘案した後の積

立金のその他の資産が積立金に占

める割合が２割以上である場合に

は、特別算定方法の承認が必要。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・実施事業所が増加する場合で、規

則第 50 条に該当しない場合も、適

当な基準日を設定することによ

り、増加する実施事業所の財政悪

化リスク相当額を算定し、当該実

施事業所のみに係るリスク対応掛

金を算定することができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・左記に該当する場合であっても、 
 積立金の増減額が僅少である場合 
 等であれば、積立金の増減を見込 
 まずに標準算定方法により財政悪 
 化リスク相当額を算定することも 
 考えられる。 
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⑩積立金の一部を企業型年金の資産管理機関に移換する場

合 

⑪脱退一時金相当額を企業型年金の資産管理機関又は国民

年金基金連合会へ移換する場合 

⑫積立金の一部を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ移

換する場合 

⑬企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会から

個人別管理資産の移換を受ける場合又は独立行政法人勤

労者退職金共済機構から解約手当金相当額の引渡し若し

くは移換を受ける場合 

⑭中途脱退者に係る脱退一時金相当額を企業年金連合会又

は存続連合会へ移換する場合 

⑮存続厚生年金基金から残余財産の移換を受ける場合 

 

 （３）負債変動リスクを予定利率が１％（下限予定利率を下回る場

合は、下限予定利率までの低下幅）低下した場合の数理債務

（過去勤務債務がある場合は、数理債務から特別掛金収入現

価を控除することができる）の増加額として算定し、価格変

動リスクに当該増加額を加算する方法 

 
 
 
 
 

・掛金収入現価の増加額においては、予定利率低下後の標準掛金

を用いることが考えられるが、合理的な理由がある場合には、

標準掛金の変動を考慮せず算定することも考えられる。 

 

・各現価の算定において、将来加入者については、財政方式や標

準掛金の変動の考慮の有無等、負債変動リスクの算定方法を考

慮した上で、合理的な取り扱い（算定の対象とする、または対

象としない等）とすること。 

 
 
５．特別算定方法の例示 
 
 
（１）価格変動リスク 

 
・価格変動リスクの特別算定方法の例示として、標準算定方法に準

じる方法や TVaR による方法を挙げるが、例示以外でもリスク

シナリオを設定する方法等が考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・価格変動リスクは、上記（１）、

（２）の方法又は標準算定方法と

すること 

 
・予定利率の低下幅を１％（下限予

定利率を下回る場合は、下限予定

利率までの低下幅）以外とする場

合には、特別算定方法の承認が必

要。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・例示に基づく方法であっても妥

当とならない場合があることに留

意する。 
 
 
・財政悪化リスク相当額を算定す

るために必要となる、保有資産の

リスク／リターン等の前提条件

は、事業主等が主体的に決定する

ことに留意すること。 
 
・給付区分特例を実施している場

合であって、区分別に資産運用し

ている場合には給付区分ごとに区

分された資産額により財政悪化リ

スク相当額を計算することに留意

する。ただし、一括運用している

場合には制度全体で算定した財政

悪化リスク相当額を資産額の比に

より按分する等の方法により合理

的に計算し、それぞれの給付区分

に配分することが考えられる。 
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〔例示①〕 
・その他の資産の全部または一部のリスク／リターン特性が、リスク

係数対象資産と同等であると運用会社等からの情報等の客観的な事

実に基づき事業主等が判断する場合において、その他の資産の全部

または一部をリスク係数対象資産に相当するものとみなし、当該リ

スク係数対象資産に相当するものとみなした部分を除いたその他の

資産の割合が２０％未満であるとき、標準算定方法に準じて財政悪

化リスク相当額を算定する方法。 
 
 
 
 
 
 
 
〔例示②〕 
・その他の資産の全部または一部のリスク／リターン特性が、リスク

係数対象資産の組み合わせと同等であると運用会社等からの情報等

の客観的な事実に基づき事業主等が判断する場合において、その他

の資産の全部または一部をリスク係数対象資産に相当するものとみ

なし、当該リスク係数対象資産に相当するものとみなした部分を除

いたその他の資産の割合が２０％未満であるとき、標準算定方法に

準じて財政悪化リスク相当額を算定する方法。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔例示③〕 
・その他の資産のうち、ヘッジファンド、不動産、プライベート・エ

クイティ、コモディティ（商品）等に細分化される資産についてそ

れぞれ係数を定め、当該係数を定めた資産を除いたその他の資産の

割合が２０％未満である場合、標準算定方法に準じて財政悪化リス

ク相当額を算定する方法。 
 
 
 
 
・当該細分化された資産の係数の定め方として、代表的な市場インデ

ックスやベンチマークから事業主等が定める方法が考えられる。こ

の場合、当該細分化された資産のリスク／リターン特性との類似性

を考慮する必要がある。 
 
・当該細分化された資産の係数の定め方として、複数の代表的な市場

インデックスやベンチマークから算出された結果を組み合わせて事

業主等が定める方法も考えられる。 
 
・運用機関が推計している各資産のリスク／期待リターンを使用する

ことも考えられる。 
 
・リスク／リターンは経年的に変動するため、代表的な市場インデッ

 
 
・その他の資産として区分したフ

ァンド等のリスク／リターン特性

が、リスク係数対象資産と同等で

あると事業主等がみなしている場

合には、当該ファンド等をリスク

係数対象資産に相当するものとし

て取り扱うことは可能である。 
 
・財政決算や財政計算においては、

その他の資産の全部または一部の

リスク／リターン特性が、承認を

受けた時点から大幅に変化してい

ないかどうかを確認すること。 
 
 
・その他の資産として区分したフ

ァンド等がリスク係数対象資産の

組み合わせであると事業主等がみ

なしている場合には、当該ファン

ド等をリスク係数対象資産のみな

し構成比により按分し、按分され

た資産をリスク係数対象資産に相

当するものとして取り扱うことは

可能である。 
 
・財政決算や財政計算においては、

その他の資産の全部または一部の

リスク／リターン特性が、承認を

受けた時点から大幅に変化してい

ないかどうかを確認すること。 
 
 
・その他の資産の細分化は、事業報

告書の「その他資産の内訳」を使

用する方法が考えられる。 
・事業報告書の「その他資産の内

訳」を使用してその他資産の細分

化をする場合には、保有するファ

ンド等のリスク／リターン特性を

考慮しているものと考えられる。 
 
・代表的な市場インデックスやベ

ンチマークとして、次のようなも

のが検討でき、細分化された資産

に適切なものを使用する。 
（ヘッジファンドの例示） 
Credit Suisse/Tremont 
Hedge Fund Research 
Hennesse 
Eurekahedge 
 
（不動産の例示） 
東証ＲＥＩＴ指数 
NCREIF index 
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クスやベンチマーク、運用機関が推計している各資産のリスク／期

待リターンの動向に留意し、定期的に係数を再算定することが望ま

しい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔例示④〕 
・標準算定方法の資産区分ごとに、政策的資産構成割合の策定時に想

定しているリスクに基づいて係数を定め、各資産に係数を乗じたも

のを単純に合算して財政悪化リスク相当額を算定する方法。 
 
・その他の資産の係数は、政策的資産構成割合の策定時に想定してい

るその他の資産に係るリスクから算定する方法が考えられる。また、

その他の資産以外の資産の係数は、標準算定方法と同じリスク係数

を使用することが考えられる。 
 
・その他の資産の係数を定める際には、その他の資産の内訳（〔例示③〕

の分類など）ごとにリスクを想定して算定することが望ましい。例

えば、その他の資産の内訳ごとのリスク係数を定める際には、〔例示

③〕に基づいて、その他の資産のうち、ヘッジファンド、不動産、

プライベート・エクイティ、コモディティ（商品）等に細分化され

る資産についてそれぞれ係数を定め、当該係数を定めた資産を除い

たその他の資産の係数を政策的資産構成割合の策定時に想定してい

るその他の資産に係るリスクと同じものとして算定することが考え

られる。ただし、政策的資産構成割合のその他の資産の内訳にかか

わらず、その他の資産全体に対してリスクを想定することができる

場合は、その他の資産全体で一つの係数を算定することも否定され

ない。 
 
・将来行う予定の政策的資産構成割合の変更を織り込んで、変更後の

政策的資産構成割合の策定時に想定するリスクに基づいて各資産の

係数を算定することも可能。 
 
・財政悪化リスク相当額の算定は、計算基準日時点の保有資産残高に

現在または将来予定している政策的資産構成割合の各資産の構成割

合を乗じることで、各資産のみなし資産残高を算定し、当該残高に

各資産の係数を乗じる方法が考えられる。 
 
 
〔例示⑤〕 

MSCI US REIT Index 
S＆P グローバル REIT 指数 
 
（プライベート・エクイティの例

示） 
Thomson Reuters Private Equity 
Buyout Index 

S&P Listed Private Equity Index 
 
（コモディティ（商品）の例示） 
S&P GSCI Commodity Index 
Thomson 
Reuters/CoreCommodity CRB 
Index 

 
・各資産の係数は、代表的な市場イ

ンデックスやベンチマークの一つ

から算出する方法や、複数の算出

結果から算定する方法（例：複数

の算出結果の平均とする）等が考

えられる。 
 
 
・政策的資産構成割合は、代議員会

や運用委員会での十分な議論や労

使合意により策定されているた

め、当該政策的資産構成割合の策

定時に想定したリスクを使用する

ことは妥当であると考えられる。 
 
・政策的資産構成割合の策定が財

政計算より前である場合、政策的

資産構成割合の策定時点で想定し

ているリスク／リターンが財政計

算時点でのリスク／リターンと乖

離している可能性があるため、当

該財政計算において算定方法の妥

当性の判断を行う等の留意が必

要。 
 
・例示④の方法により財政計算を

実施した後からその次の財政再計

算を実施するまでの間において、

政策的資産構成割合と実際の資産

構成割合が大きく乖離する場合、

想定しているリスク／リターンも

乖離している可能性があるため、

その次の財政再計算に算定方法の

継続使用の妥当性の判断を行う等

の留意が必要。 
 
・リスク算定告示第３条第１項第

１号イに基づき財政悪化リスク相

当額を算定する場合は、承認不要

な特別算定方法となる。 
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・計算基準日時点の資産構成割合又は政策的資産構成割合をもとに、

各資産についての期待収益率および標準偏差、各資産間の相関等を

考慮して、資産全体で一つの期待収益率および標準偏差を求め、そ

の TVaR(95％）を用いて資産全体で一つの係数を算定する方法。 
 
・係数の算定において、標準算定方法と同様に、各資産間の相関等を

考慮しないことも可能。 
 
・各資産についての期待収益率および標準偏差や各資産間の相関等を

考慮した共分散等を求める際には、事業主等が想定している数値や

ヒストリカルデータ等を利用することが考えられる。 
 
・各資産の期待収益率等を求めず、事業主等の想定やヒストリカルデ

ータ等を利用して、資産全体で一つの期待収益率および標準偏差を

求めることも可能。ただし、ヒストリカルデータを利用する場合は、

年度ごとに資産構成割合が変動していることに留意が必要。 
 
 
〔係数の算定方法の例示〕 
・例示③～⑤において例示として示した方法をはじめ、区分した資産

に係数を乗じる過程を経て財政悪化リスク相当額を算定する方法に

おける係数については、信頼できるヒストリカルデータ等から標準

偏差を算定し、TVaR（95％）として算定することが考えられる。 
 

＜具体的な算定例＞ 
対象期間：1995 年～2015 年（21 年間） 
測定期間： 1 年 
対象データ：月次データ 
変動率（0）＝（1995 年 12 月終値－1994 年 12 月終値） 

／1994 年 12 月終値 
以下同様に 
変動率（1）＝（1996 年 1 月終値－1995 年 1 月終値） 

／1995 年 1 月終値 
・・・・・ 
変動率（239）＝（2015 年 11 月終値－2014 年 11 月終値） 

／2014 年 11 月終値 
変動率（240）＝（2015 年 12 月終値－2014 年 12 月終値） 

／2014 年 12 月終値 
を求める。 

変動率の標本平均 =
1

241
෍変動率(𝑡)

ଶସ଴

௧ୀ଴

 

変動率の標準偏差 = ඩ
1

241 − 1
෍൫変動率(𝑡) − 変動率の標本平均൯

ଶ
ଶସ଴

௧ୀ଴

 

を求め、TVaR（95％）＝2.06×（正規分布の標準偏差）より、係数＝

2.06×（変動率の標準偏差）と算定する。 
 
 
（２）負債変動リスク 
 

 ・各種基礎率について、以下のような場合において、負債変動リス

クを算定すべきかを検討することが考えられる（後述の例示では、

以下の基礎率の項番で記載している）。 

なお、負債変動リスクを考慮するよう努めているものであること

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ヒストリカルデータとしては、対

象期間 20 年間程度、測定期間（タ

イム・ホライズン）1 年とすること

が考えられる。 
 
・20 年間程度のヒストリカルデー

タを取得することが困難な場合に

は、ヒストリカルデータに準ずる

と考えられる運用商品開発時等の

信頼できるデータを使用すること

も否定されない。 
 
・20 年間程度のヒストリカルデー

タを取得することが困難な場合や

20 年より短い対象期間でも信頼で

きる係数を算定できると考えられ

る場合は、20 年より短いヒストリ

カルデータで係数を算定すること

も否定されない。例えば、運用商品

の 特 性 を 考 慮 し 、 Global 
Investment Performance 
Standards を参考に、3 年間のヒス

トリカルデータ（36 個の月次リタ

ーン）から年率換算した標準偏差を

算定する方法も考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・単年度に発生する利差損につい

ては価格変動リスクにより考慮

していることに留意すること。 

 



 120 

補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金 

とされているが、負債変動リスクを算定しないことも否定されな

い。 

 

a.予定利率 

    将来的に期待収益率が低下することが想定される場合 

b.予定死亡率 

   終身年金を採用している場合など、予定死亡率の改善が債

務に与える影響が大きい場合  

  c.予定脱退率 

脱退事由・時期により給付に差を設けており、予定脱退率

の変動または実績脱退により発生する差損が大きい場合 

  d.予定昇給率 

最終給与比例制度等、予定昇給率の変動または実績昇給に

より発生する差損が大きい場合 

e.新規加入者の見込み 

    新規加入年齢等の見込みと実績の差により差損が発生する

場合 

  f.指標の予測 

     使用している指標の変動が大きく、見込みの変動または実

績値により発生する差損が大きい場合   

  g.一時金選択率 

    一時金選択の見込みの変動または実際の年金・一時金選択

により発生する差損が大きい場合 

  h.障害発生率 

    障害発生率の変動または実際の障害発生により発生する差

損が大きい場合 

  

 

 

・「基礎率が変動することによる数理債務の変動を見込む方法」、「数

理債務及び積立金の単年度の変動の実績と予定の乖離を見込む方

法」、またはその両方を見込む方法等が考えられる。 

 

・数理債務の算定に織り込むべきものは数理債務の算定に織り込む

こと。 

 

 

 

 

・既に数理債務に織り込んだ将来の見込みと重複しないよう留意す

ること。 

 

・複数の基礎率について個別に計算したものを単純に足し上げた額

を負債変動リスクとすると、過大となるおそれがあることに留意

すること。 

 

・掛金収入現価の増加額は、標準掛金の変動を考慮して算定するこ

とが考えられるが、リスク分担型と同様に、標準掛金の変動を考

慮せず算定することも考えられる。 

 

・リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金については、数理

債務算定上使用している基礎率からの変動を考慮することにより

財政悪化リスク相当額を算定することが考えられる。 

（財政悪化リスク相当額算定時の通常予測給付額は、数理債務算

定上の基礎率を元に算定することが考えられる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・両方を見込む場合には、単年度実

績の変動と基礎率の変動との重複

に充分留意する。 

 

・特に、死亡率の将来の改善や、過

去実績の明らかな増加・減少傾向

を考慮して負債変動リスクを算定

しようとする場合に留意するこ

と。 
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・負債変動リスクの対象とする基礎率以外の基礎率については、数

理債務の計算における見込みと同一のものを使用すること。 

 

・負債変動リスクを考える際に確率分布を考える際には正規分布を 

仮定することが一般的と思われるが、テールが厚いケース等、正 

規分布を使用することが必ずしも適切ではないケースも考えら 

れる。この場合の取扱いとして確立された方法は無いと考えられ 

るが、例えば、極値統計の考え方を適用することを否定するもの 

ではない。 

但し、実際に適用する際には、データ数が十分か、モデルのあて 

はまりは十分か等に充分注意する必要があると考えられる。 

 

 

 
＜負債変動リスク算出における特別算定方法の例示＞ 

 

 ・負債変動リスクをどのように考慮するかの具体的な方法について

は、様々なものが考えられるため、ここでは、いくつかの例を示

すのみとする。 

 

 

Ｉ．基礎率が変動することによる数理債務の変動を見込む方法の例示 

（財政再計算時に発生する差損を見込む方法） 

 

 

・以下に示した 2 つの考え方によるものについて、同時に計上する

ことも可能だが、重複に十分注意する。 

 

【基本的な考え方】 

（考え方 1：ア、ウで例示） 

 財政再計算時に設定する基礎率が、20 年に 1 回の頻度で発生する

と予想される程度変動したと仮定した場合に、基礎率変動前後の

数理債務の変動額を負債変動リスクとして考えるもの。 

 20 年に 1 回の頻度で発生すると予想される変動は、将来の見通し

に基づき合理的に推計することや、過去の実績から TVaR(95%)を

用いて計算する（＊）ことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

（＊）ここでは、「TVaR(95%)を用いて計算する」を以下の意味

で使用している。 

 

20 年に 1 回の頻度で発生すると予想される変動を考える対象

となる基礎率または数理債務を値として持つ確率変数とその

分布を推定し、以下のように変動後を作成する。 

 

確率変数の分布関数 𝐹(𝑥) に対し 𝑇𝑉𝑎𝑅ା(𝛼) 、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(𝛼) を 

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(𝛼) =
1

1 − 𝛼 
න min{𝑥|𝐹(𝑥) ≧ 𝑡}𝑑𝑡

ଵ

஑

 

 

 

 

・極値統計の考え方の適用として

は、例えば、何らかの閾値を設け、

閾値を超える超過プロットを作

成し、それが一般パレート分布に

従うと仮定するといった方法が

考えられる。  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

・予定利率変動を見込む場合には、

数理債務だけでなく特別掛金収

入現価の変動も見込むことがで

きる。 

 

 

 

 

 

・基礎率以外の変動は考慮してい

ないため、計算基準日における人

員構成等の影響により、算出した

額が過大になっていないか必要

に応じて検討することが望まし

い。 

 

・複数の基礎率に関する負債変動

リスクを単純に合計し、各種基礎

率変動の相関は考慮しないこと

も考えられるが、過大となるおそ

れがあることに留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・左記算式のとおり、TVaR の算定に

あたり、「過去の実績において、過

去の実績の平均値からどれだけば

らつきがあったか」だけでなく、

「過去の実績の平均値と基準日時

点数値とのずれ」も含めている。



 122 

補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金 

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(𝛼) =
1

1 − 𝛼 
න min{𝑥|𝐹(𝑥) ≧ 𝑡}𝑑𝑡

ଵିఈ

଴

 

で表されるリスク尺度とする。 

 

 

 

・確率変数を基礎率とする場合（アの例示で使用） 

数理債務の増加額が最大となる基礎率を作成する必要がある

ことに留意し、以下のように変動後を作成する。 

 

① 数理債務が基礎率に対し単調増加であるもしくはほぼそ

うした傾向にあると判断される場合 

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(95%) を変動後とする。 

 

② 数理債務が基礎率に対し単調減少であるもしくはほぼそ

うした傾向にあると判断される場合 

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(95%) を変動後とする。 

 

③①、②以外の場合 

上記①、②のどちらに近いかを判断し、より近い方を採用す

ることが考えられる。例えば、１０％や２０％刻みでサンプ

ルを取って数理債務を算定し判断することや、増加と減少

のそれぞれ９５％点の基礎率で数理債務を算定し、どちら

が大きいかを見て判断すること等が考えられる。 

一方、増加と減少が同傾向もしくは有意に片方とは出来な

い等の場合には、20 年に 1 回の頻度で発生すると予想され

る変動が両側 5％で起こると考え、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%)と

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)の数値を使用することが考えられる。但し、

一般に、９５％点を使用する場合と比べて９７．５％点が過

大になっていないかどうかに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・確率変数を数理債務とする場合（ウの例示で使用） 

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(95%)を変動後とする。 

 

 

 

 

 

 

（考え方 2：イで例示） 

 過去の掛金計算に用いた基礎率について明らかに増加・減少の傾

向がみられる場合には、掛金計算に用いた基礎率から今後の一定

期間の増加・減少を見込んだ基礎率と掛金計算に用いた基礎率に

よる数理債務の変動額を負債変動リスクと考えるもの。 

 

後者について含めない方が良いと

判断される場合には、そうした扱

いを行うことも考えられる。 

 

 

 

 

・予定脱退率、予定昇給率について

は、全年齢の平均予定脱退率、最

低年齢から最高年齢までの予定昇

給の平均（最低年齢から最高年齢

までの昇給率（頭打ち年齢等考慮

可）の平均）に関し変動後を作成

し、計算基準日の基礎率に割掛け、

一定値の加減等を行うことで変動

後の基礎率を作成する方法が考え

られる。前者については 5 点移動

法等により求めた基礎率に基づき

計算する場合には、各歳の率の間

に相関があることに留意する。 

 

・例えば、基礎率増加時の数理債務

の増加額と基礎率減少時の数理

債務の増加額が同様と考えられ

る場合、数理債務の上位５％の変

動への寄与は、基礎率の増加と減

少それぞれによって同様にもた

らされると考えられることから、

基礎率増加 2.5％、基礎率減少

2.5％を元にした、TVaR-(97.5%)

と𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)の数値を使用

することが考えられる。 

 

・ 𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%) と

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)の数値を使用す

る 方 法 と し て 、 例 え ば 、

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%)～𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)

の範囲から適当な数のサンプル

を抽出し、その中で最大となる

ものを採用する方法が考えられ

る。 

 

・正規分布を仮定する場合、

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(95%)は平均＋標準偏差

×2.06、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(95%)は平均－標

準偏差×2.06、𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)は

平 均 ＋ 標 準 偏 差 × 2.34 、

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%)は平均－標準偏

差×2.34 となる。 

 

 

・今後の一定期間とは、例えば次回

再計算までの期間や変動のリス

クがあると考えられるそれ以上

の期間（２０年間等）を取ること

が考えられる。 
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 【実際に見込む方法】 

ア．変動後の基礎率を作成し、基礎率変動前後の数理債務の変動を

見込む方法 

 

a.予定利率 

 

ⅰ. 予定利率の例えば 1.0％低下に伴う数理債務の増加額を負債変

動リスクとする方法。1.0％低下した場合の予定利率が計算基準

日時点の下限予定利率を下回る場合は、当該率を予定利率とみ

なして算定したことにより増加する額とする。 

 

ⅱ. 積立金の期待収益率の分布そのものの移動幅を合理的に推計

し、これを予定利率の低下幅として数理債務の増加額を算定し、

これを負債変動リスクとする方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.予定死亡率 

・予定死亡率については、公的な統計等を参考に、20 年に 1 回の

頻度で発生すると考えられる死亡率改善に伴う数理債務の増

 

 

 

 

 

 

・予定利率変動を見込む場合には、

数理債務だけでなく特別掛金収

入現価の変動も見込むことがで

きる。 

・市場や経済環境の将来の見通し

に基づき、積立金の運用収益の長

期の予測の変動を推計する必要

があることに留意すること。 

・1.0％低下した場合の予定利率が

零未満となる場合は、零以上の率

（0.0％、0.01％、0.1％など）を

予定利率とみなして算定したこ

とにより増加する額とする。 

・一般に蓋然性が高いと想定され

る予想（経済の専門家等の予想）

に基づき算定することが考えら

れる。 

・過去の各年度の期待収益率の実

績を元に、将来の期待収益率の分

布を算定する方法も考えられる

が、過去の実績をそのまま使用す

ることが妥当かどうか、また、単

年度実績を中長期の期待収益率

として使用してよいか等につき

十分留意した上で算定すること

が望まれる。 

・当該「予定利率の低下幅」が 20 年

に 1 回の頻度で発生するものと

見做せるかどうか、十分検討した

上で適用することが望まれる。 

・将来の期待収益率の低下を織り

込んだ予定利率を設定し、当該予

定利率にて数理債務を算定する

場合、負債変動リスクの算定は、

当該数理債務からの 20 年に 1 回

の頻度の期待収益率の乖離を捉

えることになると考えられる。 

・リスク算定告示第３条第１項第

２号に基づき財政悪化リスク相

当額を算定する場合は、承認不要

な特別算定方法となる。 

・予定利率の低下幅を 1.0％（1.0％

低下後の予定利率が下限予定利

率を下回る場合は、下限予定利率

までの低下幅）以外とする場合

は、合理的な理由が必要となる。 

  

・死亡率改善前の数理債務算定に

あたっては、基準死亡率に一定率

を乗じた死亡率を用いることが
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加額を負債変動リスクとして計上する方法が考えられる。 

・公的な統計等を参考に、今後の死亡率改善を予測し、当該死亡

率改善を数理債務に織り込むことが考えられるが、その場合、

財政悪化リスク相当額の算定は、当該数理債務からの 20 年に

1 回の頻度の死亡率改善に伴う乖離を捉えることになると考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  c.予定脱退率 

・計算基準日前の実績等に基づき、変動後の予定脱退率を

TVaR(95%)を用いて計算し、変動後の予定脱退率に変更した場合

の数理債務の増加額とする方法。 

 

 

 

 

 

 

 

・脱退率の平均値の分布については、実績等に基づき作成した標

本平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差とする正規分布を仮

定することが考えられる。この場合、実績等については、過去

に適用した脱退率（もしくは過去 3 年間毎の実績を用いて過去

に適用した脱退率と同じ方法で作成した脱退率）を用いること

や補正前の脱退実績（３年平均）を使用することが考えられる。

ただし、標本が少ない場合、正規分布を仮定すると適切な結果

が得られないこともあることに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則となるが、死亡率改善後の数

理債務算定は、必ずしもそうでは

ないと考えられる。 

・例えば、以下のような取扱いも考

えられる。 

・数理債務の算定では将来の死

亡率改善を織り込まない。 

・財政悪化リスク相当額として、

公的機関の公表データを元に

した改善後の死亡率を使用し

て算定した数理債務との差額

を計上する。 

 

 

・予定脱退率の年度ごとの実績に

ばらつきがある場合に適切であ

ると考えられる。 

 

・予定脱退率を一般化加法モデル

（Generalized Additive Model  

：GAM）により作成する場合には、

各年齢において TVaR(95%)にあ

たる脱退率を、例えば GAM から

算出することが考えられる。 

 

・過去の実績から基礎率と同様の

算定方法で作成したものを使用

する場合には、使用する年度の重

なりに注意が必要。 

 

・過去に適用した予定脱退率につ

いて明らかに増加・減少の傾向が

みられる場合、実績を補正するこ

とも考えられる。特に、イにより

予定脱退率に関する負債変動リ

スクを計上する場合、重複に注意

する。 
 
・左記記載は、あくまでも脱退率の

平均値に対するものであり、数理

債務の増加額が２０年に１回の

頻度で発生すると予想される最

大額となるような予定脱退率の

形状を考える必要がある。例え

ば、計算基準日に適用されている

予定脱退率の形状は変えず、平均

値が合うように脱退率全体に割

掛けを行うことや一定値の加減

等を行うこと（負にならないよう

に調整要）等が考えられる。 

 

・予定脱退率の形状を変えること

を検討する場合には、その形状を

特徴づける部分について過去実

績等から合理的に補正すること

等が考えられる。 
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金 

 

・脱退率の平均値の分布については、（過去 m 年間の脱退者数）÷

（過去 m 年間の加入者数）＝ 𝑝̂（過去 m 年間の実績から算出し

た実績脱退率）をもとに、2 項分布 𝐵(𝑛, 𝑝̂) を仮定することが

考えられる。ただし、𝑝̂ 計算時に異常年度は除外する。𝑛𝑝̂ ≥ 5 

かつ 𝑛(1 − 𝑝̂) ≥ 5 を満たす場合には、脱退者数に関する 2 項

分布は正規分布 𝑁(𝑛𝑝̂, 𝑛𝑝̂(1 − 𝑝̂)) で近似できることを用いる

ことも考えられる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d.予定昇給率 

・計算基準日前の実績等に基づき、変動後の予定昇給率を

TVaR(95%)を用いて計算し、変動後の予定昇給率に変更した場

合の数理債務の増加額とする方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予定昇給率の平均値（最低年齢から最高年齢までの昇給率（頭

打ち年齢等考慮可）の平均）の分布については、実績等に基づ

き作成した標本平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差とする

正規分布を仮定することが考えられる。この場合、実績等につ

いては、過去に適用した昇給率や、たとえば過去の各年度の財

政決算基準日の給与を使用し過去算定した昇給率と同様の算

定方法で作成したものを用いることが考えられる。ただし、標

本が少ない場合、正規分布を仮定すると適切な結果が得られな

いこともあることに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.新規加入者の見込み（人数（給与）、年齢） 

 

・全年齢平均の予定脱退率につい

て変動後を作成する場合、n=（計

算基準日の加入者数×m）とする

ことが考えられる。 

 ただし、全年齢に対し一律の 𝑝̂ 

を仮定することとなるため、年齢

ごとに脱退の傾向が異なる場合

適切な結果が得られない可能性

があることに留意する。 

 

・また、年度ごとに 𝑝̂ が変わらな

いことも仮定しているため、n（計

算基準日時点の加入者数等）が大

きい場合に、𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄
 が僅少

となる事象が生じる。全加入者が

一律の 𝑝̂ に従う傾向があり、ま

た、年度ごとに 𝑝̂ が変わらない

傾向がある場合は 𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄  

が僅少となるが、問題ないと考え

られる。一方、そうした前提に該

当しない場合は、こうした近似が

適切かどうか検証した上で使用

することが考えられる。 

 

・予定昇給率の年度ごとの実績に

ばらつきがある場合に適切であ

ると考えられる。 

 

・過去に適用した予定昇給率につ

いて明らかに増加・減少の傾向が

みられる場合、実績を補正するこ

とも考えられる。特に、イにより

予定昇給率に関する負債変動リ

スクを計上する場合、重複に注意

する。 

 

 

・左記記載は、あくまでも昇給率の

平均値に対するものであり、数理

債務の増加額が２０年に１回の

頻度で発生すると予想される最

大額となるような予定昇給率の

形状を考える必要がある。例え

ば、計算基準日に適用されている

予定昇給率の形状は変えず、平均

値が合うように昇給率の傾きを

変えること等が考えられる。 

 

・予定昇給率の形状を変えること

を検討する場合には、その形状を

特徴づける部分について過去実

績等から合理的に補正すること

等が考えられる。 

 

・実績に基づき新規加入者の見込
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金 

・計算基準日前の実績等に基づき、変動後の新規加入者の見込み

を TVaR(95%)を用いて計算し、変動後の新規加入者の見込みに

変更した場合の数理債務の増加額とする方法。 

 

 

・新規加入者の見込みの分布については、実績等に基づき作成し

た標本平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差とする正規分布

を仮定することが考えられる。この場合、実績等については、

過去に適用した新規加入者の見込み（もしくは過去３年間毎の

新規加入者の見込みの平均など過去算定し新規加入者の見込み

と同様の算定方法で作成したもの）を用いることや各年度の新

規加入者の実績そのもの使用することが考えられる。ただし、

標本が少ない場合、正規分布を仮定すると適切な結果が得られ

ないこともあることに留意する。 

 

f.指標の予測 

市場や経済環境の将来の見通しに基づき、指標の変動を予測し、

変動した指標に基づき指標の予測を行った場合の数理債務相当額

の増加額とする方法。 

 

 

g.一時金選択率 

・計算基準日前の実績等に基づき、変動後の一時金選択率を

TVaR(95%)を用いて計算し、変動後の一時金選択率に変更した場

合の数理債務の増加額とする方法。 

 

 

 

 

 

 

・一時金選択率の分布については、実績等に基づき作成した標本

平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差とする正規分布を仮定

することが考えられる。この場合、実績等については、過去に

適用した一時金選択率（もしくは過去３年間毎の一時金選択率

の平均など過去算定した一時金選択率と同様の算定方法で作成

したもの）を用いることや各年度の一時金選択率そのもの使用

することが考えられる。ただし、標本が少ない場合、正規分布

を仮定すると適切な結果が得られないことに留意する。 

 

・一時金選択率の分布については、（過去 m 年間の一時金選択者

数）÷（過去 m 年間の年金資格者数）＝ 𝑝̂（過去 m 年間の実績

から算出した実績一時金選択率）をもとに、2 項分布 𝐵(𝑛, 𝑝̂) を

仮定することが考えられる。 

𝑛𝑝̂ ≥ 5 かつ 𝑛(1 − 𝑝̂) ≥ 5 を満たす場合には、一時金選択者数に

関する 2 項分布は正規分布 𝑁(𝑛𝑝̂, 𝑛𝑝̂(1 − 𝑝̂)) で近似できるこ

とを用いることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みを定めている場合であって、年

度ごとの実績にばらつきがある

場合に適切であると考えられる。 

 

 

・過去に適用した新規加入者の見

込みについて明らかに増加・減少

の傾向がみられる場合、実績を補

正することも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

・一般に蓋然性が高いと想定され

る予想（例えば、複数の新聞やシン

クタンク等の予想）に基づき算定す

ることが考えられる。 

 

 

・実績に基づき一時金選択率を定

めている場合であって、年度ごと

の実績にばらつきがある場合に

適切であると考えられる。 

・過去に適用した一時金選択率に

ついて明らかに増加・減少の傾向

がみられる場合、実績を補正する

ことも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一時金選択率を過去m年の実績値

より算定している場合には、n=

（計算基準日の年金資格者数×

m）とすることも考えられる。 

   

・全年金資格者に対し一律の 𝑝̂ を

仮定することとなるため、年齢ご

とに傾向が異なる場合等、適切な

結果が得られない可能性がある

ことに留意する。 

 

・また、年度ごとに 𝑝̂ が変わらな

いことも仮定しているため、n（計

算基準日時点の年金資格者数等）

が大きい場合に、𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄  が

僅少となる事象が生じる。全年金
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．今後一定期間の増加・減少を見込むことにより変動後の基礎率

を作成し、基礎率変動前後の数理債務の変動を見込む方法 

 

 

 

 

b.予定死亡率 

・変動後の死亡率として、公的な統計等を参考に、今後の一定期 

間における予定死亡率の改善を予測し、予定死亡率が改善した 

場合の数理債務の増加額を財政悪化リスク相当額に計上する方 

法も考えられる。 

・また、基準死亡率に公的機関の公表データ等を活用した変化率 

(改善率)を反映し、計算基準日から一定期間後に想定される年 

齢別の死亡率を改善後の死亡率として負債変動リスクを算定す 

ることも考えられる。 

 

   c.予定脱退率 

・計算基準日前の実績の傾向に基づき、今後の一定期間の予定脱

退率の増加または減少を見込み、増加または減少した予定脱退

率による数理債務が増加する場合当該額とする方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.予定昇給率 

・計算基準日前の実績の傾向に基づき、今後の一定期間の予定昇

給率の増加または減少を見込み、増加または減少した予定昇給

率による数理債務が増加する場合当該額とする方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格者が一律の 𝑝̂ に従う傾向が

あり、また、年度ごとに 𝑝̂ が変

わらない傾向がある場合は 

𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄  が僅少となるが問題

ないと考えられる。一方、そうし

た前提に該当しない場合は、こう

した近似が適切かどうか検証し

た上で使用することが考えられ

る。 

 

 

 

・今後の一定期間とは、例えば次回

再計算までの期間や変動のリス

クがあると考えられるそれ以上

の期間（２０年間等）を取ること

が考えられる。 

 

・死亡率改善前の数理債務の算定

にあたっては、基準死亡率に一定

率を乗じた死亡率を用いること

が原則となるが、死亡率改善後の

数理債務の算定は、必ずしもそう

ではないと考えられる。 

 

 

 

 

・過去に適用した予定脱退率につ

いて明らかに増加・減少の傾向が

みられる場合に適切であると考

えられる。 

 

・予定脱退率に対し数理債務が単

調増加または単調減少の傾向が

ない場合、今後の一定期間の見込

みの範囲内で数理債務が、例えば

１０％や２０％刻みでサンプル

を取った上で最大となる予定脱

退率に基づき計算する方法も考

えられる。 

 

 

・過去に適用した予定昇給率につ

いて明らかに増加・減少の傾向が

みられる場合に適切であると考

えられる。 

 

・予定昇給率に対し数理債務が単

調増加または単調減少の傾向が

ない場合、今後の一定期間の見込

みの範囲内で数理債務が、例えば

１０％や２０％刻みでサンプル

を取った上で最大となる予定昇

給率に基づき計算する方法も考

えられる。 
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金 

 

 

e.新規加入者の見込み（人数（給与）、年齢） 

・計算基準日前の実績の傾向に基づき、今後の一定期間の新規加

入者の見込みの変動（人数（給与）・年齢の増減）を見込み、変

動した新規加入者の見込みによる数理債務が増加する場合当該

額とする方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.指標の予測 

・市場や経済環境の将来の見通しに基づき、今後の一定期間にお

ける指標の変動を予測し、変動した指標に基づき指標の予測を

行った場合の数理債務が増加する場合当該額とする方法。 

 

g.一時金選択率 

・計算基準日前の実績の傾向に基づき、今後の一定期間の一時金

選択率の増加または減少を見込み、増加または減少した一時金

選択率による数理債務が増加する場合当該額とする方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．20 年に 1 回の頻度で発生すると予想される数理債務の変動を見

込む方法 

 

数理債務について、20 年に 1回の頻度で発生すると予測される最大

額を TVaR(95%)を用いて計算し、その変動額を見込む方法。 

 

 

・数理債務の分布については、過去に適用した基礎率を用いて、数

理債務を計算し、標本平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差と

する正規分布を仮定することが考えられる。制度発足後の期間が

短い場合や、制度変更を行った場合で、適用した基礎率の数が少

ない場合には、過去の実績に基づいて基礎率を算定し、標本数を

増やす等の対応を行うことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

・過去に適用した新規加入者の見

込みについて明らかに増加・減少

の傾向がみられる場合に適切で

あると考えられる。 

 

・新規加入者の見込みに対し定常

状態の数理債務が単調増加また

は単調減少の傾向がない場合、今

後の一定期間の見込みの範囲内

で数理債務が、例えば１０％や２

０％刻みでサンプルを取った上

で最大となる新規加入者の見込

みに基づき計算する方法も考え

られる。 

  

 

 

 

 

 

 

・過去に適用した一時金選択率に

ついて明らかに増加・減少の傾向

がみられる場合に適切であると

考えられる。 

 

・一時金選択率に対し数理債務が

単調増加または単調減少でない

場合、今後 20 年の見込みの範囲

内で数理債務が例えば１０％や

２０％刻みでサンプルを取った

上で最大となる一時金選択率に

基づき計算する方法も考えられ

る。 

 

 

・予定利率変動を見込む場合には、

数理債務だけでなく特別掛金収

入現価の変動も見込むことがで

きる。 

 

・ア．およびイ．を反映することが

適切な理由に該当する基礎率の

みについて計算することも考え

られる。 

 

・ア．の方法と同時に計上すること

は不適切。 

 

・左記考え方では、20 年に１回の頻

度で発生すると予想される人員

および資産の変動を考慮してい

るが、基礎率変動は考慮していな

い。考慮する場合には、重複が起
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金 

 

 

 
Ⅱ．数理債務及び積立金の単年度の変動の実績と予定の乖離を見込む

方法の例示 

（財政決算時に発生する差損を見込む方法） 

 

【基本的な考え方】 

各種基礎率にかかる実績値について 20 年に 1 回の頻度で発生す

る実績値（以下、20 年に１回の実績値）の予想を行い、20 年に 1

回の実績値により推移した場合に発生する差損－現行基礎率通

り推移した場合に発生する差損益を財政悪化リスク相当額に計

上する方法。 

 

具体的には、 

（（20 年に 1 回の実績値により推移した場合の 1 年後の人員に対

して現行基礎率で算定した数理債務）－（20 年に 1 回の実績値に

より推移した場合の給付・掛金を考慮した 1 年後の資産））※ 

－（（現行基礎率通り推移した場合の 1 年後の人員に対して現行

基礎率で算定した数理債務）－（現行基礎率通り推移した場合

の給付・掛金を考慮した 1 年後の資産）） 

 を財政悪化リスク相当額に計上する方法。 

 

 ※財政悪化リスク相当額の対象とする基礎率以外については、基礎

率に基づき推移するとしたもの。 

 

20 年に 1 回の実績値は、TVaR(95%)を用いて計算する（＊）ことが

考えられる。 

なお、脱退率や新規加入者の見込み等、過去３年間等の平均を基礎

率としている場合、当該基礎率自体に対して「TVaR(95%)を用いて計

算する」のではなく、当該基礎率の元となった単年度の実績値その

ものに対して「TVaR(95%)を用いて計算する」ことが考えられる。 

 

（＊）ここでは、「TVaR(95%)を用いて計算する」を以下の意味

で使用している。 

 

20 年に 1 回の実績値を考える各基礎率に係る実績値を値とし

て持つ確率変数とその分布を推定し、以下のように変動後を作

成する。 

確率変数の分布関数 𝐹(𝑥) に対し 𝑇𝑉𝑎𝑅ା(𝛼) 、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(𝛼) を 

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(𝛼) =
1

1 − 𝛼 
න min{𝑥|𝐹(𝑥) ≧ 𝑡}𝑑𝑡

ଵ

஑

 

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(𝛼) =
1

1 − 𝛼 
න min{𝑥|𝐹(𝑥) ≧ 𝑡}𝑑𝑡

ଵିఈ

଴

 

で表されるリスク尺度とする。 

 

上記※が最大となる実績値を作成する必要があることに留意

し、以下のように 20 年に 1 回の実績値を作成する。 

 

①※が実績値に対し単調増加である場合もしくはほぼそうし

た傾向にあると判断される場合 

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(95%)を 20 年に 1 回の実績値とする。     

 

きていないか十分留意する。 

 

 
・単年度に発生する利差損につい

ては価格変動リスクにより考慮

していることに留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現行基礎率通り推移した場合の

算定部分については、適切に判断

の上、実際に計算を行わず、例え

ば、計算基準日の（数理債務－資

産）を 1 年間付利したものとする

ことも考えられる。 

 

・実績脱退、実績昇給については、

全年齢の平均脱退、最低年齢から

最高年齢までの昇給の平均（最低

年齢から最高年齢までの昇給率

（頭打ち年齢等考慮可）の平均）

に関し 20 年に 1 回の実績値を作

成し、計算基準日の基礎率に割掛

け、一定値の加減等を行うことで

各歳の実績値を作成する方法が

考えられる。 

 新規加入者については、各歳また

は一定の年齢幅毎に 20 年に 1 回

の実績値を作成する方法が考え

られる。 

 

 

 

 

・左記算式のとおり、TVaR の算定に

あたり、「過去の実績において、過

去の実績の平均値からどれだけば

らつきがあったか」だけでなく、

「過去の実績の平均値と基準日時

点数値とのずれ」も含めている。

後者について含めない方が良いと

判断される場合には、そうした扱

いを行うことも考えられる。 
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②※が実績値に対し単調減少である場合もしくはほぼそうした 

傾向にあると判断される場合 

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(95%)を 20 年に 1 回の実績値とする。 

 

③①、②以外の場合 

上記①、②のどちらに近いかを判断し、より近い方を採用す

ることが考えられる。例えば、１０％や２０％刻みでサンプ

ルを取って不足見込み額を算定し判断することや、増加と

減少のそれぞれ９５％点の基礎率で不足見込み額を算定

し、どちらが大きいかを見て判断すること等が考えられる。 

一方、増加と減少が同傾向もしくは有意に片方とは出来な

い等の場合には、20 年に 1 回の実績値が両側 5％で起こる

と考え、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%)と𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)の数値を使用する

ことが考えられる。但し、一般に、９５％点を使用する場合

と比べて９７．５％点が過大になっていないかどうかに留

意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【財政悪化リスク相当額の対象とする基礎率（予定利率、予定死亡

率、指標の予測以外）に対応する単年度差損の見込み方】 

 

 

 

c.予定脱退率 

・実績値の見込みの分布については、過去の各年度ごとの脱退実

績に基づき作成した標本平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏

差とする正規分布を仮定することが考えられる。ただし、標本

が少ない場合、正規分布を仮定すると適切な結果が得られない

ことに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・例えば、実績値増加時の※の増加

額と実績値減少時の※の増加額

が同様と考えられる場合、※の上

位５％の変動への寄与は、実績値

の増加と減少それぞれによって

同様にもたらされると考えられ

ることから、実績値増加 2.5％、

実績値減少 2.5％を元にした、

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%) と 𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)

の数値を使用することが考えら

れる。 

 

・𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%)と𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)

の数値を使用する方法として、例え

ば 、 𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%) ～

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)の範囲から適当な

数のサンプルを抽出し、その中で最

大となるものを採用する方法が考

えられる。 

 

・正規分布を仮定する場合、

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(95%)は平均＋標準偏差×

2.06、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(95%)は平均－標準偏

差×2.06、𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)は平均＋

標準偏差×2.34、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%)は

平均－標準偏差×2.34 となる。 

 

 

 

 
 

 

 

・予定脱退率として見込んでいな

い事由による脱退についても、考

慮することも考えられる。 

 

・脱退実績の見込みについて明ら

かに増加・減少の傾向がみられる

場合、実績を補正することも考え

られる。 

 

・左記記載は、あくまでも脱退実績

の見込みの年齢分布の平均値に

対するものであり、脱退実績の見

込みと基礎率どおりとの差によ

る不足が２０年に１回の頻度で

発生すると予想される最大額と

なるような脱退実績の見込みの

年齢分布の形状を考える必要が

ある。例えば、計算基準日に適用
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・実績値の見込みの分布については、（過去 m 年間の脱退者数）÷

（過去 m 年間の加入者数）＝ 𝑝̂（過去 m 年間の実績から算出し

た実績脱退率）をもとに、2 項分布 𝐵(𝑛, 𝑝̂) を仮定することが

考えられる。𝑛𝑝̂ ≥ 5 かつ 𝑛(1 − 𝑝̂) ≥ 5 を満たす場合、脱退者

数に関する 2 項分布は正規分布 𝑁(𝑛𝑝̂, 𝑛𝑝̂(1 − 𝑝̂)) で近似でき

ることを用いることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.予定昇給率 

・実績値の見込みの分布については、過去の各年度ごとの昇給実

績に基づき作成した標本平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差

とする正規分布を仮定することが考えられる。ただし、標本が少

ない場合、正規分布を仮定すると適切な結果が得られないことに

留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

されている予定脱退率の形状は

変えず、平均値が合うように予定

脱退率全体に割掛けを行うこと

や一定値の加減等を行うこと（負

にならないように調整要）等が考

えられる。 

 

・脱退実績の見込みの年齢分布と

現行予定脱退率の形状を異にす

ることを検討する場合には、その

形状を特徴づける部分について

過去実績等から合理的に補正す

ること等が考えられる。 
 

・脱退実績の見込みの全年齢平均

について変動後を作成する場合、n=

（計算基準日の加入者数×3）とす

ることが考えられる。 

 ただし、全年齢に対し一律の 𝑝̂
 

を仮定することとなるため、年齢

ごとに脱退の傾向が異なる場合

適切な結果が得られない可能性

があることに留意する。 

 

・また、年度ごとに 𝑝̂ が変わらな

いことも仮定しているため、n（計

算基準日時点の加入者数等）が大

きい場合に、𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄
 が僅少

となる事象が生じる。全加入者が

一律の 𝑝̂ に従う傾向があり、ま

た、年度ごとに 𝑝̂ が変わらない

傾向がある場合は 𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄  

が僅少となるが問題ないと考え

られる。一方、そうした前提に該

当しない場合は、こうした近似が

適切かどうか検証した上で使用

することが考えられる。 

 

 

・昇給実績の見込みについて明ら

かに増加・減少の傾向がみられる

場合、実績を補正することも考え

られる。 

 

・左記記載は、あくまでも昇給実績

の見込みの平均値に対するもの

であり、昇給実績の見込みと基礎

率どおりとの差による不足が２

０年に１回の頻度で発生すると

予想される最大額となるような

昇給実績の見込みの形状を考え

る必要がある。例えば、計算基準

日に適用されている予定昇給率

の形状は変えず、平均値が合うよ

うに昇給率の傾きを変えること

等が考えられる。 
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e.新規加入者の見込み（人数（給与）、年齢） 

・実績値の見込みの分布については、過去の各年度ごとの新規加

入実績に基づき作成した標本平均及び不偏標準偏差を平均・標

準偏差とする正規分布を仮定することが考えられる。ただし、

標本が少ない場合、正規分布を仮定すると適切な結果が得られ

ないことに留意する。 

 

g.一時金選択率 

・実績値の見込みの分布については、過去の各年度毎の一時金選

択の実績に基づき作成した標本平均及び不偏標準偏差を平均・

標準偏差とする正規分布を仮定することが考えられる。ただし、

標本が少ない場合、正規分布を仮定すると適切な結果が得られ

ないことに留意する。 

 

・実績値の見込みの分布については、（過去 m 年間の一時金選択者

数）÷（過去 m 年間の年金資格者数 n）＝ 𝑝̂（過去 m 年間の実

績から算出した実績一時金選択率）をもとに、2 項分布 𝐵(𝑛, 𝑝̂) 

を仮定することが考えられる。𝑛𝑝̂ ≥ 5 かつ 𝑛(1 − 𝑝̂) ≥ 5 を満

たす場合、一時金選択者数に関する 2 項分布は正規分布 

𝑁(𝑛𝑝̂, 𝑛𝑝̂(1 − 𝑝̂)) で近似できることを用いることも考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・昇給実績の見込みの年齢分布と

現行予定昇給率の形状を異にす

ることを検討する場合には、その

形状を特徴づける部分について

過去実績等から合理的に補正す

ること等が考えられる。 

 
 
・新規加入者の実績の見込みにつ

いて明らかに増加・減少の傾向が

みられる場合、実績を補正するこ

とも考えられる。 

 

 

 

・一時金選択率の実績の見込みに

ついて明らかに増加・減少の傾向

がみられる場合、実績を補正する

ことも考えられる。 

 

・一時金選択率の実績の見込みの

算定にあたり、n=（計算基準日の

年金資格者数×3）とすることも

考えられる。 

 

・全年金資格者に対し一律の 𝑝̂ を

仮定することとなるため、年齢ご

とに傾向が異なる場合等、適切な

結果が得られない可能性がある

ことに留意する。 

 

・また、年度ごとに 𝑝̂ が変わらな

いことも仮定しているため、n（計

算基準日時点の年金資格者数等）

が大きい場合に、𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄
 が

僅少となる事象が生じる。全年金

資格者が一律の 𝑝̂ に従う傾向が

あり、また、年度ごとに 𝑝̂ が変

わらない傾向がある場合は 

𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄  が僅少となるが問題

ないと考えられる。一方、そうし

た前提に該当しない場合は、こう

した近似が適切かどうか検証し

た上で使用することが考えられ

る。 
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６．財政悪化リスク相当額の算定方法を変更する場合の申請手続き 

 

・財政悪化リスク相当額の算定方法を変更する場合の申請手続きは、

下表のとおりとなる。 

 

  変更後 

  標準 特別(承認不要) 特別(承認要) 

変更前 

標準 ― 承認不要 承認 

特別(承認不要) 
中止の届出 

承認不要 

(中止の)届出不要 
承認 

特別(承認要) 
中止の届出 

承認不要 

(中止の)届出不要 
承認 

 
・あらかじめ特別算定方法に係る承認申請書類（承認不要な特別算定

方法の場合は、当該特別算定方法に基づき初めて提出する掛金の計

算の基礎を示した書類又は財政再計算報告書）において当該特別算

定方法を使用する期間を限る旨及びその理由を記載しておくこと

で、リスク算定告示第5条の規定に基づく特別算定方法の使用を中

止する旨及びその理由を記載した書類の提出なく、当該期間経過後

は標準算定方法に変更することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
・承認が必要な特別算定方法を採

用している場合であって、新たに

承認不要な特別算定方法に分類

される要素を追加（削減）する場

合には、変更の承認が必要。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・特別算定方法を使用する期間を

限る場合の例として、統合や合

併、権利義務承継等による財政計

算において、計算基準日以後に増

減する積立金の額を勘案して財

政悪化リスク相当額を算定する

場合などが考えられる。 
 
・一方、例えば、期待収益率が将来

にわたって低下するリスクがあ

ることを考慮して予定利率低下

リスクを織り込む場合等、当該特

別算定方法の使用期間を限定す

ることが妥当ではないと考えら

れる場合があることに留意が必

要。 

 
 

 

  



 134 

補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金 

 
○財政悪化リスク相当額の算定方法（リスク分担型企業年金） 
 
 
１．標準算定方法 
 
 
・標準算定方法での財政悪化リスク相当額は次の（１）．（２）の合計

額として算定する。 
 
（１）価格変動リスク（標準算定方法） 
 
  各リスク係数対象資産について、 

みなしリスク係数対象資産＝定常状態の積立金の額の予想額 
×リスク算定用資産構成割合 

  とし、各みなしリスク係数対象資産を算定する 
 
みなしリスク係数対象資産の財政悪化リスク相当額 

= ෍ 各みなしリスク係数対象資産 × 各リスク係数

଺ 資産

 

価格変動リスク相当額 
＝みなしリスク係数対象資産の財政悪化リスク相当額 
×定常状態の積立金の額の予想額 
／みなしリスク係数対象資産の合計額 

 
（２）負債変動リスク（標準算定方法） 
 
  負債変動リスク相当額 

＝予定利率が 1.0％低下した場合の定常状態における 
    （調整前給付現価相当額の増加額 
      －リスク分担型企業年金掛金額現価の増加額） 
 

・リスク分担型企業年金掛金額現価の増加額は、規約上掛金率を

用いて算定すること。 
 

・1.0％低下した場合の予定利率が計算基準日時点の下限予定利

率を下回る場合は、当該率を予定利率とみなして算定したこと

により増加する額とする。 
 
 
 

・調整前給付現価相当額及びリスク分担型企業年金掛金額現価の

計算における将来加入者の見込みは、原則として責任準備金の

計算における見込みと同一とすること。（したがって、加入年

齢方式であっても、将来加入者について評価を行うことが基本

となる。） 
 
 
 
・標準算定方法を用いている場合に、財政計算の計算基準日以外にお

いて、財政悪化リスク相当額を再算定したと仮定したならば、財政

悪化リスク相当額が大幅に変動することになるとしても、すぐに財

政計算を行い財政悪化リスク相当額を再算定する必要はないが、調

整率への影響を勘案し、財政悪化リスク相当額のみを再算定する財

 
 
 
 
・標準算定方法は、リスク算定告示

第２条第１項に規定する算定方法

を指す。 
 
 
 
 
 
・リスク算定用資産構成割合は規

約型企業年金の事業主又は企業年

金基金（以下、「事業主等」という。）

が政策的資産構成割合に基づき合

理的に定める。 
 
・リスク係数およびリスク係数対

象資産とは、リスク算定告示別表

に定められているリスク係数およ

び６資産（国内債券、国内株式、

外国債券、外国株式、一般勘定、

短期資産）を指す。また。みなし

リスク係数対象資産とは、定常状

態の積立金の予想額およびリスク

算定用資産構成割合に基づき算定

される、定常状態の積立金におい

て保有されるとみなされる上記各

６資産を指す。 

 
 
 
 
 
 
 
・1.0％低下した場合の予定利率が

零未満となる場合は、零以上の率

（0.0％、0.01％、0.1％など）を

予定利率とみなして算定したこ

とにより増加する額とする。 
 
・予定利率が 1.0％低下した場合の

定常状態におけるリスク分担型

企業年金掛金額現価は、低下前と

同一の規約上掛金率を用いて算

定するため、一般的には将来加入

者について収支相等しなくなる

ことに留意。 
 
・リスク分担型企業年金では、財政

悪化リスク相当額が調整率に影

響するため、財政計算を行う事由

を具体的に規約に定めておくこ

とが望ましい（例えば、政策的資
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政計算を実施することも可能。財政計算を行わない場合、次回の財

政計算まで直近と同額の財政悪化リスク相当額を継続して用いる。 
 
 
２．定常状態の積立金の額の予想額 
 
・定常状態における積立金の額の予想額を算定する方法の例示とし

て、以下を挙げるが、給付制度内容や加入者の特性等に応じて、例

示以外の方法を採用することも考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・定常状態における積立金の額の予想額を算定する場合の基礎率およ

び新規（将来）加入者の見込みは、原則として掛金計算で使用する

基礎率および新規（将来）加入者の見込みと同一とすること。 
 
 
 
 
 
〔例示①〕 
・「定常状態における積立金の額の予想額」を「定常状態の通常予測給

付額の現価－定常状態のリスク分担型企業年金掛金額現価」とする

方法。 
 
・「定常状態の通常予測給付額の現価」とは、調整後給付額を前提とし

て基礎率に基づき将来にわたって通常予測給付額の現価を算定した

場合において、当該金額が変化しない状態に至るときの当該変化し

ない額。 
 
・「定常状態のリスク分担型企業年金掛金額現価」とは、基礎率に基づ

き将来にわたってリスク分担型企業年金掛金額現価を算定した場合

において、当該金額が変化しない状態に至るときの当該変化しない

額。 
 
・給付原資である通常予測給付額の現価－リスク分担型企業年金掛金

額現価を上回る積立金については、財政悪化リスク相当額の対象と

しない考え方。 
 
 
 
 
 

産構成割合を見直した場合な

ど）。 
 
 
 
 
・対応後リスク充足額が０でない

場合、基礎率どおり推移すると、

積立金の額は定常状態に達する

ことなく発散することも予想さ

れる。 
 
・定常状態における積立金の額の

予想額を算定することにより、財

政悪化リスク相当額やリスク対

応掛金を設定することとなるが、

これらの設定により定常状態に

おける積立金の額の予想額が変

化することも予想される。 
 
・例示の方法を採用する場合でも、

給付制度内容や加入者の特性等

により、妥当な方法とならない場

合があることに留意。 
 
・リスク分担型企業年金は、基本的

には掛金を見直さないことを前

提としているため、基礎率変更に

より数理上掛金が変動した場合

等、将来加入者について収支相等

しなくなることがあることに留

意。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・例示②、例示③と比較して、例示

①を採用したリスク分担型企業

年金は、財政悪化リスク相当額が

小さく評価される可能性がある

ことに留意が必要。 
 
・対応後リスク充足額が 0 でない

場合、基礎率通りに推移すると、
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・計算基準日の調整率が恒久的に継続するものと仮定した計算基準日

の人員等に基づく調整率を基に算定する（次回の財政再計算以降の

調整率の引き上げを考慮すると発散する可能性があるため）。また、

将来的に調整率が１になる見込みがある等の場合には、調整前給付

を基に算定することも考えられる。 
 
・計算基準日の調整率は、計算基準日の人員等に基づき、以下の方法

で算定することが考えられる。 
  通常予測給付額の現価 

・・・調整前給付額を財政再計算後の基礎率で算定したもの 
  標準掛金および特別掛金収入現価（相当） 

・・・財政再計算後の基礎率および規約上掛金で算定したもの 
  リスク対応掛金収入現価（相当） 

・・・財政再計算後の基礎率および財政計算前の規約上掛金で 
算定したもの 

  財政悪化リスク相当額（財政再計算前） 
・・・財政再計算前の財政悪化リスク相当額 

  対応後リスク充足額 
   ＝Max（積立金＋標準掛金収入現価（相当）＋特別掛金収入現

価（相当）＋リスク対応掛金収入現価（相当）－通常予測給

付額の現価，0） 
 
  (1) 対応後リスク充足額＞財政悪化リスク相当額（財政再計算

前）のとき  
計算基準日の調整率＝（積立金＋標準掛金収入現価（相当）

＋特別掛金収入現価（相当）＋リスク対応掛金収入現価（相

当）－財政悪化リスク相当額（財政再計算前））／通常予測

給付額の現価 
 
  (2) 財政悪化リスク相当額（財政再計算前）≧対応後リスク充足

額＞0 のとき  
計算基準日の調整率＝1 

 
  (3) 対応後リスク充足額＝0 のとき  

計算基準日の調整率＝（積立金＋標準掛金収入現価（相当）

＋特別掛金収入現価（相当）＋リスク対応掛金収入現価（相

当））／通常予測給付額の現価 
 
・「定常状態の通常予測給付額の現価－定常状態のリスク分担型企業

年金掛金額現価」の算定例として、次が考えられる。 
 

(1)定常人口における単年度のキャッシュフローから算定する例 
 

・定常人口の状態を算定し、当該状態における単年度の掛金額と

給付額から極限方程式を解くことで「定常状態の通常予測給付

いずれ給付の増額調整が行われ

「定常状態の通常予測給付額の

現価」が増加することとなり、そ

の結果、財政悪化リスク相当額も

増加すると考えられる。次回の財

政再計算以降に算定する財政悪

化リスク相当額の増加を考慮し

ていない点で、例示②、例示③と

比較して小さく評価される可能

性があることに留意が必要。 
 
・将来的に調整率が１になる見込

みがある場合として、減額調整が

行われている制度において将来

掛金の追加拠出を行う可能性が

ある場合などが考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・例示の方法による計算の手法と

して、例えば定常状態に至るまで

シミュレーションを行うことで

求める手法が考えられる。 
 
・定常人口の状態は、計算基準日時

点の人員構成から人員推移のシ
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額の現価－定常状態のリスク分担型企業年金掛金額現価」の額

を求める考え方。 
 
 
 

・定常人口に達した以降、最終的には、特別掛金（相当）の償却

やリスク対応掛金（相当）の拠出は完了し、標準掛金（相当）

のみが残存している状況を想定し、単年度の掛金額は標準掛金

（相当）のみとして算定することが考えられる。 
 

・定常人口に達した以降、最終的には、調整率が 1.0 に収束する

状況を想定し、単年度の給付額は調整前給付額として算定する

ことが考えられる。 
 
 
 

(2)年齢及び加入者期間別の１人あたり（給与１円あたり）の通常

予測給付額の現価及びリスク分担型企業年金掛金額現価を算

定する例 
 

・年齢及び加入者期間別の１人あたり（給与１円あたり）の理論

的な通常予測給付額の現価及びリスク分担型企業年金掛金額

現価を算定し、定常人口の状態の人員（および給与）に乗じる

ことで、「定常状態の通常予測給付額の現価－定常状態のリス

ク分担型企業年金掛金額現価」の額を求める考え方。 
 
 
・定常人口の状態を算定する場合における新規加入者の見込みについ

ては、以下のような方法が考えられる。 
 
 
 

(1)定常状態における人数・給与の規模が計算基準日時点のそれら

と一致するように新規（将来）加入者数・新規（将来）加入者

給与を定める方法 
 

(2)定常状態における人数・給与の規模が事業主等の想定するそれ

らと一致するように新規（将来）加入者数・新規（将来）加入

者給与を定める方法 
 

(3)事業主等の想定する新規採用計画等に基づき新規（将来）加入

者数・新規（将来）加入者給与を定める方法 
 
 
 
 
 
 

これらの方法は計算基準日で一意に決めるものでもなく、定常状

態の見込方に応じて、将来の各時期で使い分ける（組み合わせる）

ことも考えられる。 
 
 
 
 
 

ミュレーションを行う方法や定

常状態における加入者数及び受

給権者数を決め、残存基数表を基

に作成する方法が考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・定常人口の状態は、計算基準日時

点の人員構成から人員推移のシ

ミュレーションを行う方法や定

常状態における加入者数及び受

給権者数を決め、残存基数表を基

に作成する方法が考えられる。 
 
・将来の制度の規模に与える影響

が大きいため、事業主等の個別の

事情を勘案し、妥当な方法とする

ことが望ましい。 
 
・「計算基準日時点の成熟度が低い

（定常状態にいたるまでの期間

が長い）」場合は、(3)の方法が合

理的と考えられる（(1)は定常状

態における人数・給与の規模によ

ってはリスクを過小に評価する

可能性があると考えられ、(2)は
事業主等で定常状態を合理的に

想定することは困難あると考え

られるため）。 
 
・「計算基準日時点の成熟度が高い

（定常状態にいたるまでの期間

が短い）」場合は、(1)(2)(3)のいず

れの方法も合理的と考えられる。 
 
・例えば、計算基準日時点の加入者

が全員受給権を得るまでの各時

点では(3)を用い、その後の時点

は(1)を使う（「計算基準日」は将

来の時点でおきかえる）などが考

えられる。 
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〔例示②〕 
・「定常状態における積立金の額の予想額」を、「定常状態の通常予測

給付額の現価－定常状態のリスク分担型企業年金掛金額現価＋計算

基準日における超過財源」とする方法。 
 
・給付原資である通常予測給付額の現価－リスク分担型企業年金掛金

額現価を上回る積立金のうち、計算基準日における超過財源に限り、

財政悪化リスク相当額の対象とする考え方。 
 
 
 
 
 
 
 
・「定常状態の通常予測給付額の現価－定常状態のリスク分担型企業

年金掛金額現価」は、例示①と同様の方法により算定する。 
 
・計算基準日での調整率が恒久的に継続するものと仮定した計算基準

日の人員等に基づく調整率を基に算定する（次回の財政再計算以降

の調整率の引き上げを考慮すると発散する可能性があるため）。ま

た、将来的に調整率が１になる見込みがある等の場合には、調整前

給付を基に算定することも考えられる。 
 
・計算基準日の調整率および計算基準日における超過財源は、計算基

準日の人員等に基づき、以下の方法で算定することが考えられる。 
  通常予測給付額の現価 

・・・調整前給付額を財政再計算後の基礎率で算定したもの 
  標準掛金および特別掛金収入現価（相当） 

・・・財政再計算後の基礎率および規約上掛金で算定したもの 
  リスク対応掛金収入現価（相当） 

・・・財政再計算後の基礎率および財政再計算前の規約上掛金 
で算定したもの 

  財政悪化リスク相当額（財政再計算前） 
・・・財政再計算前の財政悪化リスク相当額 

  対応後リスク充足額 
   ＝Max（積立金＋標準掛金収入現価（相当）＋特別掛金収入現

価（相当）＋リスク対応掛金収入現価（相当）－通常予測給

付額の現価，0） 
 
  (1) 対応後リスク充足額＞財政悪化リスク相当額（財政再計算

前）のとき  
計算基準日の調整率＝（積立金＋標準掛金収入現価（相当）

＋特別掛金収入現価（相当）＋リスク対応掛金収入現価（相

当）－財政悪化リスク相当額（財政再計算前））／通常予測

給付額の現価 
 
計算基準日における超過財源＝財政悪化リスク相当額（財

政再計算前） 
 
  (2) 財政悪化リスク相当額（財政再計算前）≧対応後リスク充足

額＞0 のとき  
計算基準日の調整率＝1 
 
計算基準日における超過財源＝対応後リスク充足額 
 

 
・超過財源とは、調整後給付額によ

る通常予測給付額の現価を給付

財源が超過する額を表す。（ただ

し、給付財源＝積立金＋リスク分

担型企業年金掛金収入現価） 
 
・基礎率通りに推移すると対応後

リスク充足額が増加すると考え

られることから、次回の財政再計

算以降、〔例示①〕以上に財政悪

化リスク相当額が増加する可能

性があることに留意。 
 
 
 
 
 
・将来的に調整率が１になる見込

みがある場合として、減額調整が

行われている制度において将来

掛金の追加拠出を行う可能性が

ある場合などが考えられる。 
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  (3) 対応後リスク充足額＝0 のとき  

計算基準日の調整率＝（積立金＋標準掛金収入現価（相当）

＋特別掛金収入現価（相当）＋リスク対応掛金収入現価（相

当））／通常予測給付額の現価 
 
計算基準日における超過財源＝0 

 
 
 
 
 
〔例示③〕 
・「定常状態における積立金の額の予想額」を、「計算基準日における

超過財源を０とするような給付調整を恒久的に行うことを仮定した

定常状態の通常予測給付額の現価－定常状態のリスク分担型企業年

金掛金額現価」とする方法。 
 
・調整後給付額による通常予測給付額の現価に対する剰余と考えられ

る計算基準日における超過財源は、将来の増額調整の原資（の一部）

となると考えられることから、計算基準日において超過財源がある

場合は、計算基準日における超過財源を用いて増額調整されたと仮

定し、財政悪化リスク相当額の対象とする考え方。 
 
 
 
 
・「計算基準日における超過財源を０とするような給付調整を恒久的

に行うことを仮定した定常状態の通常予測給付額の現価－定常状態

のリスク分担型企業年金掛金額現価」の算定に用いる調整率（以下、

算定用調整率）は、以下の方法で算定することが考えられる。 
  通常予測給付額の現価 

・・・調整前給付額を財政再計算後の基礎率で算定したもの 
  標準掛金および特別掛金収入現価（相当） 

・・・財政再計算後の基礎率および規約上掛金で算定したもの 
  リスク対応掛金収入現価（相当） 

・・・財政再計算後の基礎率および財政再計算前の規約上掛金 
で算定したもの 

 
  算定用調整率 
   ＝（積立金＋標準掛金収入現価（相当）＋特別掛金収入現価（相

当）＋リスク対応掛金収入現価（相当））／通常予測給付額の

現価 
 
 
 
３．特別算定方法 
 
・財政計算の計算基準日において、その他の資産のリスク算定用資産

構成割合が１０％以上であるならば、特別算定方法により財政悪化

リスク相当額を算定しなければならない。 
 
 
・標準算定方法を用いている場合に、財政計算の計算基準日以外にお

いて、その他の資産のリスク算定用資産構成割合が１０％以上とな

ったとしても、すぐに財政計算を行い特別算定方法へ切り替える必

 
 
 
 
 
 
・超過財源とは、調整後給付額によ

る通常予測給付額の現価を給付

財源が超過する額を表す。（ただ

し、給付財源＝積立金＋リスク分

担型企業年金掛金収入現価） 
 
 
 
 
 
 
 
・基礎率通りに推移すると対応後

リスク充足額が増加すると考え

られることから、次回の財政再計

算以降、「恒久的な増額調整の仮

定」が追加されることとなり、〔例

示①〕以上に財政悪化リスク相当

額が増加する可能性があること

に留意。 
 
・算定用調整率は定常状態の積立

金の額の予想額を算定するため

のみに用いるものであり、実際の

給付調整で使用できるものでは

ないことに留意。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・その他の資産のリスク算定用資

産構成割合とは、リスク算定用資

産構成割合において６資産以外

の資産の構成割合を指す。 
 
・リスク分担型企業年金では、財政

悪化リスク相当額が調整率に影

響するため、財政計算を行う事由
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要はないが、調整率への影響を勘案し、特別算定方法へ切り替えの

みの財政計算を実施することも可能。財政計算を行わない場合、次

回の財政計算まで直近と同額の財政悪化リスク相当額を継続して用

いる。 
 
・政策的資産構成割合を変更し、その他の資産のリスク算定用資産構

成割合が１０％以上となることが見込まれる場合、その段階で財政

計算を行わないのであれば、特別算定方法へ切り替える必要はない

が、調整率への影響を勘案し、特別算定方法へ切り替えのみの財政

計算を実施することも可能。財政計算を行わない場合、次回の財政

計算まで同額の財政悪化リスク相当額を継続して用いる。 
 
・財政悪化リスク相当額を、調整前給付現価相当額からリスク分担型

企業年金掛金額現価と積立金の額を合算した額を控除した額の２０

年に１回の頻度で発生すると予想される最大額とするもの。 
 
・特別算定方法は、価格変動リスク（資産の価格変動により積立金の

額が低下する危険）を考慮するものであり、かつ、負債変動リスク

（基礎率と実績が乖離することに伴い負債が変動する危険）を考慮

するように努めていること。ただし、負債変動リスクのうち、予定

利率に関するリスクは考慮すること。 
 

・あらかじめ特別算定方法に係る承認申請書類において当該特別算定

方法を使用する期間を限る旨及びその理由を記載しておくことで、

リスク算定告示第 5 条の規定に基づく特別算定方法の使用を中止す

る旨及びその理由を記載した書類の提出なく、当該期間経過後は標

準算定方法に変更することができる。 

 

 

 
４．特別算定方法の内容又は特別算定方法を継続使用することの不適

当性の判断について 
 
 
 
 
 
・特別算定方法の内容又は特別算定方法を使用することが不適当であ

ると年金数理人が判断する場合、年金数理に関する書類に不適当で

ある旨の所見を付す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・個別審査による承認の取り扱いとされていることから、リスク算定

告示第 3 条第 4 項各号に定める要件を満たしているかどうかという

基準だけではなく、個別の状況も考慮した上で専門家である年金数

理人としての判断が求められる。 
 
・不適当性の判断は、財政計算時だけではなく財政検証時にも行う。 
 
 

を具体的に規約に定めておくこ

とが望ましい（例えば、政策的資

産構成割合を見直した場合な

ど）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・特別算定方法を使用する期間を

限る場合の例として、統合や合

併、権利義務承継等による財政計

算において、計算基準日以後に増

減する積立金の額を勘案して財

政悪化リスク相当額を算定する

場合などが考えられる。 
 
・リスク算定告示第 6 条（年金数理

人の所見を踏まえた措置）に定め

られる「特別算定方法の内容又は

特別算定方法を使用することが

不適当である旨の所見」を付すか

否かの判断 
 
・特別算定方法の見直しにより財

政悪化リスク相当額が変化する

場合、調整率の変更に伴い受給権

者等への給付が見直される場合

がある。そのため、特別算定方法

を見直す基準についても、予め特

別算定方法の一部として定めて

おく（厚生労働大臣宛の承認申請

の内容に含め、承認を得ておく）

ことが強く推奨される。 
 
・財政検証については、決算報告書

の提出期限（事業年度終了後４月

以内）に留意すること。 
 
 
・厚生労働大臣の承認を得た方法

に則って運営されていること、お

よび、その前提条件に変化がない
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(1)財政検証での判断基準 
 

財政検証での判断基準は、例えば次に該当する場合は不適当であ

る可能性が高いと考えられるため、十分な検証が必要である。 
 

・（前年度給付財源－前年度通常予測給付現価）－（当年度給付財源

－当年度通常予測給付現価）が財政悪化リスク相当額を大幅に上

回る場合。これは、単年度で財政悪化リスク相当額を大幅に上回

る損失が発生しており、特別算定方法の承認を受けた時点から予

測を超える状況変化が生じたものと考えられる。 
 

・リスク算定用資産構成割合を使用して財政悪化リスク相当額を算

定しているケースにおいて、事業主等がリスク算定用資産構成割

合を特別算定方法の承認を受けた時点から大幅に変更した場合。 
 

・リスク算定用資産構成割合を使用して財政悪化リスク相当額を算

定しているケースにおいて、計算基準日での実際の資産の資産構

成割合がリスク算定用資産構成割合と大幅に乖離している場合。 
 

・特別算定方法の承認を受けた時点から予測を超える運用状況とな

った場合、あるいは運用環境の著しい変化があった場合。 
 

・定常状態における積立金を前提として財政悪化リスク相当額を算

定しているケースにおいて、定常状態における積立金が特別算定

方法の承認を受けた時点から大幅に乖離することが見込まれる

場合。 
 

(2)財政計算での判断基準 
 

財政計算での判断基準は、例えば次に該当する場合は不適当であ

る可能性が高いと考えられるため、十分な検証が必要である。 
 

・リスク算定用資産構成割合を使用して財政悪化リスク相当額を算

定しているケースにおいて、財政計算作業時に事業主等がリスク

算定用資産構成割合を特別算定方法の承認を受けた時点から大

幅に変更する予定であることが判明している場合。 
 

・リスク算定用資産構成割合を使用して財政悪化リスク相当額を算

定しているケースにおいて、計算基準日での実際の資産の資産構

成割合がリスク算定用資産構成割合と大幅に乖離している場合。 
 

・特別算定方法の承認を受けた時点から予測を超える運用状況とな

った場合、あるいは運用環境の著しい変化があった場合。 
 

・合併又は分割等により、特別算定方法の承認を受けた時点から予

測を超える各種基礎率の大幅な変動が見込まれる場合。 
 

ことを確認した場合には、年金数

理人は不適当ではないと判断で

きる。 
 
・財政検証時の不適当性の判断に

当たっては、必要に応じて基準日

時点の資産構成等の情報を入手す

ること。 
 
・以下、(1) (2)の判断基準における

「大幅」「著しい」水準について

は、具体的な閾値を予め労使で定

めておくことが望ましい。 
 
・当年度に直前の財政計算を反映

している場合、前年度の数値は直

前の財政計算を反映後の数値と

する。 
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５．特別算定方法の例示 
 
 
（１）価格変動リスク 

 
・リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金の価格変動リス

クの例示（例示①～⑤）を、みなしリスク係数対象資産をリスク

係数対象資産とみなし、また、定常状態の積立金の額の予想額×

その他の資産のリスク算定用資産構成割合をその他の資産とみ

なして、採用する方法が考えられる。 
 
 
（２）負債変動リスク 
 

 ・各種基礎率について、以下のような場合には、負債変動リスクを 

考慮することが望ましい。ただし、予定利率に関するリスクは考

慮すること（後述の例示では、以下の基礎率の項番で記載してい

る）。 

 

 

a.予定利率 

    リスク分担型企業年金においては、すべての場合 

b.予定死亡率 

   終身年金を採用している場合など、予定死亡率の改善が債

務に与える影響が大きい場合  

  c.予定脱退率 

脱退事由・時期により給付に差を設けており、予定脱退率

の変動または実績脱退により発生する差損が大きい場合 

  d.予定昇給率 

最終給与比例制度等、予定昇給率の変動または実績昇給に

より発生する差損が大きい場合 

e.新規加入者の見込み 

     新規加入年齢により差損が発生する場合や、リスク分担型

企業年金掛金決定時からの基礎率の変動等により、新規加入

者による差損が発生する場合 

  f.指標の予測 

     使用している指標の変動が大きく、見込みの変動または実

績値により発生する差損が大きい場合   

  g.一時金選択率 

    一時金選択の見込みの変動または実際の年金・一時金選択

により発生する差損が大きい場合 

  h.障害発生率 

    障害発生率の変動または実際の障害発生により発生する差

損が大きい場合 

    

 

 

・基礎率が変動することによる調整前給付現価相当額及びリスク分

担型企業年金掛金額現価の変動を見込む方法、調整前給付現価相

当額、リスク分担型企業年金掛金額現価及び積立金の単年度の変

動の実績と予定の乖離を見込む方法、またはその両方を見込む方

法等が考えられる。 

 

・責任準備金の算定に織り込むべきものは責任準備金の算定に織り

 
 
・例示に基づく方法であっても妥

当とならない場合があることに留

意する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・単年度に発生する利差損につい

ては価格変動リスクにより考慮

していることに留意すること。 

 

・リスク分担型企業年金における

財政悪化リスク相当額及び基礎

率と実績の乖離により発生する

差損益により、給付の増額・減額

調整を行うこととなることに留

意すること。 

 

・基礎率の変動による債務の変動

や、実績による差損益が大きい場

合には、リスク分担型企業年金と

して適切な給付設計となってい

るか再度検討することが望まし

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・両方を見込む場合には、単年度実

績の変動と基礎率の変動との重複

に充分留意する。 

 

 

 

・特に、死亡率の将来の改善や、過
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込むこと。 

 

 

 

 

・既に責任準備金算定に織り込んだ将来の見込みと重複しないよう

留意すること。 

 

・複数の基礎率について個別に計算したものを単純に足し上げた額

を負債変動リスクとすると、過大となるおそれがあることに留意

すること。 

 

・リスク分担型企業年金掛金額現価の増加額は、規約上掛金率を用

いて算定すること。 

 

 

 

・負債変動リスク算出における調整前給付現価相当額及びリスク分

担型企業年金掛金額現価においては、新規（将来）加入者も給付

調整の対象となることから、新規（将来）加入者を見込むことを

基本とする。 

 

・負債変動リスクの対象とする基礎率以外の基礎率については、責

任準備金の計算における見込みと同一のものを使用すること。 

 

・負債変動リスクを考える際に確率分布を考える際には正規分布を 

仮定することが一般的と思われるが、テールが厚いケース等、正 

規分布を使用することが必ずしも適切ではないケースも考えら 

れる。この場合の取扱いとして確立された方法は無いと考えられ 

るが、例えば、極値統計の考え方を適用することを否定するもの 

ではない。 

但し、実際に適用する際には、データ数が十分か、モデルのあて 

はまりは十分か等に充分注意する必要があると考えられる。 

 

 
＜負債変動リスク算出における特別算定方法の例示＞ 

 

・負債変動リスクをどのように考慮するかの具体的な方法について

は、様々なものが考えられるため、ここでは、いくつかの例を示

すのみとする。 

 

 

Ｉ．基礎率が変動することによる調整前給付現価相当額及びリスク分

担型企業年金掛金額現価の変動を見込む方法の例示 

（財政再計算時に発生する差損を見込む方法） 

 

・以下に示した 2 つの考え方によるものについて、同時に計上する

ことも可能だが、重複に十分注意する。 

 

 【基本的な考え方】 

（考え方 1：ア、ウで例示） 

財政再計算時に設定する基礎率が、20 年に 1 回の頻度で発生する

と予想される程度変動したと仮定した場合に、基礎率変動前後の

定常状態における（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年

金掛金額現価）の変動額を負債変動リスクと考えるもの。 

 20 年に 1 回の頻度で発生すると予想される変動は、将来の見通し

去実績の明らかな増加・減少傾向

を考慮して負債変動リスクを算定

しようとする場合に留意するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再計算毎にリスク分担型企業年

金掛金を洗い替えることとして

いる場合など、リスク分担型企業

年金掛金の変動が見込まれる場

合には規約上掛金率の変動を考

慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

・極値統計の考え方の適用として

は、例えば、何らかの閾値を設け、

閾値を超える超過プロットを作

成し、それが一般パレート分布に

従うと仮定するといった方法が

考えられる。  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

・なお、十分に制度が成熟している

と考えられる場合には、計算基準

日時点の額とすることも考えら

れる。 

 

 

 

 

 

・複数の基礎率に関する負債変動

リスクを計上する場合、各基礎率

変動の相関を考慮する必要がな

いか検討すること。 
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に基づき合理的に推計することや、過去の実績から TVaR(95%)を

用いて計算する（＊）ことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊）ここでは、「TVaR(95%)を用いて計算する」を以下の意味

で使用している。 

 

20 年に 1 回の頻度で発生すると予想される変動を考える対象

となる基礎率または定常状態における（調整前給付現価相当額

－リスク分担型企業年金掛金額現価）を値として持つ確率変数

とその分布を推定し、以下のように変動後を作成する。 

 

確率変数の分布関数 𝐹(𝑥) に対し 𝑇𝑉𝑎𝑅ା(𝛼) 、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(𝛼) を 

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(𝛼) =
1

1 − 𝛼 
න min{𝑥|𝐹(𝑥) ≧ 𝑡}𝑑𝑡

ଵ

஑

 

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(𝛼) =
1

1 − 𝛼 
න min{𝑥|𝐹(𝑥) ≧ 𝑡}𝑑𝑡

ଵିఈ

଴

 

で表されるリスク尺度とする。 

 

 

・確率変数を基礎率とする場合（アの例示で使用） 

定常状態における（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業

年金掛金額現価）の増加額が最大となる基礎率を作成する必要

・基礎率変動に一定の傾向がある

場合に、考え方 1 で当該傾向を全

て反映させることは必ずしも出来

ないため、考え方 2 も同時に計上

することは考えられる。但し、考

え方 1 は過去の実績を元にしてい

るため、例えば過去の傾向と将来

の傾向が同様の場合、考え方 1 と

考え方 2 を同時に計上することは

過大になると考えられる。 

 

・（考え方 1,2 共通）『定常状態にお

ける（調整前給付現価相当額－リ

スク分担型企業年金掛金額現価）

の増加額』については、定常状態

で、20 年に 1 回の基礎率変動等が

起きることを考えており、計算基

準日時点もしくは定常状態までの

間で当該変動が起きることを前提

にしているわけではない。こうし

た場合を考慮することが適切と考

えられる場合には、適切に考慮す

ること。 

 

・なお、定常状態で当該変動が生じ

た直後の状態はもはや定常状態で

はないが、『定常状態における（調

整前給付現価相当額－リスク分担

型企業年金掛金額現価）の増加額』

を算定することにより（当該変動

後の）定常状態に至るまでの負債

変動額の一部を考慮していること

にもなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・左記算式のとおり、TVaR の算定に

あたり、「過去の実績において、過

去の実績の平均値からどれだけば

らつきがあったか」だけでなく、

「過去の実績の平均値と基準日時

点数値とのずれ」も含めている。

後者について含めない方が良いと

判断される場合には、そうした扱

いを行うことも考えられる。 

 

・予定脱退率、予定昇給率について

は、全年齢の平均予定脱退率、最

低年齢から最高年齢までの予定昇
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があることに留意し、以下のように変動後を作成する。 

 

① 定常状態における（調整前給付現価相当額－リスク分担型       

企業年金掛金額現価）が基礎率に対し単調増加であるもし

くはほぼそうした傾向にあると判断される場合 

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(95%) を変動後とする。 

 

② 定常状態における（調整前給付現価相当額－リスク分担型

企業年金掛金額現価）が基礎率に対し単調減少であるもし

くは ほぼそうした傾向にあると判断される場合 

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(95%) を変動後とする。 

 

③①、②以外の場合 

上記①、②のどちらに近いかを判断し、より近い方を採用す

ることが考えられる。例えば、１０％や２０％刻みでサンプ

ルを取って定常状態における（調整前給付現価相当額－リ

スク分担型企業年金掛金額現価）を算定し判断することや、

増加と減少のそれぞれ９５％点の基礎率で定常状態におけ

る（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金額

現価）を算定し、どちらが大きいかを見て判断すること等が

考えられる。 

一方、増加と減少が同傾向もしくは有意に片方とは出来な

い等の場合には、20 年に 1 回の頻度で発生すると予想され

る変動が両側 5％で起こると考え、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%)と

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)の数値を使用することが考えられる。但し、

一般に、９５％点を使用する場合と比べて９７．５％点が過

大になっていないかどうかに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・確率変数を（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金

額現価）とする場合（ウの例示で使用） 

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(95%)を変動後とする。 

 

 

 

 

 

（考え方 2：イで例示） 

 過去の掛金計算に用いた基礎率について明らかに増加・減少の傾

向がみられる場合には、掛金計算に用いた基礎率から今後の一定

期間の増加・減少を見込んだ基礎率と掛金計算に用いた基礎率に

よる（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金額現価）

の変動額を負債変動リスクと考えるもの。 

 

 

 【実際に見込む方法】 

ア．変動後の基礎率を作成し、基礎率変動前後の（調整前給付現価

相当額－リスク分担型企業年金掛金額現価）の変動を見込む方

法 

給の平均（最低年齢から最高年齢

までの昇給率（頭打ち年齢等考慮

可）の平均）に関し変動後を作成

し、計算基準日の基礎率に割掛け、

一定値の加減等を行うことで変動

後の基礎率を作成する方法が考え

られる。前者については 5 点移動

法等により求めた基礎率に基づき

計算する場合には、各歳の率の間

に相関があることに留意する。 

 

 

・例えば、基礎率増加時の（調整前

給付現価相当額－リスク分担型

企業年金掛金額現価）（＊）の増

加額と基礎率減少時の（＊）の増

加額が同様と考えられる場合、

（＊）の上位５％の変動への寄与

は、基礎率の増加と減少それぞれ

によって同様にもたらされると

考えられることから、基礎率増加

2.5％、基礎率減少 2.5％を元に

し た 、 𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%) と

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)の数値を使用する

ことが考えられる。 

 

・𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%)と𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)

の数値を使用する方法として、例

え ば 、 𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%) ～

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)の範囲から適当な

数のサンプルを抽出し、その中で

最大となるものを採用する方法

が考えられる。 

 

・正規分布を仮定する場合、

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(95%)は平均＋標準偏差

×2.06、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(95%)は平均－標

準偏差×2.06、𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)は

平 均 ＋ 標 準 偏 差 × 2.34 、

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%)は平均－標準偏差

×2.34 となる。 

 

 

 

 

・今後の一定期間とは、定常状態に

至るまでの期間の中の一定期間と

する。 
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金 

 

a.予定利率 

 

ⅰ.標準算定方法と同一の方法。 

  

 

 

 

 

 

 

  ⅱ.積立金の期待収益率の分布そのものの移動幅を合理的に推計

し、これを予定利率の低下幅として標準算定方法を適用する方

法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.予定死亡率 

・予定死亡率については、公的な統計等を参考に、20 年に 1 回の  

頻度で発生すると考えられる死亡率改善に伴う「定常状態にお  

ける（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金額現

価）」（＊）の増加額を、負債変動リスクとして計上する方法が

考えられる。 

・公的な統計等を参考に、今後の死亡率改善を予測し、当該死 

亡率改善を（＊）に織り込むことが考えられるが、その場合、 

負債変動リスクの算定は、上記債務からの 20 年に 1 回の頻度の 

死亡率改善に伴う乖離を捉えることになると考えられる。 

 

   c.予定脱退率 

・計算基準日前の実績等に基づき、変動後の予定脱退率を

TVaR(95%)を用いて計算し、変動後の予定脱退率に変更した場合

の定常状態における 

（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金額現価） 

の増加額とする方法。 

 

 

 

・市場や経済環境の将来の見通し

に基づき、積立金の運用収益の長

期の予測の変動を推計する必要

があることに留意すること。 

・一般に蓋然性が高いと想定され

る予想（経済の専門家等の予想）

に基づき算定することが考えら

れる。 

・過去の各年度の期待収益率の実

績を元に、将来の期待収益率の分

布を算定する方法も考えられる

が、過去の実績をそのまま使用す

ることが妥当かどうか、また、単

年度実績を中長期の期待収益率

として使用してよいか等につき

十分留意した上で算定すること

が望まれる。 

・当該「予定利率の低下幅」が 20 年

に 1 回の頻度で発生するものと

見做せるかどうか、十分検討した

上で適用することが望まれる。 

・将来の期待収益率の低下を織り

込 

んだ予定利率を設定し、当該予

定利率にて責任準備金を算定す

る場合、負債変動リスクの算定

は、当該責任準備金からの 20 年

に 1 回の頻度の期待収益率の乖

離を捉えることになると考えら

れる。 

・予定利率の低下幅を 1.0％（1.0％

低下後の予定利率が下限予定利

率を下回る場合は、下限予定利率

までの低下幅）以外とする場合

は、合理的な理由が必要となる。 

 

・死亡率改善前の（＊）の算定にあ

たっては、基準死亡率に一定率を

乗じた死亡率を用いることが原

則となるが、死亡率改善後の（＊）

の算定は、必ずしもそうではない

と考えられる。 

 

 

 

 

 

・予定脱退率の年度ごとの実績に

ばらつきがある場合に適切であ

ると考えられる。 

 

・予定脱退率を一般化加法モデル

（Generalized Additive Model  
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金 

 

 

 

 

 

・脱退率の平均値の分布については、実績等に基づき作成した標 

本平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差とする正規分布を仮

定することが考えられる。この場合、実績等については、過去

に適用した脱退率（もしくは過去 3 年間毎の実績を用いて過去

に適用した脱退率と同じ方法で作成した脱退率）を用いること

や補正前の脱退実績（３年平均）を使用することが考えられる。

ただし、標本が少ない場合、正規分布を仮定すると適切な結果

が得られないこともあることに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・脱退率の平均値の分布については、（過去 m 年間の脱退者数）÷

（過去 m 年間の加入者数）＝ 𝑝̂（過去 m 年間の実績から算出し

た実績脱退率）をもとに、2 項分布 𝐵(𝑛, 𝑝̂) を仮定することが

考えられる。ただし、𝑝̂ 計算時に異常年度は除外する。𝑛𝑝̂ ≥ 5 

かつ 𝑛(1 − 𝑝̂) ≥ 5 を満たす場合には、脱退者数に関する 2 項

分布は正規分布 𝑁(𝑛𝑝̂, 𝑛𝑝̂(1 − 𝑝̂)) で近似できることを用いる

ことも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：GAM）により作成する場合には、

各年齢において TVaR(95%)にあ

たる脱退率を、例えば GAM から

算出することが考えられる。 

 

・過去の実績から基礎率と同様の

算定方法で作成したものを使用

する場合には、使用する年度の重

なりに注意が必要。 

 

・過去に適用した予定脱退率につ

いて明らかに増加・減少の傾向が

みられる場合、実績を補正するこ

とも考えられる。特に、イにより

予定脱退率に関する負債変動リ

スクを計上する場合、重複に注意

する。 

 

・左記記載は、あくまでも脱退率の

平均値に対するものであり、定常

状態における（調整前給付現価相

当額－リスク分担型企業年金掛

金額現価）の増加額が２０年に１

回の頻度で発生すると予想され

る最大額となるような予定脱退

率の形状を考える必要がある。例

えば、計算基準日に適用されてい

る予定脱退率の形状は変えず、平

均値が合うように脱退率全体に

割掛けを行うことや一定値の加

減等を行うこと（負にならないよ

うに調整要）等が考えられる。 

 

・予定脱退率の形状を変えること

を検討する場合には、その形状を

特徴づける部分について過去実

績等から合理的に補正すること

等が考えられる。 

 

・全年齢平均の予定脱退率につい

て変動後を作成する場合、n=（定

常状態の加入者数×m）とするこ

とが考えられる。 

 ただし、全年齢に対し一律の 𝑝̂ 

を仮定することとなるため、年齢

ごとに脱退の傾向が異なる場合

適切な結果が得られない可能性

があることに留意する。 

 

・また、年度ごとに 𝑝̂ が変わらな

いことも仮定しているため、n（計

算基準日時点の加入者数等）が大

きい場合に、𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄
 が僅少

となる事象が生じる。全加入者が

一律の 𝑝̂ に従う傾向があり、ま

た、年度ごとに 𝑝̂ が変わらない
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金 

 

 

 

 

 

 

 

d.予定昇給率 

・計算基準日前の実績等に基づき、変動後の予定昇給率を

TVaR(95%)を用いて計算し、変動後の予定昇給率に変更した場合

の定常状態における 

（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金額現価） 

の増加額とする方法。 

 

 

 

 

 

 

 

・予定昇給率の平均値（最低年齢から最高年齢までの昇給率（頭

打ち年齢等考慮可）の平均）の分布については、実績等に基づ

き作成した標本平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差とする

正規分布を仮定することが考えられる。この場合、実績等につ

いては、過去に適用した昇給率や、たとえば過去の各年度の財

政決算基準日の給与を使用し過去算定した昇給率と同様の算定

方法で作成したものを用いることが考えられる。ただし、標本

が少ない場合、正規分布を仮定すると適切な結果が得られない

こともあることに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.新規加入者の見込み（人数（給与）、年齢） 

・計算基準日前の実績等に基づき、変動後の新規加入者の見込み

を TVaR(95%)を用いて計算し、変動後の新規加入者の見込みに

変更した場合の定常状態における 

（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金額現価）  

の増加額とする方法。 

 

・新規加入者の見込みの分布については、実績等に基づき作成し

た標本平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差とする正規分布

を仮定することが考えられる。この場合、実績等については、

過去に適用した新規加入者の見込み（もしくは過去３年間毎の

新規加入者の見込みの平均など過去算定し新規加入者の見込み

と同様の算定方法で作成したもの）を用いることや各年度の新

規加入者の実績そのもの使用することが考えられる。ただし、

標本が少ない場合、正規分布を仮定すると適切な結果が得られ

ないこともあることに留意する。 

 

f.指標の予測 

傾向がある場合は 𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄  

が僅少となるが、問題ないと考え

られる。一方、そうした前提に該

当しない場合は、こうした近似が

適切かどうか検証した上で使用

することが考えられる。 

 

・予定昇給率の年度ごとの実績に

ばらつきがある場合に適切であ

ると考えられる。 

 

・過去に適用した予定昇給率につ

いて明らかに増加・減少の傾向が

みられる場合、実績を補正するこ

とも考えられる。特に、イにより

予定昇給率に関する負債変動リ

スクを計上する場合、重複に注意

する。 

 

 

・左記記載は、あくまでも昇給率の

平均値に対するものであり、定常

状態における（調整前給付現価相

当額－リスク分担型企業年金掛

金額現価）の増加額が２０年に１

回の頻度で発生すると予想され

る最大額となるような予定昇給

率の形状を考える必要がある。例

えば、計算基準日に適用されてい

る予定昇給率の形状は変えず、平

均値が合うように昇給率の傾き

を変えること等が考えられる。 

・予定昇給率の形状を変えること

を検討する場合には、その形状を

特徴づける部分について過去実

績等から合理的に補正すること

等が考えられる。 

 

・実績に基づき新規加入者の見込

みを定めている場合であって、年

度ごとの実績にばらつきがある

場合に適切であると考えられる。 

  

 

 

・過去に適用した新規加入者の見

込みについて明らかに増加・減少

の傾向がみられる場合、実績を補

正することも考えられる。特に、

イにより新規加入者の見込みに

関する負債変動リスクを計上す

る場合、重複に注意する。 

 

 

 

・一般に蓋然性が高いと想定され
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金 

・市場や経済環境の将来の見通しに基づき、指標の変動を予測し、

変動した指標に基づき指標の予測を行った場合の定常状態に

おける調整前給付現価相当額の増加額とする方法。 

 

 

g.一時金選択率 

・計算基準日前の実績等に基づき、変動後の一時金選択率を

TVaR(95%)を用いて計算し、変動後の一時金選択率に変更した場

合の定常状態における調整前給付現価相当額の増加額とする方

法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一時金選択率の分布については、実績等に基づき作成した標本

平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差とする正規分布を仮定

することが考えられる。この場合、実績等については、過去に

適用した一時金選択率（もしくは過去３年間毎の一時金選択率

の平均など過去算定した一時金選択率と同様の算定方法で作成

したもの）を用いることや各年度の一時金選択率そのもの使用

することが考えられる。ただし、標本が少ない場合、正規分布

を仮定すると適切な結果が得られないことに留意する。 

 

・一時金選択率の分布については、（過去 m 年間の一時金選択者

数）÷（過去 m 年間の年金資格者数）＝ 𝑝̂（過去 m 年間の実績

から算出した実績一時金選択率）をもとに、2 項分布 𝐵(𝑛, 𝑝̂) を

仮定することが考えられる。 

𝑛𝑝̂ ≥ 5 かつ 𝑛(1 − 𝑝̂) ≥ 5 を満たす場合には、一時金選択者数

に関する 2 項分布は正規分布 𝑁(𝑛𝑝̂, 𝑛𝑝̂(1 − 𝑝̂)) で近似できる

ことを用いることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．今後一定期間の増加・減少を見込むことにより変動後の基礎率

を作成し、基礎率変動前後の（調整前給付現価相当額－リスク

る予想（例えば、複数の新聞やシン

クタンク等の予想）に基づき算定す

ることが考えられる。 

 

 

・実績に基づき一時金選択率を定

めている場合であって、年度ごと

の実績にばらつきがある場合に

適切であると考えられる。 

・過去に適用した一時金選択率に

ついて明らかに増加・減少の傾向

がみられる場合、実績を補正する

ことも考えられる。特に、イによ

り一時金選択率に関する負債変

動リスクを計上する場合、重複に

注意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一時金選択率を過去m年の実績値

より算定している場合には、n=

（定常状態における年金資格者

数×m）とすることが考えられる。 

 

・全年金資格者に対し一律の 𝑝̂ を

仮定することとなるため、年齢ご

とに傾向が異なる場合等、適切な

結果が得られない可能性がある

ことに留意する。 

 

・また、年度ごとに 𝑝̂ が変わらな

いことも仮定しているため、n（計

算基準日時点の年金資格者数等）

が大きい場合に、𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄
 が

僅少となる事象が生じる。全年金

資格者が一律の 𝑝̂ に従う傾向が

あり、また、年度ごとに 𝑝̂ が変

わらない傾向がある場合は 

𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄  が僅少となるが問題

ないと考えられる。一方、そうし

た前提に該当しない場合は、こう

した近似が適切かどうか検証し

た上で使用することが考えられ

る。 

 

 

・今後の一定期間とは、定常状態に

至るまでの期間以内の一定期間と
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分担型企業年金掛金額現価）（＊）の変動を見込む方法 

 

b.予定死亡率 

・変動後の死亡率として、公的な統計等を参考に、今後の一定期 

間における予定死亡率の改善を予測し、予定死亡率が改善した 

場合の（＊）の増加額を財政悪化リスク相当額に計上する方法 

も考えられる。 

・また、基準死亡率に公的機関の公表データ等を活用した変化率 

(改善率)を反映し、計算基準日から一定期間後に想定される年 

齢別の死亡率を改善後の死亡率として負債変動リスクを算定す 

ることも考えられる。 

 

   c.予定脱退率 

・計算基準日前の実績の傾向に基づき、今後の一定期間の予定脱

退率の増加または減少を見込み、増加または減少した予定脱退

率による定常状態における 

（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金額現価） 

が増加する場合当該額とする方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.予定昇給率 

・計算基準日前の実績の傾向に基づき、今後の一定期間の予定昇

給率の増加または減少を見込み、増加または減少した予定昇給

率による定常状態における 

（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金額現価） 

が増加する場合当該額とする方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.新規加入者の見込み（人数（給与）、年齢） 

・計算基準日前の実績の傾向に基づき、今後の一定期間の新規加

入者の見込みの変動（人数（給与）・年齢の増減）を見込み、変

動した新規加入者の見込みによる定常状態における 

（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金額現価） 

が増加する場合当該額とする方法。 

する。 

 

・死亡率改善前の（＊）の算定にあ

たっては、基準死亡率に一定率を

乗じた死亡率を用いることが原

則となるが、死亡率改善後の（＊）

の算定は、必ずしもそうではない

と考えられる。 

 

 

 

 

・過去に適用した予定脱退率につ

いて明らかに増加・減少の傾向が

みられる場合に適切であると考

えられる。 

 

・予定脱退率に対し定常状態の（調

整前給付現価相当額－リスク分

担型企業年金掛金額現価）が単調

増加または単調減少の傾向がな

い場合、今後の一定期間の見込み

の範囲内で定常状態の（調整前給

付現価相当額－リスク分担型企

業年金掛金額現価）が、例えば１

０％や２０％刻みでサンプルを

取った上で最大となる予定脱退

率に基づき計算する方法も考え

られる。 

 

 

・過去に適用した予定昇給率につ

いて明らかに増加・減少の傾向が

みられる場合に適切であると考

えられる。 

 

・予定昇給率に対し定常状態の（調

整前給付現価相当額－リスク分

担型企業年金掛金額現価）が単調

増加または単調減少の傾向がな

い場合、今後の一定期間の見込み

の範囲内で定常状態の（調整前給

付現価相当額－リスク分担型企

業年金掛金額現価）が、例えば１

０％や２０％刻みでサンプルを

取った上で最大となる予定昇給

率に基づき計算する方法も考え

られる。 

 

 

・過去に適用した新規加入者の見

込みについて明らかに増加・減少

の傾向がみられる場合に適切で

あると考えられる。 

 

・新規加入者の見込みに対し定常
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f.指標の予測 

・市場や経済環境の将来の見通しに基づき、今後の一定期間にお

ける指標の変動を予測し、変動した指標に基づき指標の予測を

行った場合の定常状態における調整前給付現価相当額が増加す

る場合当該額とする方法。 

 

g.一時金選択率 

・計算基準日前の実績の傾向に基づき、今後の一定期間の一時金

選択率の増加または減少を見込み、増加または減少した一時金

選択率による定常状態における調整前給付現価相当額が増加す

る場合当該額とする方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．20 年に 1 回の頻度で発生すると予想される（調整前給付現価相

当額－リスク分担型企業年金掛金額現価）の変動を見込む方法 

 

定常状態の（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金額

現価）について、20 年に 1 回の頻度で発生すると予測される最大額

を TVaR(95%)を用いて計算し、その変動額を見込む方法。 

 

・定常状態の（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金

額現価）の分布については、過去に適用した基礎率を用いて、計

算基準日の基礎率により作成した定常状態について（調整前給付

現価相当額－リスク分担型企業年金掛金額現価）を計算し、標本

平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差とする正規分布を仮定す

ることが考えられる。制度発足後の期間が短い場合や、制度変更

を行った場合で、適用した基礎率の数が少ない場合には、過去の

実績に基づいて基礎率を算定し、標本数を増やす等の対応を行う

こと。   

 

 
Ⅱ．調整前給付現価相当額、リスク分担型企業年金掛金額現価及び積

立金の単年度の変動の実績と予定の乖離を見込む方法の例示 

状態の（調整前給付現価相当額－

リスク分担型企業年金掛金額現

価）が単調増加または単調減少の

傾向がない場合、今後の一定期間

の見込みの範囲内で定常状態の

（調整前給付現価相当額－リス

ク分担型企業年金掛金額現価）

が、例えば１０％や２０％刻みで

サンプルを取った上で最大とな

る新規加入者の見込みに基づき

計算する方法も考えられる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

・過去に適用した一時金選択率に

ついて明らかに増加・減少の傾向

がみられる場合に適切であると

考えられる。 

 

・一時金選択率に対し定常状態の

調整前給付現価相当額が単調増

加または単調減少でない場合、今

後 20 年の見込みの範囲内で定常

状態の調整前給付現価相当額が

例えば１０％や２０％刻みでサ

ンプルを取った上で最大となる

一時金選択率に基づき計算する

方法も考えられる。 

 

 

 

 

 

 

・ア．およびイ．を反映することが

適切な理由に該当する基礎率の

みについて計算することも考え

られる。 

 

・ア．の方法と同時に計上すること

は不適切。 

 

 

 
 
 
 
 
 
・十分に制度が成熟していると考

えられる場合には計算基準日時
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（財政決算時に発生する差損を見込む方法） 

 

 【基本的な考え方】 

各種基礎率にかかる実績値について 20 年に 1 回の頻度で発生す

る実績値（以下、20 年に１回の実績値）の予想を行い、20 年に 1

回の実績値により推移した場合に発生する差損－現行基礎率通

り推移した場合に発生する差損益を財政悪化リスク相当額に計

上する方法。 

 

具体的には、定常状態における 

（（20 年に 1 回の実績値により推移した場合の 1 年後の人員に対

して現行基礎率で算定した通常予測給付額の現価－リスク分担型

企業年金掛金額現価）－（20 年に 1 回の実績値により推移した場

合の給付・掛金を考慮した 1年後の資産））※ 

－（現行基礎率通り推移した場合の 1 年後の人員に対して現行基

礎率で算定した（通常予測給付額の現価相当額－リスク分担型

企業年金掛金額現価）－（現行基礎率通り推移した場合の給付・

掛金を考慮した 1 年後の資産）） 

 を財政悪化リスク相当額に計上する方法。 

 

 ※財政悪化リスク相当額の対象とする基礎率以外については、基礎

率に基づき推移するとしたもの。 

 

20 年に 1 回の実績値は、TVaR(95%)を用いて計算する（＊）ことが

考えられる。 

なお、脱退率や新規加入者の見込み等、過去３年間等の平均を基礎

率としている場合、当該基礎率自体に対して「TVaR(95%)を用いて計

算する」のではなく、当該基礎率の元となった単年度の実績値その

ものに対して「TVaR(95%)を用いて計算する」ことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊）ここでは、「TVaR(95%)を用いて計算する」を以下の意味

で使用している。 

 

20 年に 1 回の実績値を考える各基礎率に係る実績値を値とし

て持つ確率変数とその分布を推定し、以下のように変動後を作

成する。 

 

確率変数の分布関数 𝐹(𝑥) に対し 𝑇𝑉𝑎𝑅ା(𝛼) 、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(𝛼) を 

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(𝛼) =
1

1 − 𝛼 
න min{𝑥|𝐹(𝑥) ≧ 𝑡}𝑑𝑡

ଵ

஑

 

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(𝛼) =
1

1 − 𝛼 
න min{𝑥|𝐹(𝑥) ≧ 𝑡}𝑑𝑡

ଵିఈ

଴

 

で表されるリスク尺度とする。 

 

上記※が最大となる実績値を作成する必要があることに留意

し、以下のように 20 年に 1 回の実績値を作成する。 

点の額とすることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通常予測給付額の現価及び給付

については、定常状態の積立金と

同様の調整率により計算するこ

とが考えられる。 

 

・定常状態における『（通常予測給

付額の現価－リスク分担型企業

年金掛金額現価）』の変動につい

ては、定常状態において、20 年に

1 回の実績値の変動等が起きる

ことを考えており、計算基準日時

点もしくは定常状態までの間で

当該変動が起きることを前提に

しているわけではない。こうした

場合を考慮することが適切と考

えられる場合には、適切に考慮す

ること。 

 

・なお、定常状態で当該変動が生じ

た直後の状態はもはや定常状態

ではないが、定常状態における

『（通常予測給付額の現価－リス

ク分担型企業年金掛金額現価）』

の予定との差を算定することに

より（当該変動後の）定常状態に

至るまでの負債変動額の一部を

考慮していることにもなる。 

 

 

 

 

・実績脱退、実績昇給については、

全年齢の平均脱退、最低年齢から

最高年齢までの昇給の平均（最低

年齢から最高年齢までの昇給率

（頭打ち年齢等考慮可）の平均）

に関し 20 年に 1 回の実績値を作

成し、計算基準日の基礎率に割掛

け、一定値の加減 

等を行うことで各歳の実績値を

作成する方法が考えられる。 

 新規加入者については、各歳また

は一定の年齢幅毎に 20 年に 1 回

の実績値を作成する方法が考え

られる。 

 

・左記算式のとおり、TVaR の算定に
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リスク分担型企業年金 

 

① ※が実績値に対し単調増加である場合もしくはほぼそう

した傾向にあると判断される場合 

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(95%)を 20 年に 1 回の実績値とする。     

 

②※が実績値に対し単調減少である場合もしくはほぼそうし

た傾向にあると判断される場合 

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(95%) を 20 年に 1 回の実績値とする。 

 

③①、②以外の場合 

上記①、②のどちらに近いかを判断し、より近い方を採用す

ることが考えられる。例えば、１０％や２０％刻みでサンプ

ルを取って定常状態における（調整前給付現価相当額－リ

スク分担型企業年金掛金額現価）を算定し判断することや、

増加と減少のそれぞれ９５％点の基礎率で定常状態におけ

る（調整前給付現価相当額－リスク分担型企業年金掛金額

現価）を算定し判断すること等が考えられる。 

一方、増加と減少が同傾向もしくは有意に片方とは出来な

い等の場合には、20 年に 1 回の実績値が両側 5％で起こる

と考え、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%)と𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)の数値を使用する

ことが考えられる。但し、一般に、９５％点を使用する場合

と比べて９７．５％点が過大になっていないかどうかに留

意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【財政悪化リスク相当額の対象とする基礎率（予定利率、予定死亡

率、指標の予測以外）に対応する単年度差損の見込み方】 

 

 

 

c.予定脱退率 

・実績値の分布については、過去の各年度ごとの脱退実績に基づ

き作成した標本平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差とする

正規分布を仮定することが考えられる。ただし、標本が少ない

場合、正規分布を仮定すると適切な結果が得られないことに留

意する。 

 

 

 

 

 

 

あたり、「過去の実績において、過

去の実績の平均値からどれだけば

らつきがあったか」だけでなく、

「過去の実績の平均値と基準日時

点数値とのずれ」も含めている。

後者について含めない方が良いと

判断される場合には、そうした扱

いを行うことも考えられる。 

 

・例えば、実績値増加時の※の増加

額と実績値減少時の※の増加額

が同様と考えられる場合、※の上

位５％の変動への寄与は、実績値

の増加と減少それぞれによって

同様にもたらされると考えられ

ることから、実績値増加 2.5％、

実績値減少 2.5％を元にした、

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%) と 𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)

の数値を使用することが考えら

れる。 

 

・𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%)と𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)

の数値を使用する方法として、例え

ば 、 𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%) ～

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)の範囲から適当な数

のサンプルを抽出し、その中で最大

となるものを採用する方法が考え

られる。 

 

・正規分布を仮定する場合、

𝑇𝑉𝑎𝑅ା(95%)は平均＋標準偏差

×2.06、𝑇𝑉𝑎𝑅ି(95%)は平均－標

準偏差×2.06、𝑇𝑉𝑎𝑅ା(97.5%)は

平 均 ＋ 標 準 偏 差 × 2.34 、

𝑇𝑉𝑎𝑅ି(97.5%)は平均－標準偏差

×2.34 となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予定脱退率として見込んでいな

い事由による脱退についても、考

慮することも考えられる。 

 

・脱退実績の見込みについて明ら

かに増加・減少の傾向がみられる

場合、実績を補正することも考え

られる。 

 

・左記記載は、あくまでも脱退実績

の見込みの年齢分布の平均値に

対するものであり、定常状態にお
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・実績値の分布については、（過去 m 年間の脱退者数）÷（過去 m

年間の加入者数）＝ 𝑝̂（過去 m 年間の実績から算出した実績脱

退率）をもとに、2 項分布 𝐵(𝑛, 𝑝̂) を仮定することが考えられ

る。𝑛𝑝̂ ≥ 5 かつ 𝑛(1 − 𝑝̂) ≥ 5 を満たす場合、脱退者数に関す

る 2 項分布は正規分布 𝑁(𝑛𝑝̂, 𝑛𝑝̂(1 − 𝑝̂)) で近似できることを

用いることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.予定昇給率 

・実績値の分布については、過去の各年度ごとの昇給実績に基づ

き作成した標本平均及び不偏標準偏差を平均・標準偏差とする

正規分布を仮定することが考えられる。ただし、標本が少ない

場合、正規分布を仮定すると適切な結果が得られないことに留

意する。 

 

 

 

 

 

ける脱退実績の見込みと基礎率

どおりとの差による不足が２０

年に１回の頻度で発生すると予

想される最大額となるような脱

退実績の見込みの形状を考える

必要がある。例えば、計算基準日

に適用されている予定脱退率の

形状は変えず、平均値が合うよう

に脱退率全体に割掛けを行うこ

とや一定値の加減等を行うこと

（負にならないように調整要）等

が考えられる。 

 

・脱退実績の見込みの年齢分布と

現行予定脱退率の形状を異にす

ることを検討する場合には、その

形状を特徴づける部分について

過去実績等から合理的に補正す

ること等が考えられる。 

 

 

・脱退実績の見込みの全年齢平均

について変動後を作成する場合、

n=（計算基準日の加入者数×3）

とすることが考えられる。 

 ただし、全年齢に対し一律の 𝑝̂ 

を仮定することとなるため、年齢

ごとに脱退の傾向が異なる場合

適切な結果が得られない可能性

があることに留意する。 

 

・また、年度ごとに 𝑝̂ が変わらな

いことも仮定しているため、n（計

算基準日時点の加入者数等）が大

きい場合に、𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄
 が僅少

となる事象が生じる。全加入者が

一律の 𝑝̂ に従う傾向があり、ま

た、年度ごとに 𝑝̂ が変わらない

傾向がある場合は 𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄  

が僅少となるが問題ないと考え

られる。一方、そうした前提に該

当しない場合は、こうした近似が

適切かどうか検証した上で使用

することが考えられる。 

 

・昇給実績の見込みについて明ら

かに増加・減少の傾向がみられる

場合、実績を補正することも考え

られる。 

 

・左記記載は、あくまでも昇給実績

の見込みの平均値に対するもの

であり、定常状態における昇給実

績の見込みと基礎率どおりとの

差が２０年に１回の頻度で発生

すると予想される最大額となる
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.新規加入者の見込み（人数（給与）、年齢） 

・実績値の見込みの分布については、過去の各年度ごとの新規加

入実績に基づき作成した標本平均及び不偏標準偏差を平均・標

準偏差とする正規分布を仮定することが考えられる。ただし、

標本が少ない場合、正規分布を仮定すると適切な結果が得られ

ないことに留意する。 

 

g.一時金選択率 

・実績値の見込みの分布については、過去の各年度毎の一時金選

択の実績に基づき作成した標本平均及び不偏標準偏差を平均・

標準偏差とする正規分布を仮定することが考えられる。ただ

し、標本が少ない場合、正規分布を仮定すると適切な結果が得

られないことに留意する。 

 

・実績値の見込みの分布については、（過去 m 年間の一時金選択者

数）÷（過去 m 年間の年金資格者数 n）＝ 𝑝̂（過去 m 年間の実

績から算出した実績一時金選択率）をもとに、2 項分布 𝐵(𝑛, 𝑝̂) 

を仮定することが考えられる。𝑛𝑝̂ ≥ 5 かつ 𝑛(1 − 𝑝̂) ≥ 5 を満

たす場合、一時金選択者数に関する 2 項分布は正規分布 

𝑁(𝑛𝑝̂, 𝑛𝑝̂(1 − 𝑝̂)) で近似できることを用いることも考えられ

る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ような予定昇給率の形状を考え

る必要がある。例えば、計算基準

日に適用されている予定昇給率

の形状は変えず、平均値が合うよ

うに昇給率の傾きを変えること

等が考えられる。 

 

・昇給実績の見込みの年齢分布と

現行予定昇給率の形状を異にす

ることを検討する場合には、その

形状を特徴づける部分について

過去実績等から合理的に補正す

ること等が考えられる。 

 

 
・新規加入者の実績の見込みにつ

いて明らかに増加・減少の傾向が

みられる場合、実績を補正するこ

とも考えられる。 

 

 

 

・一時金選択率の実績の見込みに

ついて明らかに増加・減少の傾向

がみられる場合、実績を補正する

ことも考えられる。 

 

・一時金選択率の実績の見込みの

算定にあたり、n=（計算基準日の

年金資格者数×3）とすることも

考えられる。 

 

・全年金資格者に対し一律の 𝑝̂ を

仮定することとなるため、年齢ご

とに傾向が異なる場合等、適切な

結果が得られない可能性がある

ことに留意する。 

 

・また、年度ごとに 𝑝̂ が変わらな

いことも仮定しているため、n（計

算基準日時点の年金資格者数等）

が大きい場合に、𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄
 が

僅少となる事象が生じる。全年金

資格者が一律の 𝑝̂ に従う傾向が

あり、また、年度ごとに 𝑝̂ が変

わらない傾向がある場合は 

𝑝̂(1 − 𝑝̂) 𝑛⁄  が僅少となるが問題

ないと考えられる。一方、そうし

た前提に該当しない場合は、こう

した近似が適切かどうか検証し

た上で使用することが考えられ

る。 
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補足事項 財政悪化リスク相当額 

リスク分担型企業年金 

６．実施事業所の増加する場合等の取り扱いについて 
 
・実施事業所が増加する場合、当該増加に係る財政計算の計算基準日

における、増加する実施事業所の財政悪化リスク相当額は次のよう

に算定することができる。 

 

  増加する実施事業所の財政悪化リスク相当額 

    ＝実施事業所が増加する前の財政悪化リスク相当額 

    ×実施事業所の増加に伴い増加することとなる資産額 

    ／実施事業所が増加する前の資産額 

 

・実施事業所が増加する場合で、規則第５０条に該当しない場合も、

適当な基準日を設定することにより、上記と同様の方法で増加する

実施事業所の財政悪化リスク相当額を算定し、当該実施事業所のみ

に係るリスク対応掛金（相当）を算定することができる。 

 

・法第３条の規定により確定給付企業年金を実施する場合、法第７４

条の規定により規約型企業年金が統合する場合、法第７６条により

基金が合併する場合又は法第７９条、第８０条、第８１条、改正前

確定給付企業年金法第１１１条及び第１１２条の規定により権利

義務の承継を行う場合（権利義務の移転を行う確定給付企業年金の

実施事業所の事業主の全部又は厚生年金基金の設立事業所の事業

主の全部が、権利義務の承継を行う確定給付企業年金の実施事業所

の事業主の全部となる場合を除く。）又は給付区分を新たに設ける

場合（当該給付区分に係るリスク対応掛金（相当）に限る。）につい

て、実施事業所が増加する場合と同様の取り扱いができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

・負債変動リスクを算定している

場合は、資産額だけではなく、責任

準備金等を勘案することも可。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 157 

付録１：確定給付企業年金に関する様式マニュアル 

 

本マニュアルは、法第97条第1項に定める「厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であって

厚生労働省令で定めるもの」を作成する場合に、参考となる記載方法を説明する資料である。 

 

 

目次 

 

第１ 項 様式(｢簡易な基準｣を除く)     ……………………………１５８ 

第２ 項 様式(｢簡易な基準｣)        ……………………………１９０ 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1  

 

年金数理に関する

確認 

 

C2-ア  

 

給付の設計の基礎

を示した書類(表

紙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2－イ  

 

給付の設計の基礎

を示した書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経過措置】 

○平成29年12月31日以前を計算基準日として行う財政計算について、

旧基準で行った場合、様式Ｃ３及び様式Ｃ４は、改正前の様式を使用

することができる。 

 

○平成30年3月31日以前を事業年度末日として行う財政決算について、

新基準での財政計算を行った場合を除き、様式Ｃ７は、改正前の様式

を使用することができる。 

 

 

規約型企業年金の規約の承認、基金型企業年金の設立認可の場合は、

それぞれ｢規約番号｣、｢基金番号｣は記入不要。 

 

 

 

１.書類の作成 

承認認可基準通知別紙3申請書類一覧に定める場合に作成する。 

脚注の｢○は申請の内容が当該書類に関係する場合｣は以下のとおり 

 

・規約変更の承認、認可、届出 

給付設計内容を変更する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．減額の場合は7の備考欄に、変更前後の通常予測給付現価を記入

する。なお、給付設計内容の変更と同時に予定利率、予定死亡率等

の基礎率や財政方式を変更する場合は、統一した基準で比較するこ

とに留意すること。 

再評価に用いる指標の見込みとして直近5年間の実績値の平均値

を用いる必要があるが、直近5年間の実績値の平均値が零を下回る

場合には零とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢簡易な基準｣の様式は第２項参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・規約変更日前の期間に係る給付

の額を増額する場合であって、当

該増額に係る実施事業所の事業

主が企業型年金を実施している

場合、給付水準の引き上げを他制

度掛金相当額に反映させずに行

うなどの確定拠出年金の拠出可

能枠の恣意的な操作を防止する

観点から、申請手続きを要するこ

とに留意すること（2024年12月1

日以降を変更日とする規約変更

から適用）。なお、合併等による

実施事業所の増加に伴い、過去勤

務期間を加入者期間へ通算する

場合は、申請に該当しないとされ

ている。 

 

 

 

・給付減額に該当することが明ら

かな変更である場合は、その旨を

7の備考欄に記載することにより

数値の記入を省略することもで

きる。 

・減額とならない場合、給付減額と

ならないことが分かるように、そ

の根拠を7の備考欄に記入する。 

・給付の名目額が増加するため減

額として取り扱わない場合、変更

前後の「基礎率のうち予定利率を

零とする通常予測給付現価」を併

せて記入する。ただし、給付の名

目額が明らかに増加する変更（例

えば、定年延長により旧定年以降

の給付額については旧定年時点

の給付額に利息を付利する等）で
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．規約の統合・分割等（※）によって、実施事業所の全部又は一部

の加入者の権利義務を他の規約に移転させ、当該移転先の規約にお

いて実施事業所として新たに加わる場合において、当該加入者に対

して移転前後で同一の給付設計を適用する場合は、その旨を7の備

考欄に記入すること。 

 

 （※）上記の統合・分割等とは、具体的には以下の場合が該当する。 

① 法第７４条に基づく規約の統合 

② 法第７５条に基づく規約の分割 

③ 法第７６条に基づく基金の合併 

④ 法第７７条に基づく基金の分割 

⑤ 法第７９条に基づく権利義務の移転 

⑥ 法第８０条に基づく規約型から基金への移行 

⑦ 法第８１条に基づく基金から規約型への移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考欄の記入例） 

・確定給付企業年金法第７４条の規定の基づき規約型企業年金の統

合を行うもので、当該統合に伴い加入者等に係る給付の支給に関

する権利義務が移転される実施事業所の加入者に対しては、移転

前後で同一の給付設計を適用する。 

 

３.各項目の記入例 

4－給付の額の算定方法 

（再評価の指標） 

・規則第２９条第２号－具体的な指標 

期間:毎年、○年毎 

指標:直近△年間の□年国債の応募者利回りの平均値 

 

 ・「再評価の指標」が規則第２９条第４号又は第５号に該当す

る場合は、組み合わせ又は上下限の元となった「号」のチェ

ックボックスを全てチェックする。 

 

5－給付の額の改定 

額の改定の方法 

   改定期間:毎年、○年経過毎 

改定方法:定率△％、加算を行う方法 

加算方法:前の期間の給付の額に指標を乗じて得た額を加算、

あらかじめ定めた給付の額を上回る額を加算 

（額の改定の指標） 

・（再評価の指標）に準じて記入する。 

 

6－給付の支給要件 

受給資格:加入者期間○年以上、加入者期間△年以上(但し□歳以

上の場合は◇年以上) 

年金の支給内容:開始年齢○歳、保証期間△年、支給期間□年 

 

ある場合は、その旨を備考欄に記

載することにより数値の記入を

省略することもできる。 

 

・企業型年金の拠出限度額に係る

経過措置適用終了要件の判断に必

要とされる項目として記入をする

もの。左記の場合は、経過措置の

適用終了要件である「確定給付企

業年金の開始」として扱わずに経

過措置適用の継続ができる。なお、

当該加入者に対して適用する給付

設計（法第４条第５号に掲げる事

項を指す。ただし、附則に権利義

務承継等の場合における過去の給

付の取扱いを規定する場合は該当

範囲に含めない。以下、本項にお

いて同様。）が移転前後で同一では

ないが、移転前と比べて軽微な変

更の範囲である場合には、様式Ｃ

３－イ又は様式Ｃ４－イ備考欄に

その旨を記入すること。 

 

・2024年12月1日以降を適用日とす

る様式から記入をすること。 

 

 

 

・左記は上記①の場合の記入例であ

る。②～⑦の場合も左記に準じる。 

 

 

 

 

 

 

（有価証券指標の例示） 

・東証株価指数 

・Russell／Nomura Prime インデ

ックス 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時金選択の可否:有り、無し 

一時金選択時期:支給開始時、開始から５年を経過した日 

一時金選択割合:全部、一部(○％、△％、…) 

 

7－規約の変更に伴う給付の額の減額 

通常予測給付現価が減少する者と最低積立基準額が減少する者

で対象者が異なる場合であっても、(1)に該当する場合は(1)のみ

にチェックする。 

 

備考欄には、どのように判定したかを記載する。 

 

〔財政再計算を伴わない軽微な制度変更を行った場合の例示〕 

 

（例示１：給付額算定期間から控除する休職期間の変更） 

・施行日前までに開始した休職の取扱いについて変更後の内容を

適用するものではなく、また、休職の発生率を見込んでいない

ことから、通常予測給付現価又は最低積立基準額が減少する者

は発生せず、給付の額の減額には該当しない。 

 

 

 

（例示２：定年年齢に変更がない定年退職日の変更） 

・年金給付が確定年金かつ再評価率が予定利率以上であり、標準

資格喪失年齢及び支給開始年齢に変更はないことから、通常予

測給付現価又は最低積立基準額が減少する者は発生しないた

め、給付の額の減額には該当しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例示３：繰下げ規定の追加） 

・繰下げの発生率を見込んでいないことから、通常予測給付現価

又は最低積立基準額が減少する者は発生しないため、給付の額

の減額には該当しない。 

 

（例示４：給与体系の変更） 

・給与が減少する者はおらず、また、給与体系変更の影響が軽微

であることから予定昇給率の見直しを行う必要がないため、通

常予測給付現価又は最低積立基準額が減少する者は発生せず、

給付の額の減額には該当しない。 

 

〔財政再計算を伴う制度変更を行った場合の例示〕 

 

（例示５：加入者の将来分の給付を廃止） 

・加入者の将来期間に対する給付を廃止するものであり、当該加

入者の通常予測給付現価が減少し、給付の額の減額に該当す

る。 

 

（例示６：積立金の一部を企業型年金の資産管理機関に移換） 

・加入者の給付の額を減額することにより当該加入者の企業型年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の例のように、年金財政の影響

が軽微であることを理由に計算基

礎率を変えず財政再計算を行わな

いことをもって、給付減額に該当し

ないと無条件に判断できるわけで

はないことに注意する。 

（例） 

一時金選択率100%で掛金計算を行

っている場合で、年金換算利率を引

き下げる場合 

 

例示２は、給付設計等の前提が以下

のとおりである場合の例示である。

（給付設計等の前提によっては給

付の額の減額の判定が異なる場合

があることに留意する。） 

 ・定年退職日を「60歳の誕生日前

日の属する月の末日」から「60

歳の誕生日前日の属する事業年

度の末日」に変更 

 ・キャッシュバランスプランであ

って、減額判定上の再評価率が

予定利率以上 

 ・年金給付が確定年金 

 ・最低保全給付の算定方法が１号

方法 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

C2－エ  

 

給付の設計の基礎

を示した書類(企

業型年金の資産管

理機関への資産の

移換に係る必要事

項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ３－ア 

 

  掛金の計算の基

礎を示した書類

（表紙） 

 

様式Ｃ３－イ 

 

  総括表（掛金の

計算の基礎を示し

た書類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金の個人別管理資産に充てるため、当該加入者の通常予測給付

現価及び最低積立基準額が減少し、給付の額の減額に該当す

る。 

 

 

１．書類の作成 

法第８２条の２第１項の規定に基づき、給付の額の減額を行って、

積立金の一部を企業型年金の資産管理機関に移換しようとする場合に

作成･提出する。 

 

２．資産の移換に係る積立状況 

(1)純資産額のうち移換に係る額 

規則第８７条の２第１項に基づき算定し、記入する。 

 

３．純資産額のうち移換に係る額の計算方法 

規則第８７条の２第１項に基づいて算定した方法を具体的に示す。 

 

４．金額の表示 

円単位で記入する。 

 

５．特記事項 

ある場合は各様式の下方に欄を設けて記入する。 

 

 

１．書類の作成 

 

    承認認可基準通知別紙３申請書類一覧に定める場合に作成する。 

 

 

 

１．区分 

 

    複数の給付設計を行う場合又は加入者を複数のｸﾞﾙｰﾌﾟに分ける場

合は、その区分毎に計算することとし、給付区分として適宜名称を

付け、区分して記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．数理上掛金 

 

ａ．標準掛金 

・過去勤務債務の額が負となったため標準掛金に負の掛金を加え

た場合、負の掛金を加えた後の標準掛金（数理上掛金）を本欄

に、負の掛金を加える前の掛金を備考欄に記載（負の掛金を加

える前の掛金を本欄に、負の掛金を加えた後の掛金を備考欄に

記載することも可）することとし、負の掛金を加えた旨を備考

欄に記載する。 

 

 ｂ．特別掛金 

    ・弾力償却を実施する場合、下限掛金率(額)を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注１の再掲 

 

・標準掛金率は給付区分ごとに記

入する。 

・給付区分が多い場合は、便宜的に

一つの給付区分に必要項目を記入

し、給付区分ごとに異なる項目(標

準掛金等)のみ別紙とすることは

可。 

この場合、給付区分の名称及び対

応する項目並びに算定根拠を記載

する（様式Ｃ３－ウ、Ｃ４－ウに

おいて同じ）。 

 

拠出方法が月払以外の場合は、備考

欄に拠出方法を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例掛金についても、本欄に記入
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・事業所により特別掛金が異なる場合、固定額で償却する方式、

定率償却または段階引上げ償却を実施する等で本欄に記入する

ことが困難な場合は、本欄は※等を記入して、その内容を備考

欄や別表等に記入する。 

・予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る特別掛金の額が

ある場合、原則として予定利率引下げによる過去勤務債務の額

以外の過去勤務債務の額に係る特別掛金の額との合算値を記載

（困難な場合は、本欄は※等を記載）して、その内容を備考欄

や別表等に記載する。 

 

 ｃ．予定償却完了日（特別掛金、特例掛金） 

    ・予定償却完了日は、予定償却開始日に予定償却期間を加えた日

を記入する。 

    ・弾力償却を実施する場合、下限掛金率(額)に対応する償却年数

による予定償却完了日を記入する。 

 ・定率償却を実施する場合、一括償却を規約に定めている場合

は、一括償却による予定償却完了日を記入する。一括償却を規

約に定めていない場合は、本欄は※等を記載して、備考欄に、

仮に一括償却することとした場合の予定償却完了日を記入す

る。（なお、リスク対応掛金の拠出が無い場合は、特別掛金及び

特例掛金の予定償却完了日はブランク可とする。） 

 ・予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る特別掛金の額が

ある場合、その予定償却期間と予定利率引下げによる過去勤

務債務の額以外の過去勤務債務の額に係る予定償却期間とを

比べ長い方を記載することを原則とするが、困難な場合は、

本欄は※等を記載して、その内容を備考欄や別表等に記載す

る。 

 

 ｄ．リスク対応掛金 

    ・弾力拠出を実施する場合、下限掛金率(額)を記入する。 

・事業所によりリスク対応掛金が異なる場合、固定額で拠出する

方式、定率拠出または段階引上げ拠出を実施する等で本欄に記

入することが困難な場合は、本欄は※等を記入して、その内容

を備考欄や別表等に記入する。 

・規則第４６条の２第２項第３号に基づきリスク対応掛金を追加

設定する場合は、本欄は※等を記入して、その内容を備考欄や

別表等に記入する。 

 

 ｅ．予定拠出完了日 

    ・予定拠出完了日は、予定拠出開始日に予定拠出期間を加えた日

を記入する。 

    ・弾力拠出を実施する場合、下限掛金率(額)に対応する拠出年数

による予定拠出完了日を記入する。 

   ・定率拠出を実施する場合、一括拠出を規約に定めている場合

は、一括拠出による予定拠出完了日を記入する。一括拠出を規

約に定めていない場合は、本欄は※等を記載して、備考欄に、

仮に一括拠出することとした場合の予定拠出完了日を記入す

る。 

・規則第４６条の２第２項第３号に基づきリスク対応掛金を追

加設定する場合は、本欄は※等を記入して、その内容を備考欄

や別表等に記入する。 

 

   ・「リスク対応掛金」の予定拠出完了日は、「特別掛金」の予定償

却完了日より後の日付とすること。 

 

 ｆ．特例掛金 

    ・特例掛金は、規則第４７条の規定に基づく次回の財政再計算ま

でに発生する積立不足の予想額の償却のための掛金である。特

することが困難な場合は同様と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例示） 

・予定償却開始日が平成30年4月1

日、予定償却期間が10年の場合

の予定償却完了日 

→ 平成40年4月1日 

・特例掛金の予定償却完了日は、次

回財政再計算による新掛金適用

予定日であることに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例示） 

・予定拠出開始日が平成30年4月1

日、予定拠出期間が15年の場合

の予定拠出完了日 

→ 平成45年4月1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注４の再掲 

・同日は不可。 

 

 

様式の脚注２の再掲 
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例掛金の予定償却期間は、次回財政再計算までの期間を記載す

ること。 

 

 ｇ．数理上掛金率の表示 

    ・定率法の場合 

      実数で、小数点以下4桁以上かつ規約上掛金率の小数点以下桁数

以上を満たす小数点以下桁数の値とする。表示数値は表示桁数

のさらに下1桁目を四捨五入して算出し、表示単位は実数、百分

率、千分率のいずれも可とする。 

    ・定額法、固定額で償却する方式の場合 

      円未満を四捨五入した値 

    ・定率償却の場合 

      百分率で小数点以下第2位を四捨五入した償却割合 

 

ｈ．様式の「区分」欄への追加表示 

     掛金率を明確にするため「区分」欄に以下の単位表示を追加し

て記入する。また、本欄に単位表示を追加記入することが困難な

場合は、「掛金率」欄若しくは備考欄に記入することも可とする。 

    ・定率法の場合 

      百分率、千分率表示の場合のみ、それぞれ「（％）」、「（‰）」 

    ・定額法、固定額で償却する方式の場合 

      「（円）」 

 

３．規約上掛金 

 

   規約に定める掛金率(額)を記入する。本欄に記入することが困

難な場合の記入方法は、数理上掛金に準ずる。 

   掛金率を明確にするため数理上掛金に準じて単位表示を追加記

入する。 

 
４．数理債務 

 様式Ｃ３－ウの２の数理債務(⑰)を記入する。 

 

 

 

 

５．特別掛金収入現価 

 様式Ｃ３－ウの２の特別掛金収入現価(㉒)を記入する。 

 

６．リスク対応掛金収入現価 

 様式Ｃ３－ウの２のリスク対応掛金収入現価(㉓)を記入する。 

 

７．特例掛金収入現価 

 様式Ｃ３－ウの２の次回の財政再計算時の積立不足の見込額・合

計（(a) ～(c)）(⑩)を記入する。 

 

 

８．数理債務、特別掛金収入現価、リスク対応掛金収入現価、特例掛

金収入現価、数理上資産額の表示 

 

    掛金率(額)の計算に使用した額について、千円未満を四捨五入し、

千円単位で記入する。 

 

９．備考 

 備考欄には、次のような事項を記入する。 

 

      財政再計算該当事由 

      給付設計等の変更内容 

 

 

 

（例示） 

・算出掛金が0.03127648…で、規約

上掛金率を0.031や0.0313とす

る場合の数理上掛金率の表示

は、表示単位に百分率を採用す

ると3.13％、3.128％、3.1276％

等が可能である。 

 

 

 

 

（追加表示の例示） 

・百分率：標準掛金(％) 

・千分率：標準掛金(‰) 

・実 数：標準掛金 

・定額法：特別掛金(円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左記の数理債務には規則第４４条

（次回の財政再計算までに発生す

る積立不足の予想額）分が含まれる

ことに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考欄に書ききれない場合は、別紙

に記入する。 

 

他の様式に記入されている場合で

も、留意すべき事項は重複して記入
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      数理上の特記事項 

      財政運営に関し予め定めた事項 

      企業型年金の拠出限度額に係る経過措置に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考欄の記入例） 

 

・少数集団の取扱い 

     ○○を××に含めて基礎率を作成した。 

     ○○の人数 ○○人（全体の○○．○％） 

     全体の人数 ○○人 

・特別掛金の段階引上げ償却 

「規約上の掛金 ○年○月から ○○％ 

○年○月から ○○％ 

○年○月から ○○％ 

段階引上げの最大の引上げ幅 ○○％ 

一括引上げの場合の数理上掛金による特別掛金収入現価 ○○千円 

段階引上げ掛金による特別掛金収入現価 ○○千円」 

 

・加入者数又は給与の変動を見込んで特別掛金を算定した場合 

「○年度から○年間に渡り、総給与が１年あたり○％ずつ減少

し、その後は一定となるものとして特別掛金率（額）を算定し

ている。」 

 

 

 ・予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る特別掛金の額があ

る場合 

 数理上 

特別掛金 

規約上 

特別掛金 

予定償却 

完了日 

予定利率引下

げによる過去

勤務債務の額

に係る特別掛

金 

○○．○○％ ○○％ ○○年 

○○月○○日 

上記以外の特

別掛金 

□□．□□％ □□％ □□年 

□□月□□日 

 

 

・事業所別特別掛金 

 

 

 

 

 

 

 

できる。 

 

・給付区分特例を実施する場合、承

継事業所償却積立金を設ける場

合は、その旨を記入する。 

 

・企業型年金の拠出限度額に係る

経過措置に関する事項について

は、法第４条第５号に掲げる事項

の変更の際に記入するものとし、

実施事業所の経過措置適用の有無

に関わらず2024年12月1日以降を

適用日とする様式から記入をする

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

・リスク対応掛金に係る段階引上

げ拠出の場合、左記に準じて記入

する。（「特別掛金」を「リスク対

応掛金」、「償却」を「拠出」に読

み替える。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業所別リスク対応掛金の場合、

左記に準じて記入する。（「未償却

過去勤務債務」を「リスク対応

額」、「特別掛金」を「リスク対応

掛金」に読み替える。） 

 

必要に応じて別紙とする。 

 

事業所名 

○○ 
□□ 

未償却過去

勤務債務 

○○○千円 
□□□千円 

数理上 
特別掛金 

oo.oo‰ 
xx.xx‰ 

規約上 
特別掛金 

○○‰ 
□□‰ 
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  ・固定額で償却する方式（特別掛金） 

      「年間予定償却額 定額 ○○○円」 

 

 

 

 

  ・弾力償却（特別掛金） 

      「規約上掛金○○～××‰（○○～××年）」 

 

  ・定率償却（特別掛金）  

      「償却割合 定率 ○○％」 

 

 

  

・リスク対応掛金を追加設定する場合 

 

 数理上 

リスク対応 

掛金 

規約上 

リスク対応 

掛金 

予定拠出 

完了日 

既設定のリス

ク対応掛金 

○○．○○％ ○○％ ○○年 

○○月○○日 

追加設定のリ

スク対応掛金 

□□．□□％ □□％ □□年 

□□月□□日 

 

  ・中小企業退職金共済法第１７条第１項又は第３１条の４第１項の

規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から解約手当金相

当額の引渡し又は移換を受けたときは、中小企業退職金共済法施

行規則第３１条第１号ロ又は第６９条の１７第１号イの要件を満

たすことが確認できるよう、引渡し又は移換を受ける解約手当金

相当額及び引渡し又は移換に伴い増加する通常予測給付現価を記

載する。 

 

 

  ・特別掛金及びリスク対応掛金は、掛金の拠出方法の概要を備考に

記載する。 

 

 ・企業型年金の拠出限度額に係る経過措置に関する事項としては、

例えば以下の事項があり、（例）のように記入することが考えられ

る。 

 

 

 

 

 ・規約の統合・分割等（様式Ｃ２－イ参照）によって、実施事業所

の全部又は一部の加入者の権利義務を他の規約に移転させ、当該

移転先の規約において実施事業所として新たに加わる場合におい

て、当該加入者に対して適用する給付設計が移転前後で同一では

ない場合に、当該給付設計の変更のみを単独で行ったと仮定した

場合の財政再計算の要否及び当該給付設計の変更が軽微な変更の

範囲である等の理由により、財政計算が不要と判断した場合には、

財政計算を行わない理由を併せて記入する。 

 

 

 

 

 

 

・リスク対応掛金の場合、左記に準

じて記入する。（「特別掛金」を「リ

スク対応掛金」、「償却」を「拠出」

に読み替える。）以下の弾力償却、

定率償却も同様に読み替える。 

 

「(最短期)～(最長期)」の様式で記

入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注３の再掲 

・左記の解約手当金相当額及び通

常予測給付現価については、それ

ぞれの額について施行日におけ

る見込み額を合理的に推計した

うえで、計算基準日におけるそれ

ぞれの額を記載することが考え

られる。 

 

様式の脚注６の再掲 

 

 

・給付設計の変更とは、法第４条第

５号に掲げる事項の変更を指す。

ただし、附則に権利義務承継等の

場合における過去の給付の取扱い

を規定する場合は該当範囲に含ま

れない。 

 

・左記の「軽微な変更の範囲」とは、

具体的には、移転先規約に従前の

給付設計を維持したまま移転させ

た上で（ステップ１）、移転後に実

際に適用される給付設計に変更し

た（ステップ２）と仮定した場合

において、ステップ２の給付設計

変更に係る財政再計算の要否判断

（積立状況や次回の財政再計算の

時期などを考慮せずに、給付乗率

など給付の算定方法に係る変更の

影響や、昇給率などの計算基礎率

への影響のみに基づいて仮想的に
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ３－ウ 

 

  掛金計算基礎

（掛金の計算の

基礎を示した書

類） 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ３－ウの１ 

 

  基礎率等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例） 

・確定給付企業年金法第７４条の規定に基づく規約型企業年金の

統合を行うが、当該統合により加入者の権利義務を移転させる

実施事業所の加入者に対して適用する給付設計は、移転前と比

べて軽微な変更の範囲と判断できることから、当該変更による

財政再計算は不要である。 

 

 

 

１．記入箇所 

    財政計算に用いた計算基礎以外は記入する必要はないものとし、

その他用いた計算基礎がある場合は適宜追加して記入すること。 

 

２．区分 

    様式Ｃ３－イに準じて記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

３．基準死亡率に乗じた率 

    実数で小数点以下第4位を四捨五入した値を記入する。 

 

４．計算上の平均脱退率 

                                

    基数表から １／ｅ
○

ｘ（予定脱退率、予定死亡率及び最終年齢をも

とに算定した予定新規加入者の平均加入期間の逆数）を求め、百分

率で小数点以下第2位を四捨五入した値を記入する。 

 

 

５．昇給指数 

 

  ａ．平均上昇率  

   最大の昇給指数を最小の昇給指数で除した値について、最小の昇

給指数の年齢（複数ある場合は最大年齢）から最大の昇給指数の年

齢（複数ある場合は最小年齢）に至るまでの年数のべき乗根を取り、

当該数値から１を減じて、百分率で小数点以下第2位を四捨五入し

た値を記入する。 

 

  ｂ．ベア率 

      平均上昇率以上のベースアップ部分を記入する。 

 

６．計算上の新規加入者 

 

  ａ．加入者数、加入年齢、給与額 

    新規加入者数、予定加入年齢、予定加入時給与をそれぞれ記入す

る。 

 

  ｂ．平均加入期間 

                         

     基数表からｅ
○

ｘ（予定脱退率、予定死亡率及び最終年齢をもとに

算定した予定新規加入者の平均加入期間）を求め、小数点以下第3

位を四捨五入した値を記入する。 

判断するもの）を行い、「不要」と

判断される場合に限る。 

 

 

・左記は規約型企業年金の統合の

場合の記入例である。他の規約の

統合・分割等の場合も左記に準じ

る。 

 

 

 

 

 

様式の脚注１の再掲 

※印のある項目は必ず記入するこ

とに留意する。 

 

・一つの給付区分において、性別、

職種、事業所別等に応じて異なる

基礎率を設定している場合は、記

入欄に複数行で記入する、あるい

は備考欄に注記する等の方法によ

り、使用している複数の基礎率を

明示する。 

 

 

 

 

 

  

ｅ
○

ｘは新規加入者の予定加入年齢

ｘ歳における平均加入期間とし、用

いる基数表は掛金率算定に使用し

たものとする。(以下同じ) 

 

 

 

ベースアップを含めない 

 

左記以外の表示を行った場合は、備

考欄に注記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

昇給指数にベースアップを見込む

場合の予定加入時給与は、ベースア

ップがないものとして計算した給

与を記入する。 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．計算基準日における加入者 

 

  平均年齢については小数点以下第2位を四捨五入した値を、平均

給与額については円未満を四捨五入した値を記入する。 

 

８．積立金の額の評価方法 

 

  採用した積立金の額の評価方法を記入する。数理的評価方式を採

用した場合には、平滑化期間も記入する。 

 

 

９．その他の基礎率 

 

   掛金計算に使用した基礎率で様式に記入されていないものがあ

る場合は、適宜追加して記入する。 

 

（その他の基礎率の例示） 

    ・給付の額の再評価等に用いる指標の予測 

    ・一時金選択率 

    ・次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額算定に関す

る基礎率(*) 

    ・障害発生率 

    ・連生年金の年金現価 

 

 

 

 

 

１０．備考 

 

    備考欄には、基礎率等に関する特記事項があれば記入する。 

 

（備考欄の記入例） 

 

・脱退率 

   企業の設立後3年未満のため、既実施の同業種、同規模の確

定給付企業年金の脱退率を使用した。 

 

    ・昇給指数 

   昇給指数算出の基となる粗平均給与のデータ数が○個しか

得られなかったため、当該企業のモデル賃金テーブルを使用し

た。 

 

    ・新規加入者数 

  企業の長期採用計画に基づいて、新規加入者数を見込んだ。 

 

    ・障害発生率 

  障害発生率については、国の年金制度で使用の発生率を使

用した。 

 

    ・「備考」欄に規則第４３条第２項第１号の積立金の運用収益の長

期の予測を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（評価方法の例示） 

・時価方式 

・収益差平滑化方式 

・ 時価と時価移動平均方式のいず

れか低い方等 

 

 

 

欄を追加して記入することが困難

な場合には、備考欄や別紙に記入す

る。 

 

 

 

 

(*)の具体的内容 

・資産の運用利回りの予測 

・加入者数の一時的変動の具体的

内容とその見込み方 

・給与の額その他これに類するも

のの一時的変動の具体的内容と

その見込み方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注２の再掲 

（例示） 

・積立金の運用収益の長期の予測 

「〇％」 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

様式Ｃ３－ウの２ 

 

  掛金率算定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．区分 

 

    様式Ｃ３－イに準じて記入する。 

 

２．将来加入者 

 

    掛金計算に将来加入者を見込んでいる場合のみ、将来加入者の給

付現価及び給与現価を記入する。 

 

３．現在加入者(将来分)、現在加入者(過去分) 

 

   現在加入者について将来分と過去分を区分して計算している

場合のみ、当該金額を記入する。 

   現在加入者について将来分と過去分を区分して計算していな

い場合は、総額を将来分の欄に記入し、過去分の欄はブランクと

する。 

 

４．財政悪化リスク相当額 

 

    標準算定方法の場合は、様式Ｃ３－ウの３の補正後合計(⑩)を記

入し、特別算定方法の場合は、様式Ｃ３－ウの３に記載の当該値を

記入する。 

 

５．標準掛金率(数理上)の表示及び単位の追加表示 

 

    数理上の標準掛金率を以下に従い記入する。 

    ・定率法の場合 

   実数で、小数点以下4桁以上かつ規約上掛金率の小数点以下桁

数以上を満たす小数点以下桁数の値とする。表示数値は表示桁数

のさらに下1桁目を四捨五入して算出し、表示単位は実数、百分

率、千分率のいずれも可とする。 

    ・定額法の場合 

      円未満を四捨五入した値 

 

    掛金率の単位表示を様式Ｃ３－イに準じて掛金名を表示している

欄に追加記入する。また、本欄に追加記入することが困難な場合は、

掛金率欄若しくは備考欄に記入することも可とする。 

 

６．標準掛金率（規約上） 

 

    規約に定める標準掛金率を記入する。 

    掛金率の単位表示を標準掛金率（数理上）に準じて追加記入する。 

 

７．未償却過去勤務債務残高、特別掛金収入現価 

 

    特別掛金収入現価は規約上の特別掛金に基づく額を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．リスク対応掛金収入現価 

 

    規約上のリスク対応掛金に基づく額を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

（将来加入者を見込んでいる財政

方式） 

・開放基金方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠出方法が月払以外の場合は、備考

欄に拠出方法を記入する。 

（特別掛金、特例掛金についても同

じ。） 

左記以外の取り扱いとする場合は、

備考欄にその取り扱いを記入する。 

 

 

 

（追加表示の例示） 

・標準掛金率（数理上）(％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端数処理の関係から、未償却過去勤

務債務残高と異なる場合があるこ

とに留意する。 

 

剰余金の全額を別途積立金として

積み増さない場合、未償却過去勤務

債務残高は負値となることに留意

する。 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．特別掛金（規約上）、特例掛金（規約上） 

 

    規約に定める特別掛金、特例掛金について、償却方法、率(額)、

予定償却期間等を記入する。なお、定率償却を実施する場合には、

一括償却を規約に定めている場合は、一括償却による予定償却期間

を記入する。一括償却を規約に定めていない場合は、予定償却期間

欄は※等を記載して、備考欄に、仮に一括償却することとした場合

の予定償却期間を記入する。（ただし、定率償却で、リスク対応掛金

の拠出が無い場合は、特別掛金及び特例掛金の予定償却期間はブラ

ンク可とする。） 

    掛金率の単位表示を標準掛金率（数理上）に準じて追加記入する。 

 

（例示） 

 

  ・固定額で償却する方式 

              「年間予定償却額 定額 ○○○円」 

  ・弾力償却  「弾力償却   最長期 ○○‰」 

  ・定率償却  「償却割合    定率 ○○％」 

・段階引上げ償却 

 本欄はブランクとし、備考欄に以下を記載。 

「規約上の掛金 ○年○月から ○○％ 

○年○月から ○○％ 

○年○月から ○○％ 

段階引上げの最大の引上げ幅 ○○％ 

一括引上げの場合の数理上掛金による特別掛金収入現価 ○○千円 

段階引上げ掛金による特別掛金収入現価 ○○千円」 

 

・加入者数又は給与の変動を見込んで特別掛金を算定した場合 

「○年度から○年間に渡り、総給与が１年あたり○％ずつ減少

し、その後は一定となるものとして特別掛金率（額）を算定し

ている。」 

 

 ・予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る特別掛金の額があ

る場合 

 規約上 

特別掛金 

予定償却 

期間 

予定利率引下げによる過

去勤務債務の額に係る特

別掛金 

 

○○％ ○○年○○月 

上記以外の特別掛金 

 

□□％ □□年□□月 

 

１０．リスク対応掛金（規約上） 

 

    規約に定めるリスク対応掛金について、拠出方法、率(額)、予定

拠出期間等を記入する。なお、定率拠出を実施する場合には、一括

拠出を規約に定めている場合は、一括拠出による予定拠出期間を記

入する。一括拠出を規約に定めていない場合は、予定拠出期間欄は

※等を記載して、備考欄に、仮に一括拠出することとした場合の予

定拠出期間を記入する。 

    掛金率の単位表示を標準掛金率（数理上）に準じて追加記入する。 

 

（例示） 

 

  ・固定額で拠出する方式 

              「年間予定拠出額 定額 ○○○円」 

 

 

左記の特例掛金は、規則第４７条

（次回の財政再計算までに発生す

る積立不足の予想額の償却）の特例

掛金であることに留意する。 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・弾力拠出  「弾力拠出   最長期 ○○‰」 

  ・定率拠出  「拠出割合    定率 ○○％」 

・段階引上げ拠出 

 本欄はブランクとし、備考欄に以下を記載。 

「規約上の掛金 ○年○月から ○○％ 

○年○月から ○○％ 

○年○月から ○○％ 

段階引上げの最大の引上げ幅 ○○％ 

一括引上げの場合の数理上掛金によるリスク対応掛金収入現価 

○○千円 

段階引上げ掛金によるリスク対応掛金収入現価 ○○千円」 

 

 ・リスク対応掛金を追加設定する場合 

 

 規約上リスク 

対応掛金 

予定拠出 

期間 

既設定の 

リスク対応掛金 

○○％ ○○年○○月 

追加設定の 

リスク対応掛金 

□□％ □□年□□月 

 

１１．金額の表示（標準、特別、リスク対応、特例の各掛金以外） 

 

    千円未満を四捨五入し、千円単位で記入する。 

 

１２．備考 

 

    備考欄には、確定拠出年金法施行令第１１条第２号に定める他制

度掛金相当額の算定に用いた数値及び算定した額を記入する。その

他、掛金率算定に関する特記事項があれば記入する。 

 

（備考欄の記入例） 

 

・他制度掛金相当額 

 

確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算

定に関する省令第３条に基づき他制度掛金相当額を算定した場合 

他制度掛金相当額の算定に用いた通常予測給付現価及び人数現価

並びに算定した額を記入する。 

【加入年齢方式の場合】 

「標準的な加入者に係る通常予測給付現価：○○円 

 標準的な加入者に係る人数現価：○○円 

 他制度掛金相当額：○○円」 

【開放基金方式の場合】 

「現在加入者に係る将来分の通常予測給付現価と将来加入者に係

る通常予測給付現価を合算した額：○○円 

 現在加入者及び将来加入者に係る人数現価：○○円 

 他制度掛金相当額：○○円」 

【閉鎖型総合保険料方式の場合】 

「現在加入者に係る将来分の通常予測給付現価：○○円 

 現在加入者に係る人数現価：○○円 

 他制度掛金相当額：○○円」 

 

確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算

定に関する省令第４条に基づき他制度掛金相当額を算定した場合 

他制度掛金相当額の算定に用いた標準掛金の総額及び加入者数等

の基礎数値並びに算定した額を記入する。 

「計算基準日における財政計算の結果に基づく 

弾力拠出又は定率拠出において、規

約変更を行い事業年度ごとの掛金

を新たに規定する場合は、特別掛金

の場合と異なり、届出ではなく申請

手続きを要することに留意するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・異なる基礎率等を設定している

加入者の集団で、1つの標準掛金

を設定している場合、同一の基礎

率等を設定している集団ごとで

他制度掛金相当額を算定し、標準

掛金算定時と同様の比率または

それに準じた合理的な比率で加

重平均することで全体の他制度

掛金相当額とすることが考えら

れる。 

 

・積立金が積立上限額を超え、掛金

の控除をしている場合は、当該控

除がないものとして他制度掛金

相当額を算定することとされて

いる。（確定拠出年金における他

制度掛金相当額及び共済掛金相

当額の算定に関する省令第６条

より） 

 

・掛金の一部を負担している加入

者の他制度掛金相当額は、加入者

が負担した掛金に対応する給付

を他制度掛金相当額の算定に含

めないような合理的な方法によ

り算定することとされている。

（「確定拠出年金における他制度

掛金相当額・共済掛金相当額Q&A」

番号14より） 

 

・標準掛金設定時に負の掛金を採
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ３－ウの３ 

 

  財政悪化リスク

相当額算定表（リ

スク分担型企業年

金でない確定給付

企業年金（標準算

定方法）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 標準掛金の総額：○○円 

 計算基準日における加入者数：○○人 

他制度掛金相当額：○○円」 

なお、数理上標準掛金率×平均給与によって他制度掛金相当額を算

定した場合は、「計算基準日における数理上標準掛金率：〇〇％、計

算基準日における平均給与：〇〇円、他制度掛金相当額：〇〇円」

を、定額制度の場合は、「計算基準日における数理上標準掛金率：〇

〇円、他制度掛金相当額：〇〇円」を記入する等他制度掛金相当額

の算定根拠がわかるような記載とすることが望ましいと考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．区分 

 

    様式Ｃ３－イに準じて記入する。 

 

２．通常予測給付現価 

 

 様式Ｃ３－ウの２の通常予測給付現価 (②)を記入する。 

 

３．各リスク対象資産及びその他資産 

 

    ・資産額は、事業主等が法令等に基づき区分した額を記入する。 

 

    ・複数の資産区分に分散して運用する年金投資基金信託（総合口）

を採用している場合、当該ファンドの全額を「その他の資産」

に計上するのではなく、実際に計算基準日時点で保有している

資産区分別の額を、資産区分別に記入する。 

 

・企業年金連合会の共同運用事業に加入している場合、当該ファ

ンドの全額を「その他の資産」に計上するのではなく、実際に

計算基準日時点で保有している資産区分別の額を、資産区分別

に記入する。 

 

４．金額の表示 

 

    千円未満を四捨五入し、千円単位で記入する。 

 

５．備考 

 

    備考欄には、財政悪化リスク相当額算定に関する特記事項があれ

ば記入する。 

 

６．その他 

 

    ⑨／（②＋⑨）が２０％以上となる場合は、特別算定方法を用い

用し標準掛金の引下げを行って

いる場合、当該負の掛金は考慮せ

ずに他制度掛金相当額を算定す

ることが合理的と考えられる。 

 

・「標準的な加入者」に係る現価は

次の①～③が考えられる。 

①標準的な加入者1人当たりの

現価 

②標準的な加入者の、基準日直

後に加入してくる加入者全員

の現価 

③標準的な加入者の、将来加入

してくる加入者全員の現価 

 

・複数の区分がある場合は、表形式

等で記載することも考えられる。 

 

・他制度掛金相当額は月額換算後

の金額を記載することとされて

いる。（「確定拠出年金における他

制度掛金相当額・共済掛金相当額

Q&A」番号5より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注の再掲 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

様式Ｃ３－ウの３ 

 

  財政悪化リスク

相当額の算定方法

の概要及び財政悪

化リスク相当額算

定表（特別算定方

法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ること。 

 

 当該様式は自由様式であるが、以下を留意すること。 

 

１．財政悪化リスク相当額の算定方法の概要 

 

・特別算定方法の承認申請時の「財政悪化リスク相当額の算定方

法の概要」を添付することでも差し支えないこと。 

 

 

・リスク算定告示第３条第１項各号に掲げる算定方法により財政

悪化リスク相当額を算定している場合には、その算定方法の概

要を示すこと。  

 

 

２．財政悪化リスク相当額算定表 

 

・財政悪化リスク相当額の計算過程が分かるものであること。 

 

・承認不要の特別算定方法の場合、以下の例示のように標準算定

方法の財政悪化リスク相当額算定表の様式に準じて作成するこ

とができる。 

 

 

 

 

 

（例示１）リスク算定告示第３条第１項第１号イの方法を用いる場合 

 

 

・様式Ｃ３－ウの３財政悪化リスク相当額算定表（リスク分担型

企業年金でない確定給付企業年金（標準算定方法））の様式を準

用し、備考に計算基準日における積立金の額およびリスク算定

用資産構成割合を記載する方法が考えられる。 

 

・様式Ｃ３－ウの３財政悪化リスク相当額算定表（リスク分担型

企業年金（標準算定方法））の様式を準用し、定常状態における

積立金をMin（計算基準日における積立金の額，通常予測給付額

の現価）とし、予定利率低下リスクは０またはブランクとする

方法が考えられる。 

 

（例示２）リスク算定告示第３条第１項第１号ロの方法を用いる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① リスク算定告示第２条第１項第１号に準じて合理的に算定する

場合 

 

 

 

・様式Ｃ３－ウの３財政悪化リスク相当額算定表（リスク分担型

企業年金でない確定給付企業年金（標準算定方法））の様式を準

 

 

 

 

 

 

様式の脚注１の再掲 

（承認が必要な特別算定方法の場

合） 

 

様式の脚注１の再掲 

（承認不要の特別算定方法の場合） 

 

 

 

 

 

様式の脚注２の再掲 

 

・標準算定方法の財政悪化リスク

相当額算定表の様式下段には備

考欄が設けられているが、備考欄

は補足情報を記載するものであ

るため、計算の本質に係る部分は

備考ではないことが分かるよう

に記載する。 

 

・備考に、リスク算定告示第３条第

１項第１号イの方法であること

を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・備考に、リスク算定告示第３条第

１項第１号ロの方法であることを

記載する。 

 

・積立金の増減を反映した後の、そ

の他の資産が積立金に占める割合

が2割以上の場合は、承認が必要な

特別算定方法となることに注意す

る。 

 

・「計算基準日における積立金の

額」、「増加（減少）することとな

る積立金の額」が、それぞれ分か

るように記載する。 
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用し、備考に計算基準日における積立金に増加（減少）するこ

ととなる積立金を加算（減算）した額を記載する方法が考えら

れる。 

 

・積立金の増減を見込まずに算定された財政悪化リスク相当額に

対して、増減前後の積立金の比率を乗じることにより財政悪化

リスク相当額を算定する場合は、積立金の増減を見込まずに算

定された財政悪化リスク相当額を様式上段に記載し、様式下段

に比率を乗じて算定した財政悪化リスク相当額を記載する方法

やリスク対象資産の欄に増減前後の積立金の比率を乗じた額を

記載する方法、補正後合計以外は積立金の増減を見込まずに記

入し、「補正後合計」に積立金比率を乗じた財政悪化リスク相当

額を記入したうえで、備考にその旨を記載する方法等が考えら

れる。 

 

・統合、基金合併等において、変更前の各制度の資産別残高を単

純合計したものを新制度の資産別残高とみなして財政悪化リス

ク相当額を算定する場合は、リスク対象資産およびその他資産

の欄に各制度の計算基準日時点の合計額を記入し、備考にその

旨を記載する方法が考えられる。 

 

 

② リスク算定告示第３条第１項第１号イに準じて合理的に算定

する場合 

 

 

 

・例示１に準じて、様式Ｃ３－ウの３財政悪化リスク相当額算定

表（リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金（標準算定

方法））の様式を準用し、記載する方法が考えられる。ただし、

「計算基準日における積立金の額」を「計算基準日における積

立金に増加（減少）することとなる積立金を加算（減算）した

額」に読み替える。 

 

・積立金の増減を見込まずに算定された財政悪化リスク相当額に

対して、増減前後の積立金の比率を乗じることにより財政悪化

リスク相当額を算定する場合は、積立金の増減を見込まずに算

定された財政悪化リスク相当額を様式上段に記載し、様式下段

に比率を乗じて算定した財政悪化リスク相当額を記載する方法

やリスク対象資産の欄に増減前後の積立金の比率を乗じた額を

記載する方法、補正後合計以外は積立金の増減を見込まずに記

入し、「補正後合計」に積立金比率を乗じた財政悪化リスク相当

額を記入したうえで、備考にその旨を記載する方法等が考えら

れる。 

 

（例示３）リスク算定告示第３条第１項第２号の方法を用いる場合 

 

 

 

① 価格変動リスクとして、リスク算定告示第２条第１項第１号の

規定により算定する場合 

 

・様式Ｃ３－ウの３財政悪化リスク相当額算定表（リスク分担型

企業年金でない確定給付企業年金（標準算定方法））の様式を準

用し、予定利率低下リスクの欄および財政悪化リスク相当額（価

格変動リスクと予定利率低下リスクの合計）の欄を追加する方

法や様式下段に予定利率低下リスクおよび財政悪化リスク相当

額（価格変動リスクと予定利率低下リスクの合計）を記載する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「計算基準日における積立金の

額」、「増加（減少）することとな

る積立金の額」が、それぞれ分か

るように記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・備考に、リスク算定告示第３条第

１項第２号の方法であることを

記載する。 
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様式Ｃ４－ア 

 

  財政再計算報告

書（表紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法が考えられる。 

 

② 価格変動リスクとして、リスク算定告示第３条第１項第１号イ

またはロの規定により算定する場合 

 

・例示１、例示２及び例示３①に準じて記載する方法が考えられ

る。ただし、予定利率低下リスクの欄には、予定利率低下リス

クの額を記載すること。予定利率低下リスクの欄が無い場合は、

予定利率低下リスクの欄を追加、または様式下段に予定利率低

下リスクを記載すること。 

 

３．その他 

 

・リスク算定告示第３条第１項の特別算定方法の承認若しくはリ

スク算定告示第４条第１項の特別算定方法の変更承認の申請を

併行して行っている場合であって審査中のとき又はリスク算定

告示第３条第１項各号に掲げる算定方法により財政悪化リスク

相当額を算定している場合には、その旨を明らかにすること。 

 

・承認不要な特別算定方法の場合で当該特別算定方法を使用する

期間を限る場合は、当該特別算定方法に基づき初めて提出する

当様式に特別算定方法を使用する期間を限る旨及びその理由を

記載すること。 

 

 

 

 

１．書類の作成 

 

    法第５８条及び第６２条（法第５８条の詳細を規定した規則第５

０条、法第６２条の詳細を規定した規則第５７条及び承認認可基準

通知別紙３申請書類一覧を含む。）に定める財政再計算を行う場合

に作成する。 

 

    承認認可基準通知別紙３申請書類一覧の脚注の「○は申請の内容

が当該書類に関係する場合」は以下のとおり。 

   ・規約変更の承認、認可、届出 

     法第58条第１項及び規則第50条第４号イ、ロ、ニ又はホに該当し

て財政再計算を行い、かつ規約上掛金を変更する場合。このう

ち、規則第7条第１項第５号に掲げる事項の変更の場合にあって

は届出となり、それ以外の場合にあっては承認・認可となる。 

   ・他の確定給付企業年金の権利義務の移転承継 

     移転承継に伴って財政再計算を行い、かつ規約上掛金を変更する

場合 

   ・存続厚生年金基金への権利義務の移転 

     移転に伴って財政再計算を行い、かつ規約上掛金を変更する場合 

 

  [注] 

規則第５８条の方法にて規則第５９条（積立不足に伴なう掛金の

拠出方法）により掛金を変更する場合は、様式Ｃ７－ウを提出し、

確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成24年厚生

労働省令第13号）附則第４条の方法にて規則第５９条（積立不足に

伴なう掛金の拠出方法）により掛金を変更する場合は、様式Ｃ４－

ウ’を提出する。また、規則第６１条（掛金の控除の方法）により

掛金を変更する場合は、様式Ｃ７－エを提出する。 

また、規約に規定した規則第５９条の特例掛金又は規則第６１条

による控除後掛金を、財政再計算による（控除前）掛金の変更に連

動して変更する場合も、様式Ｃ７－ウ、様式Ｃ４－ウ’又は様式Ｃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注３の再掲 

 

 

 

 

 

・承認が必要な特別算定方法にお

いて、当該特別算定方法を使用す

る期間を限る場合は特別算定承

認申請書（様式Ａ１１、Ｂ１１）、

または特別算定方法変更承認申

請書（様式Ａ１２、Ｂ１２）に記

載すること。 

 

 

 

法第５８、６２条、 

規則第５０、５７条、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承認認可基準通知別紙３申請書類

一覧の注８参照 
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様式Ｃ４－イ 

 

  総括表（財政再

計算報告書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７－エを財政再計算報告書に添付して提出する必要があることに留

意する。 

 

 

２．書類の提出時期 

 

    財政再計算において計算した掛金の額に係る規約の変更に関する

以下の区分に応じて、それぞれに定める提出時期となる。 

  ・規約変更の承認又は認可申請を伴う場合 

    当該申請書に添付して提出する。 

  ・規約変更の届出を伴う場合 

    当該届書に添付して提出する。 

  ・規約変更を行う必要がない場合 

    計算基準日の属する事業年度の翌事業年度の事業及び決算に関す

る報告書に添付して提出する。 

 

 

 

 

    様式Ｃ３－イに同じ。 

 

    ただし、（ ）がある欄については以下のとおりとする。 

   ・（ ）内には財政再計算前のものを記入し、（ ）外には財政再計

算後のものを記入する。 

   ・財政再計算前は、直近の財政計算又は決算時の値とする。 

   ・財政再計算前後で変更のないものは、財政再計算前のみを記入す

ることも可とする。 

 

2024年12月1日までを適用日として、直近の財政計算の結果に基

づいて他制度掛金相当額を算定し規約に規定する場合は、以下の

通り記入することが考えられる。 

 

・総括表を斜線とした上で、備考欄に他制度掛金相当額の算定に

用いた通常予測給付現価及び人数現価並びに算定した額を記

入する。 

・当該直近の財政計算時の様式Ｃ４－イの数値を記入した上で、

備考欄に他制度掛金相当額の算定に用いた通常予測給付現価

及び人数現価並びに算定した額を記入する。 

・様式C4に代えて「再計算を行わない理由を示した書類」に上記

の必要事項を記載する 

 

 

・財政再計算と併せて給付設計の変更に係る規約変更を行う場合

は、当該給付設計の変更のみを単独で行ったと仮定した場合の

財政再計算の要否および、財政再計算が不要と判断した場合に

は「財政再計算を行わない理由」を併せて、備考欄に記入する

こと。 

 

 

 

 

（備考欄の記入例） 

・給付設計（確定給付企業年金法第４条第５号に掲げる事項）

の変更により、確定給付企業年金法第５８条第２項の規定に

基づく財政再計算を行う。 

・財政再計算と同時に給付設計（確定給付企業年金法第４条第

５号に掲げる事項）の変更に係る規約変更を行うが、当該給

付設計の変更のみでは年金財政への影響は軽微であり財政

 

 

 

 

 

 

規則第５１条参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・確定拠出年金における他制度掛

金相当額及び共済掛金相当額の

算定に関する省令第4条の方法に

よる場合は、他制度掛金相当額の

算定に用いた通常予測給付現価

及び人数現価に代えて、標準掛金

の総額及び加入者数等の基礎数

値等、他制度掛金相当額の算定根

拠がわかるものを記載する。 

 

 

 

 

 

・2024年12月1日以降を適用日とす

る様式から記入をすること。 

 

・様式の脚注９参照。企業型年金の

拠出限度額に係る経過措置適用

終了の判断に必要とされる項目

として記入をするもの。 

 

 

 

・給付設計の変更による財政再計

算に該当する場合の記入例 

 

・給付設計の変更による財政再計

算に該当しない場合の記入例 
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様式Ｃ４－ウ 

 

  掛金計算基礎

（財政再計算報告

書） 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ４－ウ’ 

 

積立金の積立てに

必要となる掛金の

額を示した書類

（非継続基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政再計算を行わ

ない理由を示した

書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再計算は行わないと判断できることから、給付設計の変更に

よる財政再計算には該当しない。 

 

・実施事業所が複数存在する確定給付企業年金において、一部の実

施事業所で給付設計の変更がある場合には、給付設計の変更があ

る実施事業所が属する給付区分ごとに、上記と同様に財政再計算

の要否を判断し、当該実施事業所ごとに経過措置適用終了の判断

結果を備考欄に記入する。 

 

 

様式Ｃ３－ウに同じ。 

ただし、（ ）がある欄については以下のとおりとする。 

・（ ）内には財政再計算前のものを記入し、（ ）外には財政再

計算後のものを記入する。 

・財政再計算前は、直近の財政計算又は決算時の値とする。 

・財政再計算前後で変更のないものは、財政再計算前のみを記入

することも可とする。 

 

 

 

１．書類の作成 

・様式Ｃ７－イの１のチェック事項に該当しない場合で、当分の間

の各事業年度の財政検証において、積立金の額が最低積立基準

額を下回る場合に必要な額を、確定給付企業年金法施行規則の

一部を改正する省令（平成24年厚生労働省令第13号）附則第4条

及び規則第59条第1項に基づき掛金を拠出することとする場合に

作成する。 

 

２．積立比率の推計 

・推計金額 

百万円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した値を記

載する。 

・積立比率 

小数点以下３桁目を切り捨てた値を記載する。 

・推計の前提 

推計に用いた前提を、備考として欄外に記載することができる。 

特に、数理上資産額を使用した場合はその旨を記載する。 

 

 

１．書類の作成 

  規則第５０条第４号に掲げる場合であって、同号の規定に基づく

財政再計算が不要と判断され財政再計算を行わない場合に作成す

る。 

 

２．記載例 

掛金への影響が軽微であり、かつ、端数処理前の他制度掛金相当

額が千円以上変動する可能性が見込まれないことから、財政再計

算を行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

企業型年金における拠出限度額に

係る経過措置の適用は企業型年金

の実施事業所単位であり、実施事業

所ごとの経過措置適用終了の判断

に必要とされる項目として記入を

するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注の再掲 

 

 

 

 

 

 

 

・翌事業年度から開始する回復計

画を作成する場合で特例掛金の

拠出を必要とする場合は、「実際

の特例掛金拠出期間となる翌々

事業年度以降の拠出だけでは

翌々事業年度の開始の日から起

算して７年以内では積立比率が

１．０を下回る」などの財政運営

上の留意点を記載する。 

 

 

「第５節 財政計算-１．〔留意事

項〕」を参照のこと。 

 

 

 

・掛金への影響が軽微である理由

として以下が考えられる。 

①給付額算定期間から控除する休

職期間の変更の場合 

 休職の対象者が相対的に少ない

ため 

②定年年齢に変更がない定年退職

日の変更の場合 

 定年年齢に変更がないため 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ５－ア 

 

  終了時の積立金

の額並びに最低積

立基準額及びその

明細書（表紙） 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ５－イ 

 

  終了時の積立金

の額並びに最低積

立基準額及びその

基礎を示した書類 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－ア 

 

決算に関する報告

書（表紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．書類の作成 

    終了の承認申請、解散の認可申請、財産目録等の承認申請（基金

型企業年金から規約型企業年金への移行承認後の手続きを含む。）

の場合に作成する。 

 

２．計算基準日 

    ・終了の承認、解散の認可の場合 

      申請前１ヵ月以内の日 

    ・財産目録等の承認の場合 

      終了日 

 

 

 

１．明細書 

    明細書は加入者・加入者以外毎、給付区分毎に別ページとし、そ

の分類区分を明細書枠外上の（ ）内に記入すること。 

    加入者以外については、さらに年金受給者、待期者、その他の受

給者毎に別ページとすることも可とする。 

 

 

 

 

 

 

１．書類の作成 

・ 決算に関する報告書として「貸借対照表」及び「損益計算書」並

びに「積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積

立上限額との比較を示した書類」及び「積立金の積立てに必要と

なる掛金の額を示した書類」を決算時に作成する。 

 

２．書類の提出時期 

・ 毎事業年度終了後4月以内に提出する。 

 

 

③繰下げ規定の追加 

 従来の給付と繰下げを選択した

場合の給付が等価であるため 

④給与体系の変更 

 給与の変動幅が小さいため 

 

・掛金への影響の他、基礎率や数理

債務の変動を踏まえた記載も考

えられる。 

また、上記の①及び③の場合、掛

金または端数処理前の他制度掛金

相当額への影響が軽微であること

を理由に、休職及び繰下げの発生

率を見込まないことを記載するこ

とも考えられる。 

 

 

 

 

 

承認認可基準通知５の(１)の③、 

承認認可基準通知５の(３)の① 

参照 

 

 

規則第９７、９８条参照 

 

承認認可基準通知５の(１)の③参

照 

 

 

 

 

様式の脚注１参照 

 

（分類区分の例示） 

・（加入者） 

・（加入者以外） 

・（第１加算、加入者） 

・（第２加算、待期者） 

記入にあたっては、様式の脚注２～

８も参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業年度終了日の翌日付で終了

の承認（解散の認可）を得た場合

においても提出する。 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－イ 

積立金の額と

責任準備金の

額及び最低積

立基準額並び

に積立上限額

との比較を示

した書類 

（共通事項） 

 

 

 

様式Ｃ７－イの１ 

 

積立金の額と責任

準備金の額及び最

低積立基準額並び

に積立上限額との

比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－イの２ 

 

財政再計算の要否 

３．作成時の留意事項 

・本ガイダンスに再掲している以外の様式の脚注にも留意する。 

 

 

 

 

１．金額の表示 

・ 千円未満を四捨五入し、千円単位で記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．作成時の留意事項 

・ 「非継続基準が1.00以上又は非継続基準が0.90（事業年度の末日

が平成25年3月30日までの間の財政検証は0.80、平成25年3月31日

から平成26年3月30日までの間の財政検証は0.82、平成26年3月31

日から平成27年3月30日までの間の財政検証は0.84、平成27年3月

31日から平成28年3月30日までの間の財政検証は0.86、平成28年3

月31日から平成29年3月30日までの間の財政検証は0.88）以上で

あり、過去3事業年度の財政検証のうち2事業年度以上が1.00（事

業年度の末日が平成25年3月30日までの間の財政検証は0.90、平

成25年3月31日から平成26年3月30日までの間の財政検証は0.92、

平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間の財政検証は

0.94、平成27年3月31日から平成28年3月30日までの間の財政検証

は0.96、平成28年3月31日から平成29年3月30日までの間の財政検

証は0.98）以上」の場合は、チェック欄にマークする。 

・ 非継続基準（①／⑤）は、事業年度の末日が平成２５年３月３０

日までの間の財政検証は０．９０以上、平成２５年３月３１日か

ら平成２６年３月３０日までの間の財政検証は０．９２以上、平

成２６年３月３１日から平成２７年３月３０日までの間の財政

検証は０．９４以上、平成２７年３月３１日から平成２８年３月

３０日までの間の財政検証は０．９６以上、平成２８年３月３１

日から平成２９年３月３０日までの間の財政検証は０．９８以上

である。 

・ ②≦ＭＡＸ（数理債務，⑤）×1.5 の場合は、積立超過及び⑥の

欄は記入不要。なお、ここで用いる数理債務は、様式Ｃ７－イの

「５．数理債務及び責任準備金」中の数理債務（⑰）から特例掛

金収入現価（⑩）を控除した額とする。 

 

 

 

２．金額以外の表示 

・ 時価ベース利回り 

百分率で小数点以下第3位を四捨五入した値を記入する。 

・継続基準、非継続基準 

小数点以下第3位を切り捨てた値を記入する。 

・積立超過 

小数点以下第3位を切り上げた値を記入する。 

 

１．比率の表示 

・小数点以下第3位を切り捨てた値を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注2の再掲 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

様式Ｃ７－イの４ 

 

資産評価調整額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－イの５ 

 

数理債務及び責任

準備金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．書類の作成 

・ 評価方法が時価の場合は、「４．資産評価調整額（評価方法が時価

方式の場合）」のチェック欄にマークする。 

・ 評価方法が時価以外の場合は、「４．資産評価調整額（評価方法が

時価方式以外の場合）」を作成する。 

 

以下の２～４は、「４．資産評価調整額（評価方法が時価方式以外

の場合）」を作成する場合に適用する。 

 

 

２．作成時の留意事項 

・ 各評価方法毎に必要な項目のみ記入することも可とする。 

・ 数理的評価方式導入後または数理的評価方式変更後から記入す

る。なお、過去に遡って数理的評価方式を導入（あるいは変更）

していたとして、当期から数理的評価方式を導入（あるいは変更）

する場合は、遡った時点以降について記入する。 

・ 他の企業年金制度等からの移行による場合であって、確定給付企

業年金制度発足前の期間を含めて平滑化期間とする場合、その期

間の数値も記入する。 

・ 給付区分ごとに資産評価調整加算（控除）額を算定した場合は、

給付区分ごとに記入する。 

 

 

 

 

３．金額以外の表示 

・ 利率、時価ベース利回り 

百分率で小数点以下第3位を四捨五入した値を記入する。 

 

４．数理的評価の方法 

・ 時価移動平均方式の場合でキャピタルゲイン以外を零とする取

扱いとしている場合は、その旨を数理的評価の方法欄の末尾に記

入する。 

 

 

１．作成時の留意事項 

・ 様式Ｃ３－ウの２に準じて記入する。 

 

２．区分 

・ 複数の給付設計を行う場合又は加入者を複数のグループに分け

る場合は、その区分毎に計算することとし、給付区分として適宜

名称を付け、区分して記入する。 

 

３．財政悪化リスク相当額 

・直近の財政計算時の額を記入する。 

 

４．特例掛金収入現価 

・ 規則第４７条（次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想

額の償却）の特例掛金を用いて算定する。 

 

５．数理上資産額 

・様式Ｃ７－イの３の数理上資産額(⑧)を記入する。 

 

６．うち、別途積立金として留保する額 

・前年度剰余金の処分、前年度不足金の処理、期中の別途積立金の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留意事項 

・ 記入数値は、選択した評価方法

を用いて計算される額とする。

ただし、「⑯固定資産の財政運営

上の資産額」は実際に財政決算

で使用した額を記入する。 

・ 遡及して変更した年度が表中に

なくなるまでの間、評価方式を

変更した旨の注記を行う。 

（注記例） 

「平成○年度において、平成□

年度初に遡及して評価方式を○

○方式から□□方式に変更し

た。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注１の再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当年度剰余金の処分あるいは当年

度不足金の処理を行う前の額であ
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－イの６ 

 

許容繰越不足金 

 

 

様式Ｃ７－イの７ 

 

最低積立基準額 

 

 

 

 

様式Ｃ７－イの８ 

 

積立上限額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－ウ 

 

積立金の積立てに

必要となる掛金の

額を示した書類

（非継続基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積増し及び取崩しを行った後の別途積立金の額を記入する。 

 

 

７．責任準備金 

・特例掛金収入現価（⑩）を控除した額を記入する。 

 

 

 

 

１．作成時の留意事項 

・ あらかじめ定めた方法に応じて必要な項目のみ記入する。 

 

 

 

１．区分 

・ 様式Ｃ７－イの５に準じて記入する。 

 

２．待期者その他加入者であった者 

・ 加入者及び年金受給者以外の者の最低積立基準額を記入する。 

 

 

１．作成時の留意事項 

・ 数理上資産額 ≦ ＭＡＸ（数理債務，最低積立基準額）×1.5の場

合は、該当するチェック欄にマークする。その際は、表中の数値

は記入不要。なお、ここで用いる数理債務は、様式Ｃ７－イの「５．

数理債務及び責任準備金」中の数理債務（⑰）から特例掛金収入

現価（⑩）を控除した額とする。 

・ 法第５５条第３項に定めるところにより算定した掛金の額が零

の場合は、積立上限額の計算は行わず、該当するチェック欄にマ

ークする。 

・ 記入が必要な場合は、様式Ｃ７－イの５に準じて記入する。 

 

 

 

２．区分 

・ 様式Ｃ７－イの５に準じて記入する。 

 

３．標準掛金率（規約上）について 

・ 現行の規約上の標準掛金率を記入する。 

 

 

１．書類の作成 

・ 様式Ｃ７－イの１のチェック事項に該当しない場合で規則第５

８条の方法を採用する場合に作成する。 

 

 

２．作成時の留意事項 

・ 翌事業年度に規則第５９条に定める掛金（前事業年度末の積立不

足に対して拠出するもの）、令第５４条の４に定める掛金、並び

に、規則第８８条及び第８８条の２に基づき拠出する掛金がある

場合には、純資産額（①）に当該掛金の拠出額を加えた額を記入

し、翌事業年度における積立金の増加見込額（④）には、当該掛

金の拠出額を織り込まない額を記入する。 

・ 翌事業年度における積立金の増加見込額（④）は、翌事業年度に

おける掛金見込額、給付見込額、及び、運用収益見込額を合理的

に計算して算定することができる。 

・ 翌々事業年度に掛金を拠出する場合において、⑥が負値になる場

合は零を記載すること。 

ることに留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「法第５５条第３項に定めるとこ

ろにより算定した掛金の額が零」と

は、例えば、以下のような場合が該

当する。 

・加入者がおらず、かつ今後新規に

加入者が発生しない制度のため、

掛金が零である場合 

 

 

 

いわゆる「下限利率」を用いて計算

し直した標準掛金率ではない。 

 

 

 

財政再計算に伴い⑦又は⑧に係る

特例掛金（⑨）が変更になる場合、

本様式を作成し、財政再計算報告書

に添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注６の再掲 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－ウ’ 
 

積立比率回復計画

の実施状況 

 

 

 

様式Ｃ７－エ 

 

財政検証（積立金

の積立てに必要と

なる掛金の額を示

した書類（積立超

過）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－ク 

 

貸借対照表 

（リスク分担型

企業年金でない

確定給付企業年

金の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ⑦又は⑧に係る特例掛金（⑨）及びうち加入者負担分（⑩）は、

規約上掛金を記入する。 

・ 決算に関する報告書の提出時までに⑦又は⑧の額が定められて

いない場合にあっては、⑦又は⑧に⑤の額を記入すること。この

とき、⑨、⑩の記入は不要。 

 

 

 

１．書類の作成 

 積立比率回復計画を実施中の場合に作成する。 

 様式Ｃ４－ウ’に準じて記載する。 

 

 

 

 

１．書類の作成 

・ 様式Ｃ７－イの１において積立超過が、1.00を超える場合に作成

する。 

 

 

 

２．作成時の留意事項 

・ （Ｄ）控除後の掛金（掛金率又は掛金額）は、規約上掛金を記入

する。 

・ 決算に関する報告書の提出時までに掛金の控除の方法が定めら

れていない場合にあっては、①から③のみを記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．利子相当額 

・ 「利子相当額（④）」の欄には、③に対する控除の開始時期までの

利息相当額（利率は、積立上限の算定に用いた予定利率）を記入

する。 

 

 

１．作成時の留意事項 

・制度全体としての剰余・不足は、給付区分ごとの数値を相殺した

後の数値で計上すること。 

 

２．責任準備金 

・様式Ｃ７－イの５の責任準備金(㉔)の額を記入する。 

 

３．財政悪化リスク相当額 

・様式Ｃ７－イの５の財政悪化リスク相当額（⑨）の額を記入する。 

 

４．リスク充足額 

・様式Ｃ７－イの５の数理上資産額（⑳）・標準掛金収入現価（⑯）・

特別掛金収入現価（⑱）・リスク対応掛金収入現価（⑲）・通常予

測給付現価（②）の額を用いて、次の算式で算定した結果（円単

位）を記入する。 

 

掛金の規約変更申請の際に⑨、⑩を

記入した書類を添付する。この書類

として本様式を使用する場合でも

様式Ｃ７－ア（表紙）の添付は不要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政再計算に伴い（Ｄ）控除後の掛

金（掛金率又は掛金額）が変更にな

る場合、本様式を作成し、財政再計

算報告書に添付する。 

 

 

 

 

様式の脚注2の再掲 

 

掛金の控除に係る規約変更申請の

際に、必要事項をすべて記入した書

類を添付する。この書類として本様

式を使用する場合でも様式Ｃ７－

ア（表紙）の添付は不要。 

 

・給付区分特例を実施している場

合でも、積立上限超過額は制度全

体で算出するため、給付区分ごと

の作成は不要。 

 

 

 

 

 

 

 

・給付区分特例を実施している場

合でも、給付区分ごとの作成は不

要。 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ１３ 

 

令第二十三条第二

項の基準に基づく

給付現価・令第二

十三条第三項の基

準に基づく給付現

価を示した書類 

 

 

 

 

 

リスク充足額 

＝ Max（⑳ ＋（ ⑯ ＋ ⑱ ＋ ⑲） － ② , 0） 

 

５．数理債務 

・様式Ｃ７－イの５の数理債務(⑰) の額を記入する。 

 

６．未償却過去勤務債務残高等 

・様式Ｃ７－イの５の特例掛金収入現価（⑩）と特別掛金収入現価

（⑱）の合計を記入する。 

 

 

 

１．書類の作成 

・令第23条第2項の規定に基づく額の障害給付金の支給を行おうと

する場合又は行っている場合（行わないこととする場合を含

む。以下同じ。）、令第23条第3項の規定に基づく額の遺族給付金

の支給を行おうとする場合又は行っている場合（行わないこと

とする場合を含む。以下同じ。）で、かつ次の場合に作成する。 

・決算 

・財政計算 

 

・複数の給付区分を設けている場合で、一部の給付区分のみが上

記に該当するときは、その旨を欄外に記載する。 

（記載例） 

「１－ⅰ）障害給付金」の右側に次のように記載する。 

（当該基準に基づく額の障害給付金の支給を行っている給付区

分は、第１給付です。） 

 

 

２．金額の表示 

・千円未満を四捨五入した値を記載する。 

 

 

３．給付現価 

・老齢給付金の給付現価 

障害給付金の給付現価又は遺族給付金の給付現価を記載する

場合に、当該記載する給付現価の算定対象となる障害給付金又は

遺族給付金と同じ給付区分について算定した額を記載する。 

 

・障害給付金の給付現価 

令第23条第2項の規定に基づく額の障害給付金の支給を行おう

とする場合又は行っている場合に、当該行おうとする給付区分又

は行っている給付区分について算定した額を記載する。ただし、

承認認可基準通知3－(4)－③に定める令第23条第2項の基準に基

づく額の障害給付金の支給を行わないこととする場合（令第23条

第2項の基準の検証と同時の場合を除く。）は、記載不要。 

 

・障害給付金 

令第23条第2項の規定に基づく額の障害給付金の支給を行おう

とする場合又は行っている場合は、「当該基準で実施している」

欄の「はい」に、行っていない場合（行おうとする場合を除

く。）には「いいえ」に印を記載し、「はい」の場合にはそれ以降

の欄を記載する。 

 

４．基礎率等 

令第23条第2項の規定に基づく額の障害給付金の支給を行おうと

する場合又は行っておりかつ障害給付に係る発生確率を見直す場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左記以外の場合はブランクとする。 

 

 

 

 

遺族給付金の場合も同様とする。 

令第23条第2項の規定に基づく額の

障害給付金の支給を行っていない

場合（行おうとする場合を除く。）

は、ブランクとする。 

 

 

 

遺族給付金の場合も同様とする。 

 

 

 

 

 

 

遺族給付に係る発生確率等の場合

も同様とする。 

左記以外の場合にはブランクとす

る。 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) 

合には発生確率等について記載し、行っておりかつ障害給付に係

る発生確率を見直さない場合には発生確率等を変更していない旨

を記載する。ただし、承認認可基準通知3－(4)－③に定める令第

23条第2項の基準に基づく額の障害給付金の支給を行わないことと

する場合（令第23条第2項の基準の検証と同時の場合を除く。）

は、記載不要。 

 

５．当該基準での給付の継続について 

令第23条第2項の規定に基づく額の障害給付金の支給を行ってい

る場合に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺族給付金の場合も同様とする。 

左記以外の場合にはブランクとす

る。 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) （リスク分担型企業年金） 

 

C1  

 

年金数理に関する

確認 

 

C2-ア 

 

給付の設計の基礎

を示した書類(表

紙) 

 

C2－イ 

 

給付の設計の基礎

を示した書類 

 

C2－エ 

 

給付の設計の基礎

を示した書類(企

業型年金の資産管

理機関への資産の

移換に係る必要事

項) 

 

様式Ｃ３－ア 

 

  掛金の計算の基

礎を示した書類

（表紙） 

 

様式Ｃ３－イ 

 

  総括表（掛金の

計算の基礎を示し

た書類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金における標準掛金、特別掛金、リスク対応掛

金及び数理債務の表示 

 

    リスク分担型企業年金においては、「標準掛金」、「特別掛金」及び

「リスク対応掛金」の欄には、掛金のうち規則第４６条の３第１項

に基づき計算した額（第２項に基づき変更した場合には変更後の

額）を記載し、数理債務は記載しないこと。 

 

 

○備考 

  

（備考欄の記入例） 

 

・特別掛金及びリスク対応掛金は、掛金の拠出方法の概要を備考に

記載し、リスク分担型企業年金の場合は、予定償却完了日又は予

定拠出完了日までの各期の掛金を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

様式の脚注６の再掲 

 

・定率償却又は定率拠出の場合に、

各期の掛金の代わりに償却割合

又は拠出割合のみを記載するこ

とは不可。 

・定額償却又は定額拠出の場合で

も、各期の掛金の記載は必要。 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) （リスク分担型企業年金） 

 

様式Ｃ３－ウ 

 

  掛金計算基礎

（掛金の計算の

基礎を示した書

類） 

 

様式Ｃ３－ウの１ 

 

  基礎率等 

 

様式Ｃ３－ウの２ 

 

  掛金率算定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ３－ウの３ 

 

  財政悪化リスク

相当額算定表（リ

スク分担型企業年

金（標準算定方

法）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

○リスク分担型企業年金における通常予測給付現価の表示 

 

    リスク分担型企業年金においては、調整前給付現価相当額を記載

する。 

 

○リスク分担型企業年金における標準掛金、特別掛金、リスク対応掛

金、数理債務及び未償却過去勤務債務残高の表示 

 

    リスク分担型企業年金においては、「標準掛金」、「特別掛金」及び

「リスク対応掛金」の欄には、掛金のうち規則第４６条の３第１項

に基づき計算した額（第２項に基づき変更した場合には変更後の

額）を記載し、数理債務及び未償却過去勤務債務残高は記載しない

こと。 

 

○リスク分担型企業年金における他制度掛金相当額に関する備考への

記入 

 

リスク分担型企業年金においては、確定拠出年金における他制度

掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第３条に基づ

き他制度掛金相当額を算定した場合、算定に用いた調整前給付現価

相当額、人数現価および他制度掛金相当額を備考欄に記入する。 

また、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当

額の算定に関する省令第４条に基づき他制度掛金相当額を算定し

た場合は、算定に用いた規則第４６条の３第１項に基づき計算され

る標準掛金の総額及び加入者数等の基礎数値ならびに他制度掛金

相当額を備考欄に記入する。 

なお、規則第４６条の３の第１項に基づき計算した標準掛金を変

更しない財政再計算においては、標準掛金及び他制度掛金相当額に

変更がない旨を記入する。 

 

 

１．区分 

 

    様式Ｃ３－イに準じて記入する。 

 

２．資産の構成割合 

 

    ・資産の構成割合は、政策的資産構成割合に基づき合理的に定め

た資産の構成割合とすること。 

 

３．金額の表示 

 

    千円未満を四捨五入し、千円単位で記入する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注１の再掲 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) （リスク分担型企業年金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ４－ア 

 

  財政再計算報告

書（表紙） 

 

様式Ｃ４－イ 

 

  総括表（財政再

計算報告書） 

 

 

 

様式Ｃ４－ウ 

 

  掛金計算基礎

（財政再計算報告

書） 

 

様式Ｃ４－ウの１ 

 

基礎率等 

 

様式Ｃ４－ウの２ 

 

掛金率算定表 

 

 

 

 

様式Ｃ４－ウの３ 

 

  財政悪化リスク

相当額算定表（リ

スク分担型企業年

金（標準算定方

法）） 

 

様式Ｃ４－ウ’ 

 

積立金の積立てに

必要となる掛金の

額を示した書類

（非継続基準） 

 

４．備考 

 

    ・定常状態における積立金の算定方法について、具体的に記入す

ること。 

 

    ・財政悪化リスク相当額の算定に関する特記事項があれば記入す

る。 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

○備考 

  

（備考欄の記入例） 

 

・リスク分担型企業年金においては、［備考］欄に今後の調整率を記

載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

○備考 

  

（備考欄の記入例） 

 

・リスク分担型企業年金においては、［備考］欄に今後の調整率を記

載すること。 

 

 

    様式Ｃ３－ウの３に同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注８の再掲 

調整率は、適用する年度に応じて

記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注５の再掲 

調整率は、適用する年度に応じて

記載する。 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) （リスク分担型企業年金） 

 

財政再計算を行わ

ない理由を示した

書類 

 

 

 

様式Ｃ５－ア 

 

  終了時の積立金

の額並びに最低積

立基準額及びその

明細書（表紙） 

 

様式Ｃ５－イ 

 

  終了時の積立金

の額並びに最低積

立基準額及びその

基礎を示した書類 

 

様式Ｃ７－ア 

 

決算に関する報告

書（表紙） 

 

様式Ｃ７－イ 

積立金の額と

責任準備金の

額及び最低積

立基準額並び

に積立上限額

との比較を示

した書類 

（共通事項） 

 

 

様式Ｃ７－イの１ 

 

積立金の額と責任

準備金の額及び最

低積立基準額並び

に積立上限額との

比較 

 

 

 

 

様式Ｃ７－イの２ 

 

財政再計算の要否 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○作成時の留意事項 

 

・リスク分担型企業年金の場合は、積立超過及び⑥の欄は記入不要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式の脚注2の再掲 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) （リスク分担型企業年金） 

 

様式Ｃ７－イの４ 

 

資産評価調整額 

 

 

 

 

様式Ｃ７－イの５ 

 

数理債務及び責任

準備金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－イの６ 

 

許容繰越不足金 

 

様式Ｃ７－イの７ 

 

最低積立基準額 

 

様式Ｃ７－イの８ 

 

積立上限額 

 

 

 

様式Ｃ７－ウ 

 

積立金の積立てに

必要となる掛金の

額を示した書類

（非継続基準） 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

 

○作成時の留意事項 

 

・リスク分担型企業年金においては、「標準掛金」「特別掛金」及び

「リスク対応掛金」の欄には、掛金のうち規則第４６条の３第１

項に基づき計算した額（第２項に基づき変更した場合には変更後

の額）を記載し、数理債務は記載しないこと。 

 

・リスク分担型企業年金においては、「備考」欄に今後の調整率を記

載すること。 

 

 

・「備考」欄に記載する今後の調整率を使用して通常予測給付現価を

算定すること。 

ただし、規則第２５条の２第１項第２号イに該当する場合におい

ては、「備考」欄に記載した端数処理後の調整率によらず、「通常予

測給付現価」の合計欄に「給付財源から財政悪化リスク相当額を控

除した額」を記載すること。また、規則第２５条の２第１項第２号

ロに該当する場合においては、「通常予測給付現価」の合計欄に「給

付財源」を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

○作成時の留意事項 

 

・リスク分担型企業年金は、記入しないこと。 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式の脚注3の再掲 
調整率は、適用する年度に応じて

記載する。 

 

・調整率の適用を1年後とした場合

や調整率を複数年度にわたり段

階的に引き上げまたは引き下げ

る場合にあっては、通常予測給付

現価の区分（将来加入者、現在加

入者（将来分）、現在加入者（過

去分）、年金受給者、待期者、そ

の他の受給者）ごとに調整率が変

動する影響を考慮して算定した

額、または、各区分の調整前通常

予測給付現価に調整後通常予測

給付現価の合計額を調整前通常

予測給付現価の合計額で除して

得た率を一律に乗じた額を記載

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注2の再掲 
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第１項 様式(｢簡易な基準｣を除く) （リスク分担型企業年金） 

 

様式Ｃ７－ウ’ 
 

積立比率回復計画

の実施状況 

 

様式Ｃ７－エ 

 

財政検証（積立金

の積立てに必要と

なる掛金の額を示

した書類（積立超

過）） 

 

 

 

 

様式Ｃ７－ク 

 

貸借対照表 

（リスク分担型

企業年金の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ１３ 

 

令第二十三条第二

項の基準に基づく

給付現価・令第二

十三条第三項の基

準に基づく給付現

価を示した書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．責任準備金 

・様式Ｃ７－イの５の責任準備金(㉔)の額を記入する。 

 

２．財政悪化リスク相当額 

・様式Ｃ７－イの５の財政悪化リスク相当額（⑨）の額を記入する。 

 

３．リスク充足額 

・様式Ｃ７－イの５の数理上資産額（⑳）・標準掛金収入現価（⑯）・

特別掛金収入現価（⑱）・リスク対応掛金収入現価（⑲）・通常予

測給付現価（②）の額を用いて、次の算式で算定した結果を記入

する。 

 

リスク充足額 

＝ Max（⑳ ＋（ ⑯ ＋ ⑱ ＋ ⑲） － ② , 0） 

 

４．調整前通常予測給付現価 

・下記５．の調整前の額を記入する。 

 

５．調整後通常予測給付現価 

・様式Ｃ７－イの５の通常予測給付現価（②）の額を記入する。 

 

 

 

 

○リスク分担型企業年金に固有の事項なし。 
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第２項 様式（｢簡易な基準｣） 

 

 

 

 

 

C1  

 

年金数理に関する

確認 

 

 

C2-ア 

 

 給付の設計の基

礎を示した書類

(表紙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2－ウ 

 

 給付の設計の基

礎を示した書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規約型企業年金の規約の承認、基金型企業年金の設立認可の場合は、

それぞれ｢規約番号｣、｢基金番号｣は記入不要。 

 

 

 

 

１．書類の作成 

・承認認可基準通知別紙3申請書類一覧に定める場合に作成する。 

・｢(簡易な基準に基づく確定給付企業年金)｣と記入する。 

・脚注の｢○は申請の内容が当該書類に関係する場合｣は以下のとおり 

・規約変更の承認、認可、届出 

給付設計内容を変更する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．減額の場合は6の備考欄に、変更前後の通常予測給付現価を記入す

る。なお、給付設計内容の変更と同時に予定利率、予定死亡率等の

基礎率や財政方式を変更する場合は、統一した基準で比較すること

に留意すること。 

 

 

 

 

 

２．規約の統合・分割等（第１項 様式Ｃ２－イ参照）によって、実施

事業所の全部又は一部の加入者の権利義務を他の規約に移転させ、

当該移転先の規約において実施事業所として新たに加わる場合にお

いて、当該加入者に対して移転前後で同一の給付設計を適用する場

合は、その旨を6の備考欄に記入すること。なお、記入例については

第１項 様式Ｃ２－イに同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．各項目の記入例 

3－給付の額の算定方法 

 

簡易な基準以外の様式は第１項参

照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・規約変更日前の期間に係る給付

の額を増額する場合であって、当

該増額に係る実施事業所の事業

主が企業型年金を実施している

場合、給付水準の引き上げを他制

度掛金相当額に反映させずに行

うなどの確定拠出年金の拠出可

能枠の恣意的な操作を防止する

観点から、申請手続きを要するこ

とに留意すること（2024年12月1

日以降を変更日とする規約変更

から適用）。なお、合併等による

実施事業所の増加に伴い、過去勤

務期間を加入者期間へ通算する

場合は、申請に該当しないとされ

ている。 

 

 

・減額判定の際に、数理債務を用い

ることも可とする。但し、将来期

間分のみを減額するなど、給付現

価は減少、数理債務は増加となる

場合は、その旨追記すること。 

・減額とならない場合、給付減額と

ならないことが分かるように、そ

の根拠を6の備考欄に記入する。 

 

・企業型年金の拠出限度額に係る

経過措置適用終了の判断に必要と

される項目として記入をするも

の。なお、当該加入者に対して適

用する給付設計が移転前後で同一

ではないが、移転前と比べて軽微

な変更の範囲である場合には、様

式Ｃ３－エ又は様式Ｃ４－エ備考

欄にその旨を記入すること。 

 

・2024年12月1日以降を適用日とす

る様式から記入をすること。 
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第２項 様式（｢簡易な基準｣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2－エ 

  

給付の設計の基礎

を示した書類(企

業型年金の資産管

理機関への資産の

移換に係る必要事

項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ３－ア 

 

  掛金の計算の基

礎を示した書類

（表紙） 

 

 

（再評価の指標） 

・規則第２９条第２号－具体的な指標 

期間:毎年、○年毎 

指標:直近△年間の□年国債の応募者利回りの平均値 

・「再評価の指標」が規則第２９条第４号又は第５号に該当す

る場合は、組み合わせ又は上下限の元となった「号」のチェ

ックボックスを全てチェックする。 

 

4－給付の額の改定 

額の改定の方法 

改定期間:毎年、○年経過毎 

改定方法:定率△％、加算を行う方法 

加算方法:前の期間の給付の額に指標を乗じて得た額を加算、

あらかじめ定めた給付の額を上回る額を加算 

（額の改定の指標） 

・（再評価の指標）に準じて記入する。 

・規則第２９条第２号－具体的な指標 

指標:契約者価額の計算に用いる予定利率 

 

5－給付の支給要件 

受給資格:加入者期間○年以上、加入者期間△年以上(但し□歳以上

の場合は◇年以上) 

年金の支給内容:開始年齢○歳、保証期間△年、支給期間□年 

一時金選択の可否:有り、無し 

一時金選択時期:支給開始時、開始から５年を経過した日 

一時金選択割合:全部、一部(○％、△％、…) 

 

6－規約の変更に伴う給付の額の増額又は減額 

第１項 様式Ｃ２－イを参照。 

 

 

１．書類の作成 

法第８２条の２第１項の規定に基づき、給付の額の減額を行って、

積立金の一部を企業型年金の資産管理機関に移換しようとする場合

に作成･提出する。 

 

２．資産の移換に係る積立状況 

(1)純資産額のうち移換に係る額 

規則第８７条の２第１項に基づき算定し、記入する。 

 

３．純資産額のうち移換に係る額の計算方法 

規則第８７条の２第１項に基づいて算定した方法を具体的に示

す。 

 

４．金額の表示 

円単位で記入する。 

 

５．特記事項 

ある場合は各様式の下方に欄を設けて記入する。 

 

 

１．書類の作成 

    承認認可基準通知別紙３申請書類一覧に定める場合に作成する。 

    また、「（簡易な基準に基づく確定給付企業年金）」と記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該項目の記載は、受託保証型確定

給付企業年金（閉鎖型受託保証型確

定給付企業年金を除く。）の場合に

限る。 

 

 

 

 

 

契約者価額が数理債務の額を下回

らないことが確実に見込まれるも

のであること。 
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第２項 様式（｢簡易な基準｣） 

様式Ｃ３－エ 

 

  総括表（掛金の

計算の基礎を示し

た書類（簡易な基

準に基づく確定給

付企業年金）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．区分 

   複数の給付設計を行う場合又は加入者を複数のｸﾞﾙｰﾌﾟに分ける

場合は、その区分毎に計算することとし、給付区分として適宜名称

を付け、区分して記入すること。 

 

２．数理上掛金 

 

 ａ．標準掛金 

    ・標準掛金を定額法で定めない場合、本欄はブランクとする。 

 

 ｂ．特別掛金 

    ・弾力償却を実施する場合、下限掛金率額を記入する。 

・事業所により特別掛金が異なる場合、固定額で償却する方式、

定率償却または段階引上げ償却を実施する等で本欄に記入する

ことが困難な場合は、本欄は※等を記入して、その内容を備考

欄や別表等に記入する。 

・予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る特別掛金の額が

ある場合、原則として予定利率引下げによる過去勤務債務の額

以外の過去勤務債務の額に係る特別掛金の額との合算値を記載

（困難な場合は、本欄は※等を記載）して、その内容を備考欄

や別表等に記載する。 

 

ｃ．予定償却完了日 

    ・予定償却完了日は、予定償却開始日に予定償却期間を加えた日

を記入する。 

    ・弾力償却を実施する場合、下限掛金額に対応する償却年数によ

る予定償却完了日を記入する。 

    ・定率償却を実施する場合、本欄はブランクとする。 

 

・予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る特別掛金の額

がある場合、その予定償却期間と予定利率引下げによる過去

勤務債務の額以外の過去勤務債務の額に係る予定償却期間と

を比べ長い方を記載することを原則とするが、困難な場合は、

本欄は※等を記載して、その内容を備考欄や別表等に記載す

る。 

 

 ｄ. 数理上掛金率の表示 

    ・定額法、固定額で償却する方式の場合 

      円未満を四捨五入した値 

    ・定率償却の場合 

      百分率で小数点以下第2位を四捨五入した償却割合 

 

 ｅ．様式の「区分」欄への追加表示 

   掛金率を明確にするため「区分」欄に以下の単位表示を追加し

て記入する。また、本欄に単位表示を追加記入することが困難な

場合は、「掛金率」欄若しくは備考欄に記入することも可とする。 

    ・定額法、固定額で償却する方式の場合 

      「（円）」 

 

３．規約上掛金 

   規約に定める掛金額を記入する。標準掛金が規約上に定額法で

規定されていない場合及び本欄に記入することが困難な場合の記

入方法は、数理上掛金に準ずる。 

   掛金率を明確にするため数理上掛金に準じて単位表示を追加記

入する。 

 

４．数理債務 

    様式Ｃ３－オの２の数理債務(③)を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠出方法が月払以外の場合は、備考

欄に拠出方法を記入する。（特別掛

金についても同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例示） 

・予定償却開始日が平成15年4月1

日、予定償却期間が15年の場合の予

定償却完了日 

→ 平成30年4月1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加表示の例示） 

・定額法：標準掛金(円) 

・固定額で償却する方式: 

          特別掛金(円) 
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第２項 様式（｢簡易な基準｣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．特別掛金収入現価 

    様式Ｃ３－オの２の未償却過去勤務債務残高(⑦)を記入する。 

 

６．数理債務、特別掛金収入現価、数理上資産額の表示 

   掛金額の計算に使用した額について、千円未満を四捨五入し、千

円単位で記入する。 

 

７．備考 

  備考欄には、次のような事項を記入する。 

      財政再計算該当事由 

      給付設計等の変更内容 

      数理上の特記事項 

      財政運営に関し予め定めた事項 

      企業型年金の拠出限度額に係る経過措置に関する事項 

 

 

（備考欄の記入例） 

・事業所別特別掛金 

 

 

 

 

 

 

   

 

・固定額で償却する方式 

      「年間予定償却額 定額 ○○○円」 

 

  ・弾力償却 

      「規約上掛金 定額 ○○○～×××円 

                         （○○～××年）」 

 

  ・定率償却  

      「償却割合 定率 ○○％」 

 

・段階引上げ償却 

「規約上の掛金 ○年○月から ○○％ 

○年○月から ○○％ 

○年○月から ○○％ 

段階引上げの最大の引上げ幅 ○○％ 

一括引上げの場合の数理上掛金による特別掛金収入現価 

○○千円 

段階引上げ掛金による特別掛金収入現価 ○○千円」 

 

・加入者数又は給与の変動を見込んで算定した場合 

「○年度から○年間に渡り、総給与が１年あたり○％ずつ減少

し、その後は一定となるものとして特別掛金率（額）を算定し

ている。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考欄に書ききれない場合は、別紙

に記入する。 

 

他の様式に記入されている場合で

も、留意すべき事項は重複して記入

できる。 

 

 

・給付区分特例を実施する場合、承

継事業所償却積立金を設ける場

合は、その旨を記入する。 

 

 

必要に応じて別紙とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「(最短期)～(最長期)」の様式で記

入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名 

○○ 
□□ 

未償却過去

勤務債務 

○○○千円 
□□□千円 

数理上 
特別掛金 

●●●円 
■■■円 

 

規約上 
特別掛金 

●●●円 
■■■円 
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第２項 様式（｢簡易な基準｣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ３－オ 

 

  掛金計算基礎

（掛金の計算の

基礎を示した書

類（簡易な基準

に基づく確定給

付企業年金）） 

 

様式Ｃ３－オの１ 

 

  基礎率等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る特別掛金の額があ

る場合 

   

 数理上 

特別掛金 

規約上 

特別掛金 

予定償却 

完了日 

予定利率引下げ

による過去勤務

債務の額に係る

特別掛金 

○○.○○％ ○○％ 

 

○○年 

○○月○○日 

上記以外の特別

掛金 

□□.□□％ □□％ 

 

□□年 

□□月□□日 

 

  ・年金現価の見込み方 

  予定利率を年金換算利率より高く設定した関係で「予定利率に

よる年金現価＜選択一時金現価」となったことから、財政の健全

性に配慮して選択一時金現価を使用した。 

 

・中小企業退職金共済法第１７条第１項又は第３１条の４第１項の

規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から解約手当金

相当額の引渡し又は移換を受けたときは、中小企業退職金共済法

施行規則第３１条第１号ロ又は第６９条の１７第１号イの要件

を満たすことが確認できるよう、引渡し又は移換を受ける解約手

当金相当額及び引渡し又は移換に伴い増加する通常予測給付現

価を記載する。 

 

・企業型年金の拠出限度額に係る経過措置に関する事項としては、

第１項 様式Ｃ３－イを参照。 

 

 

１．記入箇所 

  財政計算に用いた計算基礎以外は記入する必要はないものとし、

その他用いた計算基礎がある場合は適宜追加して記入すること。 

 

２．区分 

    様式Ｃ３－エに準じて記入する。 

 

３．計算基準日における加入者 

  平均年齢については小数点以下第2位を四捨五入した値を記入す

る。 

 

４．積立金の額の評価方法 

  採用した積立金の額の評価方法を記入する。数理的評価方式を採

用した場合には、平滑化期間も記入する。 

 

 

 

５．その他の基礎率 

   「給付の額の再評価に用いる指標の予測」を使用している場合は、

追加して記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注の再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注の再掲 

※印のある項目は必ず記入するこ

とに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（評価方法の例示） 

・時価方式 

・収益差平滑化方式 

・時価と時価移動平均方式のいず

れか低い方 等 

 

 

欄を追加して記入することが困難

な場合には、備考欄や別紙に記入す

る。 

 

予定利率、予定死亡率及び給付の額

の再評価に用いる指標の予測以外

の基礎率は使用できないことに留

意する。 
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様式Ｃ３－オの２ 

 

  掛金率算定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．備考 

    備考欄には、予定利率の設定の根拠を記入する。その他、基礎率

等に関する特記事項があれば記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．区分 

    様式Ｃ３－エに準じて記入する。 

 

２．給付現価、標準掛金収入現価、数理債務 

  給付現価及び標準掛金収入現価を計算せずに、数理債務を直接計

算している場合は、給付現価及び標準掛金収入現価欄をブランクと

し、数理債務欄のみを記入する。 

 

３．特別掛金（規約上） 

規約に定める特別掛金について、償却方法、額、予定償却期間等

を記入する。なお、定率償却を実施する場合には、予定償却期間は

ブランクとする。 

   掛金率の単位表示を様式Ｃ３－エに準じて掛金名を表示してい

る欄に追加記入する。また、本欄に追加記入することが困難な場合

は、掛金率欄若しくは備考欄に記入することも可とする。 

 

 （例示） 

  ・固定額で償却する方式 

              「年間予定償却額 定額 ○○○円」 

  ・弾力償却  「弾力償却  最長期 ○○○円」 

  ・定率償却  「償却割合    定率 ○○％」 

 

・段階引上げ償却 

本欄はブランクとし、備考欄に以下を記載。 

「規約上の掛金 ○年○月から ○○％ 

○年○月から ○○％ 

○年○月から ○○％ 

段階引上げの最大の引上げ幅 ○○％ 

一括引上げの場合の数理上掛金による特別掛金収入現価 

○○千円 

段階引上げ掛金による特別掛金収入現価 ○○千円」 

 

・加入者数又は給与の変動を見込んで算定した場合 

「○年度から○年間に渡り、総給与が１年あたり○％ずつ減少

し、その後は一定となるものとして特別掛金率（額）を算定し

ている。」 

 

・予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る特別掛金の額があ

る場合 

 規約上 

特別掛金 

予定償却 

期間 

予定利率引下げによる

過去勤務債務の額に係

る特別掛金 

○○％ 

 

○○年○○月 

上記以外の特別掛金 □□％ □□年□□月 

簡易な基準における予定利率は、規

則第43条の規定にかかわらず設定

することから、積立金の運用収益の

長期の予測に基づくことが必須で

はないが、適正な年金数理に基づき

設定する必要があり、その設定の理

由を記入する。 

 

予定利率を前回同様とした場合で

も、前回同様とは記入せず、前回そ

の利率を設定した理由を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加表示の例示） 

・特別掛金(規約上)(円) 
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様式Ｃ４－ア 

 

  財政再計算報告

書（表紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．金額の表示（特別掛金以外） 

    千円未満を四捨五入し、千円単位で記入する。 

 

５．備考 

    備考欄には、確定拠出年金法施行令第１１条第２号に定める他制

度掛金相当額の算定に用いた標準掛金の総額及び加入者数等の基礎

数値並びに算定した額を記入する。その他、掛金率算定に関する特

記事項があれば記入する。 

 

（備考欄の記入例） 

 

・他制度掛金相当額 

「計算基準日における財政計算の結果に基づく 

 標準掛金の総額：○○円 

 計算基準日における加入者数：○○人 

他制度掛金相当額：○○円」 

なお、数理上標準掛金率×平均給与によって他制度掛金相当額を算

定した場合は、「計算基準日における数理上標準掛金率：〇〇％、計

算基準日における平均給与：〇〇円、他制度掛金相当額：〇〇円」

を、定額制度の場合は、「計算基準日における数理上標準掛金率：〇

〇円、他制度掛金相当額：〇〇円」を記入する等他制度掛金相当額

の算定根拠がわかるような記載とすることが望ましいと考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．書類の作成 

    法第５８条及び第６２条（法第５８条の詳細を規定した規則第５

０条、法第６２条の詳細を規定した規則第５７条及び承認認可基準

通知別紙３申請書類一覧を含む。）に定める財政再計算を行う場合

に作成する。 

    また、「（簡易な基準に基づく確定給付企業年金）」と記入する。 

 

    承認認可基準通知別紙３申請書類一覧の脚注の「○は申請の内容

が当該書類に関係する場合」は以下のとおり。 

   ・規約変更の承認、認可、届出 

     法第５８条第１項及び規則第５０条第４号イ、ロ、ニ又はホに該

当して財政再計算を行い、かつ規約上掛金を変更する場合。こ

のうち、規則第７条第１項第５号に掲げる事項の変更の場合に

あっては届出となり、それ以外の場合にあっては承認・認可と

なる。 

 

 

 

 

 

・積立金が積立上限額を超え、掛

金の控除をしている場合は、当

該控除がないものとして他制

度掛金相当額を算定すること

とされている。（確定拠出年金

における他制度掛金相当額及

び共済掛金相当額の算定に関

する省令第６条より） 

 

・掛金の一部を負担している加入

者の他制度掛金相当額は、加入

者が負担した掛金に対応する

給付を他制度掛金相当額の算

定に含めないような合理的な

方法により算定することとさ

れている。（「確定拠出年金にお

ける他制度掛金相当額・共済掛

金相当額Q&A」番号14より） 

 

・標準掛金設定時に負の掛金を採

用し標準掛金の引下げを行っ

ている場合、当該負の掛金は考

慮せずに他制度掛金相当額を

算定することが合理的と考え

られる。 

 

・複数の区分がある場合は、表形

式等で記載することも考えら

れる。 

 

・他制度掛金相当額は月額換算後

の金額を記載することとされて

いる。（「確定拠出年金における他

制度掛金相当額・共済掛金相当額

Q&A」番号5より） 

 

 

 

 

法第５８、６２条、 

規則第５０、５７条、 
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様式Ｃ４－エ、オ 

 

  総括表（財政再

計算報告書（簡

易な基準に基づ

く確定給付企業

年金）） 

 

  掛金計算基礎

（財政再計算報

告書（簡易な基

準に基づく確定

給付企業年金）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・他の確定給付企業年金の権利義務の移転承継 

     移転承継に伴って財政再計算を行い、かつ規約上掛金を変更する

場合 

   ・存続厚生年金基金への権利義務の移転 

     移転に伴って財政再計算を行い、かつ規約上掛金を変更する場合 

 

[注] 

規則第５８条第１号の方法にて規則第５９条（積立不足に伴な

う掛金の拠出方法）により掛金を変更する場合は、様式Ｃ７－カ

を提出し、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令

（平成24年厚生労働省令第13号）附則第４条の方法にて規則第５

９条（積立不足に伴なう掛金の拠出方法）により掛金を変更する

場合は、様式Ｃ４－カを提出する。また、規則第６１条（掛金の

控除の方法）により掛金を変更する場合は、様式Ｃ７－キを提出

する。 

また、規約に規定した規則第５９条の特例掛金又は規則第６１条

による控除後掛金を、財政再計算による（控除前）掛金の変更に

連動して変更する場合も、様式Ｃ７－カ、様式Ｃ４－カ又は様式

Ｃ７－キを財政再計算報告書に添付して提出する必要があること

に留意する。 

 

 

２．書類の提出時期 

    財政再計算において計算した掛金の額に係る規約の変更に関する

以下の区分に応じて、それぞれに定める提出時期となる。 

 

  ・規約変更の承認又は認可申請を伴なう場合 

    当該申請書に添付して提出する。 

  ・規約変更の届出を伴う場合 

    当該届書に添付して提出する。 

  ・規約変更を行う必要がない場合 

    計算基準日の属する事業年度の翌事業年度の事業及び決算に関す

る報告書に添付して提出する。 

 

 

 

様式Ｃ３－エ、オに同じ。 

    ただし、（ ）がある欄については以下のとおりとする。 

   ・（ ）内には財政再計算前のものを記入し、（ ）外には財政再計

算後のものを記入する。 

・財政再計算前は、直近の財政計算又は決算時の値とする。 

・財政再計算前後で変更のないものは、財政再計算前のみを記入す

ることも可とする。 

・財政再計算と併せて給付設計の変更（確定給付企業年金法第４条

第５号に掲げる事項）に係る規約変更を行う場合は、当該給付設

計の変更のみを単独で行ったと仮定した場合の財政再計算の要否

および、財政再計算が不要と判断した場合には「財政再計算を行

わない理由」を併せて、備考欄に記入すること。 

（様式Ｃ４－イに同じ） 

 

なお、2024年12月1日までを適用日として他制度掛金相当額を規

約に規定する等、財政再計算を伴わず他制度掛金相当額を規約に

規定する場合、総括表を斜線とし、「備考」欄に他制度掛金相当額

の算定に用いた標準掛金の総額、加入者数等の基礎数値及び算定

した他制度掛金相当額等を記載する（他制度掛金相当額の算定根

拠が分かるような記載とする）ことが考えられる。また、様式Ｃ

－４に代えて「再計算を行わない理由を示した書類」に上記の必

要事項を記載することも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

承認認可基準通知別紙３申請書類

一覧の注８参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規則第５１条参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・様式の脚注２参照 
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様式Ｃ４－カ 

 

積立金の積立てに

必要となる掛金の

額を示した書類

（非継続基準）

（簡易な基準に基

づく確定給付企業

年金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政再計算を行わ

ない理由を示した

書類 

 

 

様式Ｃ５－ア 

 

  終了時の積立金

の額並びに最低積

立基準額及びその

明細書（表紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ５－イ 

 

  終了時の積立金

の額並びに最低

積立基準額及び

その基礎を示し

た書類 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－ア 

 

決算に関する報告

書（表紙） 

 

 

 

１．書類の作成 

・様式Ｃ７－オの１のチェック事項に該当しない場合で、当分の間

の各事業年度の財政検証において、積立金の額が最低積立基準額

を下回る場合に必要な額を、確定給付企業年金法施行規則の一部

を改正する省令（平成24年厚生労働省令第13号）附則第4条及び

規則第59条第1項に基づき掛金を拠出することとする場合に作成

する。 

 

２．積立比率の推計 

・推計金額 

百万円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した値を記

載する。 

・積立比率 

小数点以下３桁目を切り捨てた値を記載する。 

・推計の前提 

推計に用いた前提を、備考として欄外に記載することができ

る。 

特に、数理上資産額を使用した場合はその旨を記載する。 

 

 

第１項 財政再計算を行わない理由を示した書類を参照。 

 

 

 

 

１．書類の作成 

    終了の承認申請、解散の認可申請、財産目録等の承認申請（基金

型企業年金から規約型企業年金への移行承認後の手続きを含む。）

の場合に作成する。 

    また、「（簡易な基準に基づく確定給付企業年金）」と記入する。 

 

２．計算基準日 

    ・終了の承認、解散の認可の場合 

      申請前１ヵ月以内の日 

    ・財産目録等の承認の場合 

      終了日 

 

 

 

１．明細書 

    明細書は加入者・加入者以外毎、給付区分毎に別ページとし、そ

の分類区分を明細書枠外上の（ ）内に記入すること。 

    加入者以外については、さらに年金受給者、待期者、その他の受

給者毎に別ページとすることも可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

１．書類の作成 

・ 決算に関する報告書として「貸借対照表」及び「損益計算書」並

びに「積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積

立上限額との比較を示した書類」及び「積立金の積立てに必要と

なる掛金の額を示した書類」を決算時に作成する。 

 

 

 

・様式の脚注の再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承認認可基準通知５の(１)の③、 

承認認可基準通知５の(３)の① 

参照 

 

 

 

規則第９７、９８条参照 

 

承認認可基準通知５の(１)の③参

照 

 

 

 

 

様式の脚注１参照 

 

（分類区分の例示） 

・（加入者） 

・（加入者以外） 

・（第１加算、加入者） 

・（第２加算、待期者） 

 

記入にあたっては、様式の脚注２～

８も参照のこと。 
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様式Ｃ７－オ 

 

積立金の額と責

任準備金の額及

び最低積立基準

額並びに積立上

限額との比較を

示した書類（簡易

な基準に基づく

確定給付企業年

金） 

（共通事項） 

 

様式Ｃ７－オの１ 

 

積立金の額と責任

準備金の額及び最

低積立基準額並び

に積立上限額との

比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－オの２ 

・ また、「（簡易な基準に基づく確定給付企業年金）」と記入する。 

 

２．書類の提出時期 

・ 毎事業年度終了後４月以内に提出する。 

 

 

３．作成時の留意事項 

・ 本ガイダンスに再掲している以外の様式の脚注にも留意する。 

 

 

１．金額の表示 

・ 千円未満を四捨五入し、千円単位で記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．作成時の留意事項 

・ 「非継続基準が1.00以上又は非継続基準が0.90（事業年度の末日

が平成25年3月30日までの間の財政検証は0.80、平成25年3月31日

から平成26年3月30日までの間の財政検証は0.82、平成26年3月31

日から平成27年3月30日までの間の財政検証は0.84、平成27年3月

31日から平成28年3月30日までの間の財政検証は0.86、平成28年3

月31日から平成29年3月30日までの間の財政検証は0.88）以上で

あり、過去3事業年度の財政検証のうち2事業年度以上が1.00（事

業年度の末日が平成25年3月30日までの間の財政検証は0.90、平

成25年3月31日から平成26年3月30日までの間の財政検証は0.92、

平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間の財政検証は

0.94、平成27年3月31日から平成28年3月30日までの間の財政検証

は0.96、平成28年3月31日から平成29年3月30日までの間の財政検

証は0.98）以上」の場合は、チェック欄にマークする。 

・ 非継続基準（①／⑤）は、事業年度の末日が平成２５年３月３０

日までの間の財政検証は０．９０以上、平成２５年３月３１日か

ら平成２６年３月３０日までの間の財政検証は０．９２以上、平

成２６年３月３１日から平成２７年３月３０日までの間の財政

検証は０．９４以上、平成２７年３月３１日から平成２８年３月

３０日までの間の財政検証は０．９６以上、平成２８年３月３１

日から平成２９年３月３０日までの間の財政検証は０．９８以上

である。 

・ ②≦ＭＡＸ（数理債務，⑤）×1.5 の場合は、積立超過及び⑥の

欄は記入不要。 

 

２．金額以外の表示 

・ 時価ベース利回り 

百分率で小数点以下第3位を四捨五入した値を記入する。 

・継続基準、非継続基準 

小数点以下第3位を切り捨てた値を記入する。 

・積立超過 

小数点以下第3位を切り上げた値を記入する。 

 

 

１．比率の表示 

 

 

 

・事業年度終了日の翌日付で終了

の承認（解散の認可）を得た場合に

おいても提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注2の再掲 
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第２項 様式（｢簡易な基準｣） 

 

財政再計算の要否 

 

 

様式Ｃ７－オの４ 

 

資産評価調整額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－オの５ 

 

数理債務及び責任

準備金 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－オの６ 

 

許容繰越不足金 

 

 

様式Ｃ７－オの７ 

 

最低積立基準額 

 

 

・小数点以下第3位を切り捨てた値を記入する。 

 

 

 

１．書類の作成 

・ 評価方法が時価の場合は、「４．資産評価調整額（評価方法が時価

方式の場合）」のチェック欄にマークする。 

・ 評価方法が時価以外の場合は、「４．資産評価調整額（評価方法が

時価方式以外の場合）」を作成する。 

 

以下の２～４は、「４．資産評価調整額（評価方法が時価方式以

外の場合）」を作成する場合に適用する。 

 

２．作成時の留意事項 

・ 各評価方法毎に必要な項目のみ記入することも可とする。 

・ 数理的評価方式導入後または数理的評価方式変更後から記入す

る。なお、過去に遡って数理的評価方式を導入（あるいは変更）

していたとして、当期から数理的評価方式を導入（あるいは変更）

する場合は、遡った時点以降について記入する。 

・ 他の企業年金制度等からの移行による場合であって、確定給付企

業年金制度発足前の期間を含めて平滑化期間とする場合、その期

間の数値も記入する。 

・ 給付区分ごとに資産評価調整加算（控除）額を算定した場合は、

給付区分ごとに記入する。 

 

 

 

３．金額以外の表示 

・ 利率、時価ベース利回り 

百分率で小数点以下第3位を四捨五入した値を記入する。 

 

４．数理的評価の方法 

・ 時価移動平均方式の場合でキャピタルゲイン以外を零とする取

扱いとしている場合は、その旨を数理的評価の方法欄の末尾に記

入する。 

 

１．作成時の留意事項 

・ 様式Ｃ３－ウの２に準じて記入する。 

・ なお、給付現価、給与現価及び標準掛金収入現価を計算せずに、

数理債務を直接計算している場合は、①から④をブランクとする

ことができる。 

 

２．区分 

・ 複数の給付設計を行う場合又は加入者を複数のグループに分け

る場合は、その区分毎に計算することとし、給付区分として適宜

名称を付け、区分して記入する。 

 

 

１．作成時の留意事項 

・ あらかじめ定めた方法に応じて必要な項目のみ記入する。 

 

 

 

１．作成時の留意事項 

・ 再計算など簡易な計算方法を用いない場合は、様式Ｃ７－イの７

の様式に記入する。 

 

２．区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留意事項 

・ 記入数値は、選択した評価方法

を用いて計算される額とする。

ただし、「⑯固定資産の財政運営

上の資産額」は実際に財政決算

で使用した額を記入する。 

・ 遡及して変更した年度が表中に

なくなるまでの間、評価方式を

変更した旨の注記を行う。 

（注記例） 

「平成○年度において、平成□年

度初に遡及して評価方式を○○

方式から□□方式に変更した。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注の再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注の再掲 

様式Ｃ７－イの７は「簡易な基準」

以外の様式 
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第２項 様式（｢簡易な基準｣） 

 

 

 

様式Ｃ７－オの８ 

 

積立上限額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－カ 

 

積立金の積立てに

必要となる掛金の

額を示した書類

（非継続基準）（簡

易な基準に基づく

確定給付企業年

金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 様式Ｃ７－オの５に準じて記入する。 

 

 

１．作成時の留意事項 

・ 数理上資産額 ≦ ＭＡＸ（数理債務，最低積立基準額）×1.5の場

合は、該当するチェック欄にマークする。その際は、表中の数値

は記入不要。 

・ 法第５５条第３項に定めるところにより算定した掛金の額が零

の場合は、積立上限額の計算は行わず、該当するチェック欄にマ

ークする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 再計算など簡易な計算方法を用いない場合は、様式Ｃ７－イの８

の様式に記入する。 

 

・ なお、様式Ｃ７－イの８の①から⑮全ての欄の数値を算出してい

ないときは、当該欄はブランクとすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

２．区分 

・ 様式Ｃ７－オの５に準じて記入する。 

 

 

１．書類の作成 

・ 様式Ｃ７－オの１のチェック事項に該当しない場合で規則第５

８条の方法を採用する場合に作成する。 

 

 

２．作成時の留意事項 

・ 翌事業年度に規則第５９条に定める掛金（前事業年度末の積立不

足に対して拠出するもの）、令第５４条の４に定める掛金、並び

に、規則第８８条及び第８８条の２に基づき拠出する掛金がある

場合には、純資産額（①）に当該掛金の拠出額を加えた額を記入

し、翌事業年度における積立金の増加見込額（④）には、当該掛

金の拠出額を織り込まない額を記入する。 

・ 翌事業年度における積立金の増加見込額（④）は、翌事業年度に

おける掛金見込額、給付見込額、及び、運用収益見込額を合理的

に計算して算定することができる。 

・ 翌々事業年度に掛金を拠出する場合において、⑥が負値になる場

合は零を記載すること。 

・ ⑦又は⑧に係る特例掛金（⑨）及びうち加入者負担分（⑩）は、

規約上掛金を記入する。 

・ 決算に関する報告書の提出時までに⑦又は⑧の額が定められて

いない場合にあっては、⑦又は⑧に⑤の額を記入すること。この

とき、⑨、⑩の記入は不要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「法第５５条第３項に定めるとこ

ろにより算定した掛金の額が零」と

は、例えば、以下のような場合が該

当する。 

・加入者がおらず、かつ今後新規に

加入者が発生しない制度のため、

掛金が零である場合 

・標準掛金に負の掛金（負の過去勤

務債務の額を給与現価で除して算

定したもの）を加えた結果、掛金

率が零となる場合 

様式の脚注の再掲 

様式Ｃ７－イの８は「簡易な基

準」以外の様式 

（例示） 

・ 給付現価、給与現価及び標準掛

金収入現価を計算せずに、数理

債務を直接計算している場合は

①から⑫をブランクとすること

ができる。 

・ 給付現価の内訳及び給与現価を

計算していない場合は、②から

⑪をブランクとすることができ

る。 

 

 

 

 

財政再計算に伴い⑦又は⑧に係る

特例掛金（⑨）が変更になる場合、

本様式を作成し、財政再計算報告書

に添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の脚注６の再掲 

 

掛金の規約変更申請の際に⑨、⑩を

記入した書類を添付する。この書類

として本様式を使用する場合でも

様式Ｃ７－ア（表紙）の添付は不要。 
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第２項 様式（｢簡易な基準｣） 

 

 

様式Ｃ７－カ’ 
 

積立比率回復計画

の実施状況（簡易

な基準に基づく確

定給付企業年金） 

 

 

様式Ｃ７－キ 

 

積立金の積立てに

必要となる掛金の

額を示した書類

（積立超過）（簡易

な基準に基づく確

定給付企業年金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｃ７－ク 

 

貸借対照表 

（リスク分担型企

業年金でない確定

給付企業年金の場

合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．書類の作成 

 積立比率回復計画を実施中の場合に作成する。 

 様式Ｃ４－カに準じて記載する。 

 

 

 

 

 

１．書類の作成 

・ 様式Ｃ７－オの１において積立超過が、1.00を超える場合に作成

する。 

 

 

 

２．作成時の留意事項 

・ （Ｄ）控除後の掛金（掛金率又は掛金額）は、規約上掛金を記入

する。 

・ 決算に関する報告書の提出時までに掛金の控除の方法が定めら

れていない場合にあっては、①から③のみを記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．利子相当額 

「利子相当額（④）」の欄には、③に対する控除の開始時期までの利息

相当額（利率は、積立上限の算定に用いた予定利率）を記入する。 

 

 

１．作成時の留意事項 

・制度全体としての剰余・不足は、給付区分ごとの数値を相殺した

後の数値で計上すること。 

 

・簡易な基準においては、小分類の記入は不要。 

 

２．責任準備金 

・様式Ｃ７－オの５の責任準備金（⑦）の額を記入する。 

 

３．財政悪化リスク相当額、リスク充足額 

・「０」を記入する。 

 

４．数理債務 

・様式Ｃ７－オの５の数理債務（⑤）の額を記入する。 

 

５．未償却過去勤務債務残高等 

・様式Ｃ７－オの５の特別掛金収入現価（⑥）の額を記入する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政再計算に伴い（Ｄ）控除後の掛

金（掛金率又は掛金額）が変更にな

る場合、本様式を作成し、財政再計

算報告書に添付する。 

 

 

 

 

様式の脚注２の再掲 

 

掛金の控除に係る規約変更申請の

際に、必要事項をすべて記入した書

類を添付する。この書類として本様

式を使用する場合でも様式Ｃ７－

ア（表紙）の添付は不要。 

 

・給付区分特例を実施している場

合でも、積立上限超過額は制度全

体で算出するため、給付区分ごと

の作成は不要。 

 

 

 

 

 

 

・給付区分特例を実施している場

合でも、給付区分ごとの作成は不

要。 

・承認認可基準通知別紙４勘定科

目説明の記入上の注意参照 
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付録２ 平成29年1月改正後の財政運営にかかる数値例 

 

【付録】数値例 

 

 

○平成29年1月1日を施行日とする確定給付企業年金法令等の改正後の

財政決算、財政再計算に係る数値例について 

 

 

■数値例に係る補足 

 

・規則第46条の2第1項第1号に定める「リスク対応額」の上限を「上限

リスク対応額」という。 

 

 

・数値例は、次のⅠ～Ⅲの３パターンから構成されている。また、各

パターンに対して、複数のケースを設定している。 

 

数値例Ⅰ 新基準へ移行する際の財政再計算 

ケース① 別途積立金を取り崩す場合 

ケース② 別途積立金を留保し、新たに発生した負の過去勤務債

務の額を別途積立金に積み増さない場合 

ケース③ 別途積立金を留保し、新たに発生した負の過去勤務債

務の額を別途積立金に積み増す場合 

 

数値例Ⅱ 新基準移行後の財政決算 

ケース① リスク対応掛金を拠出しない場合で、剰余金が発生し

た後、財政均衡状態へ戻る例 

ケース② リスク対応掛金を拠出する場合で、剰余金が発生した

後、財政均衡状態へ戻る例 

ケース③ リスク対応掛金を拠出しない場合で、不足金が発生し

た後、財政均衡状態へ戻る例 

 

数値例Ⅲ 新基準基移行後の財政再計算 

ケース① 別途積立金を取り崩す場合 

ケース② 別途積立金を留保し、新たに発生した負の過去勤務債

務の額を別途積立金に積み増さない場合 

ケース③ 別途積立金を留保し、新たに発生した負の過去勤務債

務の額を別途積立金に積み増す場合 

ケース④ 財政再計算に伴い数理債務が増加する場合 

ケース⑤ 特別掛金の増加の回避や減少を目的とせずに別途積

立金を取り崩す場合 

ケース⑥ 別途積立金を留保し、特別掛金の増加の回避や減少を

目的とせずに新たに発生した負の過去勤務債務の額

を別途積立金に積み増さない場合 

 

 

■一般的な取扱い 

 

・リスク対応掛金額の算定に用いる積立金の額は、別途積立金の額の

全部または一部を留保して算定することができない。 

 

 

・様式Ｃ７－イの「5．数理債務及び責任準備金」における「うち、別

途積立金として留保する額」は、前年度剰余金の処分、前年度不足

金の処理、期中の別途積立金の積増しおよび取崩しを行った後の別

途積立金となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特別掛金の算定に用いる積立金

の額に係る取扱いと異なる点に留

意すること。 

 

・当年度剰余金の処分あるいは当

年度不足金の処理を行う前の額で

あることに留意すること。 
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・通常予測給付現価、給与現価を算定し、 ・数理債務、積立金から過去勤務債務の額、 ・告示に基づき財政悪化リスク相当額を算定する ■財政再計算後の責任準備金の算定

　標準掛金、数理債務を算定する 　特別掛金を算定する ① 400

・上限リスク対応額を算定する ② 0

・財政再計算前の別途積立金（旧基準の別途 ③ 0

　積立金）を取崩すことができる ・上限リスク対応額を算定する際の積立金は、 ④ 100

　別途積立金を留保しないものとして算定する ⑤ 400

⑥ 300

■特別掛金の算定 ・上限リスク対応額の範囲内でリスク対応額を
① 400 　設定し、リスク対応掛金を算定する
② 100 ⑧ 400

③ 0

④ 400 ■上限リスク対応額の算定
① 400

② 0

⑥ 0 ③ 400

④ 0

⑤ 300

⑥ 300

特別掛金収入現価

数理債務

対応前リスク充足額（①＋②－③）

財政悪化リスク相当額

上限リスク対応額（⑤－④）

別途積立金として留保する額

責任準備金（⑤＋⑥－③－④－⑦）

数理債務

積立金

特別掛金収入現価

0

特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価

数理債務

積立金

財政悪化リスク相当額

（財政再計算前の）別途積立金

積立金

別途積立金

100

別途積立金

数理債務

400

積立金 数理債務 積立金

400

積立金 数理債務 積立金 数理債務

400 400 400 400 400 400

500

通常予測給付現価

200

100

数理債務 800

400 上限リスク対応額 財政悪化リスク相当額

リスク対応掛金収入現価

300

200 財政悪化リスク相当額

特別掛金収入現価 300 300

数値例Ⅰ‐①　新基準へ移行する際の財政再計算の例示
【別途積立金を取り崩す場合】

財政再計算前 財政再計算の過程

ステップ１　標準掛金・数理債務の算定 ステップ２　特別掛金の算定 ステップ３　リスク対応掛金の算定 参考　財政再計算後

リスク対応掛金を拠出する場合

⑤
計算基準日時点の
過去勤務債務の額（④－（①－③））

⑦
追加拠出可能額現価
（⑤＋⑥－③－④－①＋②）

200

財政再計算前のイメージ 特別掛金算定時のイメージ リスク対応掛金算定時のイメージ 財政再計算後のイメージ

（旧基準による財政決算）

リスク対応額を100として

追加拠出可能額現価標準掛金収入現価
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・通常予測給付現価、給与現価を算定し、 ・数理債務、積立金から過去勤務債務の額、 ・告示に基づき財政悪化リスク相当額を算定する ■財政再計算後の責任準備金の算定

　標準掛金、数理債務を算定する 　特別掛金を算定する ① 400

・上限リスク対応額を算定する ② 100

・財政再計算前の別途積立金（旧基準の別途 ③ 100

　積立金）を留保することができる ・上限リスク対応額を算定する際の積立金は、 ④ 100

　別途積立金を留保しないものとして算定する ⑤ 400

⑥ 300

■特別掛金の算定 ・上限リスク対応額の範囲内でリスク対応額を
① 400 　設定し、リスク対応掛金を算定する
② 100 ⑧ 300

③ 100

④ 400 ■上限リスク対応額の算定
① 400

② 100

⑥ 100 ③ 400

④ 100

⑤ 300

⑥ 200

積立金

（財政再計算前の）別途積立金

別途積立金として留保する額

数理債務

特別掛金収入現価

リスク対応額を100として

リスク対応掛金を拠出する場合

財政再計算前

財政再計算前のイメージ

（旧基準による財政決算）

財政再計算の過程

ステップ１　標準掛金・数理債務の算定 ステップ３　リスク対応掛金の算定 参考　財政再計算後ステップ２　特別掛金の算定

特別掛金算定時のイメージ リスク対応掛金算定時のイメージ 財政再計算後のイメージ

別途積立金

100

特別掛金収入現価

100

上限リスク対応額（⑤－④）

責任準備金（⑤＋⑥－③－④－⑦）

積立金

別途積立金

特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価

数理債務

財政悪化リスク相当額

積立金

特別掛金収入現価

数理債務

対応前リスク充足額（①＋②－③）

財政悪化リスク相当額

積立金

400

数理債務

400

財政悪化リスク相当額

300

追加拠出可能額現価

200

リスク対応掛金収入現価

100

上限リスク対応額

200 財政悪化リスク相当額

300

特別掛金収入現価

100

積立金

400

数理債務

400

標準掛金収入現価

400

数理債務

400

別途積立金

過去勤務債務の額

100

積立金

400

100

別途積立金

100

通常予測給付現価

800

特別掛金収入現価

200

数理債務

500

計算基準日時点の
過去勤務債務の額（④－（①－③））

100⑤

追加拠出可能額現価
（⑤＋⑥－③－④－①＋②）

⑦ 200

数値例Ⅰ‐②　新基準へ移行する際の財政再計算の例示
【別途積立金を留保し、新たに発生した負の過去勤務債務の額を別途積立金に積み増さない場合】

数理債務

400

積立金

400
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・通常予測給付現価、給与現価を算定し、 ・数理債務、積立金から過去勤務債務の額、 ・告示に基づき財政悪化リスク相当額を算定する ■財政再計算後の責任準備金の算定

　標準掛金、数理債務を算定する 　特別掛金を算定する ① 400

・上限リスク対応額を算定する ② 200

・財政再計算前の別途積立金（旧基準の別途 ③ 200

　積立金）を留保することができる ・上限リスク対応額を算定する際の積立金は、 ④ 100

　別途積立金を留保しないものとして算定する ⑤ 400

・「今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債 ⑥ 300

　務の額」が負の場合、負の額の全部又は一部を ・上限リスク対応額の範囲内でリスク対応額を
　別途積立金積増金として処理することもできる 　設定し、リスク対応掛金を算定する

⑧ 200

■特別掛金の算定 ■上限リスク対応額の算定
① 400 ① 400

② 100 ② 200

③ 100 ③ 400

④ 400 ④ 200

⑤ 300

⑥ 100

⑩ 200

⑪ 200

100

400

積立金 数理債務 積立金

400

過去勤務債務の額（④－（①－⑨））

特別掛金収入現価

積立金

（財政再計算前の）別途積立金

別途積立金として留保する額

数理債務

負の過去勤務債務に係る
別途積立金積増金（⑦×（-1））

別途積立金

積立金

別途積立金

200

責任準備金（⑤＋⑥－③－④－⑦）

400 400 400

特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価

数理債務

財政悪化リスク相当額

100

別途積立金 200

別途積立金

400 400 400

積立金 数理債務 積立金

500

数理債務 数理債務

数理債務 800

200 200

通常予測給付現価

400 財政悪化リスク相当額

200 200

特別掛金収入現価

100標準掛金収入現価

300

リスク対応掛金収入現価上限リスク対応額

100

300 特別掛金収入現価過去勤務債務の額 特別掛金収入現価

財政悪化リスク相当額

リスク対応掛金を拠出する場合

200

追加拠出可能額現価

財政再計算前のイメージ 特別掛金算定時のイメージ リスク対応掛金算定時のイメージ 財政再計算後のイメージ

（旧基準による財政決算）

リスク対応額を100として

数値例Ⅰ‐③　新基準へ移行する際の財政再計算の例示
【別途積立金を留保し、新たに発生した負の過去勤務債務の額を別途積立金に積み増す場合】

財政再計算前 財政再計算の過程

ステップ１　標準掛金・数理債務の算定 ステップ２　特別掛金の算定 ステップ３　リスク対応掛金の算定 参考　財政再計算後

⑧

（財政再計算後の）別途積立金
（③＋⑧）

200⑨

⑦
追加拠出可能額現価
（⑤＋⑥－③－④－①＋②）

200

100
計算基準日時点の
過去勤務債務の額（④－（①－③））

⑤

前回の財政計算において発生した過去勤
務債務の額のうち償却されていない額

200⑥

今回の財政計算で新たに発生した
過去勤務債務の額（⑤－⑥）

-100⑦

特別掛金収入現価

数理債務

対応前リスク充足額（①＋②－③）

財政悪化リスク相当額

上限リスク対応額（⑤－④）

積立金
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■責任準備金の算定 ■責任準備金の算定

① 700 ① 500

② 0 ② 100

③ 0 ③ 0

④ 100 ④ 100

⑤ 0 ⑤ 0

⑥ 400 ⑥ 400

⑦ 財政悪化リスク相当額 300 ⑦ 財政悪化リスク相当額 300

⑨ 600 ⑨ 400

※追加拠出可能額現価は、下限が0、上限が財政悪化リスク相当額である ※追加拠出可能額現価は、下限が0、上限が財政悪化リスク相当額である

■当年度剰余金・当年度不足金の算定 ■当年度剰余金・当年度不足金の算定
⑩ 100 ⑩ 0

・差益（400）が発生したが、財政均衡状態を上回る部分（100）のみが、 ・差損（200）が発生しているが、財政均衡状態であるため、当年度不足金

　当年度剰余金として計上される 　は計上されず、前年度の別途積立金が計上され続ける

■リスク充足額の算定 ■リスク充足額の算定
⑫ 400 ⑫ 200

※リスク充足額は、下限が0である ※リスク充足額は、下限が0である

※当該金額は、貸借対照表（様式Ｃ７－ク）に記載するものである ※当該金額は、貸借対照表（様式Ｃ７－ク）に記載するものである

特別掛金収入現価

（前年度の）繰越不足金

100

別途積立金

積立金 400

リスク充足額（①＋④＋⑤－⑥）

積立金

（前年度の）別途積立金

特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価

数理債務

責任準備金（⑥＋⑦－④－⑤－⑧）

当年度剰余金（①－⑨－②＋③）

特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価

数理債務

（前年度の）繰越不足金

積立金

（前年度の）別途積立金

追加拠出可能額現価
（⑥＋⑦－①－④－⑤＋②）

0

責任準備金（⑥＋⑦－④－⑤－⑧）

当年度剰余金（①－⑨－②＋③）

リスク充足額（①＋④＋⑤－⑥）

300

別途積立金

100

積立金

700 数理債務

400

積立金 500

数理債務

数理債務

500

400

積立金 ： ＋300
数理債務 ： ▲100

積立金 ： ▲200

100

100

特別掛金収入現価
⇒ ⇒

追加拠出可能額現価 財政悪化リスク相当額 200 財政悪化リスク相当額

新基準移行後の財政決算

特別掛金収入現価

100

財政悪化リスク相当額

追加拠出可能額現価

リスク対応掛金を拠出していない場合

数値例Ⅱ‐①　新基準移行後の財政決算の例示
【リスク対応掛金を拠出しない場合で、剰余金が発生した後、財政均衡状態へ戻る例】

⑧

（剰余金の処分後の）
別途積立金（②＋⑩－③）

⑪ 100

⑧
追加拠出可能額現価
（⑥＋⑦－①－④－⑤＋②）

200

⑪
（剰余金の処分後の）
別途積立金（②＋⑩－③）

100

前々年度の財政決算 前年度の財政決算 当年度の財政決算

300 300 300
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■責任準備金の算定 ■責任準備金の算定

① 700 ① 500

② 0 ② 200

③ 0 ③ 0

④ 100 ④ 100

⑤ 100 ⑤ 100

⑥ 400 ⑥ 400

⑦ 財政悪化リスク相当額 300 ⑦ 財政悪化リスク相当額 300

⑨ 500 ⑨ 300

※追加拠出可能額現価は、下限が0、上限が財政悪化リスク相当額である ※追加拠出可能額現価は、下限が0、上限が財政悪化リスク相当額である

■当年度剰余金・当年度不足金の算定 ■当年度剰余金・当年度不足金の算定
⑩ 200 ⑩ 0

・差益（400）が発生したが、財政均衡状態を上回る部分（200）のみが、 ・差損（200）が発生したが、財政均衡状態であるため、当年度不足金は

　当年度剰余金として計上される 　計上されず、前年度の別途積立金が計上され続ける

■リスク充足額の算定 ■リスク充足額の算定
⑫ 500 ⑫ 300

※リスク充足額は、下限が0である ※リスク充足額は、下限が0である

※当該金額は、貸借対照表（様式Ｃ７－ク）に記載するものである ※当該金額は、貸借対照表（様式Ｃ７－ク）に記載するものである

200

リスク充足額（①＋④＋⑤－⑥） リスク充足額（①＋④＋⑤－⑥）

リスク対応掛金を拠出している場合

リスク対応掛金収入現価

100

別途積立金

責任準備金（⑥＋⑦－④－⑤－⑧） 責任準備金（⑥＋⑦－④－⑤－⑧）

当年度剰余金（①－⑨－②＋③） 当年度剰余金（①－⑨－②＋③）

⑪
（剰余金の処分後の）
別途積立金（②＋⑩－③）

200 ⑪
（剰余金の処分後の）
別途積立金（②＋⑩－③）

⑧
追加拠出可能額現価
（⑥＋⑦－①－④－⑤＋②）

0 ⑧
追加拠出可能額現価
（⑥＋⑦－①－④－⑤＋②）

200

特別掛金収入現価 特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価 リスク対応掛金収入現価

数理債務 数理債務

積立金 積立金

（前年度の）別途積立金 （前年度の）別途積立金

（前年度の）繰越不足金 （前年度の）繰越不足金

別途積立金

200200

400

積立金

400

積立金 500 500

700積立金 ： ＋300
数理債務 ： ▲100

積立金

積立金 ： ▲200
数理債務

400

特別掛金収入現価
⇒ ⇒

100 100

数理債務 数理債務100

リスク対応掛金収入現価 特別掛金収入現価

300 100

300

200 財政悪化リスク相当額

財政悪化リスク相当額

リスク対応掛金収入現価

財政悪化リスク相当額

追加拠出可能額現価 100

追加拠出可能額現価

300

数値例Ⅱ‐②　新基準移行後の財政決算の例示
【リスク対応掛金を拠出する場合で、剰余金が発生した後、財政均衡状態へ戻る例】

新基準移行後の財政決算

前々年度の財政決算 前年度の財政決算 当年度の財政決算

特別掛金収入現価 200
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■責任準備金の算定 ■責任準備金の算定

① 300 ① 500

② 0 ② 0

③ 0 ③ 100

④ 100 ④ 100

⑤ 0 ⑤ 0

⑥ 500 ⑥ 400

⑦ 財政悪化リスク相当額 300 ⑦ 財政悪化リスク相当額 300

⑨ 400 ⑨ 500

※追加拠出可能額現価は、下限が0、上限が財政悪化リスク相当額である ※追加拠出可能額現価は、下限が0、上限が財政悪化リスク相当額である

■当年度剰余金・当年度不足金の算定 ■当年度剰余金・当年度不足金の算定
⑩ -100 ⑩ 100

・差損（100）が発生し、財政均衡状態を下回る部分（100）が、 ・差益（300）が発生したが、財政均衡状態であるため、繰越不足金を解消

　当年度不足金として計上される 　するのみで、別途積立金は計上されない

■リスク充足額の算定 ■リスク充足額の算定
⑫ 0 ⑫ 200

※リスク充足額は、下限が0である ※リスク充足額は、下限が0である

※当該金額は、貸借対照表（様式Ｃ７－ク）に記載するものである ※当該金額は、貸借対照表（様式Ｃ７－ク）に記載するものである

0

リスク充足額（①＋④＋⑤－⑥） リスク充足額（①＋④＋⑤－⑥）

繰越不足金

100

責任準備金（⑥＋⑦－④－⑤－⑧） 責任準備金（⑥＋⑦－④－⑤－⑧）

当年度剰余金（①－⑨－②＋③） 当年度剰余金（①－⑨－②＋③）

⑪
（剰余金の処分後の）
別途積立金（②＋⑩－③）

-100 ⑪
（剰余金の処分後の）
別途積立金（②＋⑩－③）

⑧
追加拠出可能額現価
（⑥＋⑦－①－④－⑤＋②）

300 ⑧
追加拠出可能額現価
（⑥＋⑦－①－④－⑤＋②）

100

特別掛金収入現価 特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価 リスク対応掛金収入現価

数理債務 数理債務

積立金 積立金

（前年度の）別途積立金 （前年度の）別途積立金

（前年度の）繰越不足金 （前年度の）繰越不足金

400

積立金

積立金 500

400

100

積立金 ： ▲100

300

積立金

特別掛金収入現価

積立金 ： ＋200
数理債務 ： ▲100数理債務 数理債務

100

特別掛金収入現価
⇒ ⇒

500 500 数理債務

財政悪化リスク相当額

100

特別掛金収入現価

300

300 300 300 300 100

追加拠出可能額現価 財政悪化リスク相当額 追加拠出可能額現価 財政悪化リスク相当額 追加拠出可能額現価

数値例Ⅱ‐③　新基準移行後の財政決算の例示
【リスク対応掛金を拠出しない場合で、不足金が発生した後、財政均衡状態へ戻る例】

新基準移行後の財政決算

前々年度の財政決算 前年度の財政決算 当年度の財政決算

リスク対応掛金を拠出していない場合
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・通常予測給付現価、給与現価を算定し、 ・数理債務、積立金から過去勤務債務の額、 ・告示に基づき財政悪化リスク相当額を算定する ■財政再計算後の責任準備金の算定

　標準掛金、数理債務を算定する 　特別掛金を算定する ① 500

・上限リスク対応額を算定する ② 0

・財政再計算前の別途積立金を取崩すことが ③ 0

　できる ・上限リスク対応額を算定する際の積立金は、 ④ 100

　別途積立金を留保しないものとして算定する ⑤ 500

⑥ 200

■特別掛金の算定 ・上限リスク対応額の範囲内でリスク対応額を
① 500 　設定し、リスク対応掛金を算定する
② 100 ⑧ 500

③ 0

④ 500 ■上限リスク対応額の算定
① 500

② 0

⑥ 0 ③ 500

④ 0

⑤ 200

⑥ 200上限リスク対応額（⑤－④）

特別掛金収入現価

積立金

特別掛金収入現価

数理債務

対応前リスク充足額（①＋②－③）

財政悪化リスク相当額

100

別途積立金として留保する額

数理債務

責任準備金（⑤＋⑥－③－④－⑦）

⑤
計算基準日時点の
過去勤務債務の額（④－（①－③））

0

特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価

数理債務

積立金

財政悪化リスク相当額

（財政再計算前の）別途積立金

⑦
追加拠出可能額現価
（⑤＋⑥－③－④－①＋②）

積立金

別途積立金

100

別途積立金

数理債務

500

積立金 数理債務 積立金

500

積立金 数理債務 積立金 数理債務

500 500 500 500 500 500

500

900

数理債務

通常予測給付現価

100

200 200

300 標準掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価 200200

100 財政悪化リスク相当額

200 財政悪化リスク相当額

追加拠出可能額現価

特別掛金収入現価 上限リスク対応額 財政悪化リスク相当額

400

リスク対応掛金を拠出する場合

追加拠出可能額現価

財政再計算前のイメージ 特別掛金算定時のイメージ リスク対応掛金算定時のイメージ 財政再計算後のイメージ

リスク対応掛金を拠出していない場合 リスク対応額を100として

数値例Ⅲ‐①　新基準移行後の財政再計算の例示
【別途積立金を取り崩す場合】

財政再計算前 財政再計算の過程

ステップ１　標準掛金・数理債務の算定 ステップ２　特別掛金の算定 ステップ３　リスク対応掛金の算定 参考　財政再計算後
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・通常予測給付現価、給与現価を算定し、 ・数理債務、積立金から過去勤務債務の額、 ・告示に基づき財政悪化リスク相当額を算定する ■財政再計算後の責任準備金の算定

　標準掛金、数理債務を算定する 　特別掛金を算定する ① 500

・上限リスク対応額を算定する ② 100

・財政再計算前の別途積立金を留保することが ③ 100

　できる ・上限リスク対応額を算定する際の積立金は、 ④ 100

　別途積立金を留保しないものとして算定する ⑤ 500

⑥ 200

■特別掛金の算定 ・上限リスク対応額の範囲内でリスク対応額を
① 500 　設定し、リスク対応掛金を算定する
② 100 ⑧ 400

③ 100

④ 500 ■上限リスク対応額の算定
① 500

② 100

⑥ 100 ③ 500

④ 100

⑤ 200

⑥ 100

⑤

⑦
追加拠出可能額現価
（⑤＋⑥－③－④－①＋②）

追加拠出可能額現価

200

特別掛金収入現価

財政悪化リスク相当額

300

200

通常予測給付現価

別途積立金として留保する額

特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価

特別掛金収入現価

数理債務

対応前リスク充足額（①＋②－③）

財政悪化リスク相当額

上限リスク対応額（⑤－④）

数理債務

責任準備金（⑤＋⑥－③－④－⑦）

特別掛金収入現価

積立金計算基準日時点の
過去勤務債務の額（④－（①－③））

100

数理債務

積立金

財政悪化リスク相当額

（財政再計算前の）別途積立金

積立金

別途積立金

別途積立金

100

100

100 100

別途積立金 別途積立金

500 500 500

500

積立金積立金 数理債務

500 500 500

積立金 数理債務 積立金

数理債務

900

500 500

数理債務 数理債務

200 特別掛金収入現価特別掛金収入現価

100

100

財政悪化リスク相当額100

100

過去勤務債務の額

標準掛金収入現価

100

財政悪化リスク相当額

リスク対応掛金収入現価

リスク対応掛金を拠出する場合

追加拠出可能額現価

100

200400 上限リスク対応額

財政再計算前のイメージ 特別掛金算定時のイメージ リスク対応掛金算定時のイメージ 財政再計算後のイメージ

リスク対応掛金を拠出していない場合 リスク対応額を100として

数値例Ⅲ‐②　新基準移行後の財政再計算の例示
【別途積立金を留保し、新たに発生した負の過去勤務債務の額を別途積立金に積み増さない場合】

財政再計算前 財政再計算の過程

ステップ１　標準掛金・数理債務の算定 ステップ２　特別掛金の算定 ステップ３　リスク対応掛金の算定 参考　財政再計算後
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・通常予測給付現価、給与現価を算定し、 ・数理債務、積立金から過去勤務債務の額、 ・告示に基づき財政悪化リスク相当額を算定する ■財政再計算後の責任準備金の算定

　標準掛金、数理債務を算定する 　特別掛金を算定する ① 500

・上限リスク対応額を算定する ② 200

・財政再計算前の別途積立金を留保することが ③ 200

　できる ・上限リスク対応額を算定する際の積立金は、 ④ 0

　別途積立金を留保しないものとして算定する ⑤ 500

・「今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債 ⑥ 200

　務の額」が負の場合、負の額の全部又は一部を ・上限リスク対応額の範囲内でリスク対応額を

　別途積立金積増金として処理することもできる 　設定し、リスク対応掛金を算定する
⑧ 300

■特別掛金の算定 ■上限リスク対応額の算定
① 500 ① 500

② 100 ② 200

③ 100 ③ 500

④ 500 ④ 200

⑤ 200

⑥ 0

⑩ 200

⑪ 200

別途積立金

200

積立金

⑦
追加拠出可能額現価
（⑤＋⑥－③－④－①＋②）

200

責任準備金（⑤＋⑥－③－④－⑦）

特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価

数理債務

財政悪化リスク相当額

積立金

別途積立金

積立金 数理債務 積立金

⑧
負の過去勤務債務に係る
別途積立金積増金（⑦×（-1））

100

⑨
（財政再計算後の）別途積立金
（③＋⑧）

200

⑥
前回の財政計算において発生した過去勤
務債務の額のうち償却されていない額

200

⑦
今回の財政計算で新たに発生した
過去勤務債務の額（⑤－⑥）

-100

⑤
計算基準日時点の
過去勤務債務の額（④－（①－③））

100

特別掛金収入現価

別途積立金

200

積立金

（財政再計算前の）別途積立金

別途積立金として留保する額

数理債務

過去勤務債務の額（④－（①－⑨））

上限リスク対応額（⑤－④）

特別掛金収入現価

数理債務

対応前リスク充足額（①＋②－③）

財政悪化リスク相当額

100

別途積立金

500

500

積立金 数理債務 積立金

500

500 500500 500 500

500

数理債務

900

通常予測給付現価

過去勤務債務の額

200

200

数理債務数理債務

200

特別掛金収入現価

200 200 200 200

特別掛金収入現価 特別掛金収入現価 財政悪化リスク相当額

追加拠出可能額現価 財政悪化リスク相当額

400

200 財政悪化リスク相当額

300 標準掛金収入現価

追加拠出可能額現価

財政再計算前のイメージ

リスク対応掛金を拠出することはできない

特別掛金算定時のイメージ リスク対応掛金算定時のイメージ 財政再計算後のイメージ

リスク対応掛金を拠出していない場合 上限リスク対応額が0であり

数値例Ⅲ‐③　新基準移行後の財政再計算の例示
【別途積立金を留保し、新たに発生した負の過去勤務債務の額を別途積立金に積み増す場合】

財政再計算前 財政再計算の過程

ステップ１　標準掛金・数理債務の算定 ステップ２　特別掛金の算定 ステップ３　リスク対応掛金の算定 参考　財政再計算後
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・通常予測給付現価、給与現価を算定し、 ・数理債務、積立金から過去勤務債務の額、 ・告示に基づき財政悪化リスク相当額を算定する ■財政再計算後の責任準備金の算定

　標準掛金、数理債務を算定する 　特別掛金を算定する ① 500

・上限リスク対応額を算定する ② 100

・財政再計算前の別途積立金を留保することが ③ 200

　できる ・上限リスク対応額を算定する際の積立金は、 ④ 100

　別途積立金を留保しないものとして算定する ⑤ 600

⑥ 200

■特別掛金の算定 ・上限リスク対応額の範囲内でリスク対応額を
① 500 　設定し、リスク対応掛金を算定する
② 100 ⑧ 400

③ 100

④ 600 ■上限リスク対応額の算定
① 500

② 200

⑥ 200 ③ 600

④ 100

※旧基準では、財政再計算前の状態（財政決算に ⑤ 200

　おける当年度剰余金を処分した状態）で、別途積立 ⑥ 100

　が200となる。　このため、特別掛金を算定する際の

　積立金を300（＝積立金（500）－別途積立金（200））

　とし、　過去勤務債務の額を300とすることができる。

　新基準においては、財政再計算前の状態で、別途

　積立金が100となるため、過去勤務債務の額を300

　とすることができない。

積立金

特別掛金収入現価

数理債務

上限リスク対応額（⑤－④）

別途積立金

100

対応前リスク充足額（①＋②－③）

上限リスク対応額

100

財政悪化リスク相当額

⑦
追加拠出可能額現価
（⑤＋⑥－③－④－①＋②）

100

責任準備金（⑤＋⑥－③－④－⑦）

特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価

数理債務

財政悪化リスク相当額

積立金

別途積立金

200

特別掛金収入現価

積立金

（財政再計算前の）別途積立金

⑤

別途積立金として留保する額

数理債務

計算基準日時点の
過去勤務債務の額（④－（①－③））

600 積立金

100 100

別途積立金 別途積立金

500 500500 500

数理債務

積立金 積立金 600 積立金

数理債務

600

500 数理債務

数理債務 600

特別掛金収入現価

900 数理債務

通常予測給付現価

200 200

200

200200

200

特別掛金収入現価特別掛金収入現価

300

過去勤務債務の額

300 100

財政悪化リスク相当額

200 財政悪化リスク相当額 リスク対応掛金収入現価

100追加拠出可能額現価

標準掛金収入現価

財政悪化リスク相当額

数値例Ⅲ‐④　新基準移行後の財政再計算の例示
【財政再計算に伴い数理債務が増加する場合】

財政再計算前 財政再計算の過程

ステップ１　標準掛金・数理債務の算定 ステップ２　特別掛金の算定 ステップ３　リスク対応掛金の算定 参考　財政再計算後

追加拠出可能額現価

財政再計算前のイメージ 特別掛金算定時のイメージ リスク対応掛金算定時のイメージ 財政再計算後のイメージ

リスク対応掛金を拠出していない場合 リスク対応額を100として

リスク対応掛金を拠出する場合
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・通常予測給付現価、給与現価を算定し、 ・数理債務、積立金から過去勤務債務の額、 ・告示に基づき財政悪化リスク相当額を算定する

　標準掛金、数理債務を算定する 　特別掛金を算定する

・上限リスク対応額を算定する

・財政再計算前の別途積立金を任意で取り崩す ■財政再計算後の責任準備金の算定

 ことができる ・上限リスク対応額を算定する際の積立金は、 ① 700

　別途積立金を留保しないものとして算定する ② 0

③ 0

■特別掛金の算定 ・上限リスク対応額の範囲内でリスク対応額を ④ 0

① 700 　設定し、リスク対応掛金を算定する ⑤ 500

② 100 ⑥ 200

③ 0

④ 500 ■上限リスク対応額の算定

① 700 ⑧ 700

② 0

⑥ 0 ③ 500 ※リスク対応掛金を拠出しない場合でも、責任準備金が

④ 200 　旧基準の責任準備金とは一致しない（財政均衡の下限

⑤ 200 　ではない）ことに留意する。

⑥ 0

特別掛金収入現価（⑤） 数理債務

対応前リスク充足額（①＋②－③）

財政悪化リスク相当額

上限リスク対応額（⑤－④）

⑤
計算基準日時点の

過去勤務債務の額（④－（①－③））
-200

積立金 責任準備金（⑤＋⑥－③－④－⑦）

特別掛金収入現価

（財政再計算前の）別途積立金 財政悪化リスク相当額

別途積立金として留保する額
⑦

追加拠出可能額現価

（⑤＋⑥－③－④－①＋②）
0

数理債務

積立金

別途積立金

特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価

積立金 数理債務

100

別途積立金

700 500 700 500

積立金 数理債務 積立金 数理債務

700 500 700 500

積立金 数理債務 積立金 数理債務

500

通常予測給付現価

数理債務

900

200-200 200

400 過去勤務債務の額

標準掛金収入現価

財政悪化リスク相当額 財政悪化リスク相当額

300

200 財政悪化リスク相当額

追加拠出可能額現価

リスク対応掛金、特別掛金を拠出していない場合 上限リスク対応額が0であり

リスク対応掛金を拠出することはできない

財政再計算前のイメージ 特別掛金算定時のイメージ リスク対応掛金算定時のイメージ 財政再計算後のイメージ

数値例Ⅲ‐⑤　新基準移行後の財政再計算の例示
【特別掛金の増加の回避や減少を目的とせずに別途積立金を取り崩す場合】

財政再計算前 財政再計算の過程

ステップ１　標準掛金・数理債務の算定 ステップ２　特別掛金の算定 ステップ３　リスク対応掛金の算定 参考　財政再計算後
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・通常予測給付現価、給与現価を算定し、 ・数理債務、積立金から過去勤務債務の額、 ・告示に基づき財政悪化リスク相当額を算定する

　標準掛金、数理債務を算定する 　特別掛金を算定する

・上限リスク対応額を算定する

・新たに発生した負の過去勤務債務の額は別途 ■財政再計算後の責任準備金の算定

 積立金として積み増さないこともできる ・上限リスク対応額を算定する際の積立金は、 ① 700

　別途積立金を留保しないものとして算定する ② 100

③ 0

■特別掛金の算定 ・上限リスク対応額の範囲内でリスク対応額を ④ 0

① 700 　設定し、リスク対応掛金を算定する ⑤ 500

② 100 ⑥ 200

③ 100

④ 500 ■上限リスク対応額の算定

① 700 ⑧ 600

② 0

⑥ 0 ③ 500 ※リスク対応掛金を拠出しない場合でも、責任準備金が

④ 200 　旧基準の責任準備金とは一致しない（財政均衡の下限

⑤ 200 　ではない）ことに留意する。

⑥ 0

特別掛金収入現価（⑤） 数理債務

対応前リスク充足額（①＋②－③）

財政悪化リスク相当額

上限リスク対応額（⑤－④）

100
数理債務

⑤
計算基準日時点の

過去勤務債務の額（④－（①－③））
-100

積立金 責任準備金（⑤＋⑥－③－④－⑦）

特別掛金収入現価

積立金 数理債務

（財政再計算前の）別途積立金 財政悪化リスク相当額

別途積立金として留保する額
⑦

追加拠出可能額現価

（⑤＋⑥－③－④－①＋②）

100

積立金

別途積立金

特別掛金収入現価

リスク対応掛金収入現価

別途積立金

100 100

別途積立金 別途積立金

700 500 700 700 500 700

積立金 数理債務 積立金 積立金 数理債務 積立金

500 500 500

数理債務 数理債務 数理債務

900

通常予測給付現価

200

200

400 -100

標準掛金収入現価 過去勤務債務の額

財政悪化リスク相当額

300 100 財政悪化リスク相当額

200 財政悪化リスク相当額 追加拠出可能額現価

追加拠出可能額現価

リスク対応掛金、特別掛金を拠出していない場合 上限リスク対応額が0であり

リスク対応掛金を拠出することはできない

財政再計算前のイメージ 特別掛金算定時のイメージ リスク対応掛金算定時のイメージ 財政再計算後のイメージ

数値例Ⅲ‐⑥　新基準移行後の財政再計算の例示
【別途積立金を留保し、特別掛金の増加の回避や減少を目的とせずに新たに発生した負の過去勤務債務の額を別途積立金に積み増さない場合】

財政再計算前 財政再計算の過程

ステップ１　標準掛金・数理債務の算定 ステップ２　特別掛金の算定 ステップ３　リスク対応掛金の算定 参考　財政再計算後


